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令 和 ７ 年 第 １ 回 名 寄 市 議 会 定 例 会 会 議 録

開会 令和７年２月２７日（木曜日）午前１０時００分

１．議事日程

日程第１ 会議録署名議員指名

日程第２ 会期の決定

日程第３ 令和６年第４回定例会付託議案第４号

名寄市ピヤシリスキー場条例の一部

改正について（経済建設常任委員長報

告）

日程第４ 令和６年第４回定例会付託議案第２５

号 名寄市水道事業給水条例の一部改

正について（経済建設常任委員長報

告）

日程第５ 令和７年度市政執行方針・教育行政執

行方針

日程第６ 議案第１号 情報通信技術の活用によ

る行政手続等に係る関係者の利便性の

向上並びに行政運営の簡素化及び効率

化を図るためのデジタル社会形成基本

法等の一部を改正する法律の施行に伴

う関係条例の整理に関する条例の制定

について

日程第７ 議案第２号 名寄市職員の定年引上げ

に伴う関係条例の整備に関する条例の

一部改正について

日程第８ 議案第３号 名寄市手数料徴収条例の

一部改正について

日程第９ 議案第４号 名寄市教育相談センター

条例の一部改正について

日程第10 議案第５号 名寄市風連米乾燥調製施

設条例の一部改正について

日程第12 議案第７号 名寄市病院事業職員の給

与の種類及び基準に関する条例の一部

改正について

日程第13 議案第８号 令和６年度名寄市一般会

計補正予算（第１０号）

日程第14 議案第９号 令和６年度名寄市国民健

康保険特別会計補正予算（第２号）

日程第15 議案第１０号 令和６年度名寄市介護

保険特別会計補正予算（第２号）

日程第16 議案第１１号 令和６年度名寄市後期

高齢者医療特別会計補正予算（第３

号）

日程第17 議案第１２号 令和６年度名寄市立大

学特別会計補正予算（第４号）

日程第18 議案第１３号 令和６年度名寄市病院

事業会計補正予算（第２号）

日程第19 議案第１４号 令和６年度名寄市水道

事業会計補正予算（第２号）

日程第20 議案第１５号 令和６年度名寄市下水

道事業会計補正予算（第２号）

日程第21 議案第１６号 令和７年度名寄市一般

会計予算

議案第１７号 令和７年度名寄市国民

健康保険特別会計予算

議案第１８号 令和７年度名寄市介護

保険特別会計予算

議案第１９号 令和７年度名寄市食肉

センター事業特別会計予算

議案第２０号 令和７年度名寄市後期

高齢者医療特別会計予算

議案第２１号 令和７年度名寄市立大

学特別会計予算

議案第２２号 令和７年度名寄市病院

事業会計予算

議案第２３号 令和７年度名寄市水道

事業会計予算

議案第２４号 令和７年度名寄市下水

令和７年２月２７日（木曜日）第１回３月定例会・第１号
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令和７年２月２７日（木曜日）第１回３月定例会・第１号

道事業会計予算

１．本日の会議に付した事件

日程第１ 会議録署名議員指名

日程第２ 会期の決定

日程第３ 令和６年第４回定例会付託議案第４号

名寄市ピヤシリスキー場条例の一部

改正について（経済建設常任委員長報

告）

日程第４ 令和６年第４回定例会付託議案第２５

号 名寄市水道事業給水条例の一部改

正について（経済建設常任委員長報

告）

日程第５ 令和７年度市政執行方針・教育行政執

行方針

日程第６ 議案第１号 情報通信技術の活用によ

る行政手続等に係る関係者の利便性の

向上並びに行政運営の簡素化及び効率

化を図るためのデジタル社会形成基本

法等の一部を改正する法律の施行に伴

う関係条例の整理に関する条例の制定

について

日程第７ 議案第２号 名寄市職員の定年引上げ

に伴う関係条例の整備に関する条例の

一部改正について

日程第８ 議案第３号 名寄市手数料徴収条例の

一部改正について

日程第９ 議案第４号 名寄市教育相談センター

条例の一部改正について

日程第10 議案第５号 名寄市風連米乾燥調製施

設条例の一部改正について

日程第12 議案第７号 名寄市病院事業職員の給

与の種類及び基準に関する条例の一部

改正について

日程第13 議案第８号 令和６年度名寄市一般会

計補正予算（第１０号）

日程第14 議案第９号 令和６年度名寄市国民健

康保険特別会計補正予算（第２号）

日程第15 議案第１０号 令和６年度名寄市介護

保険特別会計補正予算（第２号）

日程第16 議案第１１号 令和６年度名寄市後期

高齢者医療特別会計補正予算（第３

号）

日程第17 議案第１２号 令和６年度名寄市立大

学特別会計補正予算（第４号）

日程第18 議案第１３号 令和６年度名寄市病院

事業会計補正予算（第２号）

日程第19 議案第１４号 令和６年度名寄市水道

事業会計補正予算（第２号）

日程第20 議案第１５号 令和６年度名寄市下水

道事業会計補正予算（第２号）

日程第21 議案第１６号 令和７年度名寄市一般

会計予算

議案第１７号 令和７年度名寄市国民

健康保険特別会計予算

議案第１８号 令和７年度名寄市介護

保険特別会計予算

議案第１９号 令和７年度名寄市食肉

センター事業特別会計予算

議案第２０号 令和７年度名寄市後期

高齢者医療特別会計予算

議案第２１号 令和７年度名寄市立大

学特別会計予算

議案第２２号 令和７年度名寄市病院

事業会計予算

議案第２３号 令和７年度名寄市水道

事業会計予算

議案第２４号 令和７年度名寄市下水

道事業会計予算

１．出席議員（１５名）

議 長 １６番 山 田 典 幸 議員

副議長 １０番 倉 澤 宏 議員

１番 中 畠 孝 幸 議員

３番 山 崎 真 由 美 議員

４番 水 間 健 詞 議員



－3－

令和７年２月２７日（木曜日）第１回３月定例会・第１号

５番 谷 聡 議員

６番 今 村 芳 彦 議員

７番 清 水 一 夫 議員

８番 川 村 幸 栄 議員

９番 佐 藤 靖 議員

１１番 高 野 美 枝 子 議員

１２番 高 橋 伸 典 議員

１３番 遠 藤 隆 男 議員

１４番 東 川 孝 義 議員

１５番 東 千 春 議員

１．欠席議員（０名）

１．事務局出席職員

事 務 局 長 渡 辺 博 史

書 記 石 橋 恵 美

書 記 及 川 洋 人

書 記 川 名 桃 代

１．説明員

市 長 加 藤 剛 士 君

副 市 長 橋 本 正 道 君

教 育 長 岸 小 夜 子 君

総 務 部 長 木 村 睦 君

総合政策部長 石 橋 毅 君

市 民 部 長 松 田 慎 司 君

健康福祉部長 馬 場 義 人 君

経 済 部 長 山 田 裕 治 君

建設水道部長 東 聡 男 君

教 育 部 長 伊 藤 慈 生 君

市立総合病院
佐 々 木 紀 幸 君

事 務 部 長

市 立 大 学
水 間 剛 君

事 務 局 長

こども・高齢者
田 畑 次 郎 君

支 援 室 長

産業振興室長 櫻 田 孝 臣 君

上下水道室長 佐 藤 美 香 君

会 計 室 長 鈴 木 康 寛 君

監 査 委 員 岡 川 進 君
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〇議長（山田典幸議員） ただいまより令和７年

第１回名寄市議会定例会を開会いたします。

ただいまの出席議員数は１５名であります。定

足数に達しております。直ちに本日の会議を開き

ます。

〇議長（山田典幸議員） 日程第１ 会議録署名

議員の指名を行います。

会議録署名議員には、会議規則第８７条の規定

により、

１２番 高 橋 伸 典 議員

１４番 東 川 孝 義 議員

を指名いたします。

〇議長（山田典幸議員） この際、御報告申し上

げます。

議事日程第１１ 議案第６号 名寄市水道事業

給水条例の一部改正については、議事の都合によ

り日程から削除いたします。

〇議長（山田典幸議員） 日程第２ 会期の決定

について、お諮りいたします。

今期定例会の会期は、本日より３月１８日まで

の２０日間といたしたいと思いますが、御異議ご

ざいませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（山田典幸議員） 異議なしと認めます。

よって、今期定例会の会期は、本日より３月１

８日までの２０日間と決定いたしました。

〇議長（山田典幸議員） 日程第３ 令和６年第

４回定例会付託議案第４号 名寄市ピヤシリスキ

ー場条例の一部改正についてを議題といたします。

付託しました委員会の審査の経過及び結果の報

告を求めます。

経済建設常任委員会、山崎真由美委員長。

〇経済建設常任委員長（山崎真由美議員） おは

ようございます。議長の御指名をいただきました

ので、令和６年第４回定例会初日に経済建設常任

委員会へ付託されました議案第４号 名寄市ピヤ

シリスキー場条例の一部改正について、委員会を

令和６年１２月１６日及び令和７年１月１４日に

開催し、担当職員の出席を求め、慎重に審査を行

いましたので、その経過及び結果について御報告

いたします。

１２月１６日の委員会では、近年の物価高騰に

対応した宿泊料金の見直しにより指定管理者の経

営基盤の安定化と強化並びに市内宿泊施設との平

準化を図ることを目的とする改定の理由とその内

容、改定料金算出の考え方について担当職員から

説明を受け、質疑に入りました。

主な質疑の概要ですが、今回の改定の経緯が財

政課からの提案か、または産業振興課からの提案

か、それとも指定管理者からの要望なのかについ

ての質疑では、担当課と指定管理者の協議である

との答弁があり、様々な物価高騰や人件費高騰の

中で現状の料金体系のままでは指定管理料を上げ

ていくか指定管理者の中でコストを切り詰めてい

く必要があり、一定程度公社の経営が安定的に運

営できるようにするためには料金改定が必要であ

るとの説明が加えられました。次に、令和４年の

改正では参考とした市内宿泊施設が４施設であっ

たのに対し今回は６施設となっている理由につい

ての質疑では、正確な利用料金をつかむため細か

く調査し、料金が突出した施設を含めることで数

年先に物価が高騰しても対応できるだろうと考え

たとの答弁がありました。次に、公の施設の使用

料に関する設定基準の公費負担、受益者負担の関

係性についての質疑では、対象施設の除外施設と

なっていると答弁がありました。また、公共施設

の使用料に関する設定基準の性質別負担割合で通

常の体育施設については公費負担分と受益者負担

が５０対５０のカテゴリーであるが、ピヤシリス

キー場は公費負担分２５、受益者負担分７５とい

うカテゴリーに設定している。例外で設定した部

分をさらに例外で除外することについてはに対し
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て、次回の委員会で資料に含めて整理するとの答

弁がありました。次に、令和元年に対し令和６年

度の指定管理料がほぼ倍に上がっている状況もあ

る中で、今回の値上げによって指定管理料が抑え

られると理解してよいかの質疑では、実際の料金

改定は来年度以降であり、具体的な期間と料金が

定まっていないことや指定管理料については宿泊

以外の部分も含めての金額であることから、現時

点で指定管理料が抑えられるかどうかの答えは控

えたいとの答弁がありました。次に、料金の値上

げが利用者数の減少につながらないかの質疑では、

近隣自治体の同様な施設とのバランスを加味しな

がら、客足が遠のかないように料金体系を考えて

いくと答弁がありました。次に、２０２４年の宿

泊料金について上限が８，０００円であるが、繁

忙期で７，０００円、閑散期で６，０００円と上

限までいっていない。その中で今回１万１，００

０円を上限とすることにした議論経過については

の質疑では、１２月３０日から１月３日の年末年

始期間には素泊まりの７，５００円に特別料理を

加えた１万１，５００円くらいのプランとして販

売しているが、市内民間宿泊施設との平準化した

料金設定として今回の上限１万１，０００円を提

案したと答弁がありました。次に、料金設定の経

緯の中で戦略的な料金設定や専門的立場でのアド

バイスはの質疑では、近隣も踏まえ調査しており、

公社の公認会計士や経営に精通された専門家の意

見もいただき、具体的に損益分岐点を研究しなが

ら指定管理者と一緒にやっていくと答弁がありま

した。次に、今回の提案理由が他の施設との平準

化に重きを置いているのか、公社の経営基盤強化

のための上限額引上げか、将来的な見通しも含め

ての説明はとの質疑では、次回繁忙期、閑散期の

営業カレンダーを踏まえて料金基準を上げた価格

でシミュレーションを提示すると答弁がありまし

た。次に、インバウンドの広がりなど経営基盤強

化に突出した部分での取組がされたかの質疑に対

し、インバウンドについては徐々に増え始めては

いるが、日帰りでの利用が多いため対策として観

光協会、公社と３者で協議しているとの答弁があ

りました。

１月１４日の委員会では、前回委員会での質疑

に対し平成３０年４月の公の施設の使用料に関す

る認定基準の考え方及びなよろ温泉サンピラー宿

泊シミュレーションについて担当職員から説明を

受けた後、質疑に入りました。

主な質疑では、今回の宿泊部分での料金設定の

条例改正は行財政改革の観点ではなく、政策的部

分での認識でよいかの質疑では、行財政改革とは

切り離し、上限の引上げということで対応したと

答弁がありました。次に、令和元年度から徐々に

上がってきている指定管理料の上昇に歯止めをか

け、市の財政負担を抑制する、また指定管理者の

収入を増やすことによって財政負担を減らすとい

う点において令和７年度当初予算で要求している

指定管理料はの質疑では、前年度比７０万円ほど

の減であると答弁がありました。次に、令和元年

度から投入してきた経営改善事業費の効果と今回

の改定による値上げとの関連についてはの質疑で

は、経営改善の抜本的な見直しも含め人的派遣な

ど支援してきたが、市の財政的な負担も一定程度

抑制したいと答弁がありました。次に、期別の宿

泊料金設定の考え方についてはの質疑では、閑散

期と通常繁忙期の差は設けたほうがよいと考えて

おり、弾力性のある経営でいかに空室をなくすか、

アドバイザーからの意見も参考に研究していくと

答弁がありました。その他温泉利用料金の値上げ

について、現在休業しているレストランの影響に

ついて、宿泊者数を増やすための具体的取組につ

いて質疑が行われました。

本委員会では、質疑終了後に採決を行った結果、

全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定い

たしました。

以上をもちまして令和６年第４回定例会付託議

案第４号 名寄市ピヤシリスキー場条例の一部改

正についての審査の経過及び結果の報告を終わり

令和７年２月２７日（木曜日）第１回３月定例会・第１号
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ます。

〇議長（山田典幸議員） これより委員長報告に

対する質疑に入ります。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（山田典幸議員） 質疑なしと認めます。

正副委員長は自席にお戻りください。

これより採決に入ります。

本件に対する委員長報告は可決であります。

本件を委員長報告のとおり決定することに御異

議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（山田典幸議員） 異議なしと認めます。

よって、令和６年第４回定例会付託議案第４号

は委員長報告のとおり可決されました。

〇議長（山田典幸議員） 日程第４ 令和６年第

４回定例会付託議案第２５号 名寄市水道事業給

水条例の一部改正についてを議題といたします。

付託しました委員会の審査の経過及び結果の報

告を求めます。

経済建設常任委員会、山崎真由美委員長。

〇経済建設常任委員長（山崎真由美議員） 議長

の御指名をいただきましたので、令和６年第４回

定例会で経済建設常任委員会へ付託されました議

案第２５号 名寄市水道事業給水条例の一部改正

について、委員会を令和６年１２月１６日及び令

和７年１月１４日、１月２７日に開催し、担当職

員の出席を求め、慎重に審査を行いましたので、

その経過及び結果について御報告いたします。

１２月１６日の委員会では、決算状況や収支計

画見直し、保有現金の減少による料金改定議論の

必要性から経営審議会に諮問した経緯、そこで行

われた審議の経過と答申の内容について説明を受

けました。さらに、おおむね２割以内の料金水準

とすること、基本水量の設定は一律の設定が適当

であること、算定期間と改定時期は令和７年度か

ら１１年度までの５年間とし、令和７年度中に実

施することなどの答申内容と検針サイクルの統一

や端数処理の取扱いなどの附帯意見について担当

職員から説明を受け、質疑に入りました。

主な質疑としては、これまでだと赤字が続き、

やりくりできなくなることから、料金改定案が出

されたが、経営努力として今までの特徴的な取組

はに対し、今後の工事費について浄水場で２億２，

０００万円、工務課関連で２億円と精査したと答

弁がありました。次に、端数処理として１円未満

としたときに増加すると見込める収入はの質疑で

は、３０万円から１００万円くらいと考えている

と答弁がありました。次に、生活弱者対策や負担

緩和などの考え方についての質疑があり、一定水

量を使う際、すぐ超過料金に入っていくより基本

水量５トン化を検討し、幅を持たせた。また、４

月からいきなり改定するのではなく、市民周知の

時間を確保し、１０月からの改定とした。しかし、

激変緩和として１年遅らせれば、２年目が大きく

なってしまう。原則は受益者負担であり、負担緩

和を検討したが、難しいと答弁がありました。次

に、水道の普及を目的に設定してきた基本水量に

ついて、１００％に近い普及率の中で基本水量を

残した理由についてはの質疑に対しては、福祉的

に確保すべきと判断したと答弁がありました。次

に、水道管の老朽化の点からも命に関わるライフ

ラインとして国への要望を地域から上げていく必

要があると思うが、考えはの質疑では、名寄市の

場合は全て各家庭に給水管を取り込んでいる配水

支管となっており、現状では補助がない。国土交

通省から上下水道一体化の耐震化計画作成を指示

されており、確定ではないが、計画を立てること

によって今まで補助対象にならなかった配水支管

も補助される可能性があるので、動向を注視して

いくとそれぞれ答弁がありました。

１月１４日の委員会では、水道料金が変わらな

い件数等、前回委員会での質疑に対する答弁とし

て、使用料５トン以下の年間使用件数は令和５年

度実績として１３ミリ口径は３，３８３件、約２

９％、２０ミリ口径は１９３件、約２７％、２５
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ミリ口径は５３件、約２７％である。また、１円

未満とした端数処理についての収入増金額は年間

約６３万円、５年間で約３００万円の見通しであ

ると説明を受け、質疑に入りました。

主な質疑として、今回の基本水量を残す案は水

道の普及促進か福祉的要素か、どちらの考えが強

いのかの質疑では、一定程度利用促進が進んだた

め、今後の考え方としては一定程度自由に使って

いただく福祉的な側面が出てきたと認識している

と答弁がありました。次に、業務の効率化と経営

の健全化という観点で水道事業の広域化について

の議論があったかどうかの質疑では、北海道は広

いので、ハード面では難しい。ソフト面として薬

品等の共同購入、事務作業会計の共同など人件費

や物件費の削減について士別市と協議したが、こ

の先５年間では難しいと答弁がありました。次に、

施設の整備等設備の部分で今後更新、または改修

等考えられるものはの質疑に対し、今後としては

耐震化の関係が考えられる。効果的、効率的に耐

震化を進めていく必要があるが、耐震化されてい

ない配水管の延長が約２７１キロメートルに及ぶ

ことから、莫大な費用と期間を要するため進める

ことができないのが現状である。耐震化の視点を

盛り込んだ老朽管更新計画を策定し実施しており、

基幹となる管路を更新に併せて耐震管または耐震

適合管にして優先的に布設替えをしていると答弁

がありました。次に、浄水場の電気設備工事や老

朽管更新、量水器の取替え等で約４，２００万円

かかる見通しの中で、耐震化が必要になったとき

に今回の改定額でやるべきことがやれるのかの質

疑に対しては、管路については更新している中に

含まれているが、施設については耐震化の予算は

見込まれていない。今後耐震診断もしていかなけ

ればならないが、診断をした上で５年間かけてに

なるか１０年間かけてになるか見直していかなけ

ればならないと答弁がありました。次に、建設改

良費については浄水場整備の費用が比較的多く取

られているが、１０年後、２０年後老朽管更新に

多大なる投資が必要になることはないかの質疑で

は、浄水場の電気設備の更新は心臓部でもあり、

やらざるを得ない。老朽管の更新や量水器につい

ては後年に延ばしているところがあるが、何とか

抑えて組み立てたと答弁がありました。次に、子

育て世代と生活弱者対策についての質疑では、基

本水量は福祉的側面があり、一定程度配慮してい

ると答弁がありました。

１月２７日の委員会では、前回委員会で質疑の

あった水道供給施設、浄水場を含めての耐震化の

状況について、１月末をめどに耐震計画を国土交

通省に提出する準備をしており、現行の耐震基準

を満たしていない施設はアセットマネジメントに

合わせた施設規模の適正化、ダウンサイジング、

統廃合を踏まえて、まずは必要な箇所の耐震化を

進める耐震化診断を行う必要がある。しかし、新

年度予算の中で反映されておらず、耐震化診断等

の費用は見込んでいない。上下水道管については、

現状の機能を維持していく。配水管理等について

は老朽管更新計画、下水道管路等はストックマネ

ジメント計画に基づき老朽化した管路に併せて耐

震化を進め、急所施設の耐震化完了後、規模の大

きい避難所等に接続する上下水道管路等の耐震化

を実施することを目標に計画したとの説明を受け、

質疑を行いました。

今回の料金改定による今後５年間の見通しにつ

いての質疑では、５年後の見直しで料金を検討し

たい。途中で計画等の立案があった場合には、耐

震化が見込めるかどうか考えたいと答弁がありま

した。次に、改定に関する市民周知のスケジュー

ルや方法についての質疑では、１０月改定までの

間広報、ホームページ、３月以降ポータルサイト

でメールを使った広報を行う。市民説明会は回数、

希望を含め検討していくが、出前トークやイラス

トを用いた説明など丁寧に提示したいとの答弁が

ありました。次に、節水意識が高まると収入が減

ることが想定される。見直し計画についてはの質

疑に対しては、５年たった段階で収入状況を審議
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会に伝え、大きく変わるようであれば当然市民に

説明したいと考えているとの答弁がありました。

その他専門職の人材確保について、駐屯地への給

水について質疑が行われました。

本委員会では、質疑終了後に採決を行った結果、

全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定い

たしました。

以上をもちまして令和６年第４回定例会付託議

案第２５号 名寄市水道事業給水条例の一部改正

についての審査の経過及び結果の報告を終わりま

す。

〇議長（山田典幸議員） これより委員長報告に

対する質疑に入ります。御発言ございませんか。

東川孝義議員。

〇１４番（東川孝義議員） １月１４日の報告の

中で浄水場の電気設備工事や老朽管更新、量水器

の取替え等で４億２，０００万円という報告だっ

たと思う。そこの説明の中で４，２００万円とい

うふうに委員長報告されたと思う。この辺ちょっ

と再確認をさせていただきたいと思います。

〇議長（山田典幸議員） 山崎委員長。

〇経済建設常任委員長（山崎真由美議員） ４億

２，０００万円の誤りであります。金額について

訂正いたします。

〇議長（山田典幸議員） ほかに質疑はございま

せんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（山田典幸議員） 以上で質疑を終結いた

します。

正副委員長は自席にお戻りください。

これより採決に入ります。

本件に対する委員長報告は可決であります。

本件を委員長報告のとおり決定することに御異

議ございませんか。

（「異議あり」と呼ぶ者あり）

〇議長（山田典幸議員） 異議がありますので、

起立により採決を行います。

本件は委員長報告のとおり決定することに賛成

の議員の起立を求めます。

（起立多数）

〇議長（山田典幸議員） 起立多数であります。

よって、令和６年第４回定例会付託議案第２５

号は委員長報告のとおり可決されました。

暫時休憩いたします。

休憩 午前１０時２５分

再開 午前１０時２６分

〇議長（山田典幸議員） 再開いたします。

日程第５ これより令和７年度市政執行方針・

教育行政執行方針を行います。

初めに、令和７年度市政執行方針を行います。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 令和７年第１回名寄市議

会定例会の開会にあたり、市政執行への私の基本

的な考え方を申し上げ、議員各位をはじめ、市民

の皆様の御理解と御協力をいただきたいと思いま

す。

はじめに、私が、市長として４期目の任を担わ

せていただいてから、３年を迎えることとなりま

した。

この間、少子高齢化の急速な進展を主な要因と

する人口減少の影響による、労働力不足、地域経

済の衰退などの喫緊の課題に対し、総合計画を政

策の基本として様々な事業に取り組んでまいりま

した。

今後も総合計画に基づく将来像の実現に向け、

市民との協働により地域の多様な英知を集め、直

面する課題の解決に向けて邁進してまいります。

市政推進の基本的な考え方を申し上げます。

総合計画の「人づくり」「暮らしづくり」「元

気づくり」の三つの理念を基本とし、「自然の恵

みと財産を活かし みんなでつくり育む 未来を

拓く北の都市・名寄」の将来像の実現に向け、後

期基本計画を着実に実行してまいります。

また、計画に掲げた主要施策の成果指標（ＫＰ

Ｉ）の目標値達成に向けた施策を展開するととも
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に、ＰＤＣＡサイクルにより現状における課題の

把握と業務改善を行いながら、総合計画の具現化

に努めてまいります。

今後も、道北地域の中核都市としての責任と役

割を果たしていくとともに、本市が持続的に発展

していけるよう、時代に対応した政策に取り組ん

でまいります。

議員各位をはじめ、多くの市民の皆様とともに

まちづくりを進めてまいりたいと考えていますの

で、一層の御理解と御協力を賜りますようお願い

申し上げます。

次に、第３次総合計画の策定について申し上げ

ます。

現在推進中の第２次総合計画の期間が令和８年

度までとなっていることから、令和７年度から、

第３次総合計画の策定作業に着手してまいります。

策定にあたり、第２次総合計画を検証し、現状分

析や社会経済情勢の変化を踏まえながら、本市の

特性と課題を明らかにしてまいります。その上で、

総合計画審議会における議論を中心に、市民と行

政との協働により、第３次総合計画の策定を進め

てまいります。

次に、地方創生について申し上げます。

名寄市まち・ひと・しごと創生総合戦略につい

ては、国、北海道の総合戦略を踏まえ、地域の個

性を活かし、デジタルの力による地方創生の加速

化・深化に取り組んでまいります。

次にコミュニティ活動の推進について申し上げ

ます。

「協働のまちづくり」の基本となる町内会につ

いては、未加入世帯の増加や役員の担い手不足な

どの課題に対し、支援や課題解決のアドバイスを

引き続き行います。

また、新設した地域連携事業補助金を活用し、

地域コミュニティの活性化に取り組んでまいりま

す。

次に、広報・広聴事業について申し上げます。

多様な媒体を活用し、効果的な行政情報の発信

や本市の魅力を積極的にＰＲすることで、認知度

向上と郷土愛の醸成に努めてまいります。

次に、人権尊重と男女共同参画社会の形成につ

いて申し上げます。

人権については、多様性が尊重され安心して暮

らすことができる共生社会の実現を目指し、関係

機関等と連携し、各種啓発活動を推進してまいり

ます。

また、男女共同参画については、第３次名寄市

男女共同参画推進計画に基づき、性別にとらわれ

ることなく、男女が互いに協力し認め合うジェン

ダー平等社会の実現に向けて取り組んでまいりま

す。

次に、情報化の推進について申し上げます。

市民サービスの向上や行政運営の効率化を図る

ため、名寄市ＤＸ推進計画に基づき、国が示す標

準化システムへの移行や市民サービスのオンライ

ン化など、計画に掲げる事業の実装を進めてまい

ります。

次に、交流活動の推進について申し上げます。

国内交流については、山形県鶴岡市や東京都杉

並区との交流において、人的交流や特産品販売な

ど様々な事業を通じて、互いの地域の魅力を発信

し、相互交流による地域の活性化を推進してまい

ります。

ふるさと会については、本市からの情報提供や

会員拡大への支援を行い、各会の活動が一層充実

するよう支援してまいります。

また、東京なよろ会が設立４０周年を迎えるこ

とから、記念事業に対して必要な支援を行ってま

いります。

国際交流については、名寄・リンゼイ姉妹都市

友好委員会によるリンゼイ市への交換学生の派遣

など、グローバル人材の育成や両市の交流が深ま

る取組を支援してまいります。

また、台湾との交流については、中学生や高校

生の派遣や教育旅行受入を通じた日台の青少年交

流を促進するとともに、台湾国立中山大学との多
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様な交流を展開し、国際感覚豊かな青少年の育成

や交流人口の拡大に努めてまいります。

外国人支援事業については、にほんごひろば事

業を継続し、参加者のレベルに応じたクラス編成

によるきめ細やかな対応を行い、生活や技能試験

に必要な日本語習得を支援してまいります。

また、地域住民とのコミュニケーションを深め、

ともに安心して暮らすための支援をしてまいりま

す。

次に、移住の推進について申し上げます。

移住定住コーディネーターや名寄市移住促進協

議会を中心に、移住希望者に向けた情報発信や移

住体験ツアーの受入、さらに移住者の交流の場づ

くりを進め、関係団体と連携しながら移住促進に

取り組んでまいります。

また、ふるさと納税の取組を推進し、本市への

関心や愛着を深めることで、関係人口の創出・拡

大を図ってまいります。

次に、定住自立圏について申し上げます。

本市と士別市を複眼型中心市とした１３の市町

村で形成する北・北海道中央圏域定住自立圏につ

いては、定住自立圏共生ビジョンに基づき医療、

介護、産業振興、防災などの広域連携事業を推進

しています。

人口減少が進行する中で、自治体間連携は一層

重要となると認識していることから、施策・事業

の成果指標（ＫＰＩ）の達成状況を検証し、定住

自立圏共生ビジョンの必要な見直しを行い、広域

連携事業を着実に推進してまいります。これによ

り、地域住民のいのちと暮らしを守り、圏域全体

で必要な生活機能の確保を図ってまいります。

次に、効率的な行政運営について申し上げます。

第２次名寄市行財政改革推進基本計画及びその

具体化を図る実施計画に基づき、今後もＢＰＲな

どの取組を通じて、事務事業の見直しや業務の効

率化を進め、持続可能な行政運営を実現を目指し

てまいります。また、複雑・多様化する行政課題

に対応するため、人材の確保に向けた取組を進め

てまいります。

次に、恒久平和に向けた取組について申し上げ

ます。

本市では非核平和都市宣言の趣旨に基づき、平

和首長会議や日本非核宣言自治体協議会への加盟

をはじめ、各種事業の実施や民間団体などが行う

事業との連携を通じて、戦争のない世界平和と核

兵器廃絶を目指した取組を進めてまいりました。

また、これまでの取組内容をホームページに掲

載するなど、情報発信を行うことで、恒久平和を

願う心や平和の尊さを市民の皆様と共有してきま

した。

今後も、核兵器の廃絶や恒久平和の実現を全市

民共通の願いとして掲げ、幅広い平和推進事業に

取り組んでまいります。

次に、自衛隊の体制維持・強化の推進について

申し上げます。

本市に所在する陸上自衛隊名寄駐屯地の拡充や

自衛隊員の増強については、北海道自衛隊駐屯地

等連絡協議会や陸上自衛隊名寄駐屯地増強促進期

成会などと連携し、これまで各種要望を行ってま

いりました。今後も、関係機関との連携を深め、

名寄駐屯地の役割や必要性の周知、自衛隊との連

携によるまちづくりの推進に取り組んでまいりま

す。

また、国の動向を注視しながら、自衛隊の体制

維持・強化に向けた取組を進めてまいります。さ

らに、自衛隊の活動を応援する名寄市自衛隊後援

会などの取組についても引き続き支援してまいり

ます。

次に、健康の保持増進について申し上げます。

健康づくりの推進については、名寄市健康増進

計画健康なよろ２１（第３次）及び名寄市生きる

を支える自殺対策計画（第２次）に基づき、住み

慣れた地域で心豊かに元気に生活できる社会環境

の実現を目指し、市民のこころとからだの健康づ

くりに向けた取組を進めてまいります。

感染症対策の推進については、予防接種の充実

令和７年２月２７日（木曜日）第１回３月定例会・第１号
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や感染症予防に関する正しい知識の普及啓発を進

めるとともに、令和７年４月から定期接種化され

る帯状疱疹ワクチンや、子宮頸がんワクチンのキ

ャッチアップ接種期間延長の経過措置などに関す

る情報を迅速に提供し、希望する方が接種できる

体制整備に取り組んでまいります。

次に、地域医療の充実について申し上げます。

病院事業については、北海道医療計画に定める

地域医療構想に基づき、地域住民が住み慣れた地

域で安心して適切な医療を受けられるよう、医療

体制の充実に取り組んでまいります。市立総合病

院では救急及び急性期医療を、東病院では慢性期

医療を担い、診療体制の維持と経営基盤の安定に

努めてまいります。

市立総合病院については、救急や周産期・小児

医療機能に加え、関係医療機関との連携を強化し、

持続可能な地域医療提供体制の確保に努めてまい

ります。

併せて、診療報酬・ＤＰＣ制度への対応による

増収策や、ベンチマークを活用した経費節減策に

取り組むとともに、働き方改革や医療ＤＸを推進

し、医療従事者に選ばれる病院づくりを進めてま

いります。

東病院については、指定管理者と連携しながら、

効率的な経営に努めるとともに、策定中の基本構

想・基本計画において、将来の医療ニーズに応じ

た適正な病床数や、外来機能の移転による市立総

合病院の外来混雑緩和など、地域における役割や

機能、施設整備の方向性を示してまいります。

また、圏域内の医療機関の在り方もさらに変化

していくことが予測されることから、地域医療連

携推進法人上川北部医療連携推進機構による事業

推進と地域医療構想の進展を注視しながら、限ら

れた医療資源を有効に活用し、地域住民に求めら

れる医療提供体制の実現に向けて取り組んでまい

ります。

次に、子育て支援の推進について申し上げます。

子育て支援ニーズを踏まえ、第３期名寄市子ど

も・子育て支援事業計画に盛り込まれた事業を着

実に推進し、子どもと子育て世代を支える取組を

進めてまいります。

認定こども園については、課題である待機児童

解消に向けて、新施設の魅力をＰＲし、保育士等

の確保に努めるとともに、民間施設との連携を強

化し、受入体制のさらなる充実を図ってまいりま

す。

次に、地域福祉の推進について申し上げます。

地域福祉については、第３期名寄市地域福祉計

画の基本目標に「市民みんなが安心して健やかに

暮らせるまちづくり」を掲げ、すべての市民が互

いに支えあい、自立と共生の地域社会づくりを目

指し、地域や福祉に関わる皆様との連携を強化し

ながら、保健医療福祉のさらなる推進に努めてま

いります。

また、災害対策については、防災担当と連携し、

福祉関係事業所における災害対策計画の整備や、

避難行動要支援者に関する個別計画の策定などの

取組を進めてまいります。

次に、高齢者施策の推進について申し上げます。

名寄市第９期高齢者保健医療福祉計画・介護保

険事業計画に基づき、高齢者の方々が住み慣れた

地域で自分らしい生活を続けられるよう、地域包

括ケアシステムの深化と推進に取り組んでまいり

ます。

健康づくりと介護予防の推進については、後期

高齢者の医療・健診・介護レセプトデータ等を活

用し、地域の健康課題の分析を行い、フレイル予

防の普及啓発や健康教育・相談、生活機能向上の

支援などを関係機関と連携して進めてまいります。

認知症施策の推進については、認知症の方とそ

の家族を支える認知症サポーターの養成講座を引

き続き実施するほか、認知症カフェの定期開催を

通じて、市民全体が認知症について理解を深めら

れるよう取り組んでまいります。

また、喫緊の課題である介護職員の確保につい

ては、介護職員初任者研修及び実務者研修受講費
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用の助成や資格保持者への就職支度金の助成を継

続し、介護職員の定着と確保に向け取り組んでま

いります。

次に、障がい者福祉の推進について申し上げま

す。

障がい者や障がい児が住み慣れた地域で安心し

て暮らしていけるよう「市民みんなが安心して健

やかに暮らせるまちづくり」を目指し、第３次名

寄市障がい者福祉計画、第７期名寄市障がい福祉

実施計画、第１期名寄市障がい児福祉実施計画に

基づき、円滑な福祉サービスの提供に努めてまい

ります。

基幹相談支援センターについては、障がいに関

する様々な相談に対応し、名寄市障害者自立支援

協議会や障がい福祉施設などの関係機関と連携を

しながら、地域の相談支援体制を強化し、障がい

者の権利擁護や理解啓発を推進してまいります。

また、障がい者の高齢化・重度化や親亡き後も

見据え、定住自立圏共生ビジョンにおける地域生

活支援拠点等の仕組みを活用し、切れ目ない支援

を提供してまいります。

障がい児福祉の充実については、市立認定こど

も園あいあいに併設された名寄市こども発達支援

センターを拠点に、発達の遅れや障がいのある児

童とその家族が、身近な地域で適切な支援が受け

られる体制づくりを進めてまいります。

次に、国民健康保険について申し上げます。

国民健康保険については、北海道における保険

料水準の統一化に向け税率改定等を行いながら、

国民健康保険事業の健全な運営に努めてまいりま

した。

今後も、国民健康保険財政の安定的かつ持続可

能な運営を目指し、加入者負担に十分配慮したう

えで、きめ細やかな事業を実施できるよう、国保

財政の見通しや運営協議会の意見などを踏まえな

がら、健全な事業運営に取り組んでまいります。

国や北海道に対しては確実な財政支援の実施や納

付金算定における市町村負担の軽減などを引き続

き求めてまいります。

次に、環境との共生について申し上げます。

霊園、墓地、火葬場などの施設については、安

心して利用できる環境の整備に努めてまいります。

次に、ゼロカーボンの推進について申し上げま

す。

気候変動の影響により猛暑や集中豪雨など自然

災害が頻発、激甚化する中、地球温暖化対策は喫

緊の課題となっています。

２０５０年のカーボンニュートラルと脱炭素社

会の実現へ向けて地球温暖化対策実行計画（区域

施策編）を策定し、二酸化炭素排出量削減へ向け

た取組を市民、事業者、行政が一体となって推進

するよう市民の皆様の意識向上と機運の醸成に努

めてまいります。

また、適正な森林管理やカーボンニュートラル

実現に必要な資金調達について、森林の吸収量を

売買する森林吸収系Ｊクレジット制度の活用を研

究してまいります。

次に、循環型社会の形成について申し上げます。

循環型社会の形成を目指し、適正なごみ分別方

法の周知啓発や、再生資源集団回収事業をはじめ

とする再資源化の取組を推進してまいります。

また、環境衛生推進員協議会と協働し、清掃週

間や分別指導を実施するとともに、効率的なごみ

の収集・処理事業を進めてまいります。

さらに、名寄地区衛生施設事務組合が進める次

期一般廃棄物中間処理施設の整備については、昨

年８月から建設工事が開始され、令和９年４月の

稼働が予定されています。この新施設の稼働に伴

い、ごみの処理方法が大きく変化することから、

市民の皆様へのごみ分別区分の概要などについて、

５月以降順次周知を図ってまいります。

次に、消防について申し上げます。

昨年１月に発生した能登半島地震や８月の日向

灘地震に伴う南海トラフ地震臨時情報の発表、９

月に能登半島を再び襲った豪雨など自然災害が相

次ぎ、消防に対する住民からの需要が一層高まっ
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ています。

「市民が安全・安心を実感できるまちづくり」

と「持続可能な消防体制」の実現を目指し、智恵

文地区消防団配備の５千リットル級水槽車を更新

し、智恵文地区をはじめ、市内の無水利地域での

火災や大規模災害への備えを強化してまいります。

また、消防団については、８月に全道から１千

人規模の消防職員や団員が集う北海道消防大会が

開催されるほか、各種訓練の実施や消防団員の定

数確保に向けた募集活動を展開し、消防団の体制

強化を図ってまいります。

住宅防火安全対策については、住宅火災による

被害を軽減するため、住宅用火災警報器の設置率

向上や維持管理の徹底を進めるとともに、安全装

置付きの暖房器具・調理器具の普及や、初期消火

に有効な住宅用消火器等の設置を推進するなど、

総合的な住宅防火対策を進めてまいります。

次に、防災対策の充実について申し上げます。

減災の理念に基づき、国の水防災意識社会再構

築ビジョンによる取組を推進するとともに、関係

機関との連携を一層強化しながら、防災・減災活

動に取り組んでまいります。

また、市民の防災意識を高めるため、市民参加

型の防災イベントの開催や自主防災組織の設立・

活動支援を進めるとともに、防災資機材や食料な

どの備蓄品について、計画的な整備を進めてまい

ります。

次に、交通安全対策について申し上げます。

交通事故の根絶を目指し、関係機関や団体と連

携した啓発活動や安全対策を進めてまいります。

特に、幼児や児童、高齢者を対象とした交通安全

教室の開催や市内での街頭啓発など、各種事業を

実施してまいります。

また、運転免許自主返納支援事業については、

市民の皆様が安心して暮らせる交通安全環境の整

備を進めるため、引き続き推進に努めてまいりま

す。

次に、生活安全対策について申し上げます。

犯罪のない安全で安心な地域づくりを目指し、

関係機関・団体や地域住民との情報共有と協力を

基盤に、防犯対策の強化及び啓発活動を推進して

まいります。

また、空き家対策については、第２次名寄市空

家等対策計画に基づき、所有者等の当事者意識を

高めるための啓発活動や現状把握に努め、適切な

対策の実施に向けて取組を進めてまいります。

次に、消費生活の安定について申し上げます。

デジタル化の進展や犯罪の組織化・巧妙化に伴

い増加している架空請求詐欺などの消費者被害防

止に向けて、出前講座をはじめとする積極的な啓

発活動を展開してまいります。

また、消費者救済のため、社会の変化に対応し

た相談体制の整備に努めてまいります。

次に、住宅の整備について申し上げます。

公営住宅の整備については、名寄市公営住宅等

長寿命化計画に基づき、緑丘第１団地３号棟の長

寿命化工事を実施するとともに、居住環境を維持

するため、住宅設備の修繕を計画的に進めてまい

ります。

また、利活用の予定がない栄町５５団地及び瑞

生団地については、一部住棟の取り壊しを行い、

団地のコンパクト化を進めながら、安全で安心な

市営住宅の供給に努めてまいります。

民間住宅の整備については、木造住宅の耐震化

を支援するため、耐震診断及び耐震改修費用の一

部を助成し、地震に対する安全性の向上を図って

まいります。

次に、都市環境の整備について申し上げます。

安全で安心な居住環境の向上を目指し、街路灯

のＬＥＤ化を推進してまいります。

次に、名寄市公共施設等再配置計画の推進につ

いて申し上げます。

持続可能で利便性の高いコンパクトなまちづく

りを目指し、名寄市立適正化計画に基づく公共施

設の再配置を推進するため名寄市公共施設等再配

置計画を策定しています。
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フェーズ１の計画期間が令和８年度までである

ことから、現状の整理及び評価を行い、図書館機

能を有する複合施設の整備候補地の選定を進めて

まいります。

次に、水道事業について申し上げます。

安全で安心な水道水を安定供給するため、老朽

管更新事業として５路線の更新を進めるとともに、

給水区域内での漏水調査や配水管洗浄作業及び浄

水場設備の更新を実施してまいります。

次に、下水道・個別排水事業について申し上げ

ます。

下水道事業については、公共下水道ストックマ

ネジメント計画に基づき、下水道施設の改築・更

新を引き続き進めてまいります。

また、個別排水事業については、農村部におけ

る快適な生活環境向上を目指し、合併浄化槽１０

基の設置工事を予定しています。

次に、道路整備について申し上げます。

継続路線については、社会資本整備総合交付金

を活用し、北３丁目通、東２条通、南西５条仲通

の３路線の整備を進めるとともに、新規路線の事

業着手に向け、国への予算要望に努めてまいりま

す。

また、市単独費による整備については、西３条

仲通の整備に加え、舗装路面の老朽化が進行して

いる東５号線及び風連２６線の２路線の舗装改築

工事を行い、安全な道路空間の確保に努めてまい

ります。

さらに、橋梁の整備については、名寄市橋梁長

寿命化修繕計画に基づき、１８線橋の修繕工事の

ほか、共栄橋を含む４橋の実施設計及び５６橋の

近接目視点検を行い、引き続き利用者の安全確保

に努めてまいりいます。

次に、市道の除排雪について申し上げます。

市道の除排雪については、新雪除雪や積上げ除

雪の実施に加え、幹線道路の複数回の排雪や交差

点のカット排雪を実施し、冬季における安全・安

心な道路空間の確保に努めてまいります。

また、除排雪助成事業については、除排雪業務

の担い手育成・確保に向けた支援や排雪ダンプ助

成事業、市道及び私道における除排雪助成事業を

実施し、関係機関と連携しながら、市民の皆様の

満足度向上を目指した協働による除排雪事業を推

進してまいります。

次に、地域公共交通について申し上げます。

鉄路については、北海道や沿線自治体と連携し

ながら、持続可能な鉄道網の確立を目指し、宗谷

本線の維持存続に向けた取組を進めてまいります。

また、路線バスについては、持続可能な公共交

通を実現するため、名寄市地域公共交通活性化協

議会において、本市における公共交通の最適化を

進めてまいります。

次に、農業・農村の振興について申し上げます。

地域の特色を活かした持続可能な農業と豊かで

活力ある農村の実現を目指し、第２次名寄市農業

・農村振興計画に基づき、施策の推進に取り組ん

でまいります。

次に、収益性の高い農業経営の確立について申

し上げます。

農産物の安定生産と収益性の向上を図るため、

生産基盤の整備・保全に取り組んでまいります。

重点振興作物であるアスパラガスについては、

農業振興センターで生産された大苗の提供を継続

し、生産の維持・拡大に努めてまいります。

次に、多様で持続可能な農業経営の促進につい

て申し上げます。

地域における農業の将来像や農用地の集積・集

約化の方針を定めた地域計画を策定し、地域の特

色を活かした持続可能な農業を次世代に引き継ぐ

ことを目指し、引き続き地域との協議を進めてま

いります。

また、農業法人化の推進については、農業生産

力の維持と農業経営の効率化を図り、地域の中心

的経営体として複数戸による法人設立を促進する

ための支援や情報提供を行い、地域における担い

手の確保に努めてまいります。
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次に、農業の担い手の育成と確保について申し

上げます。

新規就農の育成については、後継者への安定的

な経営継承を支援するため、引き続き道北なよろ

農業協同組合と連携しながら取組を進めてまいり

ます。

また、新規参入による就農希望者の確保に向け

ては、地域おこし協力隊制度を活用した募集を行

うほか、就農支援制度の対象要件について検証を

進めてまいります。

次に、人と自然にやさしい農業の推進について

申し上げます。

安全・安心な農畜産物の提供に向け、化学肥料

の低減など環境保全効果の高い農業を推進してま

いります。

また、有害鳥獣対策については、名寄市有害鳥

獣農業被害防止対策協議会を中心に、捕獲による

被害防止の取組や担い手の育成に取り組んでまい

ります。

さらに、ヒグマの出没情報の提供による注意喚

起やゾーニング管理の検討など、より効率的な安

全対策を関係機関と連携して取り組んでまいりま

す。

次に、豊かさと活力ある農村の構築について申

し上げます。

食育推進については、第４次食育推進計画の中

間年として、計画の検証を行いながら、食と生産

現場とのつながりを身近に感じられる、地域の恵

まれた環境を活かした取組を進めてまいります。

また、地産地消については、消費者と生産者を

つなげる取組として、地場産品の購入機会を確保

するため、市のＳＮＳなどを活用した情報発信を

行い、地域産品の普及拡大に努めてまいります。

次に、森林保全と林業の振興について申し上げ

ます。

森林については、地球温暖化の抑制などの多面

的機能を有する大切な財産と捉え、名寄市森林整

備計画に基づき、健全な森林資源の維持・造成を

推進してまいります。

市有林については、間伐や伐採、植林を計画的

に進めることで、自然環境と市有財産の保全並び

に有効活用に努めてまいります。

また、私有林についても、森林所有者の負担軽

減を図るため、国や北海道の補助制度を活用し、

関係機関と連携した計画的な森林整備を推進して

まいります。

さらに、森林環境譲与税を活用し、林業機械の

導入や人材育成・担い手確保などへの支援を継続

してまいります。

次に、商工業の振興について申し上げます。

中小企業振興条例に基づき、中小企業の振興や

経営基盤の強化、経済団体の機能強化を図るとと

もに、地域循環型経済の構築を推進してまいりま

す。

また、市内事業者数の維持・拡大を目指し、創

業支援や事業承継支援施策を継続して実施してま

いります。

名寄市電子地域通貨Ｙｏｒｏｃａについては、

運用開始から１年が経過し、多くの市民の皆様に

御利用いただいており、さらなる利用拡大を目指

し、事業実施主体である名寄商工会議所、風連商

工会と連携を図るとともに、行政ポイント事業の

推進を通じて、地域内経済の好循環や地域ＤＸの

推進に取り組んでまいります。

王子マテリア株式会社名寄工場生産品集約に係

る敷地利活用については、企業立地促進条例に基

づき、２件の事業認定申請を認定しており、引き

続き「再生可能エネルギー」「物流・防災拠点」

「ＩｏＴデータセンター」を３つの柱に、敷地の

活用について王子マテリアと事業の調整を図って

まいります。

次に、労働関係について申し上げます。

ハローワークなよろ管内の雇用情勢は、求職者

数に対し求人数が上回る状況が継続していること

や、人材のミスマッチ等により各分野での人手不

足や人材確保が喫緊の課題となっています。
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この状況を踏まえ、事業組合、経済団体等によ

り昨年設立された人材確保に係る協議会を中心に、

「仕事・企業を通じた子どもたちの地元愛着の育

成」「求職者にとっての情報発信窓口の一元化」

「企業への情報発信」の３つを取組の柱とし、安

定的な人材確保と人材育成に取り組んでまいりま

す。

また、引き続き中小企業振興条例に基づく支援

メニューの周知と利用促進に努め、安定的な雇用

環境の整備と人材の育成・確保に努めてまいりま

す。

次に、観光の振興について申し上げます。

名寄市観光振興計画（第２次）に基づき、本市

の豊かな自然を活用したアウトドア観光を振興し

ていくため、地域おこし協力隊制度を活用したア

ウトドアガイドの育成や、Ｎスポーツコミッショ

ンと連携したスポーツツーリズムを推進し、体験

型観光を通じた交流人口の拡大を目指してまいり

ます。

ピヤシリスキー場については、本市の貴重な地

域資源である良質な雪質を活かし、未圧雪コース

やツリーランコースなどの魅力を発信してまいり

ます。

また、増加傾向にあるインバウンド需要にも対

応し、利用者の利便性・安全性の向上や、ニーズ

に合わせたきめ細やかな商品・サービスの提供を

進め、さらなる利用者の拡大を目指してまいりま

す。

さらに、夏の合宿誘致やインバウンドを含む観

光需要の掘り起こしに継続的に取り組み、交流人

口の拡大を目指してまいります。

次に幼児教育の充実について申し上げます。

幼児教育については、各事業者への支援を充実

させることで安定した運営を確保し、幼児教育の

質の向上に努めてまいります。

また、保護者が安心して子どもを預けられる環

境づくりと、園児を安定して受け入れることので

きる体制づくりを支援してまいります。

次に、高等学校教育の充実について申し上げま

す。

本年４月から、市内唯一の高校となる北海道名

寄高等学校が、中学生や保護者から選ばれる魅力

ある学校となるよう、名高アオハル応援事業や名

寄市内高等学校学習教材支援事業などの支援を継

続してまいります。

また、北海道教育委員会や学校運営協議会と連

携・協働し、同校の魅力の充実・強化を図るとと

もに、地域と一体となった学校づくりを推進して

まいります。

次に、名寄市立大学について申し上げます。

令和７年度は、学校教育法に基づく文部科学大

臣の認証を受けた評価機関による大学機関別認証

評価受審の年となります。引き続き適合と判定を

受けられるよう大学教育研究の質の保証と水準の

向上を目指すとともに、教育環境の整備や学生支

援、社会連携・社会貢献など、各分野での改善と

向上の取組を進めてまいります。

また、少子化が急速に進む中、名寄市立大学の

特色と魅力を活かし、学生から選ばれる大学を目

指して、適切な組織形態の検討を進めてまいりま

す。さらに、大学院設置については、専門教育の

充実と発展に向けて将来構想期間中の設置を目指

し検討を進めてまいります。

今後も地域に根ざした教育活動の展開や、名寄

市立大学の特色と専門性を活かした学びの提供に

努め、学生確保と地域への貢献を目指して各種取

組を進めてまいります。

次に、名寄市立大学の在り方検討について申し

上げます。

少子化によって大学進学者数も年々減少してい

くことが見込まれる中、各大学間の競争も激しく

なってくることが予想されており、大学が個性豊

かで特色・魅力ある存在であり続けるためには、

様々な創意工夫を凝らした取組が必要です。

名寄市立大学が市民の皆様にとって価値あるも

のであり、受験生から選ばれる大学として維持・
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発展していくために必要な経営形態等について検

討するために設置した名寄市立大学在り方検討委

員会において、令和７年度中に一定の方向・結論

を出すことを目指し、積極的かつ丁寧な議論を進

めてまいります。

次に、生涯スポーツの振興について申し上げま

す。

本市では、スポーツ振興を一層強化するため、

令和７年度に名寄市スポーツ協会、風連町スポー

ツ協会、Ｎスポーツコミッションを統合し、新た

な組織体制を構築します。

この統合により、各団体がこれまで培ってきた

特色や強みを最大限に活かし、地域スポーツの発

展や健康増進に向けた事業を総合的かつ効果的に

推進してまいります。

また、スポーツ施設の整備については、既存施

設の維持管理を強化し、定期的な点検や修繕を行

うことで、快適で安全なスポーツ環境を提供して

まいります。

さらに、将来を見据えた長期的な視点を持ちな

がら、社会情勢や市民ニーズの変化を踏まえ、持

続可能な施設の在り方を検討してまいります。

スポーツ振興事業については、働き世代の運動

習慣化を支援する事業を展開し、仕事と子育ての

両立といった現代社会の課題を踏まえ、職場や地

域などの身近な環境で健康づくりに取り組める事

業を推進してまいります。

また、子どもたちのスポーツ環境の整備を進め、

安全で楽しいスポーツ活動を支援するため、地域

におけるスポーツ事業を充実させるとともに、ス

ポーツを通じた人材育成にも注力してまいります。

スポーツ合宿推進事業については、恵まれた冬

季スポーツの環境を活かし、引き続き全国規模の

大会誘致に積極的に取り組み、地域の活性化に貢

献してまいります。

また、日進地区のスポーツ施設を最大限に活用

していくために、多様なスポーツに対応できる環

境を検討し、特に夏季のスポーツ合宿の誘致を強

化し、季節を問わずスポーツを通じた交流人口の

増加を見込める環境づくりを検討してまいります。

このほか、地域のスポーツ団体や事業者との連

携を強化し、情報共有を図りながらスポーツ合宿

誘致の効果を高めてまいります。

これらの取組を通じて、生涯スポーツの振興を

図り、市民の皆様が健康で豊かな生活を送れるま

ちづくりを目指してまいります。

次に、地域文化の継承と創造について申し上げ

ます。

市史編さん事業については、名寄市史（新市

版）発刊への最終年度に入ることから、執筆され

た原稿の校正を中心に制作を進め、地域の特色を

客観的視点で捉えた新しい名寄市史の完成に向け

取り組んでまいります。

以上、市政執行に対する私の所信と基本的な考

え方を申し上げました。

市議会議員の皆様、並びに市民の皆様の御理解

と御協力をお願い申し上げ、令和７年度の市政執

行方針といたします。

〇議長（山田典幸議員） 次に、令和７年度教育

行政執行方針を行います。

岸教育長。

〇教育長（岸 小夜子君） 令和７年第１回定例

会の開会にあたり、名寄市教育委員会の教育行政

の執行に関する基本的な方針について申し上げま

す。

令和６年度は、国の「第４期教育振興基本計

画」や道の「北海道教育推進計画」、本市の総合

計画（第２次）後期基本計画を踏まえ、変化が止

まることのない社会の中で、誰一人取り残される

ことなく生き生きと学び、ウェルビーイングの向

上が図られるよう取り組んでまいりました。

そのような中、市立学校教職員の飲酒運転によ

る逮捕事案を出してしまいましたことは誠に遺憾

であり、令和７年度は信頼回復に向けて強い決意

と覚悟をもって取り組んでまいります。

また、国では、これからの社会の状況に対応し
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た学校教育及び社会教育の方向性について検討が

行われており、道では新たな北海道総合教育大綱

が策定されることから、こうした教育の動向を踏

まえながら、名寄市の教育が市民の皆様にとって

魅力的で主体的な参加・協力をいただけるよう、

令和７年度の「学校教育推進計画」、「社会教育

推進計画」の確実な推進に努めてまいります。

以下、令和７年度の学校教育、社会教育の主な

施策について申し上げます。

はじめに、令和７年度の学校教育における重点

施策について申し上げます。

令和６年度は、本市初の義務教育学校の開校や

学校施設の耐震化、空調設備の設置など、教育環

境の整備とともに、ＡＩドリルの導入などにより、

不登校や特別な支援を必要とする児童生徒など、

多様な子どもたち一人一人に寄り添った個別最適

な学びの充実などに取り組んでまいりました。

令和７年度は、引き続きすべての子どもたちに

とって安全で安心できる教育環境づくりとともに、

すべての学校が一丸となったウェルビーイングの

向上と子どもたちの実態や社会的変化の影響など

による教育課題に適時・適切に対応するため、

「名寄市学校教育推進計画」に基づき、次の４つ

の重点的な取組を進めてまいります。

まず、第一に、信頼される学校づくりの推進に

ついて申し上げます。

児童生徒一人一人が資質能力を最大限に伸ばし、

この学校で学んでよかったと思っていただける学

校とするためには、各学校が地域社会に開かれ、

家庭や地域と信頼し合える関係を構築して、連携

・協力して子どもたちをともに育てることが重要

です。

そのため、教育委員会、学校においては、人間

尊重の精神と生命に対する畏敬の念をもって、児

童生徒を真ん中に、誰一人取り残すことなくウェ

ルビーイングを実感できる学校づくりに努めてま

いります。

また、児童生徒が生涯にわたって社会を生き抜

く自立した学習者・持続的な社会の創り手として

成長していくことができるよう、児童生徒、保護

者、市民の皆様の意見を聴き、対話しながら、一

人一人が当事者意識や役割をもって、ともに学び

・考え・創造して教育課題の解決が図られるよう

努めてまいります。

地域とともにある学校づくりの推進については、

学校と地域がパートナーとして連携・協働しなが

ら学校運営に取り組む「コミュニティ・スクー

ル」の一層の推進に努めてまいります。

各学校の学校経営については、児童生徒がより

よい教育活動を享受できるよう、学校評価により

明らかになった成果と課題を踏まえ、本市共通モ

デルの学校経営計画及び学校経営案を効果的に活

用して、組織的・継続的に改善が図られるよう取

り組んでまいります。

小中一貫した教育については、各小中学校が義

務教育９年間を連続した教育課程として捉え、学

習指導や生徒指導で協力して児童生徒の資質能力

を伸ばすことが大切です。

そのため、各地区の小中学校において、児童生

徒・学校・地域の実態などを踏まえた具体的な取

組が進むよう努めてまいります。

とりわけ、智恵文地区においては、地域の特色

を踏まえ、９年間の学びの系統性・連続性を生か

した柔軟な教育課程を編成することで、魅力ある

教育活動を展開する義務教育学校の実現に努める

とともに、風連地区においては、名寄市小中一貫

教育校合同連絡会議を計画的に開催し、取組内容

の質を高めるよう努めてまいります。

学校段階間の連携・接続については、本市の実

態に応じた幼小連携、小中連携、中高連携の取組

を推進してまいります。特に、幼小連携について

は、小学校における幼児教育や接続の意義の理解

を促進し、子どもたちの育ちの課題解決につなげ

る体制の構築、取組を推進してまいります。

教職員の資質能力の向上については、教育の質

は直接、児童生徒の教育活動などを担う教職員の
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力量に影響されるため、常に研究と修養に努め、

専門性の向上を図っていただけるよう、教職員の

研修機会の確保と研修内容・方法の工夫改善に努

めてまいります。

特に、北海道教育委員会の指導主事による学校

教育指導訪問の積極的な活用や、ミドルリーダー

を核とした名寄市教育改善プロジェクト委員会な

どの名寄市教育研究所での活動を通じて、教職員

が主体的に学び合えるよう支援に努めてまいりま

す。

学校における働き方改革の推進については、名

寄市学校働き方改革指標「Ｎａｙｏｒｏ Ｄｉａ

ｍｏｎｄ Ａｃｔｉｏｎ」に基づき、各学校にお

いて教職員の意識改革を一層進め、教職員一人一

人の働き方が改善され、「働きやすさ」と「働き

がい」の実感をもつことができるよう取り組んで

まいります。

第二に、生きる力を育てる教育の推進について

申し上げます。

これからの複雑で変化の激しい社会においては、

子どもたちが自信をもって自分の人生を切り拓き、

よりよい社会と幸福な人生の創り手となる生きる

力を身に付けられるようにすることが重要です。

そのため、各学校の教育課程については、学習

指導要領の社会に開かれた教育課程の理念に基づ

き、家庭や地域と連携・協働して教育活動の充実

が図られるようカリキュラム・マネジメントの充

実に努めてまいります。

確かな学力を育てる教育の推進については、各

学校が全国学力・学習状況調査などにより把握し

た児童生徒の実態などを踏まえ、育成を目指す資

質能力を明確にして、主体的・対話的で深い学び

の実現に向けた日常の授業改善を積み重ねていく

ことが大切です。

そのため、児童生徒一人一人の資質能力、興味

・関心・意欲などを的確に捉え、「個別最適な学

び」と「協働的な学び」の充実が図られるよう、

授業においては、学習者用デジタル教科書やＡＩ

ドリルなど、１人１台端末の効果的な活用や、加

配教員などによる小学校における理科及び外国語

活動・外国語の教科担任制の取組などにより、指

導方法・指導体制の工夫改善に努めてまいります。

また、家庭と連携しながら、１人１台端末の持

ち帰りによるＡＩドリルの活用を一層図るなど、

家庭学習の充実に向けた取組を推進してまいりま

す。

豊かな心を育てる教育の推進については、人間

尊重の精神、自他の生命を尊重する心、規範意識

や公正な判断力などを育てることが大切です。

そのため、「特別の教科 道徳」を要として、

地域教材の効果的な活用や家庭、地域との連携を

図りながら、学校教育活動全体を通じて道徳性を

養う道徳教育の充実に努めてまいります。

生徒指導については、課題解決的な対応にとど

まることなく、教師と児童生徒との信頼ある関係

の中で、すべての児童生徒の発達を支え、課題の

未然防止ができるよう積極的な生徒指導の充実に

努めてまいります。

いじめの根絶に向けては、教育委員会及びすべ

ての学校において定めている「学校いじめ防止基

本方針」などに基づき、すべての教職員がいじめ

の定義や組織的な対応などについて一層理解を深

め、家庭や地域・関係機関と連携した未然防止、

早期発見・早期対応に努めてまいります。

また、「名寄市小中高いじめ防止サミット」を

引き続き開催し、各学校におけるいじめ防止の取

組の交流を通じて、児童生徒の自発的・自治的な

活動によるいじめ根絶の取組の活性化を図り、い

じめ根絶のための取組をさらに徹底してまいりま

る。

読書活動については、全小学校に配置している

学校司書を活用した図書の選定や配置の工夫、市

立図書館との連携した取組などにより、児童生徒

が図書に興味・関心をもち読書意欲を高めるよう

取り組んでまいります。

健やかな体を育てる教育の推進については、児
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童生徒の心身の調和のとれた発達を図るためには、

運動を通じて体力を養うとともに、食育の推進を

通じて望ましい食習慣を身に付けるなど、健康的

な生活習慣を形成することが大切です。

そのため、各学校が全国体力・運動能力、運動

習慣等調査などにより把握した児童生徒の実態な

どを踏まえ、体育・保健体育の授業改善に努める

とともに、「１校１実践」の体力づくりや「早寝、

早起き、朝ごはん」の取組が充実するよう努めて

まいります。

食育については、栄養教諭の専門性を生かし、

学校給食を生きた教材として効果的に活用するほ

か、各学校における食育推進体制の一層の整備、

家庭や地域と連携した望ましい食習慣を身に付け

る取組の充実などに取り組んでまいります。

性に関する指導については、学習指導要領に基

づき、児童生徒の発達段階や状況などを踏まえ、

学校全体で共通理解を図り、保護者の理解を得る

ことなどに配慮して適切に行われるよう取り組ん

でまいります。

学校給食については、令和６年度の値上げ分を

保護者が負担することとなるため、令和７年４月

からの学校給食費の値上げ分に対して支援を行い、

安定的な給食の提供に努めます。

また、使用する食材については安全安心な食材

の選定に細心の注意を払い、積極的な地産地消に

努めてまいります。

さらに、児童生徒の嗜好を把握し、健康や食育

に資する献立の創意工夫に取り組むとともに、学

校給食が児童生徒の学校生活を豊かにし、楽しい

時間となるよう、献立表のほか、ＳＮＳを活用し

て食に関する情報発信を推進してまいります。

第三に、社会の変化や多様な教育ニーズへの対

応について申し上げます。

まず、特別支援教育については、児童生徒一人

一人の教育的ニーズに応じた支援を行うとともに、

障がいのある児童生徒と障害のない児童生徒が、

可能な限りともに学ぶ「インクルーシブ教育シス

テム」を構築することが重要です。

そのため、特別な支援を必要とする児童生徒へ

の就学前から学齢期、社会参加まで、関係機関な

どとの連携を充実させながら、切れ目のない支援

体制の整備を図ってまいります。

また、名寄市立大学と連携し、特別支援教育に

関する研修の充実や特別支援学校教諭免許状の取

得率の向上を目指してまいります。

さらに、誰一人取り残すことのないよう、一人

一人の教育的ニーズに応じたきめ細かな支援に努

めるため、学習支援員、生活支援員の適切な配置

や名寄版個別の支援計画「すくらむ」の効果的な

活用に努めてまいります。

不登校児童生徒への対応については、教育相談

センターを拠点に、状況に応じて教育相談センタ

ー指導員やスクールソーシャルワーカーなどを各

学校に派遣して、アウトリーチ型支援の強化を図

るなど、不登校児童生徒などを組織的・計画的・

継続的に支援する体制の整備に努めてまいります。

また、不登校児童生徒の様々な状況やニーズな

どに対応し、学びたいと思った際に多様な学びに

つながることができるよう、教育支援センター

（旧適応指導教室）の利用や学校における校内教

育支援センターなどの受入体制の工夫、１人１台

端末を活用したオンラインによる学習支援やカウ

ンセリングの実施など、多様で効果的な教育や相

談の機会・場の確保に努めてまいります。

さらに、一人一人の実情などに応じたきめ細か

な指導・支援を行う必要があることから、学校に

おける児童生徒理解・支援シートなどの各種デー

タの有効活用に努めるとともに、１人１台端末な

どのＩＣＴを活用し、オンライン授業などによる

学習支援やカウンセリングを実施するなど、適切

な支援を推進してまいります。

情報教育については、Ｓｏｃｉｅｔｙ５．０の

時代を迎え、これからの未来を創る児童生徒には、

情報活用能力の育成が必須であるため１人１台端

末を適切、効果的に活用した教育活動の充実と必
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要なＩＣＴ環境の整備に努め、教育ＤＸを推進し

てまいります。

また、近年のインターネット上での誹謗中傷や

いじめ、犯罪や違法・有害情報の問題の深刻化、

インターネット利用の長時間化などの状況を踏ま

え、児童生徒に対して「情報社会で適正な活動を

行うための基になる考え方と態度（情報モラ

ル）」の育成に努めてまいります。

国際理解教育については、学校教育活動全体に

おいて、地域資源を活用して自分が生まれ育った

ふるさとと、他国の文化や考え方を理解し、尊重

する取組が充実するよう努めてまいります。

また、外国人英語指導助手を活用し、英語によ

るコミュニケーション能力の育成に努め、グロー

バルな視野を持って地域社会で行動するための資

質能力の向上を図るとともに、外国語活動・外国

語の授業においても、１人１台端末と学習者用デ

ジタル教科書を効果的に活用し、児童生徒が英語

などの外国語に慣れ親しみ、主体的にコミュニケ

ーションを図ろうとする態度が養われるよう取り

組んでまいります。

キャリア教育については、学校教育活動全体を

通して児童生徒に学校で学ぶことと社会との接続

を意識させ、社会的・職業的自立に向けて基礎と

なる資質能力が育成されるよう努めるとともに、

各学校において産業関係の部署や地域の企業・団

体などと連携を図りながら、職場見学や職場体験

活動、社会人講話などを実施し、児童生徒の望ま

しい勤労観や職業観を育てる指導が充実するよう

努めてまいります。

主権者教育については、児童生徒の健全な成長

や自立を促すためには、児童生徒が意見を述べた

り、他者との対話や議論を通じて考える機会を持

つことが重要であるため、児童生徒の意見を聴く

機会や、児童会・生徒会などの場において、自己

の取組活動について確認したり、議論したりする

機会の創出に努めてまいります。

また、児童生徒にとって一番身近な社会である

学級や学校の様々な教育活動において、生活上の

課題を見出し、課題を解決するための話し合いや

合意形成を図る経験が積めるよう取り組んでまい

ります。

部活動改革については、国が示した「学校部活

動の地域移行・地域クラブ活動への移行」に向け、

令和６年１１月に設置した、スポーツ・文化団体

や学校、保護者の代表などで構成する部活動改革

推進協議会において、運動部及び文化部の地域移

行・地域展開の進め方などについて協議を進めて

まいります。

また、引き続き「ＮＡＹＯＲＯスタイル部活動

改革推進事業」に取り組み、特に令和８年夏から

の休日における運動部活動の地域クラブ活動への

移行を見据え、本年夏からの拠点校方式による部

活動を推進してまいります。

第四に、安全安心な教育環境の整備について申

し上げます。

まず、未耐震施設で老朽化が著しい名寄中学校

については、引き続き校舎の改築工事などを進め

てまいります。

未耐震施設の名寄東中学校については、北海道

教育委員会と協議を進めながら、耐震性能が確保

されている名寄産業高等学校光凌キャンパスを活

用するための改修工事を進めてまいります。

また、学校の猛暑対策として、市内小中学校４

校の普通教室に、空調設備の設置を進めてまいり

ます。

市内小中学校の和式トイレについては、計画的

に洋式トイレに改修してまいります。

令和３年度から使用している１人１台端末につ

いては、令和８年度からの更新に向けて、北海道

が行う共同調達により端末を調達します。

危機管理については、学校をはじめ関係機関と

連携し、「危機管理マニュアル」や「安全マッ

プ」などの適宜見直しと、それに基づく校内や登

下校時の安全確保に向けた取組を徹底してまいり

ます。
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また、自他の命を守り、災害が発生する前の備

え方や災害発生時の対処の仕方などを学び、それ

を実践に移すことができるよう、関係機関と連携

し防災教育の推進に努めてまいります。

交通安全教育については、自転車乗車用ヘルメ

ット着用促進に向けた働きかけを行うなど、自転

車利用時のルール順守のための取組を進めてまい

ります。

さらに、性犯罪・性暴力を根絶するため、国が

進めている「生命（いのち）の安全教育」に取り

組み、学校における児童生徒がＳＯＳを出せる環

境づくりや相談体制の強化を図るとともに、学校、

家庭、地域が連携して生命の尊さを学び、生命を

大切にする教育や、一人一人を尊重する教育が一

層徹底されるよう取り組んでまいります。

次に、社会教育における重点施策について申し

上げます。

令和６年度は、つながることをキーワードとし

て、社会教育施設が連携・協働し、様々な学びの

機会や文化芸術に触れる機会を提供してまいりま

した。

令和７年度は、市民一人一人が、ウェルビーイ

ングを実感でき、将来にわたって住み続けられる

「ひとづくり、つながりづくり、地域づくり」に

向けた取組をさらに推進し、急速に変化する社会

環境の中で、個人の成長と地域コミュニティを支

える基盤として、充実した社会教育活動を展開で

きるよう、名寄市社会教育推進計画に基づき、次

の４つの重点的な取組を進めてまいります。

まず、第一に、生涯学習社会の形成について申

し上げます。

生涯学習活動の推進と学習への支援については、

社会教育を基盤とする学びを通じ、子どもから高

齢者まで、すべての市民が生涯にわたって主体的

に学習し、充実した人生を送ることができるよう、

生涯学習推進体制の整備に努め、主体的な生涯学

習活動を支援してまいります。

そのため、社会教育施設間の事業連携や情報共

有を図り、施設が相互協力できる体制づくりに努

めるとともに、引き続き市民の学習活動の成果を

地域課題の解決やまちづくりなどにつなげていく

ための社会教育主事の配置や、学びに関する相談

体制の充実のための生涯学習推進アドバイザーの

配置を行ってまいります。

公民館活動については、社会教育施設や関係部

局との連携による市民講座などを開催するととも

に、特色ある生涯学習活動を推進し、分館活動を

含めた多様で身近な学習機会の提供に努めてまい

ります。

名寄市公民館、風連公民館では、名寄市文化セ

ンター、ふうれん地域交流センターを活動拠点と

し、事業の選択と集中を図りながら持続可能な市

民講座の開催内容などの見直しを行い、各種団体

と協働した事業を開催します。

智恵文公民館では、義務教育学校や地区の各種

団体との連携のもと、農村地区という地域の歴史

や自然などの特性を踏まえ、世代間交流を図りな

がら地域資源を継承する生涯学習活動の推進に努

めてまいります。

次に、社会教育施設の機能強化については、人

口・生産年齢人口が減少傾向にあるため、業務効

率化の観点から、生涯学習と風連生涯学習を新た

に「社会教育課」に組織再編し、機能強化に努め

てまいります。

北国博物館では、地域の歴史・自然・文化を伝

える施設機能の向上と何度でも来館したくなるよ

うな魅力ある施設運営に努めてまいります。

図書館では、市民の読書活動と学びを支援する

身近な教育施設として、大学図書館及び学校図書

館との連携を図り、読書活動の推進に努めてまい

ります。

天文台では、最先端の観測・研究を行い、その

成果を広く公開する機関として、多様な観望会、

映像配信、デジタルを活用した企画などを一層充

実させ、市民に親しみある天文普及に努めてまい

ります。
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また、天文台の協力団体である天文サークルな

どと連携を図り、天文普及活動や５年後に迫った

北海道金環日食に向けた情報発信に取り組んでま

いります。

さらに、移動天文台車を利用し、市内だけでは

なく、近隣地域や東京杉並区での観望会を行い、

交流に努めるとともに、北海道大学や他の天文台

などの協力により、研究観測を推進してまいりま

す。

次に、地域連携・協働による社会教育の推進に

ついては、社会教育を基盤とする学びを通じた

「人づくり、つながりづくり、地域づくり」の一

端を担うため、地域の各種団体と連携し、社会教

育活動を推進してまいります。

また、「学校を核とした地域づくり」を進める

ため、地域学校協働活動本部を設置し、地域学校

協働活動を推進するとともに、「地域とともにあ

る学校づくり」の充実が図られるよう、地域学校

協働活動等人材バンクの登録と活用の推進に努め

てまいります。

第二に、家庭教育の推進について申し上げます。

家庭における教育力を向上させるため、関係機

関と連携し、子育て中の家庭同士の交流を図るな

ど、家庭教育支援事業の充実と、家庭教育や子育

てに関する学習や相談機会が気軽に得られるよう、

情報提供や相談体制の整備に努めてまいります。

また、地域全体で家庭や子どもを支え見守る環

境をつくるため、市民への啓発活動や、北海道教

育委員会と協定を締結する家庭教育サポート企業

の拡大に努めてまいります。

第三に、青少年の健全育成について申し上げま

す。

未来をつくる青少年が心の豊かさ、創造性や社

会性などを養い、時代の変化に的確に対応できる

人として育つよう、教育環境の整備に努めてまい

ります。

青少年のリーダーを育成するために、名寄市子

ども会育成連合会などと連携したリーダー育成事

業に取り組んでまいります。

また、学校外での体験交流活動を推進するため

に、スポーツ大会の開催や野外体験学習、東京都

杉並区との小学生交流などに取り組んでまいりま

す。

二十歳を祝う会については、二十歳を迎える方

などで構成する実行委員会を中心に企画運営を行

い、趣向を凝らした内容で開催してまいります。

青少年センターでは、地域や各学校、関係機関

などと連携を図り、青少年の問題行動の未然防止

や安全確保に努めてまいります。

また、不審者対策や犯罪のない地域づくりのた

めに、市内の巡視活動を行い、青少年が安全安心

に学び、遊び、集える環境づくりに努めてまいり

ます。

児童センター、風連児童会館では、自由来館型

の施設として、遊び、スポーツ、各種行事及び体

験活動を通して児童の健全育成を図ってまいりま

す。

放課後児童クラブでは、放課後における児童の

安全安心な居場所を提供し、保護者の仕事と子育

ての両立を支援してまいります。

また、民間の学童保育所に対しては、環境整備

や運営に対し必要な支援を行ってまいります。

さらに、民間も含めた市内の児童クラブにおい

て、１人１台端末を利用した学習ができるようＷ

ｉ―Ｆｉを整備してまいります。

放課後子ども教室では、小学４年生から小学６

年生までを対象に、勉強やスポーツ、文化活動、

地域との交流活動などに取り組み、児童の自ら学

ぶ姿勢を高め、学習習慣の定着を図ってまいりま

す。

図書館では、親子が絵本の読み聞かせを通して、

お互いにふれ合い、絆を深めてもらう機会を作る

ため、ブックスタート事業に取り組んでまいりま

す。

第四に、地域文化の継承と創造について申し上

げます。
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名寄市文化芸術振興条例及び名寄市文化芸術の

振興に関する基本方針に基づき、文化芸術の振興

と継承を図り、市民個人や団体による主体的、創

造的な文化芸術活動を推進してまいります。

市民文化センター大ホールＥＮ―ＲＡＹ及びふ

うれん地域交流センターを核とした鑑賞事業や学

校と連携したアウトリーチなどを実施するととも

に、優れた文化芸術に触れる機会の提供として、

文化芸術鑑賞バスツアーを実施してまいります。

また、市民が日頃の文化活動の成果を発表する

文化祭を実施してまいります。

大ホールＥＮ―ＲＡＹについては、本年５月に

開館から１０年を迎えるため、記念事業を実施し

てまいります。

歴史や文化財の継承については、北国博物館を

核として地域の歴史や文化の普及活動に努めると

ともに、地域の宝として文化財の保護と伝承活動

の支援に努めてまいります。

また、郷土の発展に大きく貢献し、全国的に活

躍した名寄ゆかりの人物について、その功績や生

き方を後世に伝えていくため、普及活動にも努め

てまいります。

さらに、ＳＬ排雪列車キマロキ編成が展示保存

５０年を迎えるため、キマロキ保存会と連携して

記念事業を実施してまいります。

以上、令和７年度の教育行政執行方針について

申し上げました。

令和６年度、名寄市教育委員会では、教育委員

会職員が同じ方向を向いて本市の教育の創造に取

り組むため、「キラキラ☆いきいき☆まなびらん

❄ど なよろ」というキャッチ・フレーズを考えま

した。

本市で学ぶすべての人が幸せや生きがい（ウェ

ルビーイング）を感じ、笑顔と元気にあふれるよ

う、学校教育及び社会教育の施設が豊かな教育環

境を提供していくという思いを込めた言葉です。

名寄市教育委員会といたしましては、令和７年

度はこれまで以上に生涯学習の観点から、学校教

育と社会教育の連携・協働を強め、市民の皆様に

喜んでいただける魅力ある教育となるよう、熱意

・誠意・創意をもって果敢に取り組んでまいりま

す。

議員並びに市民の皆様の一層の御理解と御協力

をお願い申し上げます。

〇議長（山田典幸議員） 以上で令和７年度市政

執行方針・教育行政執行方針を終わります。

〇議長（山田典幸議員） 日程第６ 議案第１号

情報通信技術の活用による行政手続等に係る関

係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び

効率化を図るためのデジタル社会形成基本法等の

一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理

に関する条例の制定についてを議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 議案第１号 情報通信技

術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性

の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図る

ためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正す

る法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例

の制定について、提案の理由を申し上げます。

本件は、情報通信技術の活用による行政手続等

に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡

素化及び効率化を図るためのデジタル社会形成基

本法等の一部を改正する法律が公布されたことに

伴い、条項ずれが生じることから、関連する条例

４本を一括で改正する整理条例を制定しようとす

るものでございます。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

〇議長（山田典幸議員） これより、質疑に入り

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（山田典幸議員） 質疑なしと認めます。

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。
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（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（山田典幸議員） 異議なしと認めます。

これより採決を行います。

議案第１号は原案のとおり決定することに御異

議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（山田典幸議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第１号は原案のとおり可決されま

した。

〇議長（山田典幸議員） 日程第７ 議案第２号

名寄市職員の定年引上げに伴う関係条例の整備

に関する条例の一部改正についてを議題といたし

ます。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 議案第２号 名寄市職員

の定年引上げに伴う関係条例の整備に関する条例

の一部改正について、提案の理由を申し上げます。

本件は、一般職の職員の給与に関する法律等の

一部を改正する法律の施行に伴い、暫定再任用職

員に寒冷地手当が支給されることになったことか

ら、本市においても同様の措置を講ずるために本

条例の一部を改正しようとするものでございます。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

〇議長（山田典幸議員） これより、質疑に入り

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（山田典幸議員） 質疑なしと認めます。

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（山田典幸議員） 異議なしと認めます。

これより採決を行います。

議案第２号は原案のとおり決定することに御異

議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（山田典幸議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第２号は原案のとおり可決されま

した。

〇議長（山田典幸議員） 日程第８ 議案第３号

名寄市手数料徴収条例の一部改正についてを議

題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 議案第３号 名寄市手数

料徴収条例の一部改正について、提案の理由を申

し上げます。

本件は、脱炭素社会の実現に資するための建築

物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の

一部を改正する法律の施行に伴い、義務化される

住宅の建築物省エネルギー性能適合性判定に係る

手数料等を定めるとともに、建築確認における審

査省略制度の対象範囲の見直しに伴う手数料の改

定を図るなど、本条例の一部を改正しようとする

ものでございます。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

〇議長（山田典幸議員） これより、質疑に入り

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（山田典幸議員） 質疑なしと認めます。

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（山田典幸議員） 異議なしと認めます。

これより採決を行います。

議案第３号は原案のとおり決定することに御異

議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（山田典幸議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第３号は原案のとおり可決されま

した。
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〇議長（山田典幸議員） 日程第９ 議案第４号

名寄市教育相談センター条例の一部改正につい

てを議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 議案第４号 名寄市教育

相談センター条例の一部改正について、提案の理

由を申し上げます。

本件は、令和４年６月１０日付文部科学省初等

中等教育局児童生徒課長通知及び文部科学省にお

いて令和５年３月に策定をした誰一人取り残され

ない学びの保障に向けた不登校対策を踏まえ、次

年度から適応指導教室を教育支援センターに改称

し、教育相談体制の機能強化など不登校対策の一

層の充実に取り組むために本条例の一部を改正し

ようとするものでございます。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

〇議長（山田典幸議員） これより、質疑に入り

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（山田典幸議員） 質疑なしと認めます。

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（山田典幸議員） 異議なしと認めます。

これより採決を行います。

議案第４号は原案のとおり決定することに御異

議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（山田典幸議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第４号は原案のとおり可決されま

した。

〇議長（山田典幸議員） 日程第１０ 議案第５

号 名寄市風連米乾燥調製施設条例の一部改正に

ついてを議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 議案第５号 名寄市風連

米乾燥調製施設条例の一部改正について、提案の

理由を申し上げます。

本件は、名寄市風連米乾燥調製施設において近

年の労務費、電気料金、燃料費等の高騰に伴い施

設運営経費が増加をしていることから、利用料金

を改正し、施設運営の改善を図るために本条例の

一部を改正しようとするものでございます。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

〇議長（山田典幸議員） これより、質疑に入り

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（山田典幸議員） 質疑なしと認めます。

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（山田典幸議員） 異議なしと認めます。

これより採決を行います。

議案第５号は原案のとおり決定することに御異

議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（山田典幸議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第５号は原案のとおり可決されま

した。

〇議長（山田典幸議員） 日程第１２ 議案第７

号 名寄市病院事業職員の給与の種類及び基準に

関する条例の一部改正についてを議題といたしま

す。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 議案第７号 名寄市病院

事業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一

部改正について、提案の理由を申し上げます。

本件は、令和６年８月８日付人事院勧告による

国家公務員の給与改定に基づき、名寄市病院事業
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職員の給与についても同様の措置を講ずるために

本条例の一部を改正しようとするものでございま

す。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

〇議長（山田典幸議員） これより、質疑に入り

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（山田典幸議員） 質疑なしと認めます。

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（山田典幸議員） 異議なしと認めます。

これより採決を行います。

議案第７号は原案のとおり決定することに御異

議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（山田典幸議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第７号は原案のとおり可決されま

した。

〇議長（山田典幸議員） 日程第１３ 議案第８

号 令和６年度名寄市一般会計補正予算（第１０

号）を議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 議案第８号 令和６年度

名寄市一般会計補正予算について、提案の理由を

申し上げます。

今回の補正は、年度末に当たり事業の確定に伴

う事業費や人件費などの調整が主なものであり、

歳入歳出それぞれ２，２９４万４，０００円を減

額をし、予算総額を２５２億２，３８２万８，０

００円にしようとするものでございます。

補正の主なものを歳出から申し上げます。２款

総務費におきまして減債基金積立金５，７８７万

４，０００円の追加及び４款衛生費におきまして

名寄東病院振興基金積立金１億９，２７６万２，

０００円の追加は、地方交付税の算定結果に基づ

き積立てをしようとするものでございます。

６款農林業費におきまして地域づくり総合交付

金事業費９，３５０万円の追加は、道北なよろ農

業協同組合が実施をする穀類乾燥調製貯蔵施設調

整増強工事と上川ライスターミナル株式会社が実

施をする色彩選別機増強整備及びパレタイザー新

設工事に対しそれぞれ北海道の地域づくり総合交

付金が採択をされたことから、事業費を追加しよ

うとするものでございます。

次に、歳入について申し上げます。各事業費の

追加及び確定に伴う国庫支出金、道支出金、市債

などの特定財源の調整を行ったほか、２０款繰入

金におきまして財政調整基金繰入金を減額し、収

支の調整を図ろうとするものでございます。

次に、第２表、継続費補正につきましては、名

寄中学校整備事業の年割額について補正しようと

するものであります。

第３表、繰越明許費につきましては、年度内に

完了しない議会運営事業費ほか計５件を繰越しし

ようとするものであります。

第４表、債務負担行為補正につきましては、担

い手支援資金利子補給補助金ほか計３件を追加し、

名寄市ピヤシリシェンツェ、体育センターピヤシ

リ・フォレスト指定管理委託料ほか計４件の限度

額を変更、戸籍情報システム機器購入費１件を廃

止しようとするものであります。

第５表、地方債補正につきましては、子育て支

援事業債ほか計２９件の限度額を変更しようとす

るものでございます。

以上、補正の概要について申し上げました。よ

ろしく御審議くださいますようお願いを申し上げ

ます。

〇議長（山田典幸議員） これより、質疑に入り

ます。御発言ございませんか。

今村芳彦議員。

〇６番（今村芳彦議員） それでは、議案書の９

９ページでございます。子ども・子育て支援運営



－28－

令和７年２月２７日（木曜日）第１回３月定例会・第１号

事業費、保育所費のうちでありますけれども、各

それぞれの施設に対する補助であるという認識を

させていただいておりまして、その中で１点だけ、

風連幼稚園、ここだけマイナス１，７７９万円と、

減額になっているという状況でございます。この

状況、なぜマイナスになってしまったのかという

点の説明をいただきたいと思います。

〇議長（山田典幸議員） 馬場健康福祉部長。

〇健康福祉部長（馬場義人君） 私のほうから、

ただいま認定こども園風連幼稚園のほうの当初予

算よりもというか、今回の補正の理由について今

御質問いただいたわけでございます。今議員おっ

しゃられましたように、当初予算から比べますと

大きな減額というふうになっておりますが、御承

知のとおり風連地区のお子さんたちがかなり減っ

てきているというのが実態だということが１点と、

もう一点が名寄地区がいっぱいでも風連地区のほ

うででも選択していただいて、通われる保護者の

方々がいらっしゃるかなということで一部予算を

出していただいていた実態はあったのですが、な

かなかそういうふうな希望を持たれる方という方

がいなくて、今受け入れさせていただいているお

子さんの数に合わせて予算額のほうを減額させて

いただいたと、そういった実態となっております。

以上です。

〇議長（山田典幸議員） 今村議員。

〇６番（今村芳彦議員） 私のところに風連に入

りたいのだけれども、入れないのだという話も結

構あるのですけれども、これは恐らく保育士さん

の確保がうまくいっていないといった事情もあっ

てのことだと思いますけれども、当然入れるので

あれば風連にということで名寄から声かけがあっ

たというふうなところでありますが、ちょっと私

の押さえていた状況と違う部分もあるのかなと思

います。この辺ちょっと解消に向けているといい

ましょうか、当然使い切るための動きというのは

あったと思いますけれども、その点どういう動き

があったのかお知らせをいただきたいと思います。

〇議長（山田典幸議員） 馬場健康福祉部長。

〇健康福祉部長（馬場義人君） 今議員おっしゃ

られましたように、実態としては市内のどこの園

も教員というか、従事者のほうがなかなか確保し

づらいというような状況になっていて、風連のほ

うの幼稚園のほうもなかなか厳しいということで、

実は当初目的としていた定員が確保できていない

というところの部分については、今議員御指摘の

ように、従事者のほうが確保できなくて、なかな

かお子さんを満度にお預かりするということがで

きないというようなことで、かといってほかの、

公立も含めて名寄地区のほうの幼稚園や認定こど

も園等々で、ちょっと距離的には離れる形になる

のですけれども、御了解というか、御協力いただ

いて、風連地区のお子さんの中でも一部名寄地区

のほうに通っていただいて、御了解いただいてい

るというような状況にはございます。先ほど執行

方針の中でも出ていましたけれども、なるべく待

機児童を出さないような形で私どもとしても努力

させていただいているところですし、今大学とも

連携させていただきながら従事者の確保のほうに

ついては今後も努めていきたいというふうに思っ

ておりますが、道内では保育士や幼稚園教諭を養

成する学校も幾つか募集定員を休止するというよ

うなことも出ておりますので、なかなか厳しい状

況でありますけれども、状況を注視しながら人材

確保に当たっては今後も努力してまいりたいとい

うふうに思っております。

以上です。

〇議長（山田典幸議員） 今村議員。

〇６番（今村芳彦議員） 人材不足といった点、

非常に大きな問題であるというのは私も重々承知

をしているところではございますが、兄弟、上の

子が風連で、下の子は名寄をあっせんされたとい

った状況は、やはりこれは同じまちの中としてと

いいましょうか、一つの家庭の中で非常に大きな

問題になってくるのだと思います。これは、やは

り解消に向けて取り組んでいただく必要があると
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思っています。これ解消に向けての取組の考え方

があればお聞かせをいただきますし、ぜひ兄弟で

同じ場所に通えるように取り組んでいただくよう

にお願いも申し上げたいと思います。

以上です。

〇議長（山田典幸議員） 馬場健康福祉部長。

〇健康福祉部長（馬場義人君） 特に今議員御指

摘の部分につきましては、年度途中で上のお子さ

んがもともと通われていた幼稚園なり保育所のと

ころに下のお子さんが入園された場合について同

じ園になかなか確保するというのが実は難しくて、

今議員御指摘のような上のお子さんと下のお子さ

んが違う園に通っていらっしゃるというような実

態があるというふうには私どもとしても承知して

おります。次の年度とかで人数調整とかいろんな

調整の中でかなう部分についてはそういう同じよ

うな園に通えるような対応はさせていただいてい

る部分はあるのですけれども、ちょっと私も全部

が全部把握しているわけでございませんので、も

しかしたら今議員御指摘のところの部分について

もあるようには承知もしているところでございま

す。現在年度内で各園集まっていただいて、その

辺の調整だとかやり取りだとかというようなこと

はこども未来課中心で現在もさせていただいてお

りますので、議員の御指摘の部分については今後

もより各園の協力をいただきながらそういう解消

に向けて努力してまいりたいというふうに思って

おります。

以上です。

〇議長（山田典幸議員） ほかに質疑はございま

せんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（山田典幸議員） 以上で質疑を終結いた

します。

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（山田典幸議員） 異議なしと認めます。

これより採決を行います。

議案第８号は原案のとおり決定することに御異

議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（山田典幸議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第８号は原案のとおり可決されま

した。

〇議長（山田典幸議員） 日程第１４ 議案第９

号 令和６年度名寄市国民健康保険特別会計補正

予算（第２号）を議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 議案第９号 令和６年度

名寄市国民健康保険特別会計補正予算について、

提案の理由を申し上げます。

今回の補正は、保険事業勘定におきまして歳入

歳出それぞれ２９０万９，０００円を追加し、予

算総額を２６億３，９６１万１，０００円に、ま

た直診勘定におきましても歳入歳出それぞれ６２

万４，０００円を追加し、予算総額を２億１，９

３１万８，０００円にしようとするものでござい

ます。

主な補正の内容を保険事業勘定の歳出から申し

上げます。４款保健事業費におきまして会計年度

任用職員報酬の減などにより３１７万７，０００

円を減額をしようとするものであります。

７款諸支出金におきまして償還金等の金額確定

に伴い４７５万５，０００円を追加しようとする

ものでございます。

次に、歳入について申し上げます。１款国民健

康保険税におきまして決算見込み等から１，２７

８万７，０００円を減額するほか、５款繰越金に

おきまして前年度繰越金２，０６３万７，０００

円を追加し、収支の調整を図ろうとするものでご

ざいます。

次に、直診勘定の補正の主な内容について歳出

から申し上げます。各事業費の確定に伴い、１款
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総務費におきまして人件費等で２０２万４，００

０円を追加し、２款医業費では事業費の確定に伴

い１４０万円を減額しようとするものであります。

次に、歳入について申し上げます。１款診療収

入におきまして決算見込み等から３５０万円を減

額するほか、４款繰入金におきまして一般会計繰

入金３７７万３，０００円と事業勘定繰入金６万

３，０００円を追加し、収支の調整を図ろうとす

るものでございます。

以上、補正の概要について申し上げました。よ

ろしく御審議くださいますようお願いを申し上げ

ます。

〇議長（山田典幸議員） これより、質疑に入り

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（山田典幸議員） 質疑なしと認めます。

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（山田典幸議員） 異議なしと認めます。

これより採決を行います。

議案第９号は原案のとおり決定することに御異

議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（山田典幸議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第９号は原案のとおり可決されま

した。

〇議長（山田典幸議員） 日程第１５ 議案第１

０号 令和６年度名寄市介護保険特別会計補正予

算（第２号）を議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 議案第１０号 令和６年

度名寄市介護保険特別会計補正予算について、提

案の理由を申し上げます。

今回の補正は、保険事業勘定におきまして歳入

歳出それぞれ１，４４７万５，０００円を追加し、

予算総額を２８億８，６４１万２，０００円に、

サービス事業勘定・名寄におきまして歳入歳出そ

れぞれ５１万８，０００円を追加し、予算総額を

３億８，９３１万７，０００円に、またサービス

事業勘定・風連におきまして歳入歳出それぞれ４

４万円を減額し、予算総額を２億１，００８万２，

０００円にしようとするものであります。

補正の主な内容を保険事業勘定の歳出から申し

上げます。２款保険給付費３００万円の減額は、

それぞれ介護サービス等で見込まれる過不足の調

整を図ろうとするものであります。

４款基金積立金におきまして介護給付費準備基

金積立金に１，２９９万８，０００円を追加しよ

うとするものでございます。

６款諸支出金におきまして地域包括支援センタ

ーの運営に係る一般会計への繰出金１００万円を

追加しようとするものであります。

次に、歳入について申し上げます。各事業費の

追加及び確定に伴い国庫支出金、道支出金、一般

会計繰入金などの特定財源の調整を行うほか、８

款繰入金において基金繰入金８，０００万円を減

額し、収支の調整を図るものであり、９款繰越金

におきまして令和５年度決算剰余金の繰越分とし

て８，９４０万１，０００円を追加しようとする

ものでございます。

続きまして、サービス事業勘定・名寄について

申し上げます。歳出におきまして人件費、利用者

負担軽減制度補助金で見込まれる過不足の調整を

行おうとするものでありまして、歳入におきまし

て一般会計繰入金５１万８，０００円を追加し、

収支の調整を図ろうとするものでございます。

続きまして、サービス事業勘定・風連におきま

しては人件費の過不足額の調整を行おうとするも

のでありまして、歳入におきまして一般会計繰入

金４４万円減額をし、収支の調整を図ろうとする

ものでございます。

以上、補正の概要について申し上げました。よ

ろしく御審議くださいますようお願い申し上げま
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す。

〇議長（山田典幸議員） これより、質疑に入り

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（山田典幸議員） 質疑なしと認めます。

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（山田典幸議員） 異議なしと認めます。

これより採決を行います。

議案第１０号は原案のとおり決定することに御

異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（山田典幸議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第１０号は原案のとおり可決され

ました。

〇議長（山田典幸議員） 日程第１６ 議案第１

１号 令和６年度名寄市後期高齢者医療特別会計

補正予算（第３号）を議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 議案第１１号 令和６年

度名寄市後期高齢者医療特別会計補正予算につい

て、提案の理由を申し上げます。

今回の補正は、歳入歳出それぞれ５３万５，０

００円減額をし、予算総額を５億８８３万４，０

００円にしようとするものでございます。

補正の内容を歳出から申し上げます。１款総務

費３１万２，０００円の追加、２款後期高齢者医

療広域連合納付金８４万７，０００円の減額は、

人件費納付金それぞれで見込まれる過不足額を調

整しようとするものでございます。

歳入におきまして、事業費繰入金５３万５，０

００円を減額し、収支の調整を図ろうとするもの

でございます。

よろしく御審議くださいますようお願いを申し

上げます。

〇議長（山田典幸議員） これより、質疑に入り

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（山田典幸議員） 質疑なしと認めます。

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（山田典幸議員） 異議なしと認めます。

これより採決を行います。

議案第１１号は原案のとおり決定することに御

異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（山田典幸議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第１１号は原案のとおり可決され

ました。

〇議長（山田典幸議員） 日程第１７ 議案第１

２号 令和６年度名寄市立大学特別会計補正予算

（第４号）を議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 議案第１２号 令和６年

度名寄市立大学特別会計補正予算について、提案

の理由を申し上げます。

今回の補正は、年度末に当たり事業の確定に伴

う事業費、人件費などの調整が主なものであり、

歳入歳出それぞれ１，１５０万４，０００円を減

額をし、予算総額１８億２，５４４万４，０００

円にしようとするものでございます。

補正の主な内容を歳出から申し上げます。１款

教育費におきまして決算見込みによる人件費の調

整や事業費の確定による減額をしようとするほか、

いただいた寄附金を積み立てるため名寄市立大学

奨学金基金積立金に５９万５，０００円を追加し

ようとするものでございます。

次に、歳入について申し上げます。２款使用料

及び手数料、４款財産収入において決算見込み等

からそれぞれ授業料８３０万円、教員住宅貸付収
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入３７６万５，０００円を減額し、６款繰入金に

おきまして一般会計繰入金１８６万２，０００円

を追加し、収支の調整を図ろうとするものでござ

います。

以上、補正の概要について申し上げました。よ

ろしく御審議くださいますようお願いを申し上げ

ます。

〇議長（山田典幸議員） これより、質疑に入り

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（山田典幸議員） 質疑なしと認めます。

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（山田典幸議員） 異議なしと認めます。

これより採決を行います。

議案第１２号は原案のとおり決定することに御

異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（山田典幸議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第１２号は原案のとおり可決され

ました。

〇議長（山田典幸議員） 日程第１８ 議案第１

３号 令和６年度名寄市病院事業会計補正予算

（第２号）を議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 議案第１３号 令和６年

度名寄市病院事業会計補正予算について、提案の

理由を申し上げます。

今回の補正は、年度末の各収支を見通し、必要

な調整を行うものでございます。

補正の主な内容について収益的収入から申し上

げます。１款病院事業収益では、医業収益におき

まして入院及び外来患者数の減少等により入院収

益で１０億６，５４４万５，０００円、外来収益

で１億９，６７２万４，０００円をそれぞれ減額

し、他会計負担金で２，１２４万２，０００円を

追加しようとするものでございます。

次に、医業外収益におきまして他会計補助金で

９，９２６万６，０００円を追加し、他会計負担

金で２２５万円を減額し、その他医業外収益で２，

６１６万１，０００円を追加し、特別利益におき

まして過年度損益修正益で５７万５，０００円を

減額し、病院事業収益の総額を１００億８，６４

２万３，０００円にしようとするものでございま

す。

次に、収益的支出について申し上げます。２款

病院事業費用では医業費用におきまして給与費で

２億９，３３５万３，０００円、材料費で５億３，

８３７万８，０００円、経費で１億５，３５４万

８，０００円それぞれ減額をし、医業外費用にお

きまして保育施設費で３２５万３，０００円を追

加し、特別損失におきまして過年度損益修正損で

１，９３５万２，０００円を追加し、病院事業費

用の総額を１０９億８，２５９万５，０００円に

しようとするものでございます。

次に、資本的収入について申し上げます。３款

資本的収入におきまして企業債で６，２１０万円、

他会計出資金で３０３万６，０００円、他会計負

担金で１，７３６万５，０００円それぞれ減額を

し、道補助金で１，１９６万１，０００円を追加

し、総額を１５億２，２２２万１，０００円にし

ようとするものでございます。

次に、資本的支出について申し上げます。４款

資本的支出におきまして資産購入費で１，３７８

万１，０００円、施設費で２４７万４，０００円、

改築費で８０万３，０００円をそれぞれ減額し、

総額を１９億５，６２４万５，０００円にしよう

とするものでございます。

なお、資本的収支の不足額につきましては、過

年度損益勘定留保資金で補填をするものでござい

ます。

よろしく御審議くださいますようお願いを申し

上げます。
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〇議長（山田典幸議員） これより、質疑に入り

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（山田典幸議員） 質疑なしと認めます。

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（山田典幸議員） 異議なしと認めます。

これより採決を行います。

議案第１３号は原案のとおり決定することに御

異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（山田典幸議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第１３号は原案のとおり可決され

ました。

〇議長（山田典幸議員） 日程第１９ 議案第１

４号 令和６年度名寄市水道事業会計補正予算

（第２号）を議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 議案第１４号 令和６年

度名寄市水道事業会計補正予算について、提案の

理由を申し上げます。

今回の補正は、年度末の収支を見通し、予算の

調整を行おうとするものでございます。

補正の主な内容について収益的収入から申し上

げます。１款水道事業収益では、主にその他営業

収益１３４万５，０００円の減額や他会計補助金

１３８万６，０００円の減額、長期前受金戻入９

９万９，０００円の増額により収益全体で１４２

万２，０００円を減額をし、総額６億９，７８１

万４，０００円にしようとするものでございます。

次に、収益的支出について申し上げます。２款

水道事業費用では、事業費の確定に伴う各費目の

調整を行い、費用全体で４７万９，０００円を増

額し、総額を６億７，８６１万７，０００円にし

ようとするものであります。

次に、資本的収入及び資本的支出について申し

上げます。事業の確定に伴う調整を行い、３款資

本的収入では１，５３１万１，０００円を減額し、

総額を４億１，４６１万７，０００円に、また４

款資本的支出では１，３２２万２，０００円を減

額し、総額を７億６，７９４万６，０００円にし

ようとするものでございます。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

〇議長（山田典幸議員） これより、質疑に入り

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（山田典幸議員） 質疑なしと認めます。

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（山田典幸議員） 異議なしと認めます。

これより採決を行います。

議案第１４号は原案のとおり決定することに御

異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（山田典幸議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第１４号は原案のとおり可決され

ました。

〇議長（山田典幸議員） 日程第２０ 議案第１

５号 令和６年度名寄市下水道事業会計補正予算

（第２号）を議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 議案第１５号 令和６年

度名寄市下水道事業会計補正予算について、提案

の理由を申し上げます。

今回の補正は、年度末の収支を見通し、予算の

調整を行おうとするものでございます。

補正の主な内容について収益的収入から申し上

げます。１款下水道事業収益では、主に他会計負

担金６５５万８，０００円の増額や他会計補助金
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２５４万５，０００円の増額により収益全体で３，

４５５万５，０００円を増額し、総額を１２億７，

０５８万３，０００円にしようとするものでござ

います。

次に、収益的支出について申し上げます。２款

下水道事業費用では事業費の確定に伴う各費目の

調整を行い、費用全体で５，２５１万６，０００

円を増額し、総額を１２億２，４８３万５，００

０円にしようとするものでございます。

次に、資本的収入及び資本的支出について申し

上げます。事業の確定に伴う調整を行い、３款資

本的収入では２億３，８７３万２，０００円を減

額し、総額を３億４，７０６万８，０００円に、

また４款資本的支出では２億３，１６８万１，０

００円を減額をし、総額を７億８，５９１万１，

０００円にしようとするものでございます。

よろしく御審議くださいますようお願いを申し

上げます。

〇議長（山田典幸議員） これより、質疑に入り

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（山田典幸議員） 質疑なしと認めます。

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（山田典幸議員） 異議なしと認めます。

これより採決を行います。

議案第１５号は原案のとおり決定することに御

異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（山田典幸議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第１５号は原案のとおり可決され

ました。

〇議長（山田典幸議員） 日程第２１ 議案第１

６号 令和７年度名寄市一般会計予算、議案第１

７号 令和７年度名寄市国民健康保険特別会計予

算、議案第１８号 令和７年度名寄市介護保険特

別会計予算、議案第１９号 令和７年度名寄市食

肉センター事業特別会計予算、議案第２０号 令

和７年度名寄市後期高齢者医療特別会計予算、議

案第２１号 令和７年度名寄市立大学特別会計予

算、議案第２２号 令和７年度名寄市病院事業会

計予算、議案第２３号 令和７年度名寄市水道事

業会計予算、議案第２４号 令和７年度名寄市下

水道事業会計予算、以上９件を一括議題といたし

ます。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 議案第１６号 令和７年

度名寄市一般会計予算及び議案第１７号から議案

第２４号までの各特別会計予算並びに各企業会計

予算について、提案の理由を申し上げます。

各会計予算案は、令和６年１１月１日付市長訓

令に基づき、名寄市総合計画や総合戦略の具現化、

将来にわたり住み続けられるまちづくり、持続可

能で健全な財政運営の維持といった基本的な考え

方に基づき予算を編成いたしました。

一般会計予算案は、前年度当初予算と比較をし

て１６．８％増の２８３億８，１９４万円となり

ました。名寄中学校整備事業、名寄地区衛生施設

事務組合負担金の建設事業分、名寄東中学校整備

事業など普通建設事業費の増加が大きな増加要因

でございます。なお、収支不足を補う財政調整基

金の取崩し額は７億７，３１８万７，０００円を

計上してございます。

次に、特別会計について申し上げます。令和７

年度名寄市国民健康保険特別会計外計５特別会計

の予算総額は９３億３，９７１万３，０００円と

なっております。増額の大きなものとして、国民

健康保険特別会計の保険事業勘定で保険給付費の

減などにより前年度比３．０％の減、介護保険特

別会計サービス事業勘定・風連でしらかばハイツ

改修工事により前年度比２８０．５％の増、食肉

センター特別会計で備品の更新などにより前年度

比２２．３％の増となりました。
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次に、企業会計について申し上げます。病院事

業会計では前年度比７．１％減の１２８億５，２

６０万５，０００円、水道事業会計では前年度比

６．０％増の１５億４，６８３万８，０００円

（３月１１日 加藤市長より修正発言あり）、下

水道事業会計では前年度比１．０％増の２２億１，

１３４万円となりました。

以上によりまして、令和７年度全会計の予算総

額は５４３億３，２４３万６，０００円（３月１

１日 加藤市長より修正発言あり）となりました。

地方自治法第２１１条及び地方公営企業法第２

４条の規定に基づき提出をいたしますので、よろ

しく御審議くださいますようお願い申し上げます。

〇議長（山田典幸議員） お諮りいたします。

議案第１６号外８件については、本会議質疑を

省略し、全議員をもって構成する予算審査特別委

員会を設置し、これに付託の上、審査いたしたい

と思いますが、御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（山田典幸議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第１６号外８件については、全議

員をもって構成する予算審査特別委員会を設置し、

これに付託の上、審査することに決定いたしまし

た。

ただいまの決定に基づき、予算審査特別委員会

の委員に全議員を指名いたします。

正副委員長互選のため暫時休憩いたします。

休憩 午後 ０時２７分

再開 午後 ０時３５分

〇議長（山田典幸議員） 再開いたします。

正副委員長の互選が行われましたので、結果を

報告いたします。

予算審査特別委員会委員長に高野美枝子議員、

副委員長に清水一夫議員、以上であります。

〇議長（山田典幸議員） お諮りいたします。

議事の都合により、明日２月２８日から３月９

日までの１０日間を休会といたしたいと思います

が、御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（山田典幸議員） 異議なしと認めます。

よって、明日２月２８日から３月９日までの１

０日間を休会することに決定いたしました。

〇議長（山田典幸議員） 以上で本日の日程は全

て終了いたしました。

本日はこれをもちまして散会といたします。

大変お疲れさまでした。

散会 午後 ０時３５分

上記会議のてんまつを記載し、その相違なきこ

とを証するため、ここに署名議員とともに署名す

る。

議 長 山 田 典 幸

署名議員 高 橋 伸 典

署名議員 東 川 孝 義

令和７年２月２７日（木曜日）第１回３月定例会・第１号
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令 和 ７ 年 第 １ 回 名 寄 市 議 会 定 例 会 会 議 録

開議 令和７年３月１０日（月曜日）午前１０時００分

１．議事日程

日程第１ 会議録署名議員指名

日程第２ 代表質問

１．本日の会議に付した事件

日程第１ 会議録署名議員指名

日程第２ 代表質問

１．出席議員（１５名）

議 長 １６番 山 田 典 幸 議員

副議長 １０番 倉 澤 宏 議員

１番 中 畠 孝 幸 議員

３番 山 崎 真 由 美 議員

４番 水 間 健 詞 議員

５番 谷 聡 議員

６番 今 村 芳 彦 議員

７番 清 水 一 夫 議員

８番 川 村 幸 栄 議員

９番 佐 藤 靖 議員

１１番 高 野 美 枝 子 議員

１２番 高 橋 伸 典 議員

１３番 遠 藤 隆 男 議員

１４番 東 川 孝 義 議員

１５番 東 千 春 議員

１．欠席議員（０名）

１．事務局出席職員
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〇議長（山田典幸議員） ただいまの出席議員数

は１５名であります。定足数に達しております。

直ちに本日の会議を開きます。

〇議長（山田典幸議員） 日程第１ 会議録署名

議員の指名を行います。

会議録署名議員には、会議規則第８７条の規定

により、

１番 中 畠 孝 幸 議員

１３番 遠 藤 隆 男 議員

を指名いたします。

〇議長（山田典幸議員） 日程第２ これより代

表質問を行います。

令和７年度市政執行方針について外３件を、東

川孝義議員。

〇１４番（東川孝義議員） おはようございます。

議長より指名をいただきましたので、通告に従い、

市政クラブを代表して順次質問してまいります。

初めに、大項目の１番目、令和７年度の市政執

行方針について伺います。今定例会初日の令和７

年度市政執行方針において、加藤市長から市政推

進の基本的な考え方、令和７年度の予算編成など

新年度の市政運営の方向づけが示されました。そ

れに基づきまして、小項目３点について伺います。

小項目の１点目、新年度の重点施策について。

令和７年度の予算編成に伴い、実施予定の各種事

業が示されましたが、新年度における市政推進の

考え方と新規事業を含めた重点施策の概要と基本

的な考え方についてお伺いをいたします。

次に、小項目の２点目、名寄市総合計画（第２

次）後期実施計画見直し後の取組について。名寄

市総合計画（第２次）後期基本計画は、令和８年

度が最終年度となります。具体的な推進に向けて

は、毎年ローリング作業を行い、推進をされてお

り、昨年度は事業の見直しが行われました。その

結果、総事業本数１５５事業に９つの事業が新た

に追加をされ、４つの事業が廃止となり、１６０

事業となっております。今回のローリング調整に

よる見直しでは、多くの事業において民間活力や

地域間連携を目指すとされております。そこで、

後期実施計画見直しに当たり、具体的に民間活力

や地域間連携を進めていく施策事業についてお伺

いをいたします。

次に、小項目の３点目、効率的な行政運営につ

いて。効率的な行政運営に向けて第２次名寄市行

財政改革推進基本計画及びその具現化を図る計画

に基づき、ＢＰＲなどの取組を通じて事務作業の

見直しを進めていくとされております。ＢＰＲの

取組は、プロセスの観点から業務フローや組織構

造、情報システムなどを再構築し、業務改善を進

めていくことであると理解しております。複雑多

様化する行政課題に対応するため、人材の確保や

ＤＸ事業のさらなる推進に向けての具体的な考え

方についてお伺いをいたします。

次に、大項目の２番目、４期目任期最終年度を

迎えて。市長は、４期目就任後の令和４年５月の

臨時議会において市政執行の所信表明をされ、今

定例会初日の市政執行においても４期目の任を担

わせていただいてから３年を迎えると述べられて

おります。そこで、所信表明のときに述べられま

した項目より３点について伺います。

小項目の１点目、コンパクトなまちづくりの推

進に向けて。コンパクトなまちづくりの推進につ

いては、名寄市立地適正化計画、名寄市公共施設

等再配置計画を基にした議論を進め、公共施設の

適正な配置を進めていくとされております。立地

適正化計画では、人々がにぎわう魅力と活力にあ

ふれた拠点づくり、将来にわたり安心、快適に暮

らせる市街地づくりとされており、具体的には都

市機能、居住機能の誘導方針を定め、公共施設の

適正な配置によりコンパクトなまちづくりを進め

ていくとの方針で、公共施設の再配置においては

計画期間を３つの期間に区切り、フェーズ１では

対象施設も明示をされております。計画策定以降、

新たな課題への対応により当初計画よりずれ込ん
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でいるとの説明を受けておりますが、コンパクト

なまちづくりに向けて市内の候補地として西３条

南６丁目の西條本部、ダイソーまたは旧みまつビ

ル等の跡地での整備を検討するとされております。

今後の具体的な検討に向けて、まちづくり会社と

の関わり及び民間との連携、そして市民との協議

に向けてどのような推進をされるのかお伺いをい

たします。

次に、小項目の２点目、電子地域通貨（Ｙｏｒ

ｏｃａ）導入後の成果と今後の課題について。電

子地域通貨は、令和５年１１月２３日から具体的

な運用が開始され、１年３か月余りを経過いたし

ました。電子地域通貨導入の目的は、域内経済の

好循環サイクルの確立、地域の自走モデルの構築、

効果的、効率的行政サービスを実施でき、さらに

はサービスの特徴として利用者におけるメリット、

加盟店におけるメリット、運営事務局におけるメ

リットがあるとのことでスタートいたしました。

導入当初はチャージ機及び利用場所が少ないとの

指摘もありましたが、導入当初からの加盟店の推

移、利用者の推移、利用金額についてお聞きしま

す。また、利用促進に向けてポイント還元の制度

が実施されておりますが、行政で実施しているポ

イント還元事業及び今後利用促進を拡大していく

ための課題等についてお伺いをいたします。

次に、小項目の３点目、北・北海道の中核都市

としての広域連携について。市政執行方針におい

て、道北地域の中核都市としての責任と役割を果

たしていくとともに、本市が持続的に発展してい

けるよう時代に対応した政策に取り組んでいくと

述べられております。また、広域行政の推進では、

人口減少が進行する中で自治体間連携は一層重要

となることから、広域連携事業を着実に推進され

ていくとされております。特に人口減少が進む中

で働き手を担う生産年齢人口が減少し、市内の各

企業においては人手不足が深刻な状況にあります。

北・北海道中央圏域においても求職者に対して求

人数が上回る同様な状況だと考えられますが、雇

用の創出と人材育成に向けて名寄市が推進されよ

うとする考え方並びに課題等についてお伺いをい

たします。

次に、大項目の３番目、名寄市における地域課

題への対応について。小項目の１点目、名寄イン

ターチェンジ拠点化構想の方向性について。名寄

インターチェンジ拠点化構想の実現に向けては、

北海道縦貫自動車道士別剣淵から名寄間の整備と

並行して進めていかなければならないと考えてお

ります。これまで共同輸送、中継輸送の実証実験、

さらには共同輸送、中継輸送を考えるシンポジウ

ムにおいて、関係省庁や関係団体と情報交換を行

ったと聞いております。名寄インターチェンジ拠

点化構想は、既に昨年より実施されております物

流の２０２４年問題、いわゆる働き方改革で時間

外に対する規制改革に大きく貢献し、この整備に

よる市内経済波及効果も期待されるところであり

ます。この構想は、供用開始をにらんだ取組が有

効であり、その取組に向けて新たな協議会設立を

検討されているとのことですが、その協議会の具

体的な組織形態、さらには連携する省庁、団体と

の連携は理解しながらも、名寄市としての取組構

想を明確にすることが重要だと思いますが、考え

方についてお伺いをいたします。

次に、小項目の２点目、名寄市立大学の組織形

態見直しに向けた取組について。名寄市立大学の

経営改革や独立行政法人化を含む組織を検討する

協議体として、昨年末に名寄市立大学在り方検討

委員会が設置をされました。この取組の背景には、

２０２４年に約６３万人だった大学進学者数は２

０４０年には４６万人と２７％も減っていくとの

見方がされております。加えて、学科が競合する

旭川市立大学の影響も大きいと考えます。市長は

協議体設置に向けてはスピード感を持って進めて

いくとされ、市政執行方針においても少子化が急

速に進む中、名寄市立大学の特色と魅力を生かし、

学生から選ばれる大学を目指して、適切な組織形

態の検討を進めていくと述べられております。さ
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らに、大学院設置についても将来構想の中で設置

を目指していくとされております。その上で、名

寄市立大学在り方検討委員会での議論は令和７年

度に一定の方向を出すとされておりますが、検討

委員会のこれまでの議論経過と在り方委員会では

どのような内容まで検討が進められるのかお伺い

をいたします。

次に、小項目の３点目、スポーツによるまちづ

くりに向けて。名寄市スポーツ団体の発展的統合

に向けて、令和７年度に名寄市スポーツ協会、風

連町スポーツ協会、Ｎスポーツコミッションを統

合した新たな組織体制に向けて具体的な協議が進

められております。それぞれの組織が育ってきた

歴史と伝統を大切にしながら、新しい組織におい

ては各組織の長所を生かしながらスポーツによる

人材育成、市民の健康づくり、地域の活性化が図

られると思います。そこで、スポーツ施設の整備

や現在Ｎスポーツコミッションが実施している競

技団体中心の小、中、高を対象としたジュニアス

ポーツエコシステム形成事業の進め方、生涯スポ

ーツの振興を含めて名寄市として今後どのような

関わりを持って対応されるのかお伺いをいたしま

す。

次に、小項目の４点目、王子マテリア株式会社

名寄工場跡地活用に向けて。王子マテリア株式会

社名寄工場は、生産品集約により生産を停止して

３年が経過をいたしました。跡地利用に向けて、

名寄まちづくり会社が王子マテリアと倉庫２棟の

賃貸契約を結び、その倉庫を昨年１０月からエア

・ウォーター物流と日本通運に転貸し、それぞれ

物流中継拠点として活用されております。しかし、

２２ヘクタールに及ぶ広大な敷地活用に向けては

一朝一夕に企業誘致は難しいとは思いますが、名

寄工場生産品集約に関する対策本部において、１

つ、再生可能エネルギー、２つ、物流・防災拠点、

３つ、ＩoＴデータセンターの３本の柱を設定し、

誘致活動を進めてこられたと認識をしております

が、それぞれの取組に対する進捗経過と今後の取

組に対してまちづくり会社との連携を含めた考え

方についてお伺いをいたします。

次に、大項目の４番目、教育行政について３点

お伺いをいたします。小項目の１点目、令和７年

度の教育行政重点施策について。令和７年度予算

編成に伴い、教育委員会において実施予定の各種

事業施策が示されております。新年度における教

育行政における重点施策と信頼される学校づくり

の中でウェルビーイングの施策推進の考え方につ

いてお伺いをいたします。

小項目の２点目、教員の働き方改革の現状と課

題について。岸教育長は、教育行政執行方針の中

で学校における働き方改革の推進については名寄

市学校働き方改革指標、Ｎａｙｏｒｏ Ｄｉａｍ

ｏｎｄ Ａｃｔｉｏｎに基づき各学校において教

職員の意識改革を一層進め、教職員一人一人の働

き方が改善され、働きやすさと働きがいの実感を

持つことができるよう取り組んでいくと述べられ

ております。働き方改革の具体的な施策推進の考

え方についてお伺いをいたします。

小項目の３点目、ＡＩドリル活用の成果と課題

について。社会の変化や多様な教育ニーズへの対

応として、情報教育であるＧＩＧＡスクール構想

に基づき名寄市においても通信ネットワークの整

備を進め、１人１台端末を活用した指導が進めら

れております。その情報教育をさらに推し進めて

いくためにSociety５．０の時代を迎え、未来をつ

くる児童生徒には情報活用能力育成が必要である

とも述べられております。多様な子供たちを誰一

人取り残すことのない教育環境の構築を目的に昨

年よりＩＣＴの効果的な活用で１人１台の端末、

ＡＩドリルが導入されましたが、活用場面におけ

る教職員の働き方並びに子供たちの授業、家庭学

習における成果と今後の課題についてお伺いをい

たします。

以上、この場からの質問とさせていただきます。

〇議長（山田典幸議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） おはようございます。東
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川議員から大項目で４点にわたっての御質問いた

だきました。大項目１から３まで私から、大項目

４は教育長からの答弁となります。

初めに、大項目１、令和７年度の市政執行方針

について、小項目１、新年度の重点施策について

申し上げます。令和７年度の予算案については、

１１月１日付で各部局に市長訓令を発出をし、総

合計画や総合戦略の具現化、将来にわたり心豊か

に住み続けられるまちづくりへの取組、持続可能

で健全な財政運営の維持、この３つの基本的な考

え方に基づいて予算編成を進めてまいりました。

新規事業も含めた主な事業といたしましては、名

寄中学校整備事業、名寄地区衛生施設事務組合が

進めます一般廃棄物中間処理施設建設事業への負

担金、名寄東中学校整備事業の大規模な普通建設

事業をはじめ、小中学校の空調設備設置工事や中

学生以下の小児まで対象を拡大いたしましたイン

フルエンザワクチンの助成事業、英語指導助手の

増員、またブックスタート事業など子ども・子育

て施策の充実に向けた事業の展開や農業支援や観

光振興など各分野における地域おこし協力隊の増

員、外国人材活躍推進事業など、人材確保に向け

た事業、さらには市民サービスオンライン化事業

によるＤＸの推進、のるーと名寄の新しい乗降場

所の設置などこれまで展開、議論をしてきた事業

を継続、発展をさせ、将来にわたって住み続けら

れるまちづくりを目指し、多くの事業を予算に組

み込みました。電気料、燃料単価等の物価高騰や

人件費の上昇からあらゆる経費が増加をする中、

厳しい予算編成となり、財政的課題も顕在化をし

てきている状況ですが、限られた財源を最大限有

効に活用し、総合計画における各事業の目標達成

に向けて着実に歩みを進める予算となったものと

考えております。

小項目２、名寄市総合計画（第２次）後期実施

計画見直し後の取組について申し上げます。名寄

市総合計画（第２次）後期基本計画については、

毎年度行政評価及びローリング調整作業を通じて

見直しを行っております。具体的な民間活力によ

る事業についてでございますが、ＩＣＴ分野の専

門的な知見を持つ外部人材を雇用し、ＤＸ施策を

推進をするデジタル人材雇用事業、商工団体によ

る地域ＤＸの推進及び地域経済のデジタル基盤構

築によります域内好経済循環サイクルの確立を目

指した電子地域通貨の普及拡大事業、地域資源を

生かしたアウトドア観光のガイド人材の育成と地

域のブランディングを目指すアウトドア観光振興

人材育成事業などの施策に対して、民間の力を活

用した事業を推進しております。

次に、地域間連携による事業ということですが、

地域医療の充実のため近隣医療機関に対し専門診

療、夜間、休日勤務等の診療応援のための人員を

派遣をする地域医療支援事業の推進、名寄地区衛

生施設事務組合で広域処理を行う一般廃棄物中間

処理施設事業、そして宗谷本線の維持、存続に向

けて沿線自治体や関係機関と連携した活動を行う

宗谷本線維持、存続に向けた活動の推進などがご

ざいます。後期基本計画の計画期間も、令和８年

度までとなりましたが、厳しい財政状況の中、今

後においても民間活力や地域間連携、多様化する

市民ニーズに対応した事業を推進してまいります。

小項目３、効率的な行政運営についてお答えい

たします。本市では、より効率的な行政運営を進

めていくために令和５年度からＢＰＲの取組を行

っております。一例といたしまして、健康福祉部

においては既存の業務フローや手法を見直し、相

談等に対する記録業務のＡＩの活用や各種申請の

オンライン化などによりまして業務全体の作業時

間の削減や効率化、省力化を目指しているところ

でございます。しかしながら、ＢＰＲの取組の中

では滞るものもございまして、庁内におけるＢＰ

Ｒの推進体制はまだまだ道半ばでございます。人

口減少が進む中、今後は限られた職員数で複雑多

様化する行政課題に対応していく事態も想定をさ

れることから、ＢＰＲはもちろんのこと、ＩＣＴ

の活用など積極的な業務改革の推進に努めていく
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必要があると考えております。

次に、人材確保については、少子高齢化の進行

や生産年齢人口の減少により本市においてもこれ

まで以上に人材の確保が難しい状況にあることか

ら、非常に大きな課題として捉えております。そ

のため、令和７年度におきましてはこれまでも実

施をしてきた就職説明会への参加や大学等への訪

問を強化していくとともに、インターンシップの

受入れ事業など新たな取組も行い、受験者の確保、

人材確保につなげてまいりたいと考えております。

また、ＤＸ事業につきましては、名寄市ＤＸ推

進計画に基づき庁内ＤＸ及び地域ＤＸの取組を進

めるとともに、令和７年度は市民サービスの利便

性の向上と職員の業務の効率化を目指し、各種手

続のオンライン化に向けたプラットフォームの構

築を行ってまいります。

大項目２、４期目任期最終年度を迎えて、小項

目１、コンパクトなまちづくりの推進に向けてお

答え申し上げます。本市は、名寄市立地適正化計

画におきまして、居住誘導区域と、都市機能誘導

区域を定め、コンパクトなまちづくりを進めてお

ります。令和３年度に策定をいたしました名寄市

公共施設等再配置計画では、フェーズ１として老

朽化の著しい施設などの再配置を検討することと

しておりますが、計画策定以降名寄中学校の改築、

東病院の町なか移転の検討などが進められ、図書

館機能を有する複合施設の整備年次などにずれが

生じているところでございます。しかしながら、

市民ワークショップなどの意見も踏まえて庁内で

議論をし、町なかでの複合施設が設置可能な一定

規模の土地、にぎわいづくりに資する場所を想定

をし、まちの中心となる西３条南６丁目、現在の

１００円ショップ、西條本部、または旧みまつビ

ル等跡地での整備検討が適当と考え、検討を進め

ているところでございます。まちづくり名寄につ

いては、これまで町なかの老朽化したビルなどを

解体をし、現在は駐車場等として活用しておりま

すが、中心市街地に一定規模の用地を確保するな

ど、まちづくりに対して大きな役割を担っており

ます。今後の町なかへの複合施設の整備につきま

してもまちづくり名寄と連携をしながら検討を進

めたいと考えておりまして、優先整備候補地、具

体的な整備年次が決まりましたら、より多くの市

民の皆様に御利用いただけるようこれまでのワー

クショップなどの意見も参考に検討を進めてまい

ります。

小項目２、電子地域通貨（Ｙｏｒｏｃａ）導入

後の成果と今後の課題について申し上げます。名

寄市電子地域通貨（Ｙｏｒｏｃａ）は、地域内で

利用される電子マネー、ポイントによる地域内経

済の好循環化、電子媒体を活用した消費活動によ

る地域ＤＸの推進、社会的課題に対する市民参画

などを目指し、令和５年１１月２３日より運用が

開始をされました。利用可能店舗は、公共施設５

か所を含む２１３の加盟店で開始をされ、運営主

体の名寄商工会議所、風連商工会と連携も図りな

がら現在は公共施設１０か所を含む２５４の加盟

店と運営開始時から４１店舗増えており、運用の

拡大とともにサービス提供箇所も増加傾向で推移

をしております。利用額につきましては、令和７

年１月末時点でマネー利用額が４億９９４万円、

ポイントで１億４，９１０万円が利用され、合計

５億５，９０５万円相当額が市内で循環をされて

おり、市内経済にも大きな影響を与えていると分

析をしております。利用者につきましては、事前

キャンペーンや物価高騰対策臨時生活支援事業後

におきましても徐々に増加をしておりまして、令

和７年１月末時点でＹｏｒｏｃａカード１万６，

４７３枚の発行、アプリのダウンロード数は１万

３７８件となっており、カード発行数では人口割

合で７割近くに発行された計算となっております。

また、行政における支援策としてＹｏｒｏｃａの

利用の促進と市民の各種まちづくり等の参画を目

指しました行政ポイント事業は、てくＴＥＣＨ事

業をはじめこれまで３７事業実施をし、２，６４

７万ポイントが付与されております。Ｙｏｒｏｃ
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ａにつきましては、地域経済の活性化、地域ＤＸ

の推進、市民のまちづくりへの参画などのツール

として大きな可能性を秘めたものと考えておりま

して、今後も利用拡大を目指していく必要がござ

います。そのためにも、市民の日常使いの環境づ

くりを目指し、これまで以上に運営主体の名寄商

工会議所、風連商工会との連携を強化し、利用者、

加盟店のニーズに対応した行政ポイント事業・販

促事業などの各種取組を展開してまいります。

小項目３、北・北海道の中核都市としての広域

連携について申し上げます。ハローワーク名寄管

内の雇用情勢については、有効求人倍率が全体で

１．３７倍と求職者に対して求人数が上回る状況

が続いており、専門、技術職を中心に慢性的な人

手不足となっております。名寄市と士別市を複眼

型中心市といたしました１３の市町村で構成をさ

れる北・北海道中央圏域定住自立圏におきまして

も急速に人口減少が進み、本市以上に人手不足が

顕著であるところであります。本年度の定住自立

圏の市町村長会議では、人手不足対策に対する外

国人材の活躍について議論し、２月に開催をされ

ました各市町村からの委員で構成をされますビジ

ョン懇談会におきましても、人手不足とその対策

について意見交換をしたところでございます。定

住自立圏域において広域での具体的な対応策を講

じるまでには至っておりませんけれども、全ての

市町村において人手不足の中、引き続き課題解決

に向けた情報交換をしてまいります。

また、上川総合振興局におきましては、上川管

内地域連携・協創推進会議を本年２月に立ち上げ

まして、広域でのデジタル人材の共有、公共施設

の広域利用などに加え、人材不足対策として専門

職の人材バンクの設置、人材シェアリング制度の

構築などを進めていく予定でございます。

大項目３、名寄市における地域課題への対応に

ついて、小項目１、名寄インターチェンジ拠点化

構想の方向性について申し上げます。北海道縦貫

自動車道士別剣淵名寄間２４キロメートルの整備

が進められる中、令和５年２月に名寄商工会議所

から高速自動車国道士別剣淵名寄間の開通を見据

え、名寄インターチェンジ拠点整備構想の提案が

ございました。高規格道路の開通により観光、物

流、地域住民など多くの人が集まる場所に飲食や

物販、トイレ、休憩所の設置や物流拠点の整備な

どにより道路開通の効果を最大限享受ができると

考えております。物流の拠点化に向けては、これ

まで北海道開発局による実証事業を積み重ね、本

市の地理的優位性が確認をされており、２０２４

年問題によるトラックドライバーの働き方が見直

される中、物流拠点の整備により大きな効果が期

待できるところです。新たな協議会設立による事

業の具現化に向けて、国や関係機関との調整を進

めておりますが、協議会での調査、運営費用につ

いて国の補助制度を活用したいと考えておりまし

て、スケジュールなど注視をしているところでご

ざいます。補助制度の状況が分かり次第速やかに

対応していく予定でございます。

小項目２、名寄市立大学の組織形態見直しに向

けた取組について申し上げます。少子化の進行に

よって大学進学者数も年々減少していくことが見

込まれる中で、各大学間の競争も激しくなってく

ることが予想されております。大学は個性豊かで、

特色、魅力のある大学であるために様々な創意工

夫を凝らしていくことが必要となっております。

名寄市立大学が市民にとって価値あるものであり、

学生から選ばれる大学として維持、発展していく

ために必要な設置形態、改革等について検討する

ため、学識経験者、保健、医療、福祉などの大学

の専門分野に関する有識者、市内の関係団体の代

表者などで構成をする名寄市立大学在り方検討委

員会を設置いたしました。昨年１２月に第１回目

の委員会を開催をし、委員委嘱、正副委員長の選

出に続き、清水池委員長に名寄市立大学の在り方

について諮問書を手交いたしました。その後、１

８歳人口と大学進学者等の将来推計など、国の高

等教育の動向及び名寄市立大学の概要などについ
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て確認を行いました。２月に開催いたしました２

回目の委員会では、名寄市立大学の栄養、看護、

社会福祉、社会保育の４学科における過去５年間

の入学試験状況や類似分野を有する道内大学の動

向に加え、過去５年間の就職状況を含め、地域と

名寄市立大学の関わり、全国の公立大学の状況に

ついて議論を行いました。４月に開催予定の第３

回目の委員会では、文部科学省中央教育審議会で

議論されました急速な少子化が進行する中での将

来社会を見据えた高等教育の在り方について内容

をまとめました答申、我が国の「知の総和」向上

の未来像におきまして、今後の高等教育政策の方

向性や重視すべき観点などが示されたところでご

ざいます。このことを受けまして、高等教育機関

としての在り方について確認を行うとともに、各

自治体において様々な検討や議論が行われた結果、

多くの公立大学で法人化がなされており、委員会

の中で深掘りの意見が出たことから、法人化のメ

リット、デメリットを含め設置運営形態の在り方

等について議論を行う予定でございます。学生か

ら選ばれる魅力ある大学として、必要な高等教育

機関及び設置運営形態それぞれの在り方について

令和７年度中に一定の方向、結論を出すことを目

指して、積極的かつ丁寧な議論を重ねてまいりま

す。

小項目３、スポーツによるまちづくりに向けて

申し上げます。スポーツは、市民の身体的、精神

的な健康の維持、コミュニティー意識の向上、文

化の創造と継承など多くの側面で貢献する重要な

要素であり、名寄市総合計画（第２次）基本目標

でもある生きる力と豊かな文化を育むまちづくり

の実現にも大きく寄与するものと考えております。

現在名寄市スポーツ協会、風連町スポーツ協会、

Ｎスポーツコミッション、本市の４者で構成をい

たします新法人設立準備委員会を設置をし、令和

７年度の組織統合に向けた協議を進めております。

準備委員会では、新組織の体制や事業計画の検討

を進めており、これまでＮスポーツコミッション

と本市が協力して推奨してきた事業も継承しなが

ら、スポーツによるまちづくりを引き続き推進し

ていく方針です。スポーツ施設の整備については、

これまでと同様に利用者の声を反映しつつ、社会

情勢や財政状況を踏まえながら適正に進めていく

とともに、新組織と連携をしながらスポーツを通

じた地域振興の観点から市内全体のスポーツ施設

の在り方についてより深い協議を行ってまいりま

す。今後は新組織を通じて市民、学校、企業、団

体など多くの皆様と連携をし、新たなスポーツ文

化を築き、スポーツを通じて市民が健康で豊かな

生活を送れるよう、本市としても積極的に支援を

してまいります。

小項目４、王子マテリア株式会社名寄工場跡地

活用に向けて申し上げます。王子マテリア名寄工

場が停機をし、３年が経過をしたところでござい

ますが、これまで３本柱、再生可能エネルギー、

物流、防災拠点、ＩoＴデータセンター、この３つ

の事業を中心に跡地活用の企業誘致に努めてきた

ところでございます。その結果、工場敷地内北東

の製品倉庫として使用しておりました２棟の倉庫

について株式会社まちづくり名寄が賃貸借契約を

締結し、物流中継地としての活用が図られており

まして、物流２０２４年問題に寄与する取組とし

て効果を期待しているところでございます。また、

敷地内に発電施設の開発を手がける株式会社エネ

ウィルにより蓄電所が開設をされ、本年２月から

運用が開始されているところです。３本柱の進捗

状況につきましては、再生可能エネルギー発電事

業として民間事業者による木質バイオマス発電事

業が検討されているところでございますが、いま

だに燃料となる原料木質チップの価格が安定して

おらず、継続した事業検討がなされているところ

です。ＩoＴデータセンターにつきましては、圏域

の豊富な再生可能エネルギーの賦存量、冷涼な気

候など優位性の高い地域であるため、データセン

ター設置に対する通信線の確保について北北海道

を中心に通信線の整備の要請活動を進めていると
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－45－

令和７年３月１０日（月曜日）第１回３月定例会・第２号

ころでございます。跡地活用を推進するに当たり、

令和４年に名寄市企業立地促進条例の特例に関す

る条例を制定するとともに、地域経済牽引事業の

促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法

律、略して地域未来投資促進法におきます名寄市

基本計画において重点促進地域として設定し、企

業誘致を行っております。このたび北海道におき

まして全道版の法律による基本計画、北海道ＧＸ

地域未来投資促進基本計画の策定に当たり、本市

計画の重点促進地域である王子マテリア名寄工場

跡地についても北海道の重点促進地域として設定

されたところでございます。これらの制度、倉庫

活用などの活用事例もＰＲをし、今後も３本柱に

関連のある事業を中心に事業者への情報提供に努

めてまいります。

〇議長（山田典幸議員） 岸教育長。

〇教育長（岸 小夜子君） 私から大項目４につ

いてお答えをいたします。

初めに、大項目４、教育行政について、小項目

１、新年度における学校教育の重点施策について

お答えをいたします。令和７年度の学校教育にお

いては、名寄市学校教育推進計画に基づき信頼さ

れる学校づくりの推進、生きる力を育てる教育の

推進、社会の変化や多様なニーズへの対応、安全、

安心な教育環境の整備の４つの重点的な取組を進

めてまいります。特に教育環境の整備については、

名寄地区２校の中学校の耐震化完了を目指し、名

寄中学校は引き続き改築工事を、名寄東中学校は

名寄産業高校光凌キャンパスを活用するための改

修工事を進めるほか、小中学校４校の普通教室へ

の空調設備の設置を進めるなど児童生徒の生命と

健康を守り、学ぶ意欲が高まる教育環境の整備に

努めてまいります。また、令和３年度から使用し

ている１人１台端末の令和８年度からの更新に向

けて、北海道が行う共同調達により端末を調達す

るほか、指導者用端末などについても調達し、必

要なＩＣＴ環境の整備に努め、教育ＤＸの推進に

取り組んでまいります。

生きる力を育て、社会の変化や多様なニーズへ

の対応については、特に英語教育について児童生

徒の異文化に対する理解を深め、世界共通語の英

語力を身につけることができるようＡＬＴを２名

から４名に増員いたします。また、不登校児童生

徒への対応については、教育相談センターを拠点

にアウトリーチ型支援の強化を図るために各学校

に校内教育支援センターを設置するなど相談体制

の整備を進めてまいります。

学校教育におけるウェルビーイングの向上に向

けた施策推進について、身体的、精神的、社会的

によい状態、いわゆるウェルビーイングを感じて

生活し、自分らしさを発揮できる教育環境とする

ためには、児童生徒を真ん中に誰一人取り残すこ

とのないよう施策を進めていく必要があると考え

ております。その際の土台となるのが信頼し合え

る人間関係と考えておりますことから、令和７年

度も現場に足を運び、学校の教職員はもとより、

児童生徒、保護者、市民の皆様のお考えをお聞き

したり、対話したりすることを大切にし、風通し

のよい関係づくりに努力したいというふうに考え

ております。また、さきにも述べましたが、教育

相談センターを拠点とした相談体制の強化などに

より不登校など様々な悩みや困り感を抱える児童

生徒や保護者の心に寄り添うチームによる切れ目

のない支援や学校と地域が相互パートナーとして

連携、協働して行うコミュニティ・スクールと地

域学校協働活動の充実などを通して、地域に開か

れ、地域と共にある学校づくりに取り組んでいき

たいと考えているところです。

次に、小項目２、教員の働き方改革の現状と課

題についてお答えいたします。学校における働き

方改革については、これまで名寄市働き方改革指

標、Ｎａｙｏｒｏ Ｓｔａｒ Ａｃｔｉｏｎに基

づき取組を推進してきたところです。令和６年度

の教職員アンケートでは、資料等のペーパーレス

化、連絡手段のデジタル化などＩＣＴの活用によ

り業務の効率が図られたとの項目に肯定的に回答
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した教職員の割合は、９７．１％、業務の効率化

により在校時間が短くなるなど働き方改革が進ん

だとの項目に肯定的に回答した教職員の割合は、

８９．９％であるなど本市全体として働き方改革

の取組について着実に成果を上げてきていると受

け止めているところです。このような状況におい

て昨年３月に北海道教育委員会がより実効性の高

い働き方改革を進めるため、学校における働き方

改革北海道アクション・プラン（第３期）を策定

しましたことから、本市の働き方改革指標につい

ても見直しすることとし、名寄市教育研究所教育

改善プロジェクト委員会を中心に見直し作業を行

い、Ｎａｙｏｒｏ Ｄｉａｍｏｎｄ Ａｃｔｉｏ

ｎとして地域関係機関と連携した教育活動の推進、

ＩＣＴの効果的な活用、意識改革と環境の改善、

部活動指導の負担軽減の４つのアクションを設定

し、令和７年度から市内１０校が校種や学校規模

などの実態に合わせた取組を展開していくことと

しております。各学校において教職員の働きやす

さと働きがいの実感が得られるようＮａｙｏｒｏ

Ｄｉａｍｏｎｄ Ａｃｔｉｏｎに基づく実践を

進め、スモールステップでの検証改善を行い、効

果的な取組ができるよう指導、助言、支援に努め

てまいります。

次に、小項目３、ＡＩドリル活用の成果と課題

についてお答えいたします。昨年６月に導入しま

したＡＩドリルについては、活用の状況などを把

握するため９月と１２月に児童生徒を対象とした

アンケートを実施したところです。アンケート結

果から見える成果として、１つ目は学校における

利用時間が大幅に増加し、家庭学習の時間でも着

実な伸びが見られたことです。小学校では、自主

学習や復習に活用する児童が増加し、中学校では

復習やテスト勉強に活用する生徒が増加している

ところです。

２つ目は、児童生徒がＡＩドリルの学習効果を

実感していることです。約９割の児童生徒が勉強

にとても役立つ、または勉強に役立つと評価して

おり、学習ツールとしての有効性を感じておりま

す。アンケート結果から見える課題として、１つ

目は小学校低学年と中学生の利用に低い傾向が見

られることです。小学校低学年では、発達段階な

どに応じて使用させている学校があり、利用して

いないと回答する児童が多く見られました。中学

校では、家庭学習での利用率について増加してい

るものの、小学校に比べると低い状況にあります。

２つ目は、学級担任や教科担任による活用に差が

あることです。教員の端末に対する習熟度に差が

見られるところです。こうしたアンケートの結果

を踏まえ、今後は課題解決に向けた取組を検討、

工夫し、ＡＩドリルのさらなる効果的な活用を進

めてまいります。

私からは以上です。

〇議長（山田典幸議員） 東川議員。

〇１４番（東川孝義議員） それぞれ丁寧な答弁

をいただきました。ありがとうございます。限ら

れた時間でありますので、何点かに絞って再質問

させていただきたいというふうに思います。

なお、再質問につきましては、関連する項目も

ありますので、壇上での順番どおりにいかない部

分もあると思いますけれども、御理解をいただき

たいというふうに思います。まず、令和７年度の

市政執行方針について、新年度の考え方というこ

とで市長より答弁をいただきました。それぞれ３

つの基本方針に基づいて予算編成を行ったという

のは、特に今年度については名寄中学校の改築、

一般廃棄物処理施設、名寄中学校等、それから小

学校の空調設備というふうなことで、非常に大型

の予算になったというふうなお話を伺いました。

それで、改めてお伺いをしたいのですけれども、

加藤市長、定例会初日の市政執行におきまして市

民と行政との協働のまちづくりの施策の中で、名

寄市まち・ひと・しごと創生総合戦略においては

国、北海道の総合戦略を踏まえて、地域の個性を

生かし、デジタルの力による地方創生の加速化、

深化に取り組んでいくというふうに述べられてお
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ります。その中で、まち・ひと・しごと創生総合

戦略での名寄市におけるＤＸ推進計画との関係で

は、人口減少の克服を主眼とし、特に取り組むべ

き施策を示す。総合戦略とデジタル技術では支援

するＤＸの推進計画と整合性を持って取組を進め

ていくというふうにお話をされておりますけれど

も、これの令和７年度におけるこの関連に関した

具体的な取組についての考え方について改めてお

伺いをしたいというふうに思います。

〇議長（山田典幸議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） ＤＸ推進計画と関連した

今年度の進め方ということでお話がありました。

先ほども申しましたけれども、これからのまちづ

くりを進めるに当たって、人口減少が厳しくなる

中で人材不足を克服をするためにＤＸを推進して

いくことで効果的、効率的な行政運営を行ってい

くというようなことは大変重要なことだというふ

うに考えているところでございます。令和７年度

も引き続きＤＸの推進計画も踏まえまして市民サ

ービスの利便性の向上、あるいは業務の効率化を

目指し、今年度については各種手続のオンライン

化に向けたプラットフォームの構築を行っていく

など、さらにＤＸを強化、進めていくことで、こ

の課題解決に向けていきたいというふうに考えて

いるところでございます。

〇議長（山田典幸議員） 東川議員。

〇１４番（東川孝義議員） 総合計画も令和８年

度で後期計画終了というようなことで、まち・ひ

と・しごと創生総合戦略と総合計画、連動した形

の中で進めていかれるというふうには思っている

のですけれども、非常にやはり当初進めていた計

画と実態、特に人口の面においては非常に乖離も

出ているというふうな部分もあると思いますので、

このＤＸの推進という取組というのは非常に重要

だと思いますので、今お話にありましたような形

の中でまた機会を見て改めて質問させていただき

たいというふうに思います。

小項目２点目の名寄市総合計画（第２次）後期

実施計画見直し後の取組ということで、特にこの

中でお話をさせていただいたのは、民間活力や地

域間連携をどのように進めていかれるのかという

ふうなことでお聞きをさせていただきました。先

ほどの答弁では、外国人人材、デジタル人材、ア

ウトドア観光の人材育成というふうなことで御答

弁をいただきました。地域の関係では、地域医療

の充実というふうなことのお話もいただいたとこ

ろです。ただ、非常に厳しい財政状況だというふ

うな御答弁もございました。それで、今回令和６

年度ローリング調整ごとの年度の事業費ですけれ

ども、令和７年度、これは１２９億１，１８８万

７，０００円、令和８年度が１２１億６，３４２

万３，０００円と。令和７年度、８年度に１２０

億円を超える事業費になっております。増加の要

因、先ほどもありました中学校の整備事業、東病

院の整備事業が挙げられておりますけれども、重

点プロジェクトの経済元気化と生涯活躍プロジェ

クトが減となって、安心子育てプロジェクトが大

幅な増加になっております。当然施策の推進のそ

の時々の内容によって変化をするというふうには

これは理解をいたします。ただ、これだけ多くの

投資を行っていくと、昨年度に策定をしました公

共施設等再配置計画で定めた、先ほど答弁でもず

れが出ているというお話がありましたけれども、

フェーズ１の事業推進、これはこの計画と併せて

今後どのように進めていかれようと考えているの

か、この辺についてお伺いをいたします。

〇議長（山田典幸議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 今年度過去最高規模の一

般会計の予算ということで、特に子ども・子育て

関係の施設、ハード整備がかなり今やらなければ

ならないという決断をさせていただく中で、こう

いう状況になったということでございます。非常

に行財政がこれからも厳しくなってくる。令和８

年度も、これら継続する事業でございますので、

かなり財政的にも非常に厳しい状況だということ

も説明させていただいたところであります。その
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中で、再配置計画の特にフェーズ１の期間、ある

いはその内容についてずれが生じているというふ

うに認識をしておりまして、ここは再配置計画の

見直しというか、中の内容、あるいは期間を改め

て検討させていただいて、またお示しをさせてい

ただきたいというふうに思っているところでござ

います。いずれにいたしましても、コンパクトな

まちづくりを進めていく中でも現在図書館機能を

有する複合施設の整備などは大変重要な課題だと

いうふうに思っております。当然財政の状況も見

極めながら、ここは民間の皆さんの活力を活用さ

せていただきながら前に進めていきたいというふ

うに考えているところでございます。

〇議長（山田典幸議員） 東川議員。

〇１４番（東川孝義議員） 御答弁は一定程度理

解はしますけれども、このフェーズ１の推進につ

いては後ほどのコンパクトなまちづくりの中で、

今も市長からお話ありましたけれども、改めてお

伺いをさせていただきたいというふうに思います。

予算のあれではないので、あまり詳しくは触れま

せんけれども、やはりこれだけ多くの投資をして

いく年度、本当にこの後も続いていくのかという

ふうな不安もあって、最後のこの後のまちづくり

の中でまた改めてちょっとお話をさせていただけ

ればなというふうに思っております。

小項目の３点目、効率的な行政運営ということ

で、先ほど市長の答弁で令和５年からＢＰＲにつ

いては健康福祉部で業務フローの見直し、オンラ

イン化、省力化を進めていると。庁内全体として

はまだ道半ばで、今後業務改善を進めていく必要

があるというふうなお話もいただきました。一方、

人材確保については令和７年の就職説明会、ある

いは大学等の説明会、新たにインターンシップ制

度、これらを活用していくというふうな御答弁を

いただいたかなというふうに思っております。先

ほど御答弁にもあったように、ＢＰＲ、ビジネス

・プロセス・リエンジニアリングですけれども、

組織全体の業務のプロセスを対象として、その改

革によって効率化や生産性の飛躍的な向上を目指

すという目的があるというふうに思います。ただ、

業務改善というのは個々の部分的な見直しであっ

て、ＢＰＲはその一部であるというふうにも理解

をしております。先ほど答弁にもあったように、

ＢＰＲの取組の背景というのは、やっぱり人手不

足であるとか、あるいは働き方改革、これらの推

進によって既存のプロセスが難しくなっていると

いうふうなことが大きく考えられるのかなという

ふうに思います。先進地の事例ですけれども、千

葉県の船橋市、ここ人口６５万人です。業務フロ

ー図を作成することで業務全体を俯瞰して、課題

を可視化したほか、業務の詳細や作業時間、担当

者などをリストアップ、さらに発生し得るリスク

なども徹底的に洗い出したことにより、結果とし

て顕在化した無駄を省くためのツールを活用する

ことによって窓口業務の改革に成功、いわゆるフ

ロー図全体を見える化したというふうな情報もあ

ります。先ほど市長は庁内としてはまだ道半ばと

いうふうな御答弁もいただきましたけれども、今

までの健康福祉部の取組を含めて名寄市のＢＰＲ

の取組をさらに推し進めていくために今後どのよ

うに進めていかれるのか改めてお伺いをしたいと

いうふうに思います。

〇議長（山田典幸議員） 木村総務部長。

〇総務部長（木村 睦君） ＢＰＲについての御

質問をいただいたかと思います。議員おっしゃら

れるように、ＢＰＲにつきましては業務全体の作

業時間の削減ですとか効率化、省力化を図って、

それによって時間を創出させていただきたいと。

これに基づいて住民目線での政策立案機能の強化

ですとか、きめ細かな対応による市民サービスの

向上を図る、こういったことを目的に令和５年度

のほうから私たちも今させていただいているとこ

ろでございます。庁内の中におきましても、ＢＰ

Ｒなどの業務改善ですとか業務の効率化などとい

うのは大変必要だというふうに思っていまして、

先ほども市長のほうからもお答えさせていただき
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ましたけれども、健康福祉部を例に挙げさせてい

ただきましたけれども、全庁的にさせていただい

ているところでございますし、議員のほうからも

先ほど千葉県の自治体の例も御紹介いただきまし

たけれども、私どももそのような形で業務フロー

を作成しながら作業を進めさせていただいている

というところではございますが、どうしても最初

にＢＰＲの作業を進めていくと、現状の業務と並

行して行うということがありますので、なかなか

ＢＰＲの作業をどうしても進めていくと、一時的

には業務が増えてしまうということもございまし

て、先ほどお話しさせてもらったとおり、まだ滞

ってしまう取組もなかなかまだあるということで、

道半ばというふうなお話をさせていただいたかと

思っているところでございます。しかしながら、

こうしたＢＰＲの取組につきましては、時代であ

る、時代の取組だというふうに考えておりますの

で、必要性あることというのは庁内の中でも理解

はしてきているかなというふうに思いますが、改

めてＢＰＲの意義ですとか進め方につきまして研

修だとか行いながら、ＢＰＲの業務改善が組織と

して進めていけるような組織の風土ですとか職員

の意識醸成について図ってまいりたいというふう

に考えておりますので、御理解のほどよろしくお

願いいたします。

〇議長（山田典幸議員） 東川議員。

〇１４番（東川孝義議員） 今木村総務部長のほ

うからお話ありましたように、冒頭でも市長の答

弁でもあったように、人手不足、人材確保という

のは民間だけでなくて、行政においても非常に厳

しい状況だというふうにも受け止めておりますの

で、今お話あったように、当然今の業務と並行し

ながら進めていくという形の中では一時的に業務

量が増えるのかもしれない。結果としてそれを遂

行することによって新しい人材であるとか、ある

いは職場間の異動という中では非常に大きな効果

が出てくるのかなというふうにも思いますので、

やはり計画的に進めていっていただくようにお願

いを申し上げたいというふうに思います。

次に、大項目の２点目、４期目任期最終年度を

迎えてということで、①のコンパクトなまちづく

りの推進に向けてということで再質問させていた

だきたいと思います。先ほど市長の答弁で名寄市

立地適正化計画に基づく内容についてそれぞれ御

答弁をいただきました。人々がにぎわう魅力と活

力にあふれた拠点づくりというふうなことで、市

内の候補地のお話、西３条南６丁目、ダイソー、

また旧みまつビルというふうなお話もありました。

当然フェーズ１の計画には、複合施設を含めてず

れが生じているというふうなこと、今後まちづく

り会社が大きな役割を担っていくというふうな御

答弁があったのですけれども、改めて、コンパク

トなまちづくりに向けては幾度か質問をさせてい

ただいております。加藤市長は、令和４年５月の

４期目就任時の所信表明においてポストコロナを

見据えた対応を含めてデジタル社会に対応できる

高齢者への支援、認定こども園の新設、こども発

達支援センターの併設、医療、介護ではハイブリ

ッド手術室の整備やオンライン診療や見守り、コ

ンパクトなまちづくりの推進では公共施設の適正

な配置、地域経済の循環では地域通貨の導入、名

寄市立大学では助産師課程、大学院設置に向け、

支援とともに独立法人化の検討を進めるというふ

うに就任時に述べられております。具体的な推進

に向けては、その時々の課題によりしっかり結果

に結びついた施策、さらには踏み込んだ施策推進

が必要であるのかなというふうに思います。

そこで、先ほども申し上げましたけれども、人

口減少、これが本当に名寄市のまち・ひと・しご

と創生人口ビジョンを上回るスピードで進んでお

ります。コンパクトなまちづくりというふうな意

味合いで先ほど壇上で質問させていただいて、市

長から答弁もいただきましたが、昨年１１月の議

員協議会においても都市機能誘導区域内への西３

条６丁目の西條、ダイソーまたは旧みまつビルの

整備検討が適当であるというふうな考え方が述べ
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られております。やはり人口減少が非常に進んで

いく中で、中心市街地の商店街も人手不足だとか、

あるいは後継者不足で、今後の事業運営について

非常に厳しい選択を迫られている状況にもありま

す。そのためにも、その人たちのために、あるい

は市民に対しても議論がしっかりできるグランド

デザイン、これをやっぱり一定程度明確にしてい

かないと、候補地だけとしては挙がっているけれ

ども、これいつなのだという話がいろんなところ

で聞かれます。この話、ここの場所が出た段階で

も相当時間がたっています。では、実施はいつな

のというのが非常に市民から、あるいは関係者か

ら聞かれる言葉であります。先ほど来新たな公共

施設等が入ってきたというのは一方では理解をし

ながらも、やっぱりここにはしっかりとした一定

程度の目標の数値、あるいは年度というのが非常

に必要だと思いますけれども、この点について改

めてちょっとお聞きをしたいというふうに思いま

す。

〇議長（山田典幸議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 先ほど来公共施設の再配

置計画のフェーズ１について期間あるいは機能に

ついて見直す必要があるというお話をさせていた

だいているところでありまして、改めて今庁内で

ももちろん議論しているところでありまして、行

政として必要な機能というのを改めて見直しをす

るとともに、フェーズ１の期間というのを延ばし

ていくということも含めた再配置計画の見直しに

ついて、早期に見直しの内容について市民の皆様

にお示しをし、またこの在り方についても議論を

深めていきたいというふうに考えているところで

ございます。

〇議長（山田典幸議員） 東川議員。

〇１４番（東川孝義議員） 先ほど市長の答弁の

中で、今後の推進に向けてまちづくり会社が大き

な役割を担っていくというふうな御答弁をされて

おります。グランドデザインというのは小さなス

ケールでなくて、非常に大規模な長期的なプロジ

ェクトだとか、そういうときに作成をされる内容

であって、計画の範囲というのは非常に大きなも

のだというふうなものだというふうに認識をして

おりますし、当然地域や市民への影響も考慮して

いかなければならないのだろうというふうに思い

ます。先ほどもお話しさせていただいたように、

特に中心市街地の皆さん、事業を継続していける

のか、あるいは新たな事業展開、起業したいとい

う方もここいつなのだと。いつ自分たちがそこで

起業ができるのかというふうな目標になる目印が

今本当にないのです。候補地だけはここだと。こ

れは、非常に市民にとってはつらい選択です、今。

この話が出てから相当な年数がたっております、

候補地が出てから。

そこで、改めてちょっとお聞きをしたいのです

けれども、今の候補地が出ている都市機能誘導地

域の西３条南６丁目、あるいは旧みまつビル、今

後の進め方という面において、主体性はどこが担

っていくのか。行政が担っていくのか、先ほど市

長の御答弁にありましたまちづくり会社が担って

いくのか、この辺の考え方について改めてお伺い

をしたいというふうに思います。

〇議長（山田典幸議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 株式会社まちづくり名寄

との連携ということで、現在まちづくり会社は老

朽化建築物の解体、地主との交渉ということで、

一定程度ディベロップ機能を発揮をしていただい

たところでありまして、今後もまちづくりに関す

る事業を推進していくに当たってまちづくり会社

がディベロッパーとしては適切だという考えの下、

市もここに出資をさせていただいたところでござ

います。我々は、公共施設の再配置の中で行政の

機能をこういうふうにしていくということを改め

てちょっと検討し直すということは必要だという

ふうに思っておりますけれども、これを受けてま

ちの中ではどういった複合施設を有していくのか

というのは、まちづくり会社が主体的に考えてい

ただけるというふうに考えているところでありま
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す。どうしても今の施設も今の候補地も全て市が

所有している土地ではないということもあります

ので、ここは我々はこうした機能をしっかりとや

っていきたいということと、それを踏まえてまち

づくり会社のほうでどういった場所がいいのかと

いうことをしっかりと検討していただけていると

いうふうに考えております。当然具体的な検討に

当たりましては、名寄市としても連携をして事業

を推進、検討していきたいというふうに考えてい

るところでございます。

〇議長（山田典幸議員） 東川議員。

〇１４番（東川孝義議員） 今市長の答弁いただ

いた部分は理解はします。まちづくり会社がディ

ベロッパーの役割を果たしていくと。当然今回の

都市機能誘導区域内へ複合施設という、当初から

これを計画された時点から市内に市有地は少ない

というふうなお話もお聞きをしているところであ

ります。ただ、途中でいろんなものが入ってきた、

何を優先するかというのはそのときの課題で、そ

れがいい、悪いの議論はいたしません。ただ、候

補地が出ているのにいつなのだという、これにつ

いては非常に不安を持っているというのが実態で

す。最初は旧みまつビルの解体、あそこに何が建

つのかなと思ったら１年は使えない。公共施設と

いうことで駐車場、その後建つのかな、あそこ建

っても駐車場ないよね、その後に今西３条南６丁

目のお話も出てきました。あそこ広いけれども、

でも名寄市の土地ではないよね、やはりこれから

市民の方、あるいは先ほどお話をさせていただい

た商店街、いろんな新たな企業を創出するにして

も、一定程度の目標というのが非常に大切だと思

うのですけれども、これをいつ頃までにある程度

明示ができるのか、この辺について改めてお伺い

をしたいと思います。

〇議長（山田典幸議員） 石橋総合政策部長。

〇総合政策部長（石橋 毅君） この先いつまで

にという御質問いただきました。先ほど市長のほ

うから答弁させていただきましたけれども、今後

まちづくり会社様と連携しながら、いろいろな方

策についてさらに議論を進めていくつもりでおり

ます。その中で、では行政が直接建物を建てるパ

ターンとか、あとは民間の方が建てていただいて、

そこに例えば賃貸で入るパターンとか、いろいろ

な設置だけでも何種類かパターンが出てくると思

います。運営形態についても何種類かパターンが

想定されると思いますので、今後この先を見据え

て、どの手法が一番将来的にも選択としてはいい

手法だったのかということも含めてしっかりと議

論を深めて、そしてイメージを皆様方と共有させ

ていただければというふうに考えておりますので、

まずは今我々だけの知識ではなくて、いろいろな

方の知見を入れながら、パターンを洗い出しなが

ら最善の選択肢をこれからお示ししていければと

いうふうに考えておりますので、よろしくお願い

いたします。

〇議長（山田典幸議員） 東川議員。

〇１４番（東川孝義議員） 石橋部長から今お話

あったけれども、結果としていつの時点かという

ふうな、ただ私はなぜここあえて質問をさせてい

ただくというのは、やはりフェーズ１の計画とい

うのは令和８年度までです。８年度に目標がスタ

ートするのか、８年度に一定程度の方向が明示さ

れるのか、この辺が、その後フェーズ２、フェー

ズ３ってあるわけですよね。では、本当に当初か

けたフェーズ１の計画というのは何だったのだ。

令和８年度にどういう方向が出るのかというふう

なものが今のところ明示がされていないというの

が私の中では非常に不安に、あるいは市民の方も

不安に思っている。やはり人口減少がこうやって

進んでいく中で、商店街の活性化、あるいはいろ

んな形を進めていく中では、しっかりとその辺の

方向性を明示することがいろんな形の中で歯止め

にもなるし、今後の市内の活性化にもつながって

いくのかなというふうに思いますので、このフェ

ーズ１の考え方について改めて、これ副市長でも

ちょっとお願いをしたいというふうに思います。
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方向性をどういうふうに進めていくのかというこ

とについてお伺いをしたいと思います。

〇議長（山田典幸議員） 橋本副市長。

〇副市長（橋本正道君） ちょっとすっといく答

弁ではないかもしれませんけれども、今議員のお

話伺って、市民の皆さんが非常に不安に思ってい

る。言い換えると、この中心市街地をこれからど

ういうふうにしていくのかというのが市民の皆さ

んの関心も高いという事業ということが私の中で

もふつふつと湧いてきまして、ちょっと逆にうれ

しいような気持ちがしております。お話のとおり、

ここで複合化された公共施設を造りながらまちづ

くりに進んでいくということでありましたので、

それから年数がたっている、非常に申し訳なく思

っております。この間、先ほど財政的なお話も出

てきました。これは、予算の制約の話ですから、

計算するとどれくらいの投資ができるかというの

が出てくる話なのですけれども、最大の問題はこ

こで複合化された公共施設、あるいはほかの様々

な施設を建てて、どういうようなまちづくりをし

ていくのか。その課題は何かといいますと、やは

り人口減少に耐え得るような持続的なまちづくり

をつくっていくということです。これは、先ほど

市長のほうからまちづくり会社も主体的にという

お話ありましたけれども、実はそれだけではなく

て、地域の住民の方、商店街の方、様々なステー

クホルダーの方いらっしゃいますから、その方々

の意見を集約していくという作業が必ず必要にな

ってくると思います。恐らく課題、問題意識につ

いては我々行政もまちづくり会社も地域の皆さん、

市民の皆さんも同じだと思っております。人手が

少ない、人口が減少していく、地域経済もなかな

か活性化しない、まちのにぎわいが失われていく、

ここをどうするのかということがありますから、

その課題は共有できるのですけれども、その手法

についてどうしていくかということについてはや

や若干時間をかけなければならないなと思ってお

りますけれども、我々がまずしなければならない

のは、例えば３条６丁目、今お話出た２つの地域

ですけれども、例えばこういうものはどうでしょ

うですとか、こういう形になったらどうでしょう、

様々な事例もありますので、まずどういったもの

があるのか、ほかの地域の事例も参照に一つのビ

ジョンといいますか、またそういったものをつく

り上げることも必要ではないかなと思っておりま

す。この作業については指示はしております。ど

ういうものが必要なのか。恐らくイメージもでき

ないと今後の議論にもなりませんので、その作業

はさせていただきたいなと思っております。スケ

ジュール感ですけれども、令和７年度、令和８年

度というところで残されている期間はあんまりあ

りません。ですので、令和７年度の前半にはこう

いったスケジュール、ビジョンをまず出した上で、

できれば、これ総合戦略、そして総合計画にも関

わってきますので、その中でまた様々な議論出る

と思いますが、まずそこは組んでいきたいという

ふうな形を取っております。恐らく議論いろいろ

出てきて、様々な御意見が出てきて、これはどう

するのだということになるかと思いますけれども、

まず今行政側で足りないのは、こういうものもあ

るよね、こういう形もありますよねって何らかの

提示をすることはこれ大事だと思っております。

今出ているのは、複合化された公共施設という、

その中には図書館入っているのだけれども、それ

が具体的なイメージとして出てきていないという

のもありますので、それは柔軟にこれから対応す

るとしても、まずそこでどういうような機能を持

たせて、どういうような形のスケジュール感で持

っていくのかというのは２つありますので、こち

らについては令和７年度のできるだけ早い段階で

出して、議論を活性化させていきたい、そんなふ

うに考えているところであります。

〇議長（山田典幸議員） 東川議員。

〇１４番（東川孝義議員） ありがとうございま

す。複合施設の在り方というか、そういう面では

恐らく行政でも何か所か視察にも行っているとい
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うふうにもお話も伺っております。今スケジュー

ル感ということで、副市長のほうから令和７年度

の早いうちにというふうな御回答いただきました

ので、それを期待をさせていただきたいというふ

うに思います。

続いて、電子地域通貨Ｙｏｒｏｃａ導入後の成

果と今後の課題ということで、先ほど加盟店が２

１３から公共施設１０か所を含む２５４店舗で今

利用ができるというふうなこと、それから利用金

額、これもチャージとポイントで５億５，９００

万円というふうなお話でした。カードの枚数も１

万６，４７３枚ということで、市内人口７割ほど

持っているというふうなことでございました。こ

の中で電子地域通貨、それぞれスタート時に利用

者におけるメリット、加盟店におけるメリット、

運営事務局におけるメリットというふうなことが

あったかというふうに思います。たしかこれスタ

ートのときにお聞きした内容なので、間違っては

いないと思うのですけれども、電子マネーの決済

手数料、これたしか２％だったというふうに思い

ます。自走していく、持続的な運営という視点か

らいくと、利用金額、先ほどマネーを含めて５億

５，９００万円というお話伺いましたけれども、

どのような水準で今後金額があれば円滑な運営が

図られていくのか、この辺把握していたらお伺い

をしたいというふうに思います。

〇議長（山田典幸議員） 櫻田産業振興室長。

〇産業振興室長（櫻田孝臣君） Ｙｏｒｏｃａに

ついてということで、先ほど市長のほうから答弁

ありましたとおり、この間１年３か月で５億６，

０００万円相当の経済効果ということで申し上げ

させていただきましたけれども、実際に１年間で

いくとマネーの目標としていた３億円というのは

今回一定程度達成しているというようなことでご

ざいますけれども、この間行政としても販促事業

ですとか様々な部分で行政ポイントも含めての話

でございます。そして、データで分析してきた部

分では、やっぱり日常生活に使っていただくには

まだ通常期とキャンペーン時の利用度がちょっと

割合差があるということで、どうしてもキャンペ

ーンを張っていかないとまだまだ市民の皆さんに

浸透していかないというようなデータでございま

す。議員おっしゃるとおり、自走するまでの部分

をどうやって支援していくかというような御質問

だったと思いますけれども、目標額、マネー額を

２年目、３年目に向けて右肩上がりしていくには

販促の事業、キャンペーンに対する部分ですとか、

様々な支援が継続して必要だということで考えて

ございますので、来年度も物価高騰対策の部分も

Ｙｏｒｏｃａポイントの付与ということで、記者

発表の中でも市長のほうから来年度の事業でおっ

しゃられていましたけれども、そういった部分で

のＹｏｒｏｃａをもっともっと市民の皆さんに使

い勝手がよくなるように支援をしていきたいと考

えてございます。

以上です。

〇議長（山田典幸議員） 東川議員。

〇１４番（東川孝義議員） 今櫻田室長のほうか

らありましたけれども、３億円の２％といったら

６００万円です。これで果たして運営可能なのか

なと。先ほど言われたとおり、行政で令和６年度

物価高騰対策臨時生活支援金、１世帯１万ポイン

ト、これ約１億２，６００万円、令和７年度、こ

れはこれから予算が検討される内容になりますけ

れども、７，０００ポイント１世帯、これ１億２

００万円。先ほどの冒頭御説明もあったチャージ

の御利用と、それからポイントという部分では、

行政の下支えしている施策、これが非常に大きな

ウエートを占めているのかなというふうに思いま

す。いずれにしても、自走していく、あるいは円

滑な運営をしていくという部分では、まだまだい

ろんな形で、今回も予算が決定した後になると思

いますけれども、いろんな行政ポイントをつける

というふうな、でも恐らくこれそんなに増えては

いかないと思います。今やっぱり伸びているのは、

先ほど答弁でもありました。キャンペーンのとき
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は伸びています。これ実際に商工会議所でお話を

聞くと、キャンペーンのときには大きく伸びてい

ると。ただ、それ以降は、その間の期間というの

は非常にあまり伸びが少ないと。この電子地域通

貨、継続して進めていくにはよっぽど行政なり、

あるいは民間との両輪の政策が合致していないと

非常に厳しい取組になるという。実際になった事

例のまちもあります。ですから、せっかくスター

トして、今１年ちょっとなのですけれども、やは

り今後しっかりとしたレールに乗せていくために

は、まだまだ行政と民間とのタイアップが必要だ

というふうに思いますけれども、改めて今後の運

営についての考え方についてお伺いをしたいとい

うふうに思います。

〇議長（山田典幸議員） 櫻田産業振興室長。

〇産業振興室長（櫻田孝臣君） 継続して支援、

連携してということでございまして、チャージ環

境の整備も必要かと思っていまして、そこの部分

も来年度に向けて考えてございます。また、イベ

ントで様々な雪フェスですとか夏祭りの事業でも

Ｙｏｒｏｃａのキャンペーンを張って、皆さんに

使っていただくような利用促進なんかも運営主体

の商工会議所様と観光協会様とも連携して行って

きてございますので、そこの部分に対しての支援

も含めて継続して行ってまいりたいと思います。

以上です。

〇議長（山田典幸議員） 東川議員。

〇１４番（東川孝義議員） せっかく地域内の経

済循環ということでスタートして、非常によい取

組だと思いますので、やはり今後継続していくた

めに行政と民間がしっかりと力を合わせというか、

両輪の中で継続をしていくような体制づくり、改

めてお願いを申し上げておきたいというふうに思

います。

北北海道の中核都市としての広域連携、これは

先ほど答弁にありましたように、いずれにしても

人材不足等の中では地域間連携というのも非常に

大事になってくるのかなというふうに思いますの

で、今後の推移をまた見守った中でお話をさせて

いただければなと思います。

それから次に、名寄市における地域課題の対応

ということで、インターチェンジ拠点化構想、こ

れはこの後同僚議員、一般質問をする予定になっ

ておりますので、再質問はいたしませんけれども、

令和５年度の再評価によって全体事業費が３７３

億円から５３３億円に増額になって、令和５年度

末時点では用地進捗率は９９％、事業進捗率は６

９％になっているという情報もあります。今後名

寄市との取組というのが非常に明確化することが

必要かなと思いますので、同僚議員の質問に委ね

たいというふうに思います。

それから、名寄市立大学の組織形態見直しに向

けた取組についてということで、先ほど御答弁を

いただきました。当然人口減少、少子化というこ

とで大学間の競争が非常に激しくなるということ

で、この在り方委員会が昨年の１２月に１回目、

２月に改めてまた開催をして、４学科の入学試験

の状況、この間の就職状況、全国の公立大学の状

況、法人化のメリット、デメリット等について今

後も検討していくというふうなお話がありました。

先ほどちょっと答弁の中でもありましたけれども、

全国の国公立の大学の運営形態というのは実際ど

のような数字になっているのかというふうなこと

をお聞きをしたいと思います。

それと、これ答弁にも若干触れられていたのか

なと思う。中教審で２月２１日、急速な少子化を

踏まえた大学など高等教育機関の在り方について

文部科学省に答申をしております。答申によると、

先ほど壇上でもお話をさせていただきましたが、

２０２４年に６３万人の大学進学者数が２０４０

年には約４６万人となり、現在の定員の７割程度

しか埋まらなくなって、大学再編が加速をすると

いう予測であります。今後の具体的な対応に向け

ては地域構想推進プラットフォームの構築を求め、

新たな評価制度では学生の成長などを指標にして

学部、研究科ごとに教育の質を数段階で示すこと
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を検討、受験生が偏差値だけでなく、各大学の教

育力を比較できるシステムづくりを目指していく

というふうな方針が出されております。これに併

せて、文科省は地域の取組を支援するため、連携

して政策立案を担う地域大学振興室を４月に設置

をすると。このことによって地域と大学が両輪で

発展する方法を考えたいということですが、この

情報に関してどのように受け止めて、進めようと

されているのかお伺いをしたいというふうに思い

ます。

〇議長（山田典幸議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 方向性は、まさに今我々

が課題感として持っているものの方向だなという

ふうに思っております。であるがゆえに、我々地

域としてもちろん大学はなくてはならない存在で

あり、そしてそのためには学生から選ばれる大学

としてさらに進化をしていく必要があるというふ

うに思っております。そうした今の環境において

も、当然大学競争が出てくるという中において、

さらにそれの魅力を高めていくためにどうあるべ

きなのか、それを急速な社会環境の変化の中で大

学の経営をよりスピード感を持ってあるべき方向

に向かっていくために現在在り方検討会の中で大

学の経営形態、運営形態をどうしていくかという

ことも議論を進めていく予定になっているという

ことでございます。公立大学、９割以上が法人化

を今しているという状況でございまして、このこ

とは私としては当然やっぱりその必然性があった

のだというふうに思っております。ということも

含めて、法人化ということはメリット、デメリッ

トをしっかりと我々も改めて認識をしていく中で、

議論をこの検討会の中で進めていきたいというふ

うに考えているところでございます。

〇議長（山田典幸議員） 東川議員。

〇１４番（東川孝義議員） 全国の公立大学、９

割以上が法人化をされていると。当然必然性があ

ったというふうなお話だったかというふうに思い

ます。この在り方委員会、先ほど答弁の中では令

和７年度中の早い段階でというふうな御答弁もあ

ったかなというふうに思います。いずれにしても、

人口減少は止まるわけではありませんので、やは

り少しでも早い時期に新たな方針を目指して、次

の施策に取り組んでいくというのが非常に重要か

なと思います。令和７年度に早いうちにやっても

令和８年度の施策にはすぐ結びついていかないの

かなとも思いますので、やはりできるだけ早い時

期に先ほどお話もありました法人化のメリット、

デメリット等、いわゆるそれを踏まえてどのよう

なコンセプトで名寄市立大学が学生から選ばれる

魅力ある大学というふうな形になっていくのか、

早めの対応をお願いを申し上げておきたいという

ふうに思います。

それから、スポーツによるまちづくり、これは

先ほど御答弁ありました。ちょうど積極的に進め

られておりますので、今までの関わり、特にＮス

ポーツコミッションの中では関わりを持った形の

中で進めていっていただきたいというふうに思い

ます。

それから、王子マテリア名寄工場跡地活用とい

うことで先ほど答弁をいただきました。倉庫２棟

のほかに蓄電施設が２月からというふうなことで

の御答弁がありました。改めてちょっとお伺いを

したい部分なのですけれども、１月１７日付の北

海道新聞で北海道、半導体や風力発電などＧＸ、

いわゆるグリーントランスフォーメーション、関

連産業の道内集積を目指す基本計画の中で、恵庭

市と名寄市、音更町の工業団地を重点促進地域と

して、工場建設時の規制を緩和する。いわゆる進

出企業には国の法人税免除、あるいは税優遇制度

も適用されるというふうな報道が出ておりました

けれども、この取組に対して北海道は市町村に対

して意向調査を実施したとありますけれども、名

寄市としての対応についてお伺いをしたいという

ふうに思います。

〇議長（山田典幸議員） 櫻田産業振興室長。

〇産業振興室長（櫻田孝臣君） １月１７日付の
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北海道新聞の記事でも掲載されておりました。跡

地活用の推進に当たりまして、先ほど市長からの

答弁もありましたけれども、地域未来投資促進法

ということで、名寄市の基本計画において重点促

進地域として設定してきたもので、企業誘致をさ

らに進めるためにということで名寄市でもしっか

り取り組んできたところであります。北海道にお

いて全道版の同法律による基本計画ということで

市のほうにも調査依頼来まして、こちらとしても

引き続き重点促進地域である王子マテリアの跡地

についても設定するというような意思で回答して

ございます。

以上です。

〇議長（山田典幸議員） 東川議員。

〇１４番（東川孝義議員） あまり理解ができな

かったのですけれども、実際に取り組んでいるの

か取り組んでいないのかという、そこを本当簡潔

にちょっとお話しいただければと思います。

〇議長（山田典幸議員） 櫻田産業振興室長。

〇産業振興室長（櫻田孝臣君） 実際には制度の

部分でいくと工場立地法における環境施設の面積

率、それから緑地面積率の緩和というような特例

の部分を制度として設けていまして、これまでも

名寄市としても企業誘致のために優遇制度を設け

てきておりましたけれども、こういった国や道の

制度も含めて立地条件の緩和を求めて、市として

も、また北海道としても支援をしていただけると

いうような内容でございます。

〇議長（山田典幸議員） 東川議員。

〇１４番（東川孝義議員） ちょっと改めてまた

これは議論させて……名寄市の進出企業特例条例、

税の優遇制度は分かります。それと、この北海道

から出ている部分、自分もちょっと勉強不足の分

もありましたので、改めてまた確認をさせていた

だければなというふうに思います。

それでは、４番目、教育行政について改めて再

質問させていただきたいというふうに思います。

令和７年度の教育行政重点施策ということでお聞

きをしました。名寄中学校改築、東中学校改築、

小学校４校の空調設備、４つの重点施策というふ

うなことで、その後１人１台の端末、これ入替え

というふうなことでしたよね。それから、生きる

力を育てということで、社会の変化や多様なニー

ズの対応、ＡＬＴを２名から４名、これたしか市

長の答弁でも冒頭の中でもお話、英語教育の充実

というふうなことであったかというふうに思いま

す。

それで、ウェルビーイングの考え方というふう

な部分の視点でちょっと２点お伺いをしたいとい

うふうに思います。ウェルビーイングの取組、子

供たち一人一人を育むための重点施策なのかなと

いうふうに考えてございます。その中で、ＡＬＴ

を２名から４名に増員する、英語教育の充実とい

うふうなことで先ほどお話あったかなというふう

に思います。今総合計画が今度は第３次なるのか

なというふうに思いますけれども、これは令和９

年度からで、恐らく今年からある程度策定の準備

が進められていくのかなというふうに思いますけ

れども、新たに今年度からＡＬＴを２名から４名

に増やしていくというふうなことで、英語教育の

推進を進めていくというふうなこととウェルビー

イングに結びついていくのかというふうなこと、

この辺の考え方について１点お伺いをしたいとい

うふうに思います。

それと、もう一点、先ほどの答弁の中で教育相

談支援センター、特にアウトリーチ型の支援の強

化を図るというふうなことで、各学校に校内教育

支援センターというふうにちょっと聞いたと思う

のですけれども、それを設置するというふうな御

答弁だったと思うのですけれども、ウェルビーイ

ングの向上に向けて校内の教育支援センター、こ

れどのように活用して、不登校児童生徒への対応

を進めようとされているのか、この２点について

お伺いをしたいというふうに思います。

〇議長（山田典幸議員） 岸教育長。

〇教育長（岸 小夜子君） まず最初に、英語教
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育の推進に関わって、総合計画が変わる中で今出

てきたというようなお話だったかというふうに思

いますが、この英語教育の推進に関わりましては

総合計画の第２次の中におきましても特別支援教

育と国際理解教育と情報教育等の社会の変化に対

応する力を育てる教育の充実ということをうたっ

ているところです。それで、特に国際理解教育に

つきましては、これまでもあまり表に出てこなか

ったかもしれませんが、学校教育推進計画の中に

子供たちにＡＬＴを活用して英語によるコミュニ

ケーション能力や、それから聞くことですとか話

すこと、それから読むこと、書くこと、この４つ

の技能をバランスよく育てていくということを位

置づけて、取り組んできていたところなのです。

このたびまちの状況からしますといろいろと台湾

ですとか、それからカナダですとか交流も促進し

ていたり、それから市内の中に外国人の就労の方

が増えてきたりだとか、ウインタースポーツにお

いてインバウンドが増加してきているだとか、そ

ういう状況も見られる中、そして今回の予算編成

の方針の中で、きちんと総合計画を具現化する、

具体化するようにという方針も示されたところで

ありますので、教育としてはそうした状況を踏ま

えながら現有の国際理解教育をしっかりとさらに

充実させていきたいというようなことで、ちょう

どグッドタイミングというか、それでＡＬＴの増

員というようなことで出させていただいたところ

です。それで、子供たちがやはり日常的に生の英

語に触れるということは非常に大事なことですの

で、ＡＬＴを増員することによって子供たちの外

国語や外国活動の授業で触れる回数が増えること

になりますので、ぜひこの増員に向けては、議員

の皆様にこれから議決していただくのですが、御

支援をお願い申し上げたいなというふうに思って

いるところです。そのようなことで、現在の総合

計画に基づいて国際理解教育の中における英語力

の向上というような視点から今回こうした令和７

年度にＡＬＴを増員して取り組んでいきたいとい

うのが一つでございます。

それから、英語教育の推進とウェルビーイング

の関連ということでございますが、子供たちに小

さな成功体験というか、を積み重ねていくことが

子供たちにとって自信につながっていくというふ

うに考えているところでございます。名寄市内に

おいても、本当に外国人の方々を目にしたり、お

会いする機会が増えてきたり、実際に中学生の台

湾交流で子供たちが台湾の中学校と交流する経験

などをしたときにやはり英語力が足りないという

のを子供たちが自覚して、戻ってきたりしている

ところであります。このようなことから、これか

ら国際共通語として英語を学ぶことによってイン

ターネット上でいろいろとつながっていくことも、

海外とつながることも容易になっていきますので、

子供たちが本当に国語、日本語だけではなく、英

語を知ることによって様々な国の方々とつながる

機会ができ、それからまちの中でもそうした人と

触れ合うときに知っていると知らないとでは全然

違うというふうに思いますので、きちんと言葉を

持っていて、様々な国の方々と交流できるように

して、最初に申し上げましたが、小さな自信を積

み上げていきながら自己肯定感が高まるようにし

ていきたいなというふうに考えているところであ

りますので、名寄の現状を踏まえて英語教育のや

はり充実が必要で、それが子供たちの生活の中で

もしっかりと成就感につながっていくのではない

かなというふうに考えているところです。

それから、校内教育支援センターについてでご

ざいますが、校内教育支援センターというふうに

名称は変えるところなのですが、これまでも学校

の中では、名寄市は教育相談センターの中に適応

指導教室というふうに置いて、そこで学べるよう

にしていたのですが、子供たちの状況を見ますと、

やはり非常に多様化してきていると。それから、

子供たちは決して学校に行きたくないわけで、な

かなか自分の学級に入れないというような状況の

子供たちが多い。学校には行けるのだけれども、
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自分の教室には入れないというような状況が見ら

れる中で、少しでも子供たちが学校の自分の教室

の近いところで学ぶことによって学校の雰囲気を

感じ取って戻りたいとか、例えば子供たちの教育

活動の様子を見ていて、ここだったら行けるかな

とか、そういうようなきっかけにすることもでき

ますので、それが教育相談センターの中だけの適

応指導教室ですと、なかなか集団活動から離れる

という状況になってしまいますので、今回教育相

談センター内の適応指導教室、今全体的に全国的

に教育支援センターというふうな言葉に言い換え

ているものですから、これを契機に各学校で別室

登校というような言い方をしていたところを校内

教育支援センターというふうに表現を変えまして、

ある意味教育相談センターが学校の中に行って、

そこで子供たちに支援や指導していく場所という

ような適応指導教室、いわゆる教育支援センター

ちょっと出先の場所というか、そこで教育相談セ

ンターの指導員が学校の先生方としっかり連携を

図りながら取り組んでいくというような趣旨で設

置をさせていただいたところですので、これまで

以上に学校との連携が図りやすくなると思います

し、それから子供たちの様子を見ながらすぐに学

校の生活の中につないであげることもできるかな

というような考え方で校内教育支援センターとい

う名称にして、活用を進めていくこととしたとこ

ろでございます。

以上です。

〇議長（山田典幸議員） 東川議員。

〇１４番（東川孝義議員） ＡＬＴの２名増員、

国際競争、英語力の充実というふうなことでお話

をいただきました。御答弁の中でやっぱり低学年

は特に小さな成功体験ですか、あるいは外国語に

触れるという一体感、これが非常に大切だという

ふうなお話でございます。今後どういうふうな配

置だとか、その辺については改めて次の機会にま

たお話もさせていただければなというふうに思い

ます。

それから、校内教育支援センター、適応指導教

室、多様化している子供たち、集団生活にできる

だけ近いところで今後進めていくというふうなこ

とで、この辺についても理解をさせていただきま

す。

それから、次２点目の、時間も押し迫って、教

員の働き方改革ということで、働き方改革、先ほ

どＮａｙｏｒｏ Ｓｔａｒ Ａｃｔｉｏｎという

ふうなことで取組を進めておられるというふうな

ことだったのですけれども、今までの働き方改革

指標Ｓｔａｒ Ａｃｔｉｏｎに基づいて実際に働

き方改革を進めてこられたと思うのですけれども、

教職員の１か月の時間外だとか、あるいは在校時

間の現状、この辺がもし把握をされていればお伺

いをしたいというふうに思います。

〇議長（山田典幸議員） 伊藤教育部長。

〇教育部長（伊藤慈生君） 本市においては、こ

れまでＮａｙｏｒｏ Ｓｔａｒ Ａｃｔｉｏｎに

基づき時間外在校等時間を１か月で４５時間以内

にすることなどを目標に取り組んできました。令

和５年度については、１か月の時間外在校等時間

は小中学校全体で２９．７時間、令和６年度につ

いては１月までの集計となりますが、３２．６時

間となり、取組の成果が表れていると評価してい

るところです。

〇議長（山田典幸議員） 東川議員。

〇１４番（東川孝義議員） 予定の計画より下回

っているというふうなことで、当然今後の働き方

改革の中でしっかりこの数字というのも守ってい

っていただきたいというふうに思います。

もう時間もなくなりましたので、ＡＩドリルの

関係で、１人１台端末の持ち帰り、Ｗi―Ｆiのな

い家庭の方についてはルーター等の貸出しで対応

されているというふうにお伺いをしております。

以前にもちょっとお話あったかと思うのですけれ

ども、Ｗi―Ｆiの環境のない児童クラブ、結構こ

こで勉強する子もいらっしゃるというふうなこと

だったのですけれども、この辺の対応についてど
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ういうふうに考えているのかお伺いをしたいとい

うふうに思います。

〇議長（山田典幸議員） 岸教育長。

〇教育長（岸 小夜子君） 議員の皆様方からも

児童センターにおけるＷi―Ｆi環境の整備という

ようなお話があったところでして、今回の予算に

おきまして私どものほうで要望を出して、上げさ

せていただいているところですので、令和７年度、

設置に向けて応援をいただければというふうに思

いますので、一応教育委員会としては大変前向き

に市長のほうにもお願いをしているというような

状況でございます。

〇議長（山田典幸議員） 東川議員。

〇１４番（東川孝義議員） 要望あったこと、そ

れぞれ実際の現状と要望も含めて予算に計上、こ

れは最終的な予算のことになりますけれども、し

っかりとその辺を受け止めて対応されているとい

うことで理解をさせていただきます。

いろいろまだちょっとお話ししたいこともあり

ましたけれども、時間になりましたので、以上で

私の質問を終わらせていただきます。ありがとう

ございました。

〇議長（山田典幸議員） 以上で東川孝義議員の

質問を終わります。

１３時まで休憩いたします。

休憩 午後 ０時００分

再開 午後 １時００分

〇議長（山田典幸議員） 休憩前に引き続き会議

を開きます。

令和７年度市政執行方針について外６件を、高

野美枝子議員。

〇１１番（高野美枝子議員） 市民ネットを代表

いたしまして、大項目７項目について質問いたし

ます。

大項目１、令和７年度市政執行方針について、

小項目１、市政推進の基本姿勢について。世界で

は、ロシアのウクライナ侵略に端を発した戦争が

いまだ続いています。ガザや中東も非常に不安定

な状況にあると思います。何よりもこの名寄市が

平和であることを念頭に市政を進めていただきた

い。平和憲法維持の基本姿勢を明確にし、非核平

和都市宣言を市政においても着実に推進する考え

についてお伺いいたします。

また、コンプライアンスの重視はもとより、公

平性、公正性、公明性を重視し、市民に信頼され

る市政の執行について令和７年度の特徴的な施策

についてお伺いいたします。

小項目２、令和７年度の重点施策について。少

子高齢化による人口減少、労働力不足、地域経済

の衰退など、名寄市にとって非常に厳しい状況に

あります。だからこそ名寄インターチェンジ拠点

構想、王子マテリア株式会社名寄工場跡地利用、

名寄産業高校名農キャンパス跡地活用等に期待し、

重点施策を打っていただきたいと思います。お考

えをお聞きいたします。

小項目３、予算編成と今後の財政展望について。

令和７年度予算案では、一般会計予算額は過去最

大規模の２８３億８，１９４万円で、前年比４０

億８，８８９万円増、内容については名寄中学校

の改築、次期一般廃棄物中間処理施設整備、名寄

東中学校の移転先となる名寄産業高校光凌キャン

パスの改修整備工事が大きく影響しています。東

中学校の移転整備については、時間をかけて議論

をしたとの報告がありました。その内容について

お知らせください。

また、市債の発行額が財政規律を超過し、今後

の財政の在り方に大きく影響が出ることが予想さ

れます。今後の財政の在り方についてお考えをお

尋ねします。

大項目２、市民と行政との協働によるまちづく

りについて、小項目１、重点プロジェクトの市民

周知について。令和５年から令和８年までを計画

期間とした名寄市総合計画後期基本計画における

重点プロジェクトは、経済元気化プロジェクト、

安心子育てプロジェクト、冬季スポーツ拠点化プ
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ロジェクト、生涯活躍プロジェクトとなっていま

す。名寄市総合計画後期基本計画も残すところあ

と２年となります。重点プロジェクトは市民にど

の程度理解され、今後につなげていくのかお伺い

いたします。

小項目２、地域コミュニティ活動の推進につい

て。協働のまちづくりを進めるために最も重要な

基本的自治区である町内会に対しては、これまで

も単位町内会連合会に対する財政的支援、事務的

支援をしているところですが、町内会の加入率や

役員の成り手不足など課題解決には至っていませ

ん。市民と行政の協働によるまちづくりを推進す

るためには、その担い手となる町内会の活性化が

必要不可欠です。議員と町内会との意見交換会で

は、広報を配布することもできない状況を切々と

語る方もおられました。町内会活動活性化につい

て、併せて地域連携補助金の効果と活用状況の実

績についてお伺いいたします。

大項目３、市民みんなが安心して暮らせるまち

づくりについて、小項目１、地域医療の充実につ

いて。地域住民が住み慣れた地域で適切な医療が

受けられる名寄市立総合病院の存在は大きく、名

寄市のみならず、道北地域をも網羅しています。

しかし、看護師不足はもとより、医師不足など医

療従事者不足は解決しないままの状況が続いてい

ます。現在の状況をお伺いいたします。また、新

しくハイブリッド手術室を設け、医師や研修医の

確保につながるものと期待していますが、状況を

お伺いいたします。指定管理の東病院につきまし

ては、慢性期の治療を担ってきましたが、基本構

想、基本計画で将来の医療ニーズに応じた地域に

おける役割や機能、施設設備の方向性を示し、吉

田病院の駐車場に移転するとのことでしたが、進

捗状況をお伺いいたします。

小項目２、高齢者福祉の推進について。住み慣

れた地域で自分らしい人生を全うできる社会の実

現のために地域自治組織と連携した地域包括ケア

システムの確立が重要です。名寄市においては、

町内会などと連携し取り組んでいますが、高齢者

人口の増加と地方自治組織人材不足が懸念される

ところです。地域包括ケアシステムの今後の取組

についてお伺いいたします。

また、介護人材不足が続いています。この対応

についてお伺いいたします。

健康づくりと介護予防の推進では、様々なとこ

ろで実施しているとお聞きしていますが、市民に

情報が行き届かない。なかなか参加できないとい

う声もお聞きしています。フレイル予防や認知症

対策についても市民全体が理解をしていない、で

きていないのが現状であろうと考えます。問題解

決のためになお一層の取組が必要ではないかと考

えます。フレイル予防や認知症対策について今後

の施策をお伺いいたします。

大項目４、自然と調和した環境にやさしく快適

で安全安心なまちづくりについて、小項目１、環

境との共生について。名寄市ゼロカーボンシティ

宣言の下、自然と調和した環境にやさしく快適で

安全、安心なまちづくりに向け、公共施設の整備

の際には地域材の積極的な活用に努めていただき

たいと思いますが、地域材の積極的な活用につい

ての現在の状況についてお伺いいたします。

小項目２、都市環境の整備について。立地適正

化計画における都市機能集約に基づく中心機能集

約に基づき、中心市街地の活性化に向け効果的な

公共施設の配置に関して公共施設等再配置計画の

見直しを含めた将来のまちづくりの具体的なビジ

ョン、（仮称）ＪＲ名寄駅周辺地区まちづくりの

具体的なビジョンを策定するなどロードマップを

できるだけ早く市民に示し、複合施設の整備年次

のずれを市民に示すべきだと思いますが、お考え

をお伺いいたします。

小項目３、上水道・下水道の整備について。埼

玉県で県道が陥没し、トラックが転落する事故が

起きました。地下の大型下水道管が破壊され、土

砂が流入、地中に空洞ができたのが原因と言われ

ています。下水道管は標準的な耐用年数の５０年
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に達していなかったらしいのですが、腐食が進み、

このような結果になったということです。名寄市

においても、上下水道管の老朽化が進んでいます

が、埼玉県のような事故が起きる可能性がないの

かお伺いいたします。

また、上下水道は重要なインフラであり、市民

生活の命に関わります。今回国からウオーターＰ

ＰＰの導入について提示がありましたが、名寄市

としてどう対応なさるのかお伺いいたします。

大項目５、地域の特性を活かした賑わいと活力

のあるまちづくりについて、小項目１、農業の振

興について。猫の目農政と言われ、水田活用交付

金では経済的負担はもちろん、精神的にも大きな

出来事で、また制度が変わるかもしれない状況で

あるとお聞きしています。名寄の土で収益性の高

い農業経営をしていただきたい。寒暖差を生かし

たおいしく安全な農作物で持続可能な農業経営を

し、後継者が安心して農業経営をしていただく、

そのための施策をお伺いいたします。

また、ヒグマ、エゾシカ、アライグマなど有害

鳥獣対策についてもお伺いいたします。

小項目２、商工業の振興について。地域の特性

を生かした産業振興を図るために、各産業分野に

おいてバランスのよい施策の推進が必要です。ま

た、労働人口減少が進む中、雇用対策の充実を推

進し、安定した市民生活の維持が必要です。事業

所数の減少に抑制をかけるために中小企業振興施

策の抜本的な見直しに当たっての考え方について

お伺いいたします。

労働人口と税収維持の観点からも企業誘致につ

いての取組の強化と効果的な施策の推進、また企

業立地に向けたインフラ整備に対する考えをお伺

いいたします。

電子地域通貨Ｙｏｒｏｃａが運用開始から１年

が経過し、徐々に市民に定着してきています。さ

らなる利用促進と市内の商工業者への拡大を図る

ための方策についてお伺いいたします。

小項目３、観光の振興について。地域の特性を

生かした観光振興を図るために地域おこし協力隊

の活動が大きな力を発揮しています。活動内容に

ついてお伺いいたします。

大項目６、生きる力と豊かな文化を育むまちづ

くりについて、小項目１、大学教育の充実につい

て。旭川大学の公立化により名寄市立大学への影

響が心配です。この間大学院の設置、組織形態の

検討を進めてきましたが、ここにきて名寄市立大

学在り方検討委員会が設置され、令和７年度中に

一定の方向、結論を出すとのことですが、少し遅

くなったような気がします。この間の経過につい

てお知らせください。

人口２万４，０００人のまちに大学がある。そ

れも最北の公立大学です。今までもこれからも名

寄市民の誇りですし、大学生のおかげで市内の活

性化はもちろん、農業にも関わりを持ち、いつま

でもこの地域に名寄市立大学があることが当たり

前だと思っていましたが、名寄市内に高校が１校

になったように子供の数は激減しています。選ば

れる大学であると同時に、市民一人一人が我がま

ちの大学の危機を共有する、そんな機会もあれば

いいと思いますが、お考えを伺います。名寄市立

大学では、全国に同窓生がいらっしゃいます。そ

のネットワークも生かして、活性化につなげてい

ただきたいと思います。具体的にお考えがありま

したら、お聞かせください。

小項目２、生涯スポーツの振興について。スポ

ーツの振興をさらに強化するために新たな組織体

制を構築し、各団体の強みや特色を最大限に生か

し、地域スポーツの発展や健康増進に向けた事業

を総合的、効果的に推進するとありますが、具体

的にどのように進めていくのかお伺いいたします。

また、ジュニア育成にとどまらず、生涯スポー

ツの観点から全ての世代がスポーツに取り組める

環境づくりと体育施設の効果的な運用による利用

促進についてお伺いいたします。

大項目７、教育行政執行方針について、小項目

１、ウェルビーイングについて。令和６年度は、
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国の第４期教育振興基本計画や道の北海道教育推

進計画、本市の総合計画を踏まえ、ウェルビーイ

ングの向上が図られるように取り組んできたとの

ことですが、具体的にどのような向上が図られた

のかお伺いいたします。また、７年度の取組の計

画についてもお伺いいたします。

小項目２、不登校対策について。コロナ以降不

登校児童生徒が増加したままで、減少の傾向が見

られません。その原因、長期欠席の状況をどのよ

うに判断し、対策に努められているのかお伺いい

たします。

以上、この場からの発言といたします。

〇議長（山田典幸議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 高野議員から大項目７点

にわたり御質問いただきました。大項目１から６

まで私、大項目７については教育長からの答弁と

なります。

初めに、大項目１、令和７年度市政執行方針に

ついて、小項目１、市政推進の基本姿勢について

お答えをいたします。本市では非核３原則を堅持

をしていくことが世界唯一の被爆国である我が国

の責務であり、人類共通の願いである戦争のない

世界の実現と核兵器廃絶、さらには幸せな市民の

生命を守るという非核平和都市宣言の趣旨にのっ

とり、平和首長会議や日本非核宣言自治体協議会

への加盟をはじめ、なよろ憲法記念ハーフマラソ

ン、戦没者追悼式、平和音楽大行進の実施、全国

戦没者追悼式の黙祷に併せたサイレン吹鳴などを

行ってまいりました。また、日本非核宣言自治体

協議会からの原爆による被害の悲惨さを伝えるた

めのパネルやポスターの貸出しを受け、名寄原爆

の絵展と共同開催により展示をし、核兵器の廃絶

と恒久平和を考える機会を提供してまいりました。

令和７年度におきましては、戦後８０年の節目と

なることから、８月６日に広島市で開催をされま

す平和記念式典への参加をはじめとした戦争体験

者や被爆者の皆さんの話を直接聞くことができる

場となるヒロシマ平和学習受入れプログラムに中

学生を対象として参加する取組を予算案に計上し

ております。

続きまして、コンプライアンス重視はもとより、

公平性、公正性、公明性を重視をした市民に信頼

される市政執行の考え方についてでございますが、

本市のまちづくりの基本ルールである名寄市自治

基本条例におきましては、市政に関する企画立案、

実施及び評価の各段階において市民参加を保障し

なければならないものと規定をしております。こ

のことを踏まえ、本市においては市民が身近なま

ちづくりへ主体的に関わることのほか、市の施策

や計画の立案に公募委員として関わること、アン

ケートの実施や懇談会等を開催するなど、市民意

見の把握に努めているところです。今後におきま

しても、自治基本条例の趣旨に基づき市民参加の

機会と創出と提供に努めるとともに、市民の信託

に応え、公正かつ誠実に市政の運営に当たってい

く考えでございます。

小項目２、令和７年度の重点施策について申し

上げます。令和３年１２月の王子マテリア名寄工

場の停機による経済的損失、今年度末の名寄産業

高校の閉校により本市のまちづくりに対して大き

な影響があると考えております。早期に地域経済

を再生させるためには新たな産業、雇用の創出が

必要であるため、名寄市企業立地促進条例の特例

に関する条例を制定をするなど企業誘致に努めて

まいりました。王子マテリア名寄工場跡地につき

ましては、薬用植物工場や倉庫の活用、蓄電所が

開設をされているところでございますが、２２ヘ

クタールの敷地の残りについては、具体的な活用

策が決まっておりません。今後も３本柱の事業を

中心に、跡地活用の企業誘致に努めてまいります。

名寄産業高校は、名寄産業高等学校跡地等利活用

検討準備会議で情報共有や議論を進めており、こ

れまで陸上自衛隊名寄駐屯地増強促進期成会によ

る冬季戦技教育隊、自衛隊体育学校冬季特別体育

教育室の分駐を含めた移駐の要望や、１月末には

北海道大学の主催により薬草と香りをテーマとし、
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関心を寄せる産学官民が集まり、名寄産業高校敷

地が有する道北地域の農林業発展へのポテンシャ

ルや未来の集積拠点づくりに向けた可能性につい

てのセミナーを開催したところです。王子マテリ

ア名寄工場跡地、名寄産業高校の建物用地につい

ては、名寄市所有のものではないため、調整など

難しい面もございますが、今後も地域の活性化に

つながる活用を検討してまいります。

名寄インターチェンジ拠点構想につきましては、

高規格道路開通により観光、物流、地域住民など

多くの人が集まるため、飲食や物販、トイレや休

憩所の設置、物流拠点の整備などにより道路開通

の効果を最大限享受できると考えております。新

たな協議会については、運営に係る経費について

補助制度の活用を検討しており、国の補助制度の

スケジュールなどと併せて関係機関や民間事業者

と調整の上、設立に向けた準備を進めてまいりま

す。

小項目３、予算編成と今後の財政展望について

申し上げます。令和７年度の予算案につきまして

は、総合計画や総合戦略の具現化、将来にわたり

心豊かに住み続けられるまちづくりへの取組、持

続可能で、健全な財政運営の維持といった３つの

基本的な考えに基づき予算編成を行いました。特

に今回の予算編成作業では、名寄東中学校の改修

工事は国からの補助金が見込めず、一般財源のみ

となることから、様々な側面から議論を重ね、市

債発行額が本市の財政規律を超過することになる

非常に難しい判断となりましたが、最終的には子

供たちの安全、安心な環境整備を第一とし、未耐

震校舎をなくすこと、改修の財源として活用が見

込める合併特例債が令和７年度に発行期限を迎え

ること、そして産業高校の閉校が今年の３月であ

ることから、こうした条件や時期を捉え、令和７

年度に改修を進めるべきと判断をしたところでご

ざいます。基金残高や公債費の状況から非常に厳

しい財政状況であるため、今後の財政運営におき

ましては市民サービスの維持と今後の公共施設の

更新など必要な事業を計画的に推進できる財源の

確保がこれからの大きな課題となっております。

そのため、財政規律の見直しや行財政改革をしっ

かりと進め、持続可能で健全な財政運営の維持に

努めてまいります。

大項目２、市民と行政との協働によるまちづく

りについて、小項目１、重点プロジェクトの市民

周知について申し上げます。名寄市総合計画（第

２次）後期基本計画におきます重点プロジェクト

は、３つの基本理念や名寄市まち・ひと・しごと

創生総合戦略との整合性を重視し、施策間連携を

図ることにより一層効果を発揮する取組として、

経済元気化プロジェクト、安心子育てプロジェク

ト、冬季スポーツ拠点化プロジェクト、生涯活躍

プロジェクトの４つを戦略的な取組として定めて

おります。事業の進捗管理につきましては、毎年

度行政評価及びローリング調整作業を通じて民間

活力や地域間連携、現下の情勢、市民ニーズに対

応した取組となるように見直しを行っております。

令和６年度のローリングにおきましても新たにて

くＴＥＣＨ活動、世界と繋がるプロジェクト、ス

ポーツ団体組織統合事業など８つを重点プロジェ

クトへ加えたところでございます。目指すべき将

来像、自然の恵みと財産を活かし、みんなでつく

り育む未来を拓く北の都市・名寄の実現へ、総合

計画実施計画事業で掲げたそれぞれの成果目標の

達成に向けた取組を推進し、よりよいまちづくり

を進めてまいります。

小項目２、地域コミュニティ活動の推進につい

て申し上げます。町内会は、住みよい地域社会を

築くための重要な基盤となる組織であり、本市に

おけるまちづくりの基本理念を定めた名寄市自治

基本条例におきましても地域に根差し、特性を生

かしたよりよい地域づくりに関わる組織と位置づ

けております。この町内会の活性化を図るため、

令和６年度より２つ以上の町内会や町内会以外の

団体と連携して行う活動に対して支援を行う名寄

市地域連携事業補助金を創設いたしました。この
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補助制度の創設以前は、地域連絡協議会活動交付

金として小学校区単位での活動に対して支援をし

ておりましたけれども、より柔軟に活動を支援を

することで地域コミュニティーとしての体制強化

が図られることを目的としております。今年度の

利用実績は１５件、１０４万７，６１３円であり、

昨年度の地域連絡協議会交付金の利用実績が１３

件、８４万５，２４５円であることから、件数で

は２件、支援額は２０万２，３６８円の利用増加

となっております。活動内容につきましても、地

域の町内会と小学校が協働した音楽鑑賞会の事業

や市立大学音楽サークルと連携をした夏祭りの開

催など、新たな特色ある事業実施にも活用されて

おります。今後もこれまでの町内会支援制度に加

えて、地域連絡事業補助金の活用により町内会活

動の活性化が図られますよう町内会連合会とも協

力して取り組んでまいります。

大項目３、市民みんなが安心して暮らせるまち

づくりについて、小項目１、地域医療の充実につ

いてお答えいたします。名寄市立総合病院では、

３月１日現在、医師６３名、看護師、助産師等看

護職員が３４１名、医療技術職員８７名、ほか７

６３名で業務に当たっております。４月以降の診

療体制につきましては、一部の診療科において減

員となるものの、全体では医師が５名増加の６８

名体制となる見込みでございます。また、看護職

員については１名減の３４０名、医療技術職員は

３名増の９０名となり、職員全体では７名増の７

７０名となる予定です。今後も道北圏域における

当院の役割を発揮していけるよう旭川医科大学を

はじめとした各医育大学と連携を図り、引き続き

医師確保に向けた取組を継続してまいります。医

師以外の人材確保に向けた取組といたしましては、

看護師等を対象とした学資金の貸与に加え、来年

度からは薬剤師を対象に学生時に借り入れた奨学

金の返済を支援する制度を新たに開始をいたしま

す。この地域に必要な医療提供体制を維持できる

よう引き続き各医療従事者の確保に努めてまいり

ます。

次に、ハイブリッド手術室でございますが、既

存施設の改修も含め昨年１０月に事業が完了いた

しました。市立総合病院が担う高度急性期、救急

医療の役割、そして圏域のニーズに応えるため機

能の維持、強化を目的に手術室を再整備いたしま

した。ハイブリッド手術室の設置がすぐに医師や

研修医の確保につながるとは言い難いですが、役

割を踏まえた病院の魅力向上には大きく貢献して

いると考えております。特に当院は旭川医科大学

の学生が実習等で頻繁に訪れることから、その機

会を通して医学生と積極的に交流を深め、地域医

療の現状や課題、過疎地域の中核的な病院が担う

べき役割、そしてその役割を担っている病院で働

くことの大切さややりがいなどを感じてもらい、

将来の人材確保につなげていきたいと考えており

ます。

名寄東病院の移転につきましては、地域医療構

想や地域の医療ニーズを踏まえたダウンサイジン

グ、吉田病院の放射線や検査などの医療資源の共

用によるコスト削減、さらに市内中心部に外来機

能を備えた病院を設置することによる市立総合病

院の混雑緩和を目的とし、吉田病院北側駐車場を

候補地として検討を進め、現在調査報告の取りま

とめを行っているところです。しかし、検討を進

める中で医療資源の共用には医療法上の制約があ

ることが判明をし、さらには敷地面積の不足や概

算事業費の高騰など、幾つかの課題も明らかにな

ったところでございます。これら課題の解決に向

けた協議、検討には一定の時間を要すると見込ま

れるため、整備計画の再検討を含め、引き続き関

係機関と調整を進めてまいります。

小項目２、高齢者福祉の推進についてお答えい

たします。高齢者が可能な限り住み慣れた地域で

自分らしい暮らしを最期まで続けることができる

よう様々な取組を推進していく上で、地域包括ケ

アシステムの深化、推進は重要であり、本市にお

いてはこれまでも町内会などと連携をし、認知症
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高齢者見守り事業を実施をしてきております。今

後も引き続きこうした地域と連携をした取組のほ

か、切れ目のない在宅医療と介護の提供体制の構

築を図り、医療介護連携ＩＣＴを推進をするなど

地域包括ケアシステムの充実に向け、取り組んで

まいります。

介護人材の確保につきましては、介護人材就労

定着支援事業として介護職員初任者研修及び実務

者研修の受講料の助成のほか、介護職員就職支度

金の支給により介護職員の確保に努めているとこ

ろでございまして、これまでに１００名を超える

方に助成あるいは支給をし、市内介護事業所に就

労いただいております。市が設置をする特別養護

老人ホームの指定管理者である名寄市社会福祉事

業団においては、介護人材としての外国人の受入

れを進めており、令和５年５月から現在までに特

定技能介護の在留資格を有する人材を７名ネパー

ル国から受入れをしております。令和７年度にも

さらに３名の特定技能介護の資格を有するネパー

ル人の受入れを決定しており、介護人材確保の一

助とされているところでございます。また、現在

では名寄市社会福祉事業団のみならず、市内の介

護事業所においても外国人介護人材の受入れを行

っているとお聞きをしております。多様な国から

の介護人材の受入れが進むことで市内全体として

介護人材の確保につながるものと考えております

ので、継続的な受入れのため引き続き様々な取組

を進めてまいります。

高齢者は複数の慢性疾患に加え、認知機能や社

会的つながりが低下をするフレイル状態になりや

すいと言われており、介護サービス事業とともに

介護予防事業の充実が重要となります。おおむね

６０歳以上を対象として総合福祉センターにおい

て毎週開催をしている健康づくり体操教室は、毎

月広報で周知をしており、昨年９月からＹｏｒｏ

ｃａの行政ポイントを付与することにして以来参

加者は増加をしております。また、てくＴＥＣＨ

事業は、Ｙｏｒｏｃａ行政ポイント付与の効果も

あり、高齢者を含め多くの市民に御参加をいただ

いております。今後も引き続きフレイル予防に資

する事業の周知に努めてまいります。認知症に対

する理解を深めるための施策として、できる範囲

で手助けができるよう平成２０年度から認知症サ

ポーター養成講座を開催をしてきており、認知症

サポーターの発展的な取組として、認知症の方や

その家族のニーズに合った具体的な支援へとつな

ぐ役割を担うチームオレンジを立ち上げ、その活

動の一環として認知症の人やその御家族を支える

活動、認知症カフェの運営に御協力をいただいて

おります。このほか、広く市民向けに認知症に係

る講演会を開催をするなど認知症の普及啓発を行

っており、今後も引き続き認知症の方が尊厳を保

持しつつ、希望を持って暮らすことができるよう

認知症施策を進めてまいります。

次に、大項目４、自然と調和した環境にやさし

く快適で安全安心なまちづくりについて、小項目

１、環境との共生について申し上げます。本市で

は、脱炭素社会の実現に資する等のための建築物

等における木材の利用の促進に関する法律に基づ

き、名寄市地域材利用推進方針を定めております。

地域材の利用は、地域の林業の活性化や生産地か

ら消費地までの輸送エネルギーが少ないことによ

る低炭素化といった利点がございます。また、木

材には二酸化炭素を吸収し、蓄積をするなどの特

性を有していることからも施工技術やコストの面

で困難であるものを除き、可能な限り木造化し、

内装材などにおいても同様に木質化を推進してい

くこととしております。公共施設における現在の

地域材活用状況でございますが、令和６年度に開

設をした智恵文小中学校や認定こども園あいあい

のほか、建て替えをした瑞生団地は木造で建設す

るなど主に新設した施設の建築用製材や内装など

の造作材に地域材を活用しているところでござい

ます。引き続き整備をする施設の特性や規模など

も勘案しながら、木材利用促進と併せて地域材の

活用を図ってまいります。
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小項目２、都市環境の整備について申し上げま

す。持続可能で利便性の高いコンパクトなまちづ

くりへの転換を目的として、都市機能誘導区域と

居住誘導区域を定めた名寄市立地適正化計画を推

進するため、個別の公共施設の再配置を実行する

ロードマップとして位置づけた名寄市公共施設等

再配置計画を策定いたしました。この間名寄中学

校の改築、東病院の町なか移転の検討などが進め

られ、フェーズ１の対象施設である図書館機能を

有する複合施設の整備年次などにずれが生じてき

ているところです。現在複合施設の候補地につい

て検討しているところでございますが、今後は財

政状況や事業の平準化なども鑑み、フェーズ１対

象施設について現状に合わせた整備内容、整備計

画年次などを整理し、これまで市民ワークショッ

プなどからいただいた御意見を参考に多くの皆様

に御利用いただき、中心市街地の活性化につなが

る施設整備となるよう協議を進めてまいります。

小項目３、上水道・下水道の整備について申し

上げます。本市の下水道管については、ストック

マネジメント計画に基づき社会資本整備総合交付

金を活用し更新を進め、令和６年３月末現在、総

延長１９３キロメートルのうち耐用年数の５０年

を超過している間は４．２％の８．２キロメート

ルとなっております。更新をする管路の選定方法

は、耐用年数にかかわらず毎年リスク評価の高い

路線から目視点検やテレビカメラなどによる管内

調査を行い、劣化や不具合を把握し、その結果を

基に腐食や破損が見られる緊急性が高い管路を優

先的に更新しております。なお、本市の２メート

ルを超える大口径の管につきましては、雨水と汚

水が同時に流れる合流管となり、埼玉県で事故が

あった汚水管よりも硫化水素の発生が少なく、道

路陥没につながる損傷の心配は少ないと考えられ、

現在までに大口径の約６５％の調査が完了し、陥

没につながる損傷の報告はなかったところであり

ます。また、水道配水管につきましては延長３４

４キロメートルのうち耐用年数の４０年を経過し

ている管は３２％の１１０キロメートルとなって

おり、更新計画を策定し、漏水の発生が多い管路、

または漏水時に広範囲での断水や道路陥没等の事

故が想定をされる大口径の管路を優先的に更新を

しております。並行して漏水調査を実施し、発見

した漏水を即座に修繕し、道路陥没等を未然に防

ぐ取組も続けているところでございます。

次に、ウオーターＰＰＰ導入に関する本市の対

応ですが、令和５年６月の国土交通省通知で汚水

管の改築に係る国費支援に関してウオーターＰＰ

Ｐ導入を決定済みであることを令和９年度以降に

要件化すると示されたことから、内部検討を進め

ておりました。ウオーターＰＰＰとは官民連携方

式による施設の民間委託のことで、本市がこれを

導入しない場合は現在進めている汚水管の更新事

業において国の支援を受けることができなくなり、

毎年約３，０００万円の減収が見込まれておりま

す。これは、下水道事業経営にも大きな影響があ

ることから、本市においても導入について検討を

進めようとしているところでございます。今回検

討の対象としている施設につきましては、大幅な

事業体制の変更に伴うリスクや市民の不安感など

から水道施設は対象とせず、下水道施設のみ考え

ております。検討作業につきましては、令和７年

度に導入可能性調査として事業者への聞き取りな

どマーケットサウンディングを実施をし、今後の

方針をまとめたいと考えております。また、方針

決定には経営への影響や技術職員の人員確保など

の課題、また市内業者への影響とその対応など総

合的に検討し、導入の可否を判断してまいります。

次に、大項目５、地域特性を活かした賑わいと

活力のあるまちづくりについて、小項目１、農業

の振興についてお答えをいたします。国において

は、食料・農業・農村基本法を改正をし、食料安

全保障の確保や環境と調和の取れた食料システム

などが基本理念に位置づけられる中、水田政策の

見直しが開始をされるなど、将来的な農業政策が

変わろうとしております。本市の農業振興につい
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ては、こうした情勢の変化を捉えつつ、地域の特

色を生かした持続可能な農業と豊かで活力のある

農村の実現を目指し、第２次名寄市農業・農村振

興計画に基づき施策の推進に取り組んでまいりま

す。収益性の高い農業経営の確立については、国

の支援を十分に活用し、各種取組を進めるほか、

土づくり対策として土壌診断に基づく施肥設計に

より低コストと高収益化を図る取組を推進してま

いります。重点振興作物であるアスパラガスにつ

いては、新植や更新を促進をするため農業振興セ

ンターで生産する大苗の供給に取り組んでおり、

令和６年度は約８万３，０００本、令和７年度に

は約６万８，０００本を予定し、今後の生産の維

持、拡大につながるものと期待をするところでご

ざいます。多様で持続可能な農業経営の促進につ

いては、後継者の営農意欲を喚起し、持続的な経

営につなげるため就農後における経営発展に資す

る取組に対し支援をする農業後継者支援事業をは

じめとした施策を道北なよろ農業協同組合と連携

して進めてまいります。

有害鳥獣対策については、エゾシカなどによる

農産物の被害防止やヒグマからの安全確保と効率

的な対策実施に向け、名寄市有害鳥獣農業被害防

止対策協議会を中心に推進をしてまいります。ま

た、捕獲活動の強化に必要な担い手の育成や新た

な担い手の確保により体制の維持に努めてまいり

ます。

小項目２、商工業の振興についてお答えいたし

ます。本市の経済の基盤として市民の暮らしにな

くてはならない中小企業の維持、振興については、

名寄市中小企業振興条例に基づく各種メニューに

より支援を行っております。支援メニューにおき

ましては、地域経済を取り巻く環境を見定め、事

業者のみならず市民ニーズの把握や経済団体及び

関係機関との連携の下、名寄市中小企業振興審議

会の御意見を伺いながら、柔軟な支援施策に今後

も取り組んでまいります。

企業立地並びに企業誘致につきましては、地域

経済の活性化において重要なものであると考えて

おり、地域資源を有効に活用できる産業の誘致に

向け情報収集を行いながら進めてまいります。

インフラ整備につきましては、立地業種により

求められるインフラも多様であることから、名寄

市企業立地促進条例に基づく支援策を基本とし、

案件ごとに検討してまいります。

Ｙｏｒｏｃａにつきましては、地域経済の活性

化、地域ＤＸの推進、市民のまちづくりへの参画

などのツールとして今後も利用拡大を目指してい

く必要がございます。そのためにも、市民の日常

使いの環境づくりを目指し、これまで以上に運営

主体の名寄商工会議所、風連商工会との連携を強

化をし、利用者加盟店のニーズに対応した行政ポ

イント事業、販促事業などの各種取組を展開して

まいります。

小項目３、観光の振興についてお答えをいたし

ます。現在本市では名寄市観光振興計画（第２

次）に基づいたアウトドア観光の推進及び観光振

興に資する人材の育成を図るため、地域おこし協

力隊制度を活用しております。本年度は、２人の

隊員がカヌー、スノーモービル、キャンプイベン

ト、フライフィッシングといったガイドを目指し

た研修、取組が行われており、このうち１人が今

年度卒業し、現在起業に向けた準備を行っており

ます。新型コロナウイルス感染症拡大の終息以降、

本市においてもインバウンドを含む観光入り込み

が回復、増加しつつあり、受入れ態勢及び人材の

育成が必要不可欠となっております。令和７年度

におきましては、新たにアウトドアガイド、観光

プロモーションや新たな観光商品の開発を目指す

観光振興支援員を募集する予定となっており、そ

の後におきましても計画的な採用を目指してまい

ります。今後におきましても、地域おこし協力隊

として市外からの人材を迎え入れ、本市の自然や

気候、食といった地域資源を活用し、新たな視点

で観光振興に資する人材の育成を推進してまいり

ます。
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大項目６、生きる力と豊かな文化を育むまちづ

くりについて、小項目１、大学教育の充実につい

てお答えをいたします。大学に係る組織形態につ

いては、全国的に少子化が進行する中、大学間競

争を勝ち抜き、名寄市立大学が市民にとって価値

あるものであり、学生から選ばれる大学として維

持、発展していくかが重要でございます。そうし

た取組を推進するために必要な設置・運営形態、

ガバナンスをどうするべきかを検討するため大学

の設置者である市長部局に職員を配置をするとと

もに、名寄市立大学在り方検討委員会を設置し、

議論を行っております。４月に開催予定の第３回

目の委員会におきまして、法人化のメリット、デ

メリットを含め、設置・運営形態の在り方につい

て議論を行う予定であり、今後も積極的かつ丁寧

な議論を重ね、令和７年度中に一定の方向、結論

を出すことを目指してまいります。また、委員会

での議論を市民の皆様にお知らせをするため、委

員会の要約てんまつ及び会議資料はホームページ

で公開をするとともに、報道機関には委員会を公

開して、記事として取り上げていただいておりま

す。本学は、名寄市を中心とした道北地方の保健、

医療、福祉、教育等の充実、発展と地域・産業の

振興に住民と連携して取り組むことを重要な使命

の一つとして捉えております。地域貢献活動の中

核となるコミュニティケア教育研究センターでは、

活動内容を広く市民の皆様に知っていただくため

年報「地域と住民」や教員にシーズ集、ケア研タ

イムスなどの紙媒体を通じて周知をしているほか、

大学ホームページやＳＮＳなども活用し、広く市

民に周知をしております。市民に大学の地域貢献

活動を知っていただくことは、本市における大学

の存在意義や必要性を再確認する機会となり、大

学への誇りや愛着の醸成にもつながるものと考え

ております。

最後に、同窓生ネットワークの活用についてで

ございますが、本学では短期大学を含めて約９，

６００名の卒業生を輩出し、全国各地で活躍する

貴重な財産であります。名寄市立大学同窓会では、

年に１度同窓会を開催をし、卒業生同士の交流や

大学教員との懇談会を行い、情報共有やネットワ

ーク構築を図っております。

小項目２、生涯スポーツの振興について申し上

げます。令和７年度の統合を目指しているスポー

ツ団体の新組織では、各団体が培ってきた強みや

特色を最大限に生かして、競技スポーツの競技力

の向上、ジュニア育成、生涯スポーツの振興、ス

ポーツを通じた地域活性化などの取組を一体的に

推進をしていく方針であり、各団体が実施をして

きた事業を継承し、幅広い世代へのスポーツ振興

にも注力しながら、地域全体のスポーツ環境の充

実を図ってまいります。

体育施設の効率的な運用による利用促進につい

ては、一般的に施設の統合的な管理で重複投資を

抑えた効率的な運営やＩＣＴを活用した予約シス

テムを導入し、効果的な施設利用につなげること

などが考えられますが、引き続き利用者や指定管

理者の意見を伺いながら、生涯スポーツや健康増

進プログラムなど多世代が利用しやすい施設運用

を進めてまいります。今後は新組織の下で市民一

人一人がスポーツに親しみ、健康で活力ある生活

を送ることができる環境整備に努めてまいります。

また、学校や地域のスポーツ団体、企業などと連

携し、多世代がスポーツを楽しめる機会の創出や

支援体制の充実を図ることで、より持続可能な地

域スポーツの発展を目指してまいります。

〇議長（山田典幸議員） 岸教育長。

〇教育長（岸 小夜子君） 私からは、大項目７

についてお答えいたします。

初めに、大項目７、令和７年度教育行政執行方

針について、小項目１、ウェルビーイングについ

てお答えをいたします。ウェルビーイングとは身

体的、精神的、社会的によい状態にあることをい

い、短期的な幸福のみならず、生きがいや人生の

意義など将来にわたる持続的な幸福を含むもので

あります。また、個人のみならず、個人を取り巻
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く場や地域、社会が持続的によい状態であること

を含む包括的な概念であります。ウェルビーイン

グのこのような意味を踏まえ、教育委員会では令

和６年度は学校教育においては子供たちが、社会

教育においては市民の皆様が充実感や成就感など

が高まり、前例踏襲となることのないよう各種事

業において工夫、改善に努めてきたところです。

学校教育においては、各学校で年度末に学校評価

として児童生徒、保護者、地域のアンケートを実

施しており、令和６年度の学校評価については各

学校で定めた様々な観点について目標値を上回っ

ている学校が多く、ウェルビーイングの向上が図

られてきていると考えているところです。社会教

育においては、事業の実施後に参加者などからア

ンケートを取って、満足度などを客観的に計測し

て、次回以降の事業改善に生かしており、例えば

ＥＮ―ＲＡＹホールの来場者に実施しているアン

ケート調査では約９割の方がＥＮ―ＲＡＹホール

の公演に満足しているという結果になっておりま

す。令和７年度につきましては、学校教育、社会

教育の重点施策における各種事業につきまして、

継続事業については令和６年度の成果と課題を踏

まえて企画、実施し、新規事業についてはその趣

旨や意義などを理解していただけるよう丁寧な情

報発信に努め、市民の皆様に主体的、積極的に参

加して活動していただけるよう取り組み、ウェル

ビーイングを向上させていきたいと考えておりま

す。

次に、小項目２、不登校対策についてお答えい

たします。文部科学省の児童生徒の問題行動・不

登校等生徒指導上の諸問題に関する調査結果では、

小中学校における不登校児童生徒数は１１年連続

で増加しており、本市においても同様の傾向が見

られております。本市の不登校の要因については、

国の調査結果とほぼ同様で、学校生活に対してや

る気が出ないが最も多く、続いて生活リズムの不

調、いじめ被害を除く友人関係をめぐる問題とな

っております。これまで本市では不登校児童生徒

の学びの場を確保し、学びたいと思ったときに学

べるよう教育相談センターを中心とした教育相談

体制を構築し、教育相談センター指導員やスクー

ルソーシャルワーカーなどを各学校に派遣するア

ウトリーチ型支援を充実させるとともに、教育相

談センター内にある適応指導教室での不登校児童

生徒の社会的自立に向けた支援や学校に配置して

いる心の教室相談員による学校生活や日常の様々

な悩みや困り事へのカウンセリングなどを行って

まいりました。次年度からは、これまでの相談や

指導の体制を強化するために３中学校に配置して

いました心の教室相談員を教育相談センターに配

置し、教育相談センターの相談員として小学校に

も派遣するなどしてアウトリーチ型支援の充実を

図り、より一層不登校児童生徒一人一人の実情を

踏まえ、寄り添った支援を組織的、計画的、継続

的に行えるよう努めてまいります。また、本定例

会開会日に議決していただきました教育相談セン

ター条例の一部改正により適応指導教室を教育支

援センターに名称を変更し、それに伴い各学校に

おいて別室登校で活用している部屋を校内教育支

援センターとし、不登校の兆候が見られる早期段

階などにおいて児童生徒が学校内で心を落ち着か

せ、安心して学べる場所となるよう各学校の体制

や環境を整えていきたいと考えているところです。

私からは以上です。

〇議長（山田典幸議員） 高野議員。

〇１１番（高野美枝子議員） それぞれ答弁いた

だきましたので、再質問に移らさせていただきま

す。

大項目１の市政推進の基本姿勢についてでござ

いますけれども、本当に平和が一番大事だという

ことを改めて感じているところでございまして、

今後も引き続きこのような名寄市として平和都市

宣言をきちっと守り、進んでいっていただきたい

というふうに考えております。

小項目２、令和７年度の重点施策についてでご

ざいますけれども、いろいろ課題はありますけれ
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ども、やはりここのところに名寄市民全体として

希望をつないでいきたいということでお伺いして

いたところですけれども、なかなか難しい。土地

は名寄市の土地ではないと、そういうことも考え

ながらでございますけれども、経済界が元気がな

いというか、先ほど午前中の質問にもありました

けれども、やはり経済界が主体性を持って元気で

進めるというためには何が必要なのかなといつも

思うところなのですけれども、重点施策という、

名寄市の将来に向かって経済界が主体的に進める

ために市としてどのようなバックアップができる

のかということを改めてお聞きしたいと思います。

いかがでしょうか。

〇議長（山田典幸議員） 石橋総合政策部長。

〇総合政策部長（石橋 毅君） しっかりと行政

としてどのようなバックアップがしていけるのか

という御質問でございます。今回テーマというか、

として１９線、インターチェンジ拠点、それから

王子マテリア、それから名農キャンパスのことを

取り上げていただきましたけれども、いろいろな

関係機関と情報共有した結果、名農キャンパスに

ついては北海道大学というプレーヤーがこのキャ

ンパスの土地に注目をしていただきながら、今回

のようなフォーラムを開催していただいて、そこ

に興味があるというか、ところの民間の皆様方が

集まって、ここの地でどのようなことができるか

というまずはキックオフの会議を開いていただけ

ましたので、そういった動きに対して我々として

もしっかりとコミットしながら全力でサポートし

ていくといったことがまず今後も継続していかな

ければならないことなのかなというふうに改めて

思っているところでございます。

それから王子マテリアの跡地についてもお話が

あったとおり、まちづくり名寄が倉庫を賃貸借契

約をしていただいて、今物流大手事業者にさらに

転貸しながら、倉庫を活用しながら中継拠点とし

ての事業を既に始めていただいているといったこ

とで、残りの土地についても、市長からの答弁で

もありましたとおり、やはり３本柱については王

子マテリア側にも了解をいただいた取組になって

おりますので、そういった可能性を引き続き情報

収集しながら王子さんのほうにもつなげていきた

いというふうに考えております。

それから、インターチェンジの拠点化構想につ

いても、なかなか行政がそこの事業を直接運営す

るわけではありませんので、物流についてはやは

り民間事業者が主体になってきますので、その民

間事業者がなかなか一社ではなし得なかった部分

をこの間共同輸送等が行われる中でこの地点、こ

の名寄の地でその可能性が具現化していけるのか

どうかも含めてその可能性調査といった部分につ

いて、今回答弁でもありましたとおり、国のほう

で補正予算が可決されておりまして、まさに名寄

が今取り組もうとしている事業について支援いた

だけるスキームが、これから要綱等が確定して、

募集という流れになろうかと思っていますので、

しっかりとそういった国の支援も活用しながら、

その可能性についてしっかりと行政が手続を踏ま

えながら進めていければというふうに考えており

ますので、今後とも目的としてはこの名寄市がや

っぱりよりよいまちになる、そして活性化される

ということを目的に我々としてもしっかりといろ

んな面でサポートしていかなければならないと考

えておりますので、よろしくお願いいたします。

〇議長（山田典幸議員） 高野議員。

〇１１番（高野美枝子議員） 何かちょっと希望

が持てたような、うれしいような答弁であったと

いうふうに思います。この間文化センターで薬草

と香りのフォーラムがありまして、私も参加させ

ていただいたのですけれども、海外からも参加さ

れる方がいて、これがこの後につながるのかなと

いう可能性はどういうふうに考えていらっしゃる

のかお聞きしたいと思います。

〇議長（山田典幸議員） 石橋総合政策部長。

〇総合政策部長（石橋 毅君） いろいろな、あ

る意味香りということで、大手の化粧品メーカー
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の方も来ておられましたけれども、今回はあの場

所、名寄という土地にあのような場所があるのだ

といったことが知っていただけたことがまず非常

に大きな成果だったかなというふうに考えており

ます。どうやら北海道大学様のほうでも新年度に

入ってから、雪が解けてからまた新たに現地見れ

る状況になったらぜひとも見れる機会を一度皆さ

ん集まってつくりたいということですので、また

そのときには我々もしっかりとサポートしながら

どのような可能性が生まれてくるのか、まさにい

わゆるケミストリーというか、皆さん方が集まる

ことでどんなアイデアが出て、どんな構想が出来

上がってくるのかといったところも注視しながら、

経済部ともしっかり連携しながら、地元の薬草の

基盤研さんとか北大の演習林さんがありますので、

いろんなところと連携しながら進めていければと

いうふうに考えております。

〇議長（山田典幸議員） 高野議員。

〇１１番（高野美枝子議員） 北大の演習林もあ

りますし、薬草センターもありますし、名寄とし

ては本当に環境がそろっているということもあり

ますし、また北海道大学が力強い動きを今後して

くれることを期待したいというふうに思います。

名寄市、本当に現状は厳しいものがありますが、

やはり将来に夢と希望が持てる、そのような施策

を推進していただきたいというふうに思います。

小項目３、予算編成と今後の財政展望について

でございますけれども、非常に厳しい状況になっ

ておりまして、この後予算審査特別委員会がござ

いますので、そこでの議論といたしたいというふ

うに思います。

大項目の２、市民と行政との協働によるまちづ

くりについて、小項目１、重点プロジェクトの市

民周知ということでお尋ねしましたところ、成果

目標の達成ですとか、様々取り組んでいるところ

を答弁いただきました。今後名寄市総合計画（第

３次）をつくっていく中で審議会で審議されるの

だろうというふうに思うのですけれども、小中学

校といいますか、子供たちから幅広い、女性まで、

高齢者までできるだけ広範囲の声を聞いてつくり

ますよということは市長も再三言われていること

ですけれども、どのぐらいの範囲で、アンケート

調査だとか項目に挙がっておりますけれども、ど

のような範囲で、どのような年代含めて調査しよ

うと、意見を収集しようとなさるのかお聞きした

いと思います。

〇議長（山田典幸議員） 石橋総合政策部長。

〇総合政策部長（石橋 毅君） 今次期計画に向

けての動きということですけれども、我々として

はある意味前回と違って、今回いわゆる公式ライ

ンであったりとか、いろいろと情報収集する上で

はすごく有力な仕組みも手に入れておりますので、

そういったものもうまく使いながら、今後新年度

に入って当然策定準備進めますので、その中でし

っかりと細かいところは詰めていければというふ

うに考えておりますけれども、基本となるのはで

きる限り、可能な限りいろんな機会をやっぱりつ

くって、いろんな声を拾っていきたいというふう

には考えております。

〇議長（山田典幸議員） 高野議員。

〇１１番（高野美枝子議員） 僅か２万４，００

０人の人口となりましたので、きめの細かい情報

収集ができるのではないかというふうに思ってお

りますので、幅広い意見を収集していただくこと

を希望して、次に小項目の２、地域コミュニティ

活動の推進についてお伺いいたします。

町内会連合会等々の連携ということで、いろい

ろな町内会、本当に活発に頑張っておられる町内

会もある一方で、なかなか進まないというところ

で、行政にどれだけの支援ができるかというと、

相談にも来ない中でなかなか支援をするというの

も難しいのかなというふうに思います。地域連携

補助金の件でお答えいただきました。昨年に比べ

て２件件数も増えておりまして、今年も７年度の

活性化にも期待するところでございますけれども、

今年の特徴的な取組とかございましたら、教えて
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いただきたいと思います。

〇議長（山田典幸議員） 石橋総合政策部長。

〇総合政策部長（石橋 毅君） 令和７年度に向

けては、これまでの取組に加えて、例年開催して

いる町内会長の交流研修会を町内会の共通の課題

について町内会長同士で意見交換を行うことがで

きる場とすること、それからそういう場にするこ

とを町内会連合会事務局として今考えているとこ

ろでございます。このことによってほかの町内会

と交流を図ることで、課題を抱えている町内会の

課題解決の糸口となることを期待しているところ

でございます。

〇議長（山田典幸議員） 高野議員。

〇１１番（高野美枝子議員） 町内会連合会がま

た変化していくという中で、今年も町内会が少し

でも活性化するように、また大変活発な町内会も

ありますので、それに倣って、自分の町内会もど

うしたらいいかということもお聞きしているとこ

ろですので、町内会に対してまた御支援をいただ

ければというふうに思います。

大項目の３、市民みんなが安心して暮らせるま

ちづくりについて、小項目１、地域医療の充実に

ついてでございます。市立総合病院の医療体制に

つきましては、皆様の御努力により何とか現状維

持で進めているのかなというふうに思いまして、

少し安心したところでございますけれども、救急

者の救急人数も増えておりまして、本当に医療従

事者の方は大変な御苦労をなさっているのかなと

いうふうに思いますし、ハイブリッド手術室に向

けても今後の学生に向けての実習に向けて、また

地域医療に向けて理解ができるような、そんな取

組を今後もしていただけるということの答弁でご

ざいました。指定管理の東病院についてでござい

ますけれども、一定の時間が必要であるというこ

とと再検討をするということなのですけれども、

市有地、名寄市の土地はない、少ないということ

です。そして、吉田病院の駐車場に建てると、駐

車場がなくなるわけなのですけれども、今車社会

の中で駐車場もない、市の土地もない中で、ここ

にできればいいですけれども、可能なのかどうか

再検討するという意味でそこら辺も考えていただ

いているのかどうかお尋ねしたいと思います。

〇議長（山田典幸議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 答弁繰り返しになるかも

しれませんけれども、現在東病院の新たな整備計

画についての構想について専門的な知見もいただ

きながら検討を進めているところでございまして、

当初はというか、この思いとしては、先ほどもお

話ししたとおり、一定の人口減少に伴って病院自

体をダウンサイジングしていく必要があるのでは

ないかという地域医療構想の内容等も踏まえてい

るということと併せて、市立総合病院の外来が混

雑しているということの緩和につながっていくの

であろういうことと加えて、やはりコンパクトな

まちづくりという観点からも町なかというか、居

住誘導区域、もしくはもしかすると都市機能誘導

区域の中に建てるということができるのであれば

ということで、吉田病院さんの医療資源もうまく

活用すると、より相乗効果が発揮できるのでない

かということで、北側の病院駐車場、まずは目途

として検討を始めたところでありますけれども、

今議員がお話しのとおり、一定の経営に資するよ

うな施設にするために面積が不足している、ある

いはここ数年の物価の高騰で概算事業費がかなり

高騰しているということが課題としてちょっと浮

き彫りになってきたということもありますので、

改めてこの内容を踏まえて再検討する必要が出て

きているなということであります。再検討という

のは、あらゆる意味でいろんな角度から検討する

ということでありますので、いろんな角度から再

検討含めて、引き続き関係機関と協議、調整を進

めていきたいというふうに考えているところでご

ざいます。

〇議長（山田典幸議員） 高野議員。

〇１１番（高野美枝子議員） 地域医療構想の中

で補助金がつくので始まったのかなというふうに
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私は理解していたのですけれども、やはり非常に

難しいということで、今から再度また練り直しと

いうことでよろしいのですよね。分かりました。

地域に、名寄市民にとって本当に医療は大切です

けれども、東病院周辺に住んでいる方はあら、困

るわねという話もなさっておりますけれども、コ

ンパクトなまちづくりという件に関してはそうな

のだろうなと思いますけれども、これもやはり構

想を練り直すということであれば、幅広い市民の

声を聞いていただきたいというふうに思いますの

で、よろしくお願いいたします。

小項目２、高齢者福祉の推進についてでござい

ますけれども、フレイル予防、加えていろいろメ

ニューは体操教室など盛んにやっていただいてい

るのですけれども、なかなか参加していない。ポ

イントがつくのに何で参加しないのみたいな声も

聞こえてきているところですけれども、着々と進

んでいるのだろうなというふうに思います。この

間やはり高齢化率が今後もますます高くなってい

く中で、何かフレイル予防や認知症対策に対して

これまでいろいろ努力していただいているのです

けれども、市民がこうしてくれたらもっとよくな

るのになというような思いがありましたら、教え

ていただきたいというふうに思います。

〇議長（山田典幸議員） 馬場健康福祉部長。

〇健康福祉部長（馬場義人君） 高野議員からフ

レイル予防で市がどのような市民に対しての思い

があるかというような御質問だったかというふう

に思います。議員御承知のとおり、フレイルにつ

いては栄養と運動と社会参加の３本が３つの柱と

いうことになっておりまして、議員からのお話で

は、市が行っているいろんな事業のことを先ほど

も議員に対して市長のほうから御答弁させていた

だきましたけれども、市内には、先ほど議員から

も町内会のことの御質問もいただきましたけれど

も、町内会の中で例えば総合政策部のほうが実施

しています秋のウオーキング教室に町内会で皆さ

んで誘い合って、団体で参加していただいている

というのを私も拝見していますし、そうやって社

会参加したり、運動したりというようなことを実

際実施していただいているところもございますし、

例えば老人クラブの中では料理教室とかいろんな、

栄養士の方々を呼んで、栄養の勉強していただい

ているということだとかというようなことで、そ

れぞれの団体でそれぞれ工夫して、市だけの事業

ではなくて、それぞれ皆さん自主的な組織として

いろんな部分を学んでいるというところは私ども

としても拝見しているところでございます。フレ

イル予防にはどういうことが必要なのかというよ

うなことで、市としての情報提供というのも今後

もしていかなければならないかなというふうに思

っていますけれども、その中で皆さんがどういう

ところが必要なのかなということで注目していた

だいたり、市には栄養士も保健師もそれぞれいま

すので、そういう職員を使っていただくという出

前講座もやっておりますので、そこのほうに出か

けたり、協力させていただきながら市民のフレイ

ル予防に私どもも今後も努めてまいりたいなとい

うふうに思っております。

以上です。

〇議長（山田典幸議員） 高野議員。

〇１１番（高野美枝子議員） 本当に市のほうで

もいろいろなメニューをつくっていただきまして、

チームオレンジだとかサポーターをしていただい

ております。町内会の人に会ったら、いろんなメ

ニューがあるので、一緒に参加しましょうという

ことで皆さんで声を掛け合って、参加できるよう

に市のほうもこれからもよろしくお願いいたしま

す。

大項目４、自然と調和した環境にやさしい快適

で安全安心なまちづくりについて、地域材のこと

で質問させていただきました。この地域の森林、

環境、名寄市ゼロカーボンシティ宣言を考えると、

やはり地域材の積極的な活用ということが非常に

重要ではないかというふうに思いまして、風連中

央小学校では本当に明るくて、木目がきれいな地
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域材を使って、非常に皆さんに好評なのですけれ

ども、今後いろいろな建設が進んでいるわけです

けれども、地域材が活用されるような予定の施設

がありましたら、お知らせいただきたいというふ

うに思います。

〇議長（山田典幸議員） 東建設水道部長。

〇建設水道部長（東 聡男君） 現在計画をして

いるというか、公共事業で使える範囲の中で地域

材は使っていこうということで目標とはしている

ところなのですけれども、現段階では名寄中学校、

現在建築中でございますけれども、こちらは基本

的には鉄筋コンクリート造ということで、地域材

の利用少ないかと思うのですけれども、天井のこ

ういう照明のルーバー材ですとか床材のほか、壁

の腰板、羽目板、そういうようなものには使って

いけるようなものはちょっと受注者ともこれから

相談には当然なってくるのですけれども、そうい

う部分でどうでしょうかという協議は進めながら

進めてまいりたいというふうに思ってございます

し、また現在設計中でございますけれども、東中

学校の部分についても、改修工事なので、ほぼほ

ぼないかもしれませんけれども、発注工事、事業

者と共に協議のほうは進めて、利用促進に努めて

まいりたいと思っているところでございます。

以上です。

〇議長（山田典幸議員） 高野議員。

〇１１番（高野美枝子議員） 地域材を利用する

ことにより北海道やこの地域の林産業や建設業界

の活性化につながるよう今後も可能な限り地域材

の活用を要望して、大項目４、小項目２、都市環

境の整備についてお伺いいたします。

先ほど午前中もあったのですけれども、複合施

設の整備年次のずれということで、午前中にも議

論していたところですけれども、７年度、今年度

中に場所を決める、そして図書館の構想もという

ことで、ちょっとフェーズ１の令和８年度までに

はどうも完成しないような気がするのですけれど

も、そこら辺はどのようにお考えでしょうか。

〇議長（山田典幸議員） 石橋総合政策部長。

〇総合政策部長（石橋 毅君） スケジュール感

についてですけれども、昨年１２月に市長のほう

からも今ずれが生じているということで御発言を

させていただいたとおり、今のところフェーズ１

の期間内での施設の着手も含めてずれが生じてい

るといったところですので、年度内での完成とい

うのはまず今のところ難しいということで、年度

というか、フェーズ１期間内での完成というのは

非常に厳しいという状況になっております。それ

から、やはり今後、今中学校等大型施設に着手し

ておりますけれども、当然財政計画含めて、あと

は事業量の平準化も含めてどういったスケジュー

ル感で全体を動かしていくのかという全体の中で

の議論も必要になってくるかなというふうに考え

ておりますので、よろしくお願いいたします。

〇議長（山田典幸議員） 高野議員。

〇１１番（高野美枝子議員） 建設業界も人手不

足ということで、今年東中学校の改築も入ってき

まして、なかなかちょっと難しいのではないかと

いう、東中学校さえも入札しないと分からないこ

とですけれども、予算案ですので、まだ分からな

いことですけれども、建築業者、入札になるのか

どうか私は心配をしているところなのですけれど

も、そこら辺についての考え方を教えていただき

たいというふうに思います。

〇議長（山田典幸議員） 東建設水道部長。

〇建設水道部長（東 聡男君） 今御質問いただ

いた件につきましては、町なかの公共施設の配置

という部分含めまして、公共施設、建設事業全体

の中での話の中での私どもの市の発注ということ

で、それ以外にもほかの事業もたくさん考えてご

ざいますので、課題としてはこの間業界さんとも

そのような話をいただいているところでございま

すけれども、そこは私どもだけではなく、業界さ

んの御意見等もいただきながら、発注の状況で明

らかにこなせないよという状況であれば、もちろ

ん発注時期については考えていく部分でございま
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すけれども、その辺は情報収集しながら発注に努

めてまいりたいと考えているところでございます。

〇議長（山田典幸議員） 高野議員。

〇１１番（高野美枝子議員） 建設業界の人手不

足も顕著でありまして、建設につきましてはやは

り随時予定をして、平準化していかなければなら

ないのだというふうに私は思っているのですけれ

ども、フェーズ１に関してはずれということで、

今後スケジュールがまた変わっていくのだという

ふうに思いますけれども、変更とか、やはり午前

中の議論にもございましたけれども、その動向を

見ている方もいらっしゃる。商売をしている方も、

いろいろ注目している方もいらっしゃるというこ

とで、いつ頃フェーズ１の計画変更が決まるのか、

その辺の考え方についてお知らせいただきたいと

思います。

〇議長（山田典幸議員） 石橋総合政策部長。

〇総合政策部長（石橋 毅君） 計画変更の手法

というか、例えばですけれども、フェーズ１が延

長されるのか、それともフェーズ２に突入して具

現化していくのかという手法がいろいろ考えられ

ると思うのですけれども、そこら辺も含めてそん

なに時間かけないで、ここのフェーズ１の修正の

かけ方も含めてちょっと庁内でしっかり議論をさ

せていただきたいというふうに思います。

〇議長（山田典幸議員） 高野議員。

〇１１番（高野美枝子議員） しっかりと議論し

ていただいて、やはり複合施設を造ることが目的

ではなくて、やはりそこを造って、これからの減

り続ける人口、また残っていく高齢者や若い子供

たちのために、名寄市にとってどんな施設が、図

書館もです。図書館カードの利用者が２，０００

人ぐらいしかいないということで、図書館の在り

方自体名寄市の文化度、民度をはかる施設である

と言う方もいらっしゃいますし、いろいろな解釈

の仕方が一人一人違うわけですので、そこのとこ

ろの市民の思いを受けて、やはり複合施設、特に

図書館については慎重な検討をしていただいて、

また変更していただけるということでございます

ので、しっかりと庁内で議論をしていただきたい

と、そのように考えております。

次に、小項目の３、上水道、下水道の整備につ

いてでございますけれども、埼玉県のようなこと

はないだろうということで答弁があったというふ

うに思います。しかしながら、今上下水道業界、

民間委託が非常に進んでおりまして、今回も国の

ほうから令和５年度、ウオーターＰＰＰの導入の

提示があったということでございます。国の制度

を取り入れなければ交付金に影響するということ

だというふうに思うのですけれども、また受入れ

業者がいない地方、市町村が多いと思いますし、

また人材もいない中で、名寄市として一番負担の

少ない方法で検討しているということなのですけ

れども、本当に、９年までですか、期間はあると

いうふうに思うのですけれども、名寄市としてそ

れを受け入れなければこれからの財政に非常に大

きな影響があるということでお聞きしたのですけ

れども、やはり老朽管工事のためには何とか工夫

をしてこの制度を取り入れるということでよろし

かったでしょうか。

〇議長（山田典幸議員） 佐藤上下水道室長。

〇上下水道室長（佐藤美香君） 先ほどの市長の

答弁にもありましたけれども、次年度、令和７年

度に予算を持ちまして、ウオーターＰＰＰの導入

可能性調査ということで予算を持っているわけで

すけれども、その調査についてはどのようなこと

なのかということなのですが、まずこの委託自体

が国の交付金を受けなくてもこの先事業としてで

きるのか、それともやはり導入しなければ下水道

事業として成り立たないのか、そこも含めて検討

していき、さらには参加業者に対しても調査を行

いながら進めていきますので、その導入の可否を

慎重に判断しながら進めていく予定でありますの

で、業者がいるのかいないのか、そこも含めて７

年度、８年度にかけて調査する予定ですので、御

理解いただきたいと思います。
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〇議長（山田典幸議員） 高野議員。

〇１１番（高野美枝子議員） ７年度、８年度と

いう時間的なものはありますけれども、やはり命

に関わる水、安全な水を私たちは飲みたい。民間

ではなく、やっぱり公共でやっていただきたいと

私は思っておりますので、よろしくお願いしたい

というふうに思います。

小項目２、商工業の振興について再質問いたし

ます。いろいろ御答弁いただきましたけれども、

今後ＤＸだとか市民のまちづくり参加に向けてい

ろいろ施策を練っているということの御答弁でご

ざいました。午前中に電子地域通貨Ｙｏｒｏｃａ

の件でも議論があったところでございますけれど

も、運用するのには今後非常に厳しいものがある

のか、今後は持続していくためにどのような努力

をしていかなければならないのかというところで

お尋ねしたいというふうに思います。

〇議長（山田典幸議員） 櫻田産業振興室長。

〇産業振興室長（櫻田孝臣君） Ｙｏｒｏｃａに

ついてということで、今後の取組ということでご

ざいますけれども、実際に市民の方のカードの所

持率が７割ほどということでなっていまして、さ

らに増やす取組、それからカード発行と実際に使

っている方の率というのはまたちょっと違ってい

まして、アクティブユーザーという、６，０００

人ぐらいというふうに今言われているのですが、

日常使いされている方をいかに増やしていくかと

いうのを今後商工会議所様と連携を図りながら来

年度も進めていきたいと考えております。

〇議長（山田典幸議員） 高野議員。

〇１１番（高野美枝子議員） 商工業の活性化、

また市民の利便性のために工夫をして進めていっ

ていただきたいと思います。

小項目の３、観光の振興についてお尋ねいたし

ます。地域おこし協力隊、非常にアウトドア観光、

カヌーとか、スノーモービル、フライフィッシン

グとか、私の想像のつかないところで活躍なさっ

ているというふうに思いますけれども、この地域、

本当にすばらしい自然と観光がございますので、

外から入っていらっしゃる地域おこし協力隊にお

願いするというか、期待をするところなのですけ

れども、今年度もアウトドア観光振興支援者がい

らっしゃるということで計画されているというこ

となのですけれども、具体的にどの分野でどのよ

うな活躍を期待しているのかお伺いいたします。

〇議長（山田典幸議員） 櫻田産業振興室長。

〇産業振興室長（櫻田孝臣君） 協力隊のガイド

についてですけれども、現在観光協会さんを通じ

てアウトドアのガイドの方１名、それからフライ

フィッシングのガイドの方の養成、育成するとい

うことで１名いらっしゃいます。引き続き名寄の

フライフィッシングのすばらしさというのが道外、

それからインバウンドの方からも好評を得ており

ますので、そこの分野にまた計画的に増やしてい

くというような取組と観光振興に向けてプロモー

ションを含めたガイドの方を新たに採用したいな

ということで計画してございます。

〇議長（山田典幸議員） 高野議員。

〇１１番（高野美枝子議員） アウトドア、フラ

イフィッシング、名寄にはすばらしい観光と自然

があるということを改めて考えているところでご

ざいます。また、冬の観光とか雪質も日本一とい

うことで、非常にすばらしいものがございますの

で、地域おこし協力隊の協力を得ながら名寄のす

ばらしさを国内、国外に広めていっていただきた

いということを希望いたします。

それでは、大項目６、生きる力と豊かな文化を

育むまちづくりについて、小項目１、大学教育の

充実についてお尋ねいたします。非常に名寄市立

大学、今大学院と組織形態の検討を７年度中に方

向、結論を出すということでお話ございましたけ

れども、いろいろな取組をして、名寄大学の存続

について努力をしているということは一定程度理

解をしたつもりです。昨年の１２月から開始しま

したふるさと納税がございますけれども、それが

学生に与える影響と件数や状況についてお尋ねし
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たいというふうに思いますが。

〇議長（山田典幸議員） 水間大学事務局長。

〇市立大学事務局長（水間 剛君） 今御質問あ

りましたふるさと納税と大学についての関係なの

ですけれども、昨年の１２月の中旬から行いまし

て、募集につきましては２月いっぱいまでという

ことで、対象は令和７年度の前期の授業料の部分

に該当するクーポンということであります。私ど

ものほうで今押さえている数値といたしましては、

３０人の方から寄附いただきまして、約１９０万

円ということでお話を伺っております。今後年度

替わりましたら、４月からまた授業料のクーポン

のふるさと納税の返礼品ということで開始させて

いただく予定しております。特に今回の部分につ

きましては、４月から以降の部分については学生

の保護者の方に授業料の納付を渡すときに一緒に

このクーポンのお話というか、連絡もさせていた

だきますので、１２月の中旬から始まったので、

なかなか保護者というか、方々につきましても、

直接、１２月の中旬だったということで、令和６

年の確定申告の部分に関わる部分があるというこ

とと、年明けますと令和７年の確定申告の部分な

ので、ちょっとインパクトというか、その部分が

少し足りなかったというか、もっともっといるか

なと思ったのですけれども、今回は３０人という

ことなのですけれども、年明けましたら授業料納

付書の部分と併せて送付させていただきますので、

直接保護者の方もその部分のインパクトというか、

受け取ったインパクトの部分があるのかなと考え

ております。

〇議長（山田典幸議員） 高野議員。

〇１１番（高野美枝子議員） いろいろな取組を

なさって、名寄市立大学が本当に存続できるよう

にこれからも活性化が見込まれるような、そんな

取組をしていただきたいと思いますけれども、今

７年度までということで議論を在り方検討委員会

で進めているところでございますけれども、名寄

市立大学が１０年後、２０年後本当にこの地域で

どんなことをするのか、大学があることで私たち

も何ができるのか、名寄市は何を学生に求めて、

市民に求めて、道北地域の保健、医療、福祉にど

う貢献していくのか、長い目で本当に名寄市立大

学が名寄市にずっとあり続けることをやはり念頭

に議論を進めていっていただきたいというふうに

考えております。

小項目２、生涯スポーツの振興についてお尋ね

いたします。今年３者が統合して、新しく地域ス

ポーツの進展と発展ということで組織変更がされ

るわけですけれども、名称とか今後の具体的なス

ケジュールというのはどのようになっているのか

教えていただきたいと思います。

〇議長（山田典幸議員） 石橋総合政策部長。

〇総合政策部長（石橋 毅君） 現在各団体、そ

れから名寄市と４者で組織統合の準備委員会を開

きながら進めさせていただいておりまして、名称

についてはＮスポーツコミッションなよろ、こう

いった名称で新組織になっていくといったことで

今進めております。今後のスケジュールについて

は、現状の名寄市スポーツ協会の法人格を名称を

変更して、新しい組織に移行していくという手続

ということで確認しておりますので、現在の名寄

市スポーツ協会の中の理事会、それから協議会の

中で定款なりの変更を承認していただくのが６月

の上旬ぐらい、中旬までには手続を終わらせてい

ただければということで調整をしているところで

ございます。

〇議長（山田典幸議員） 高野議員。

〇１１番（高野美枝子議員） ６月の中旬、上旬

頃ということで、新しい組織ができるのだという

ふうに思います。本当にこれまでの組織を統合し

て、新しい組織に生まれ変わるということで、道

内の富良野辺りからも非常に注目していますよと

いうことで連絡が来ておりますので、大いに期待

したいと思いますので、よろしくお願いいたしま

す。

それでは、大項目７、教育行政執行方針につい
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て再質問させていただきます。先ほど名寄市の不

登校児童生徒数も全国と同様に増えており、名寄

市でも一層ウェルビーイングの向上に取り組む必

要があると考えました。不登校の原因は子供によ

って様々であると思いますが、子供が友達とうま

く関われなくなるなど、学校が居心地のよい場所

ではなくなっていることが一因だと言えるのでは

ないかなというふうに思うのですけれども、そこ

でもっと居心地のよい学校にするために学校が今

すべきことについてお伺いしたいと思います。

また、各学校で別室登校で使用している部屋を

校内教育支援センターとし、児童生徒が学校内で

安心して学べる場所となるよう各学校の体制や環

境を整えていきたいとのことですが、校内教育支

援センターに、午前中の議論の中にもありました

が、名称以外にどのようなことが次年度、７年度

に変わるのかお伺いいたします。

そのほか、教育長は教育行政執行方針で人づく

り、つながりづくり、地域づくりに向けた取組を

さらに推進するとのことでしたが、私も市民一人

一人のウェルビーイングの実現を支えるためには

地域コミュニティーの基盤づくりが重要で、また

必要と考えています。教育長が地域コミュニティ

ーの基盤づくりに向けて次年度社会教育で特に力

を入れて行う必要がある施策があれば、その理由

も含めてお伺いしたいと思います。

〇議長（山田典幸議員） 岸教育長。

〇教育長（岸 小夜子君） ただいま御質問が３

点あったかというふうに思います。まず、不登校

の児童生徒の子供たちにとって学校が居心地のよ

い場所ではないのではないかということで、居心

地のよい場所にするための考えというようなこと

が１点目だったかというふうに思います。学校と

いうところは小さな社会でありますので、やはり

家庭から出るときに家庭から学校へ、もしくは家

庭から幼稚園、保育所へ、そして幼稚園、保育所

から学校へということで、そこで環境が変わるこ

とによって段差が生じてくるのかなというふうに

思うところです。ですので、全ての子供たちにと

って不登校のみならず、近年では特別な支援の必

要な子供たちや特別支援学級の子供たちも増えて

いるというようなことで、本当に一人一人に応じ

ることの難しさを感じているところですが、大切

なことは不登校の子供であっても、特別な支援の

子供であっても突出しているのではなくて、やは

りそういう子供たち一人一人をきちんと個性とい

うふうに認めるというか、多様性を包み込んでい

くような学校づくりが求められている時代なのか

なというふうに考えているところです。ですから、

そういう不登校だから社会から逸脱しているとか、

特別な支援が必要だから逸脱している、そういう

考えではなくて、どのような子供でも一人一人の

人権を尊重し、そして周りの子供たちがきちんと

違いを認め合いながら、やっぱり共に助け合って

いくというような学校にしていくべきかというふ

うに思っています。そういう部分では、教育行政

執行方針の中でもやはり人間尊重の精神というこ

とをベースにした学校風土づくり、それから学級

に入りますと学級経営というような言葉になりま

すが、学級の風土づくりということが非常に大事

になってくるのではないかなというふうに考えて

いるところです。ですので、今の学校の言葉で言

うとそうしたまずは望ましい人間関係づくりに学

校が努力してくれるように教育委員会としても指

導、助言していきたいと思いますし、授業という

視点からは、今言われているのは個別最適な学び

と協働的な学びということが言われておりますの

で、しっかりと一人一人に寄り添った一人一人の

資質、能力を伸ばす授業する一方で、それだけで

はやはり社会性、社会的自立に向けた資質、能力

が育っていきませんので、きちんと互いに学び合

うという協働的な学びのほうの充実も図りながら、

子供たちの一人一人の特性はもとより、社会的自

立に向けた資質、能力も育んでいくということが

努力できるような学校になっていけるよう学校に

対して指導、助言をし、子供たちにとっては何も
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かもが居心地いいわけではないと思うのです。や

はり社会の中というのはいろいろなことがありま

すから、そのハンデを乗り越えていくとか、悩み

を乗り越えていくということも必要だというふう

に思っていますので、そうした課題を自ら解決し

ていけるような、そうした授業づくりなどにも努

力していただけるように各学校に対しては必要に

応じて指導、助言をしていきたいというふうに考

えております。

それから、２つ目に校内教育支援センターに関

わりまして、名称が変わる以外にどのような効果

が図られるのかというようなことでしたが、今回

の校内教育支援センターというのは、ある意味、

先ほども申し上げましたけれども、教育相談セン

ターが出ていく出先の活動場所というふうに捉え

ていただければ分かりやすいかなというふうに思

います。それで、学校の中に教育相談センターの

指導員等が出向いていって、そこで子供たちと関

わることになるのですが、これまで以上に相談員

が身近になりますので、学校との、先生方との連

携等がよりしやすくなるかなというふうに考えて

いるところです。

それからさらに、先ほど午前中にも申し上げた

のですが、学校の中にあるということで、子供た

ちが本当に学校の活動に戻りたいとか、この活動

だったら行けるとか、そういうタイミングを外さ

ずにすぐに対応できるよさがあるのかなというふ

うに思っておりますので、基本的には教育相談セ

ンターの中で隔離して育てる、指導するというよ

りはより社会に近い、学校は小さな社会ですので、

そういう本当に社会が感じられるような場所で子

供たちを育てていく環境がより整うのかなという

ふうに考えているところですので、一人一人に応

じた指導はもとより、社会性、社会的自立に向け

た支援という点では効果を期待をしているところ

です。

それから、３つ目には人づくり、つながり、地

域づくりに関して特に社会教育でどんなことを取

り組んでいくのかというようなお話だったかとい

うふうに思いますが、私自身は人づくり、つなが

り、地域づくりというふうに考えるに当たって、

まずは足元をしっかり固めていきたいというよう

な思いがありまして、教育行政執行方針の中でも

社会教育施設間の事業連携とか情報共有を図って、

施設が相互協力をできることをより強化したいと

いうことを申し述べさせていただきました。１点

としては、できる限り社会教育施設間でより質の

高い事業が展開できるようなことをしていきたい

というふうに思っていますので、社会教育の中の

施設間の連携、協力ということをより一層工夫、

改善していきたいというふうに思いますし、もう

一つは生涯学習の観点から学校教育と社会教育の

連携の強化ということも考えているところでござ

います。名寄には博物館とか図書館とか天文台で

すとかすばらしい施設がありますので、子供たち

に名寄の魅力を理解してもらう上で、本当に名寄

にもこんなところがあるのだという新たな気づき

を持ってもらう上でも、こうした施設をより効果

的に使っていきたいなというふうに思っていると

ころですので、広げるというよりはまずは教育委

員会の中で社会教育の施設間同士、さらには学校

教育と社会教育の連携、そして最後になりますが、

学校教育と社会教育はコミュニティ・スクールと

地域学校協働活動を一体的に展開していくのには

ここが連携しないとやはりなかなか充実した取組

はできないというふうに思っていますので、ここ

の連携、協力を強化して、コミュニティ・スクー

ルと地域学校協働活動を本当に市民の方々からも

しっかりと動いているなというか、成果が出てい

るなと、そういうふうに見ていただけるような活

動ができるように努力していきたいというふうに

考えているところです。

以上です。

〇議長（山田典幸議員） 高野議員。

〇１１番（高野美枝子議員） 教育長の思いが伝

わったような気がしますけれども、今子供たちの
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環境は不登校だけではなくて、いじめや貧困、本

当に子供たちの抱える困難が非常に大きく、また

ウェルビーイング、よい状況、よい状態というこ

とで、幾ら教育、学校がそうであっても本人がそ

のことを感じなければウェルビーイングにはなら

ないと思うのです。そこら辺の考え方をもう一度

質問したいというふうに思います。

〇議長（山田典幸議員） 岸教育長。

〇教育長（岸 小夜子君） 議員御指摘のとおり、

一人一人の気持ちがそういう、本当に何か自分で

満足するとか幸せを感じるなというふうにならな

いとウェルビーイングという状態にはならないと

いうふうに私も思うところです。ですので、やは

り大切なことは、学校教育においても社会教育に

おいても教育を享受することになる児童生徒です

とか、市民の皆様方のニーズにきちんとまずは寄

り添っていくというようなことが非常に大事であ

ると思います。一方で、教育にはなぜその活動す

るのかという目指す目標があると思いますので、

その辺りの何を目指してやるのかというところを

きちんと市民の皆様方に、また子供たちにも説明

をして、御理解いただきながらやっぱり協力して

もらうということも非常に大事かな。何でもやっ

てもらうではなくて、主体的に関わっていただく

ということも大事なことだというふうに考えてお

りますので、一人一人に寄り添いつつ、かつ目指

すところに向かっていくのには、お互いに協力し

なければならないのだということも伝えながら、

共につくり上げる、やっぱり共に生きていくとい

う、そうした教育活動、学校教育、社会教育の活

動ができるように努めていきたいというふうに考

えるところです。

以上です。

〇議長（山田典幸議員） 高野議員。

〇１１番（高野美枝子議員） 本当に複雑化する

学校の中でいろいろな問題を抱える子供たちが多

様化、複雑化しております。一人一人のウェルビ

ーイングの確保について、また地域コミュニティ

ーの基盤を支える社会教育の推進についても引き

続きよろしく強化するようにお願いしたいという

ふうに思います。

以上で質問終わります。

〇議長（山田典幸議員） 以上で高野美枝子議員

の質問を終わります。

これをもちまして代表質問を終結いたします。

〇議長（山田典幸議員） 以上で本日の日程は全

て終了いたしました。

本日はこれをもちまして散会といたします。

大変お疲れさまでした。

散会 午後 ２時５８分

上記会議のてんまつを記載し、その相違なきこ

とを証するため、ここに署名議員とともに署名す

る。

議 長 山 田 典 幸

署名議員 中 畠 孝 幸

署名議員 遠 藤 隆 男
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〇議長（山田典幸議員） ただいまの出席議員数

は１５名であります。定足数に達しております。

直ちに本日の会議を開きます。

〇議長（山田典幸議員） 日程第１ 会議録署名

議員の指名を行います。

会議録署名議員には、会議規則第８７条の規定

により、

３番 山 崎 真由美 議員

７番 清 水 一 夫 議員

を指名いたします。

〇議長（山田典幸議員） ここで加藤市長より発

言を求められておりますが、これを許可してよろ

しいでしょうか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（山田典幸議員） 異議なしと認めます。

発言を許可します。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） おはようございます。議

長より発言の許可をいただきましたので、発言を

させていただきます。

２月２７日の議案第１６号 令和７年度名寄市

一般会計予算及び議案第１７号から議案第２４号

までの各特別会計予算並びに各企業会計予算につ

いての提案理由説明の中で一部誤りがありました

ので、ここで訂正をさせていただきます。水道事

業会計におきまして、前年度比６．０％増の１５

億４，６８３万８，０００円と説明をいたしまし

たが、正しくは前年度比５．４％増の１５億３，

８３４万４，０００円でありました。

また、令和７年度全会計の予算総額において５

４３億３，２４３万６，０００円と説明をしまし

たが、正しくは５４３億２，３９４万２，０００

円でありました。謹んでおわび申し上げ、訂正を

させていただきます。大変申し訳ございませんで

した。

〇議長（山田典幸議員） 日程第２ これより一

般質問を行います。

通告順に従い順次発言を許します。

防災について外１件を、清水一夫議員。

〇７番（清水一夫議員） おはようございます。

議長から指名をいただき、大項目２点にわたり質

問をします。

大項目１、防災について。昨年からの自然災害

は、皆さん承知のとおり昨年の１月１日、能登半

島で大規模な地震が発生、９月には奥能登で豪雨

による水害で二重の災害がありました。１２月か

ら本年１月、２月にかけて東北、北陸、大雪によ

る雪害が帯広でも一晩で１２９センチと観測以来

過去最高の大雪となり、１週間程度市民生活に影

響が及び、また２月末から岩手県大船渡では鎮圧

宣言に１２日間を要した山火事と山火事による建

物の被害が２１０棟中１７１棟が全壊し、１，８

９６世帯４，５９６人に避難指示が出されました。

このように多くの犠牲者、甚大な被害と市民生活

に多大な影響を及ぼしております。幸いに本市は

自然災害もなく、平穏でありますが、温暖化の影

響で夏は線状降水帯、冬には線状降雪帯が発生し、

いつ何どき自然災害があるかもしれません。その

ためにも備えあれば憂いなし、常日頃の備えと訓

練が必要であります。

そこで、小項目１、防災訓練について。令和６

年度に本市が行った防災訓練の評価と反省を踏ま

えて、新年度及びそれ以降の防災訓練の実施につ

いてどのように行うか伺います。

小項目２、防災対策について。以下３点につい

て伺います。１点目、個別避難確保計画について。

このことは、自治体の努力義務であります。本市

では、令和６年５月に名寄市避難行動要支援者名

簿取扱要綱を全部改正し、今後はこれまで以上に

地域や関係部署と連携して、計画の作成に努める

と述べておりますが、その後の進捗状況について

伺います。

２点目、市立総合病院の浸水対策について伺い
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ます。被害を軽減するため浸水経路に止水板や土

のうを整備し、早急に取組を進めていくと述べら

れましたが、その後の進捗状況について伺います。

３点目、災害廃棄物処理計画について。名寄市

強靱化計画では、計画策定に向けて検討すると述

べております。このことについて過去何回か質問

しましたが、回答は未作成、腹案もない。この計

画はその後どのようになったのか伺います。

大項目２、産業の創出について。人口の減少と

王子マテリア名寄工場の撤退により、本市の経済

は衰退していると思います。一昨年、昨年と２年

連続名寄商工会議所から提案があった名寄インタ

ーチェンジ拠点構想は、本市の経済発展の起爆剤

となると思います。

そこで、小項目１、名寄インターチェンジ拠点

構想についてどのように評価しているのか改めて

伺います。

以上で壇上の質問を終わります。

〇議長（山田典幸議員） 木村総務部長。

〇総務部長（木村 睦君） おはようございます。

清水議員からは、大項目で２点御質問いただきま

した。大項目１は私から、大項目２は総合政策部

長からの答弁となりますので、よろしくお願いい

たします。

初めに、大項目１、防災について、小項目１、

防災訓練についてお答えいたします。まず、令和

６年度市主催の防災訓練として、市民を対象とし

て行ったものは７月に市内の児童をメインに風連

中央小学校で実施した防災体験教室、１１月には

一般市民を対象とした防災セミナーを行いました。

さらに、本年２月には市職員を対象とした緊急連

絡網伝達訓練、それと冬期の大規模地震を想定し

た実動訓練を実施しております。これら本年実施

の防災訓練、防災事業の評価についてですが、市

民対象の防災体験教室及び防災セミナーでは、各

種防災体験や展示、講話等を通じ子供から大人ま

で一定程度の防災意識を涵養することができたと

いう反面、比較上対象者が限定的であったことや、

やや恒常化した内容だったという反省もしている

ところです。職員の訓練においては、訓練に参加

した多くの職員が計画内容を実行動で体感したり、

職員自らが計画の実効性を確認するという今まで

に経験のない訓練を行ったことから、市職員とし

ての防災意識の向上につながったものと考えてお

ります。これら本年度の状況を踏まえて、令和７

年度においては市民を対象とした２つの防災事業

を検討しております。１つ目は、多くの市民に対

し災害を我が事として捉え、個人や家族が防災に

親しみや興味が湧くようなイベント形式の防災事

業を実施する方向で検討しております。２つ目は、

市民参加型の避難所への避難訓練を検討しており

ます。これは、避難所の開設と避難者の受入れを

行い、計画の実効性を評価するとともに、防災意

識の向上を図ることを目的として実施しようとす

るものです。２つの事業とも詳細な内容について

は今後検討、協議してまいりますが、名寄市民の

防災意識の醸成に向けて各関係機関などにも連携、

協力いただきながら取組を進めてまいりたいと考

えております。

次に、小項目２、防災対策についてお答えいた

します。まず、個別避難計画の作成については、

令和３年の災害対策基本法の改正によりおおむね

５年程度で個別避難計画の作成に取り組むよう示

されているところです。これを受け、本市では昨

年５月に個別避難計画の作成や管理、避難行動支

援業務の一層の促進を図るため要綱を全部改正し、

地域の民生委員児童委員、福祉関係事業者の皆さ

んなどの御理解と御協力をいただきながら、昨年

６月の第２回定例会で報告いたしました１件から

現在まで１０件作成し、合計１１名の対象者の個

別避難計画を策定したところです。進捗率はまだ

まだ低調ではありますが、今後においても安心し

て暮らすことのできるまちづくりのため地域や関

係部署などと連携、協力し、個別避難計画の作成

に努めてまいりたいと考えております。

次に、市立総合病院の浸水対策については、水
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害が生じた際の被災を軽減するための方策として

浸水経路への止水板設置などによる対応を考えて

おり、どのようなタイプのものが効果的か情報収

集を行っている旨令和６年第２回定例会において

答弁させていただいたところです。その後の進捗

状況ですが、水害発生時に浸水経路となる主な箇

所であります正面、中央、救急の各入り口と地下

スロープの計４か所に移動式の止水板を設置でき

るよう必要数の購入手続を進め、昨年１１月に納

品になったところであります。

次に、災害廃棄物処理計画の策定状況について

お答えいたします。水害などの大規模災害が発生

した場合、市民の生命、財産を守ることが最優先

ですが、市民の健康等を守り、早期の復旧、復興

を果たすためには、通常とは異なる規模で大量に

発生する災害廃棄物の速やかな処理が重要である

と考えております。災害廃棄物の処理には、事前

の備えや初動時の取組が特に重要であり、全国に

おける過去の事例として、初動の遅れなどにより

沿道や公園などに未分別の災害廃棄物があふれ、

まちの復旧に大変な時間と労力を要した例が報告

されているところです。そのような状況を防ぐた

めには、平時からの備えとして災害発生直後から

のごみの分別処理方法の周知や仮置場の運営管理、

周知、避難所ごみの処理等の適切な初動態勢が行

えるよう災害廃棄物処理計画の策定が重要と考え、

環境省北海道地方環境事務所が主催する災害廃棄

物処理計画策定支援モデル事業及び災害廃棄物仮

置場の実地訓練などに参加してまいりました。現

在のところ災害廃棄物処理計画の策定には至って

おりませんが、本市を含む４市町村で構成する名

寄地区衛生施設事務組合が整備を進めている次期

一般廃棄物中間処理施設の供用開始予定である令

和９年４月を目標とし、計画策定に向けた検討を

進めてまいります。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（山田典幸議員） 石橋総合政策部長。

〇総合政策部長（石橋 毅君） 私からは大項目

２、産業の創出について、小項目１、名寄インタ

ーチェンジ拠点化構想についてお答えいたします。

北海道縦貫自動車道は、我が国の生活領域の拡

大や産業発展に欠かせない国土開発幹線自動車道

として位置づけられ、安心、安全な暮らしの確保

に必要なインフラとして整備が進められています。

士別剣淵、名寄間については、開通時期が示され

ていないものの、令和５年度末時点で事業進捗率

約６９％、用地進捗率約９９％と着実に工事が進

められており、高速自動車国道旭川名寄間建設促

進期成会などにおいても高速道路の早期完成に向

けて関係省庁へ要望しているところです。道路の

整備が進められる中、高速道路の開通を見据え、

令和５年２月に名寄商工会議所から名寄インター

チェンジ拠点整備構想の提案がありました。高規

格道路開通により観光、物流、地域の方々など多

くの方が本市を訪れる機会が増えるため、インタ

ーチェンジ付近に飲食や物販、トイレ、休憩所の

設置が必要と考えています。また、災害が激甚化、

頻発化する中で、名寄市立総合病院、陸上自衛隊

名寄駐屯地など災害時の対応機能を生かした広域

防災拠点機能、北海道開発局による実証事業を積

み重ね、地理的優位性が確認された物流拠点など

の整備により道路開通の効果を最大限享受するこ

とができると期待しているところです。名寄商工

会議所から提案を受けて以降、関係者が集まるシ

ンポジウムで名寄インターチェンジ周辺物流、防

災拠点化構想を説明するなど、その後も関係省庁

や関係団体と具現化へ向けた協議を進めており、

現在は新たな協議会の設立に向け準備を進めてい

ます。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（山田典幸議員） 清水議員。

〇７番（清水一夫議員） 順次に再質問をします。

防災訓練について質問をします。答弁では、市

民に対し２つの防災事業を検討しているという答

弁でありましたが、特に市民の避難所、避難訓練

を検討中ということでありましたが、名寄市ハザ
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ードマップ浸水深３メーター以上の該当町内会は

何個あるかお聞きします。

〇議長（山田典幸議員） 木村総務部長。

〇総務部長（木村 睦君） 名寄市のハザードマ

ップで浸水深が３メートル以上の町内会の数とい

うことでございますけれども、７２町内会のうち

３７町内会が浸水深３メートル以上の着色がある

町内会だと認識したところです。

〇議長（山田典幸議員） 清水議員。

〇７番（清水一夫議員） ３メーター以上、３７

町内会ということで、３メーター以上は垂直避難

は駄目、水平避難としないと危ない。だからこそ

実践、実働の住民の水平避難を訓練をしないとい

けないと思います。ここで釜石市の奇跡を紹介し

たいと思います。片田教授は、東日本大震災が発

生する前、８年間釜石市の小中学校で防災教育と

実践、実働の避難訓練を指導しました。結果、１

４年前の今日、東日本大震災が発生、小学生１，

９２７人、中学生９９９人が助かり、生存率が９

９．８％でありました。残念ながら亡くなったの

は、病気により学校を休んだ５人でした。だから

こそ実践の、実働の住民避難の水平避難の訓練が

大事であります。改めて見解を伺います。

〇議長（山田典幸議員） 木村総務部長。

〇総務部長（木村 睦君） 議員御指摘であるよ

うに、地域での防災力の向上をやっぱり目指すた

めには様々な訓練が必要だというふうには我々も

認識しておりますし、議員のほうからも最初にお

話しいただきましたように、名寄市におきまして

は過去にあまり大きな災害というところがなく、

私たちもそうですし、市民の皆様方もそういった

経験や体験が少しずつ薄くなっているところもあ

るのかなというふうに思っているところです。し

たがいまして、今年度まずは市職員を対象に実働

の訓練をさせていただきまして、私たちもそうい

った訓練を本当に久しくやっていなかったもので

すから、それぞれの職員がこの体験を通じて少し

ずつ防災意識に対する意識の醸成を図ってきたと

いうところであります。先ほど私のほうからも答

弁させていただきましたが、新年度においては市

民参加型の２つのものを考えていまして、その一

つに避難所への避難訓練ということも検討してい

るところでございます。詳細については、本当に

まだこれから決めていくことがたくさんあります

ので、ここで事業内容を詳しく、当然まだ決まっ

ていませんので、言うことはなかなか難しいので

すけれども、この後そういったハザードマップに

おいて浸水深が３メートル以上のところの町内会

の方々というところも今お話しいただきましたの

で、改めていろいろなこと、角度からどのような

訓練をしていくべきかというところを踏まえて検

討させていただきたいというふうに思っておりま

すので、御理解のほどよろしくお願いいたします。

〇議長（山田典幸議員） 清水議員。

〇７番（清水一夫議員） 避難訓練は、継続性が

大事であります。要検討、よろしくお願いします。

それでは、防災訓練に関連しまして、要配慮者

利用施設の避難確保計画作成と避難訓練について、

計画の作成の施設と計画の提出、避難訓練の実施

施設、実施報告の現状について伺います。

〇議長（山田典幸議員） 木村総務部長。

〇総務部長（木村 睦君） 要配慮者利用施設の

避難確保計画の策定報告と、それから避難訓練報

告と実施状況についての御質問だったかというふ

うに思います。令和７年２月２８日現在の要配慮

者利用施設につきましては８２施設ございます。

うち避難確保計画につきましては７９施設が作成

しておりまして、そのうち計画の提出につきまし

ては７１施設となっているところであります。ま

た、避難訓練の実施状況といたしましては、５９

施設から実施報告書が提出されているということ

になっております。

以上でございます。

〇議長（山田典幸議員） 清水議員。

〇７番（清水一夫議員） これは、自治体の水防

法で義務であります。水防法では、計画に対する
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確実なチェック及び指導、監督、計画未作成の施

設には計画作成の指示、公表の制度を必要に応じ

活用すること、訓練が実施されるよう必要な支援、

働きかけを行うことと言われていますが、では担

当部署としてどのように働きかけを行っているの

か伺います。

〇議長（山田典幸議員） 木村総務部長。

〇総務部長（木村 睦君） 避難確保計画の作成

と提出、それとか訓練の実施と報告については、

周知の方法ということだと思いますが、新たに要

配慮者利用施設というふうに定められた施設につ

きましては、計画の作成ですとか訓練の実施など

について義務づけられているというところを年度

当初に文書にてお知らせをしっかりさせていただ

いています。そのほかの施設に対しましても計画

作成、提出、訓練実施と報告、これは義務づけら

れているということも含めて年２回文書にてお知

らせさせていただいているとともに、施設所管の

関係部署とも連携しながら所属部署からの御指導

も行って、指導のほうもさせていただいていると

いうことになっています。引き続き義務化されて

いるということを適切に伝えていくように努めて

いきたいというふうに考えておりますので、御理

解のほどよろしくお願いいたします。

〇議長（山田典幸議員） 清水議員。

〇７番（清水一夫議員） この施設は、災害に弱

い人が施設に入っています。だからこそ特に計画

未作成の施設に直接行って、困り事がないかとい

うことを聞いてはいかがと思いますが、見解を伺

います。

〇議長（山田典幸議員） 木村総務部長。

〇総務部長（木村 睦君） 基本的には、施設に

係る訓練というのはやはりそれぞれの避難確保計

画というものを作成し、行っていただいていると

いうことでございますので、各施設のほうが行う

ということになるものかなというふうに思ってい

ます。したがいまして、施設側から相談ですとか、

視察などのお声がかかった場合などにはもちろん

ここについては関わっていきたいというふうに考

えているところでございますので、御理解のほど

よろしくお願いいたします。

〇議長（山田典幸議員） 清水議員。

〇７番（清水一夫議員） 施設側から来たら対応

をするのでなく、一歩踏み出して聞きに行くとい

うことも検討をお願いします。

引き続きまして、防災訓練の関連を質問をしま

す。冬期の防災訓練について伺います。なぜか。

過去の事例から３点あります。１３年前、中標津

町や湧別町で暴風、吹雪となり、車が相次いで立

ち往生、８人の方が亡くなりました。原因は、車

内の一酸化炭素中毒死と車外の凍死でした。２つ

目、同じく同年１１月２７、室蘭市で猛吹雪で鉄

塔が倒れて、約５万６，０００戸が一時停電、暖

房が使えない住民のため周辺自治体で２６か所の

避難所を開設しました。３点目、これは秋であり

ますが、平成３０年９月６日であります。胆振東

部地震であります。北海道全域が停電でブラック

アウト、市民は約２日間の電気のない不自由な生

活を送りました。そのとき感じたのは、もし冬で

あったら。一抹の不安を感じました。８年前、こ

の教訓を踏まえて、市では冬期防災訓練の実施を

行いました。この冬期防災訓練を１年前に質問し

ましたが、答弁は令和７年度以降冬期訓練の内部

協議を行うと回答されました。その内部協議でや

るのかやらないのか、やるとすればどのような訓

練をするのか伺います。

〇議長（山田典幸議員） 木村総務部長。

〇総務部長（木村 睦君） 冬期の防災訓練に係

る協議の状況ということの質問だったと思います。

先ほども私のほうからお話しさせていただきまし

たけれども、本年２月に冬期のこれは大規模地震

を想定させていただいた、市職員ですけれども、

職員を対象とした初動対応の実働行動訓練という

ものを実施させていただいたところであります。

先ほども少しお話しさせてもらって、重複するか

もしれませんが、この実働行動訓練につきまして
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は災害対応マニュアルに基づいて被害状況調査と

避難所開設までの行動について、実員と実車で行

って、移動経路ですとか点検ポイントなんかを想

定しながら、時間的なもの、それから空間的なも

のを把握しながら計画の実効性を評価するという

ところの目的で実施させていただいたところであ

ります。先ほどもお答えさせていただいています

けれども、来年度は市民参加型の避難訓練という

ものを実施する予定でありまして、なかなか冬期

に目がけた避難訓練というところにはまだ少し、

令和７年度については具体的に実施の予定はあり

ませんけれども、もちろん冬期の防災訓練という

ものも必要であるということは認識しております

ので、今後併せて冬期訓練の可能性やそれぞれ避

難訓練のどのような、先ほど継続性ということも

議員のほうからいただきましたので、そういった

中において優先順位だとかを持ちながらしっかり

と検討、協議してまいりたいというふうに考えて

おりますので、御理解のほどよろしくお願いいた

します。

〇議長（山田典幸議員） 清水議員。

〇７番（清水一夫議員） 名寄は積雪寒冷地であ

ります。だからこそ定期的に訓練が必要でありま

す。よろしく検討のほどお願いします。

小項目２、防災対策について再質問します。１

点目の個別避難確保計画についてお聞きします。

対象者は何名でありますか。

〇議長（山田典幸議員） 木村総務部長。

〇総務部長（木村 睦君） ちょっと具体的な人

数の資料を持ち合わせておりませんので、後ほど

でよろしいでしょうか。申し訳ございません。

〇議長（山田典幸議員） 清水議員。

〇７番（清水一夫議員） 先ほどの答弁で個別避

難確保計画は１名から１０名、すばらしい。１０

倍であります。進捗状況、１年に１０倍、今年や

れば１０倍１００人期待しております。よろしく

お願いします。

ここで私の経験をお話しします。防災担当から

町内会の避難行動要支援者２名の方の個別避難確

保計画について相談され、１名の方は個別避難確

保計画を作成し、提出しました。もちろん避難訓

練も実施しました。これは前にお話ししましたの

で、あと１名の方をお話しします。あとの１名で

すが、その方は障がい者であります。お母さんは、

水平避難に難色を示していました。それは、子供

さんの症状。分かる。そこで、お母さんに自宅の

浸水深は２メーターであると、垂直避難が可能で

あると伝えました。お母さんは、顔を変えて、垂

直避難を決断されました。そのことを防災担当に

報告しました。個別避難確保計画作成において、

場合によっては浸水深の関係で垂直避難が可能で

あることもお伝えする必要があると思います。こ

のことについて見解をお伺いします。

〇議長（山田典幸議員） 木村総務部長。

〇総務部長（木村 睦君） 今御紹介いただいた

ように、いろんなケースがあるかなというふうに

思っております。先ほどお褒めの言葉もいただき

ましたけれども、今年度作成しました１０名の個

別避難計画につきましても防災担当３名によって

対象者の家庭訪問などを行わさせていただきまし

て、策定をさせていただいたところであります。

御存じのとおり、引き続き限られた人員の中では

ありますけれども、避難支援関係者となり得る町

内会の皆さんですとか福祉関係事業の関係者の皆

さんなどにも御協力いただきながら、いろんな機

会を通じながら周知、広報活動に努めながら地域

の防災力向上に向けて努力してまいりたいと思い

ますので、これからも御支援のほどよろしくお願

いいたします。

〇議長（山田典幸議員） 清水議員。

〇７番（清水一夫議員） 部長、計画作成におい

て場合によっては垂直避難も大丈夫という答弁は

なかった。もう一度。

〇議長（山田典幸議員） 木村総務部長。

〇総務部長（木村 睦君） 当然いろんな避難の

方法がありますので、そういった要配慮者の方々
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の状況によって垂直に避難するとか水平に避難す

るとか、様々な避難の方法があるかと思いますの

で、よろしくお願いしたいと思います。

〇議長（山田典幸議員） 清水議員。

〇７番（清水一夫議員） ２点目の市立総合病院

の浸水対策について、止水板、土のうを購入した

と答弁でありました。では、その資材を利用して、

設置した訓練を検証しているのか伺います。

〇議長（山田典幸議員） 佐々木病院事務部長。

〇市立総合病院事務部長（佐々木紀幸君） 市立

総合病院における防災訓練の状況ということであ

りますけれども、まず今回購入をさせていただき

ました浸水を軽減するためのものでありますけれ

ども、これＬ字形の止水板を今回購入をさせてい

ただいたところであります。訓練の実施の状況で

ありますけれども、今年度については、令和５年

度までの間のコロナ禍においてはなかなか防災訓

練というのが行えていない状況だったものですか

ら、今年度は本部の動きを中心に実施をさせてい

ただいたところであります。また、先ほど申し上

げましたとおり、止水板の購入というのが１１月

中旬頃の納品ということになったものであります

から、その後降雪期を迎えるということもござい

まして、今年度の実施というところにまでは至っ

ていない状況であります。そのため、来年度、令

和７年度において止水板をふだん保管している場

所から実際どのような形で運搬をし、１枚１枚結

構重さがあるものですから、それをどのような形

で運搬し、どこに何枚ずつ設置をするのかといっ

たところも併せて来年度については災害の訓練を

行っていきたいというふうに考えているところで

あります。

〇議長（山田典幸議員） 清水議員。

〇７番（清水一夫議員） 訓練をすると回答であ

りました。ぜひ訓練するとき連絡を下さい。私は

研修したい。言わない、横やりをやらない。ぜひ

研修をお願いします。お願い。

３点目、災害廃棄物……

〇議長（山田典幸議員） 清水議員、木村部長か

らちょっと手挙がっているので、よろしいですか。

木村総務部長。

〇総務部長（木村 睦君） 大変申し訳ございま

せん。先ほど議員のほうから避難行動要支援者数、

支援の方の人数ということを御質問いただきまし

た。すみません。今資料届きましたので、お答え

させていただきますが、３２０人ということです。

よろしくお願いいたします。

〇議長（山田典幸議員） 清水議員。

〇７番（清水一夫議員） 進捗率からいえば３年

で達成。

それでは、３点目の災害廃棄物処理計画につい

てお伺いします。環境省では、骨子案で災害廃棄

物処理計画とすることが可能と言っていますが、

どうですか。お答えお願いします。

〇議長（山田典幸議員） 松田市民部長。

〇市民部長（松田慎司君） 災害廃棄物の処理計

画ということで、環境省の骨子案でもいいのでは

ないかというお話だったかというふうに思います。

答弁のほうでも総務部長のほうからあったかと思

うのですけれども、環境省で行っておりますそう

いった勉強会や何かに我々も少し参加させていた

だいておりまして、その中でワークショップなど

も通じて災害が起きたときの災害廃棄物の発生量

ですとか、仮置場にどういったところが適してい

るのかなというようなことの研修を受けて、その

中でも骨子案というのを作成するような形で受け

てきているところです。議員もおっしゃられたと

おり、骨子案をもって計画にするということも環

境省のほうからいいですよというふうにお伝えい

ただいているところでもありますが、骨子案です

ので、現場、現場に合ったというか、その自治体

に合った処理計画ではなく、全体的な処理計画と

いうこともありますので、骨子案を参考にしなが

らというか、骨子案をベースにしながら計画のほ

うはそう遠くないうちといいますか、新しい中間

処理施設、ごみの焼却の方法も変わりますので、
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そこに合わせて計画のほうは検討していきたいと

いうふうに考えておりますので、よろしくお願い

いたします。

〇議長（山田典幸議員） 清水議員。

〇７番（清水一夫議員） 令和９年４月までに計

画ができるようよろしくお願いします。

それでは、大項目２、産業の創出について。厳

しい財政状況、国の状況を待ち、それは要綱、募

集待ちということでよろしいですか。

〇議長（山田典幸議員） 清水議員、もう一回ち

ょっと。

〇７番（清水一夫議員） 先ほどの答弁で、国の

状況を待ち、あったら速やかにやるということで

よろしいか。

〇議長（山田典幸議員） 石橋総合政策部長。

〇総合政策部長（石橋 毅君） 現在国が整備を

進めていただいております補助というか、制度に

ついてこれから要綱等がはっきり策定された後、

募集が始まりましたら、ぜひともエントリーをし

て、そういった取組に着手してまいりたいという

ふうに思っております。

〇議長（山田典幸議員） 清水議員。

〇７番（清水一夫議員） 速やかに協議会の立ち

上げと要望ができるように早くその下準備はでき

ているのかお聞きします。下準備。

〇議長（山田典幸議員） 石橋総合政策部長。

〇総合政策部長（石橋 毅君） その取組に対し

ての事前の取組というか、のお話だと思いますけ

れども、ここについてはこれまでもお話をさせて

いただいたとおり、北海道開発局様が主体となっ

て、この間名寄の道の駅などを活用しながら中継

輸送の実証実験を繰り返して行っていただいてお

ります。その中で名寄の地理的優位性というのが

実証されてきたわけですけれども、そういった中

で今回の国からの支援をうまく活用して、次のス

テップに上がっていくという手続についてはぜひ

進めるということで、この間もお話をさせていた

だいております。下準備といった部分については、

いろいろな、先ほどの答弁でもお話ししましたけ

れども、フォーラム等の場でいろいろこの地域の

取組というのをしっかりと情報発信をしておりま

すし、またいろんな関係機関、それから事業者に

ついても我々足を使いながらいろいろ説明、この

間歩いておりますので、しっかりとまた国の機関

等のお力もお借りしながら、ポイントとなるのは

物を運んでいただく輸送事業者だけではなくて、

今回の取組はやっぱり荷主様の参画も非常に重要

になってくると考えておりますので、いろんな範

囲でお声かけを改めてまたさせていただいて、こ

こに御参集いただけるように努めてまいりたいと

いうふうに考えております。

〇議長（山田典幸議員） 清水議員。

〇７番（清水一夫議員） 名寄インターチェンジ

拠点構想、よろしくお願いします。

終わります。

〇議長（山田典幸議員） 以上で清水一夫議員の

質問を終わります。

障がい者福祉の推進について外１件を、遠藤隆

男議員。

〇１３番（遠藤隆男議員） 議長より御指名をい

ただきましたので、通告順に従い、大項目で２点

順次質問をさせていただきます。

まず初めに、大項目の１、障がい者福祉の推進

について、小項目の１、障がい者就労の現状と支

援体制についてお伺いをいたします。近年本市に

おいても人口減少や少子高齢化が進む中、障がい

のある方の増加、高齢化、また障がいの重度化も

見られ、障がい者福祉のニーズは多様化してきて

おります。障がいのある方が自らの望む地域で自

立した生活を営むことができるよう生活と就労に

対する支援はより一層の充実を図るとともに、新

たな対策や取組も必要になってきている時期では

ないかと考えます。厚生労働省が公表している令

和５年障がい者雇用状況の集計結果によると、２

０２３年６月時点で障がい者雇用数は６４万２，

１７８人であり、２０年連続で障がい者雇用者数
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は上昇、障がい者雇用が拡大し続けており、障が

い者雇用において雇用後の定着率が低いなどの様

々な課題がある中、職場での人間関係に悩み、居

場所を見つけることが難しいと感じている方々も

いると言われております。本市においては、障が

い者就労の充実を図るための様々な取組がされて

いるところですけれども、一般就労及び福祉的就

労の現状と就労支援体制についてお伺いをいたし

ます。

次に、小項目の２、障がい者理解の促進につい

てお伺いをいたします。本市における障がい、障

がい者への理解度は高いほうであると認識をして

おりますが、障がいのある方もない方もお互い障

がいの有無にとらわれることなく、支え合いなが

ら社会で共に暮らしていくことが日常となるため

には、あらゆる課題に対応しつつ、障がい、障が

い者への理解度をさらに深める必要があると考え

ますが、本市が行ってきた障がい、障がい者への

理解を深めるための取組内容についてお伺いをい

たします。

次に、大項目の２、２０４０年問題について、

小項目の１、本市における影響と対策についてお

伺いをいたします。２０４０年には団塊ジュニア

世代が６５歳以上を迎え、総人口に占める高齢者

の割合が大幅に増加し、人口減少がさらに進み、

労働力の不足や経済停滞、社会保障費の増大や医

療、介護サービスの需要の急増が予想されており

ます。本市においても、名寄市まち・ひと・しご

と創生人口ビジョン名寄市将来人口推計結果にお

いて社人研による２０４０年の人口推計は２万人

を切ると見込まれており、少子高齢化、人口減少

による医療、介護サービスへの影響、労働人口の

減少、経済の縮小、インフラ料金の値上げ、社会

インフラの劣化といったことが考えられます。将

来を見据えた人口減少対策を推進させていくこと

は重要であり、外部人材の活用、地域おこし協力

隊、外国人材を含めた人材の確保、産業振興、地

域経済の活性化、デジタル技術の活用など現在の

取組をさらに推進していく必要があると考えます

が、２０４０年問題において本市における影響を

どのように捉えられているのか、また将来を見据

えた対策についてどのように進めようとお考えな

のかお伺いをいたします。

以上、この場からの質問とさせていただきます。

よろしくお願いいたします。

〇議長（山田典幸議員） 馬場健康福祉部長。

〇健康福祉部長（馬場義人君） 遠藤議員からは、

大項目で２点御質問をいただきました。大項目１

は私から、大項目２は総合政策部長からの答弁と

なりますので、よろしくお願いいたします。

初めに、小項目１、障がい者就労の現状と支援

体制についてお答えいたします。厚生労働省北海

道労働局が公表いたします令和６年６月１日現在

の障がい者の雇用状況の集計結果によりますと、

一般企業で就労する障がい者の数は、全国で６７

万７，４６１．５人、全道では１万８，０４８人、

ハローワーク名寄管内では１２６．５人となって

おります。令和４年の１２４人、令和５年の１２

５．５人に比べ、僅かでございますが、上昇して

おります。また、民間企業における障がい者の雇

用率はハローワーク名寄管内では実雇用率が３．

０７％となっており、障害者雇用促進法で義務づ

けられております法定雇用率２．５％を上回って

いるとともに、全国平均２．４１％、北海道平均

２．６４％をそれぞれ上回っており、ハローワー

ク名寄管内は比較的高い状況になっているところ

でございます。障がい者の就労に向けての障がい

福祉サービスでは、一般企業などへの就労を希望

する方へは一定期間就労に必要な訓練を行う就労

移行支援があります。また、一般企業などの就労

が困難な方については、就労継続支援のサービス

により働く場所を提供するとともに、知識や能力

向上のための必要な訓練を行っています。なお、

就労継続支援は、雇用契約を結んで賃金が支払わ

れるＡ型と雇用契約は結ばず、工賃が支払われる

Ｂ型の２種類があります。御本人の状況や希望に
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応じてサービスを利用することとなっております。

本市におきましては、基幹相談支援センターぽっ

けや市内の相談支援事業所においてそれぞれ障が

い者からの相談を受け付け、御本人との面談を行

い、ニーズを把握し、障がい者が一般就労を希望

する場合は、市内には就労移行支援事業所がない

ため、障がい者の一般就労の支援を行う道北障害

者就業・生活支援センターと連携し、障がい者の

特性などを踏まえ、履歴書の書き方、面接の練習

などの就労準備や就職後は定期的に御本人と面談

したり、雇用先の企業を訪問し、雇用主にアドバ

イスなどを行うなど、職場定着について支援を行

っております。また、必要に応じて独立行政法人

高齢・障害・求職者雇用支援機構北海道支部が設

置します北海道障害者職業センター旭川支所のジ

ョブコーチ支援により職業評価などアセスメント

を受け、障がい者の職場適応を図っております。

それらの支援を受けても一般就労に不安を持つ障

がい者については、福祉就労として就労継続支援

事業所で就労することとなります。市内には就労

継続支援Ａ型事業所が１か所、就労継続支援Ｂ型

事業所が６か所あり、相談支援事業所におきまし

て障がい者のニーズを基に事業所の見学、体験を

行った上でサービスの利用調整とサービス等利用

計画を作成し、障がい福祉サービスの支給決定を

受け、就労が始まります。本市の利用状況は、令

和５年度実績で就労継続支援を利用した方が１３

２人となっております。就労継続支援事業所にお

いて就労のトレーニングを積み、自信を深め、ス

テップアップできるよう支援を行っておりますが、

障がい者に悩みや不安がある場合、就労継続支援

事業所の支援員や相談支援事業所の相談員へ随時

に相談ができ、就労継続支援事業所と相談支援事

業所が連携して対応をしております。名寄市障害

者自立支援協議会では、障がい者の就労を地域課

題に、継続した取組として障がい者に一般就労に

関する知識や理解を深めてもらうこと、また障が

い者の雇用に関心のある企業には障がい者雇用に

ついての理解や知識を普及させることを目的にし

ごと講座を開催し、働く側、雇用する側の理解啓

発を行っております。そのほか、障がい者を雇用

する企業へ協議会委員が訪問し、障がい者雇用に

関するインタビューを行い、その内容を冊子にま

とめ、関係機関に配付したり、ホームページ上で

も掲載し、周知を行っております。今後も障がい

者の方々の希望にかなうよう関係機関と協力、連

携を図りながら障がい者の就労支援の充実に努め

てまいります。

次に、小項目２、障がい者の理解促進について

お答えいたします。障がい者の理解促進につきま

しては、ノーマライゼーションの理念に基づき、

障がいのある人もない人もそれぞれかけがえのな

い個性を持った一人の人間として尊重されなけれ

ばなりません。本市では、障がい者が住み慣れた

地域で安心して生活ができる地域社会の実現をす

るためには地域住民の理解や協力を得ることが不

可欠と考え、障がいに対する理解が深まっていく

よう次の取組を行っております。平成２７年に制

定されました名寄市みんなを結ぶ手話条例に基づ

き市内の各所で手話や簡単な挨拶、自分の名前な

どを身につけていただく出前講座や手話要約筆記

奉仕員養成講座を開講し、聴覚障がいや聴覚障が

い者の生活と関連する福祉制度についての理解と

認識を深めております。また、上川北部聴覚障害

者協会の協力を得て、平成２８年４月から広報な

よろに市民が手話に親しむことを目的として今月

の手話のコーナーを設け、手話単語を紹介する取

組を行っております。また、障がいのある方など

が困ったときに助けを求めるためのヘルプカード

や義足や人工関節などを使用されている方、心臓

や呼吸器疾患の内部障がい、難病、妊娠初期の方

など外見からは分からなくても援助や配慮を必要

としている方々が周囲の人に知らせることを目的

としたヘルプマークがございます。本市では、平

成３０年度から障害者手帳の有無や障がいの種別、

等級、病名などには関係なく、ヘルプカード、ヘ
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ルプマークを作成し、無料で配付をするとともに、

市の公式ホームページや広報なよろにおきまして

カードやマークをお持ちの方に対する思いやりの

ある行動をお願いをしております。市民に対して

障がい福祉の普及啓発では、名寄ピヤシリ大学で

の障がい者に関する講義や名寄市社会福祉協議会

が開催しますふれあい広場へ実行委員会の参画と

発達障がいに関するパネル展示、１２月の障がい

者週間は障がい者アート作品を展示しますアール

・ブリュット展の開催、障がい者の就労について

の知識や理解を深めるためしごと講座の開催など

を行っております。今後も障がいに関する適切な

情報提供を行い、差別や偏見のない社会の実現を

目指していくとともに、援助や配慮を必要とされ

ている方々の理解が深められ、支援の輪がさらに

広がるよう取り組んでまいります。

以上、私からの答弁といたします。

〇議長（山田典幸議員） 石橋総合政策部長。

〇総合政策部長（石橋 毅君） 私からは大項目

２、２０４０年問題について、小項目１、本市に

おける影響と対策についてお答えいたします。

本市においては、令和５年４月に国立社会保障

・人口問題研究所の推計及び２０２０年の国勢調

査結果を反映させた名寄市まち・ひと・しごと創

生人口ビジョンを改訂したところです。自然増減

については、２００３年以降死亡数が出生数を上

回る自然減の状況が続いております。社会増減に

ついては、他地域に比べ名寄市立大学や陸上自衛

隊名寄駐屯地が所在することにより人口減少を和

らげていると考察しており、２００６年の市立大

学４大化、２００８年の大型商業施設の開業によ

り２００８年に僅かに転入超過となりましたが、

２００９年以降は社会減が続いています。人口ビ

ジョンで示した２０４０年の人口推計は、１万９，

７１２人であり、２０２０年国勢調査実績値２万

７，２８２人に比べ約２８％の減少が予想されて

いますが、ビジョン推計よりも人口減少が急速に

進んでおり、各施策の実施により減少を緩和させ

ることが必要と考えております。名寄市まち・ひ

と・しごと創生総合戦略に基づき、国の地方創生

関係交付金や企業版ふるさと納税を活用した取組、

外国人材や地域おこし協力隊の採用による人手不

足、地域振興対策、電子地域通貨Ｙｏｒｏｃａに

よる地域経済活性化、デジタル技術を活用したＡ

Ｉオンデマンドバスのるーと名寄の運行開始、王

子マテリア名寄工場跡地等への新たな産業の誘致

による雇用の創出など、地域の将来を見据えた事

業を推進することにより安心して暮らせるまちを

目指すとともに、地域の資源を最大限生かして、

人口の自然減と社会減、双方への対策を進めるこ

とで将来にわたって自立的で持続的な地域社会の

実現を目指してまいります。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（山田典幸議員） 遠藤議員。

〇１３番（遠藤隆男議員） 大変御丁寧に御答弁

をいただきましたけれども、確認事項等を含め何

点かお聞きをしたいというふうに思います。

まず初めに、障がい者福祉の推進から。障がい

者就労の現状と支援体制について御答弁いただき

ましたけれども、名寄管内において一般就労の部

分では法定雇用率に対し雇用率が高いということ

は私も認識をしております。これは、やはり企業

側等の障がいに対する御理解であったり、名寄市

障害者自立支援協議会、ハローワークや、あと関

係機関、事業主の団体との連携、様々な取組など

によって本市の就労支援体制といいますか、それ

が確立されてきているなというのを感じていると

ころであります。また、福祉就労の部分について

も関係機関との協力、連携を図りながら様々な支

援、今行われているところですけれども、本当に

いい形で進められてきているなというふうに感じ

ております。まず、１点目、ちょっと確認という

か、御答弁の中にしごと講座というのがあったと

思うのですけれども、このしごと講座という部分

ちょっと詳しくお聞かせいただきたいと思うので

すけれども、よろしくお願いします。
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〇議長（山田典幸議員） 馬場健康福祉部長。

〇健康福祉部長（馬場義人君） ただいま答弁の

中でも申し上げましたしごと講座についての御質

問であったかと思います。今議員からもお話あり

ましたように、しごと講座につきましては、名寄

市障害者自立支援協議会と道北障害者就業・生活

支援センターとが共催をさせていただきまして、

本年開始から１２回目を迎えるという形になって

いるのですけれども、市内にお住まいの障がい者

の方に一般就労に関する知識や理解を深めてもら

うこと、また障がい者の方の雇用に関心のある企

業さんに障がい者雇用についての理解や知識を普

及させることを目的に障がい者雇用の企業と企業

で働く障がい者の当事者の方に集まっていただい

て、その講座を開かせていただいております。今

年度につきましては、農福連携ということをテー

マに開催をさせていただきまして、農業体験から

障がい者雇用に初めて取り組みました市内の智恵

文地区にあります農業経営者の方から御講話をい

ただきました。講話の中では、雇用することに至

ったきっかけだとか、依頼している仕事内容、障

がい者の方に対する配慮や声かけについて、それ

と雇用してよかったことだとか、どのような人材

を雇用していきたいか、どんな力が必要かという

ようなお話をいただきました。私も実は参加をさ

せていただいていて、ちょうどそこ御家族と、あ

と一部名寄大学の学生さんとかも含めて農作業の

ほうを経営されているということだったのですが、

障がいの方を雇用されることによってちょっと少

し余裕の時間というか、空き時間ができて、御家

族、奥様がなかなか料理とかに取り組む時間もな

いぐらい作業が忙しかったそうなのですけれども、

障がいの方を雇用されたことで天ぷらが久しぶり

に食べられたというようなエピソードが述べられ

ていて、ほほ笑ましく思ったのですけれども、参

加者から好評な感想が多数ありましたが、受入れ

側からは障がい者の方の能力と企業側が求める労

働力のマッチングの困難さについて、どんなよう

な仕事が頼めるのかということがちょっと不明だ

というような御意見だとか、障がいの当事者の方

からは雇用の通年化、安定した収入を求めるとい

うような御意見が求められたほか、なかなか仕事

のイメージがつきにくいなどの意見も出されてお

りまして、先ほど申し上げました名寄市障害者自

立支援協議会におきまして、障がい者の就労につ

いて理解を深めるためのアプローチについて、市

も事務局になっておりますので、今後も協議を進

めてまいりたいという、そのように考えておりま

す。

以上です。

〇議長（山田典幸議員） 遠藤議員。

〇１３番（遠藤隆男議員） 非常にいい取組であ

るなって今お話を聞いて思います。私もちょっと

詳しく知らなかったので、今部長から詳しく説明

いただきましたので、これぜひ広めていただくと

いうか、もっと知らない方もいるのかなというふ

うに思いますので、本当障がいのある方の就労、

また障がい者雇用に関心を持っていただける方が、

非常によい取組になると思いますので、ぜひどん

どん進めていただけるようよろしくお願いをいた

します。

本市には障がい者福祉施設、就労継続支援事業

所も本当数多くある状況でありますけれども、こ

の事業者を利用する方というのは、本市のほかに

市外から利用する方というのは結構いると思いま

す。増加傾向にあるのかなというふうに私は思っ

ております。一般就労においては、法定雇用率の

部分もありますけれども、なるべく一般就労を希

望される方々の願いがかなうような、そういった

取組につなげていただければというふうに思いま

すので、よろしくお願いをいたします。

次に、就労支援体制の部分なのですけれども、

障がい者雇用においては雇用後の定着率の低さと

いいますか、人間関係、居場所づくりなど様々な

課題があるというふうにも言われております。障

がいのある方々が社会の一員として活躍してもら
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うためにも楽しく、生き生きと働ける環境づくり

をはじめ、様々な課題解決に向けた支援というも

のは重要であります。これ日々のコミュニケーシ

ョン、障がい者への配慮、また障がいに関する情

報の共有、例えば社員教育というふうになるので

すかね。さらには、障がいのある方への面談によ

る身上把握といった今後さらなる支援体制の充実

が必要になってくるのではないかなと考えるとこ

ろです。それで、先ほどの御答弁からも支援の部

分について本市としては本当いろいろな形でやっ

ていただいておりますけれども、やはりもっとさ

らに今後その支援体制を充実させていくためにど

ういった部分、どういったことに気をつけながら

やっていかねばならないかというところ、再度ち

ょっと支援体制の充実に向けてのお考え、これを

お聞かせいただきたいと思います。

〇議長（山田典幸議員） 馬場健康福祉部長。

〇健康福祉部長（馬場義人君） 先ほど壇上の答

弁でも一部お答えさせていただいたり、あとこの

間令和元年の第３回定例会ですか、議員からも御

質問いただいて、当時のなよろ地方職親会さんと

か市立大学で提携したジョブコーチの御質問とか

もいただいたりしたことがあったかというふうに

思います。名寄におきましては、先ほども申し上

げましたように、ジョブコーチが所属している地

域障害者職業センター、旭川にあるというふうな

こともあって、ちょっと遠方だということもある

ものですから、一般就労の方々につなぐ方につい

ては市内にある相談事業所だとか、先ほども申し

上げましたしごと講座を障害者自立支援協議会と

共催させていただいています道北障害者就業・生

活支援センターなどが主に小まめに対応させてい

ただいているところでございますが、障がい者の

方々って様々な特性をお持ちで、働く、雇用して

いただく側の方々に一定配慮していただくだとか、

いろんなことで一部いろいろ気を遣っていただく

という部分も一応あるかというふうに思います。

当然その中では必要な支援としては旭川にあるの

ですけれども、厚生労働省が設置しているところ

になりますので、ジョブコーチの支援というのは

有効かなというふうに思っています。ジョブコー

チの支援におきましては、障がい者の方に対して

職場の従業員の方の関わり方や効率のよい仕事の

進め方をアドバイスを行ったり、事業主の方に対

しては障がい者の方が力を発揮しやすいような作

業の提案だとか、障がい特性を踏まえた仕事のお

伝えの仕方などをジョブコーチの方がアドバイス

をしていただくというような形を取らせていただ

いています。繰り返しに一部なりますけれども、

ジョブコーチにつきましては旭川などにあります

地域障害者職業センターに配置されるジョブコー

チが事業所に出向いて行う配置型と就労支援を実

施している社会福祉法人などが所属するジョブコ

ーチが事業所に出向いて行う訪問型というのがあ

るそうなのですけれども、一部中には従業員がジ

ョブコーチ養成研修を受けて、自社で雇用する障

がい者の方への支援を行う企業在籍型の３類型が

あるというふうに国のほうで言われています。旭

川の最寄りの機関をもちろん使っていただくとい

うことはあるのですけれども、先ほど申し上げま

した障がい者の自立支援協議会の中で名寄でやり

方がどういうふうな形があるのかだとか、様々な

ことで悩まれたりだとか思いがある障がい者の方

の意見等をお聞きして、必要なところに必要なこ

とをつなげたりですとかしていくという、連携し

ていくということは非常に有効なことだというふ

うに思いますので、そういう意見を拾いやすい、

聞きやすい体制を私どもとしても今後取ってまい

りたいというふうに思っております。

以上です。

〇議長（山田典幸議員） 遠藤議員。

〇１３番（遠藤隆男議員） 本当に名寄市もいい

体制でやられているというふうに思いますので、

今部長の述べられましたジョブコーチ等も含めて

やっていただきたいなと思います。単に障がい者

を雇用するのではなくて、障がいのある方と従業
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員の皆さんといいますか、社員の皆さんを含めた

企業のやっぱり双方が理解し合って、働きやすい

採用活動を行うことが重要であるというふうに私

も考えております。これは、行政でできる部分と

やはり企業がやらなければならない、そういった

部分もあると思いますけれども、名寄市はいい連

携を取れた部分がありますので、そういった部分

の連携を図りつつ、障がいのある方が社会の一員

として活躍してもらうためにも引き続きよろしく

お願いをしたいというふうに思います。

次に、障がい者理解の促進についてですが、い

ろいろ御答弁いただきましたけれども、広報なよ

ろの中の手話のコーナーで掲載されてということ

です。いろんな出前講座等もされているというふ

うにお聞きしております。また、ヘルプカード、

ヘルプマークですか、なかなかこれも皆さんがそ

れを見て理解いただければいいのですけれども、

つけたくないなという人も中にはいるというとこ

ろも現状だとは思いますけれども、こういった取

組は非常にやっていただきたいなというふうに思

っております。障がい者の理解の促進の部分につ

いて、確かに研修会、啓発事業など様々な取組を

されているところなのですけれども、やはり先ほ

どの答弁の中にもありましたけれども、障がいと

いうものは多種多様でありまして、みんな一律で

はなく、外見で本当に分からないといった障がい

もあると思います。障がいへの理解が浸透しなけ

れば、障がいのある方が地域で生活する上で様々

な生きづらさや誤解、偏見等によるトラブルを発

生しやすいとも言われております。知的障がい、

自閉症の方は物事を理解したり、表現することが

苦手であります。そのために不審者、犯罪者にさ

れたり、逆にトラブルに巻き込まれ、被害者にな

ることもあって、共生社会を実現するためには障

がいへの理解をさらに浸透させ、地域におけるよ

き理解者とかサポーターといった方々をやっぱり

増やしていくことも必要なのかなというふうに考

えております。障がい者理解を促進させるために

は障がいの特性を理解するだけでなくて、それを

前提としてですか、個人としてお互いを理解する

ことが最も重要ではないのかなというふうに私は

考えているところであります。これは、今回質問

させていただいたのは、先月文化センターで行わ

れました令和６年度名寄心と手をつなぐ育成会主

催の研修会において、一般就労されている障がい

のある本人から発表がありました。その発表内容

を聞いて、私大変心が痛くなりました。その会場

には岸教育長と馬場部長もおられましたが、同じ

気持ちになったのではないかなというふうに私は

思っております。やはり一般就労ができても心な

き言葉などによって傷ついたり、悩みを抱える方

がいるということも現状であります。お互い理解

し合うということはなかなか難しいことだとは思

いますけれども、やはり障がいのある方もない方

も共に楽しく生き生きと暮らしているまちづくり

は本当重要であると思いますので、共生社会の実

現に向け、さらに推進させなければならないと私

は考えております。

そこで、お聞きいたしますけれども、障がい者

に対する理解をさらに促進させるためにも今後ど

のように進めなければならないとお考えなのか、

その部分ちょっと部長、お考えをお聞かせくださ

い。

〇議長（山田典幸議員） 馬場健康福祉部長。

〇健康福祉部長（馬場義人君） 先ほども申し上

げました、市におきましても様々な広報やいろん

な媒体を通じていろんな啓発を行わさせていただ

いていますし、例えば手話の奉仕員養成講座、こ

れも今年はたまたま士別市さん、士別市さんと名

寄で交代でやっていて、しばらくの間士別さんが

なかなかできないというようなことで名寄で続け

てやっていましたが、今年は士別市さんのほうで

開催をさせて……今年度はしていましたけれども、

来年度また名寄で開催しようというふうに思って

おります。要約筆記のことも含めて、いろんな思

いを持って長く続けているボランティアの方々も
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たくさんいらっしゃるのですけれども、人口減も

相まって、それに携わる方々がなかなか集まらな

くて、御苦労いただいているところもあります。

ただ、そこの中ではその講座を御紹介する機会を、

社会教育の分野で御紹介いただいたりというよう

なことで、市民の方に啓発していただいていると。

これ福祉ばかりでなくて、教育委員会の分野でも

そういう御協力いただきながらしていただいてい

るというような経緯もございますので、私どもと

しては全庁的にそういうような状況があるという

ことをお伝えしながら、様々な方が住みやすいと

いう形を今後も取っていきたいなというふうに思

っています。私ごとなのですが、私左利きなので

すけれども、左利きで例えば改札に入ろうとして、

昔改札機って人だったではないですか。今自動改

札なので、左手に切符持って左手に入ってしまう

と改札口閉まってしまうのです。ですけれども、

人の場合は切符を渡すものですから、何とか取っ

てくれたのですけれども、要するにちょっと違う

かもしれませんけれども、そういうやっぱり配慮

だとか、そういうものってちょっと形が変わって

しまうことでなかなかできづらいことってきっと

あるのかなというふうに思います。それは別に障

がいのある、なしにかかわらず、ちょっとそこの

相手のことをおもんぱかるというようなことが私

ども含めて市民の方々それぞれでしていくことが

名寄市にとって住みやすいという形にもつながっ

ていくのかなというふうに思っていますので、様

々な場面で様々な方々から御意見を聞く中で、私

どもとしても啓発を進めてまいりたいというふう

に思っております。

以上です。

〇議長（山田典幸議員） 橋本副市長。

〇副市長（橋本正道君） 今発表会、私は参加で

きなかったのですけれども、私個人的には名寄市

は障がいをお持ちの皆様にとっては、ほかのまち

と比較するわけではありませんけれども、比較的

取組は進んでいるほうかなとは思っております。

ただ、今発表会の話もお聞きしまして、今議員お

話しになっている障がいをお持ちの方は特に知的

障がい、精神障がいのところのお話も多分に含ま

れているのかなと思いますけれども、やはり今議

論を闘わせているとおり、障がいをお持ちの方、

皆さんそれぞれ個性豊かですから、様々な特性が

あるということをまず大前提にしなければならな

いなと思っております。特に就労のところのお話

ですけれども、これできるかどうか分かりません

が、ぜひ障がいお持ちの施設のところに行ってい

ただくのも一番いいのかなとふと思ったりもしま

した。様々な方いらっしゃいますので、必ずマニ

ュアルどおりには絶対いきませんから、これは新

たにどういう視点を持つかということも非常に大

切なことだと思っております。私も個人的に縁あ

って何回か障がい者の方がお住まいになる施設に

訪問したこともありますけれども、やはりそうい

ったいろんな手法を通じて障がい者の皆さん方の

理解を進めていくという、これが最初の一歩だと

思いますので、改めてまた部長と様々な取り組み

方、どういうことができるか、少し中でいろんな

相談をさせていただきたいと思います。

以上です。

〇議長（山田典幸議員） 遠藤議員。

〇１３番（遠藤隆男議員） ありがとうございま

す。本当私もやっぱりそうかなというふうに思っ

ています。表面上で障がいの種類とか、そういう

のは本当学ぶことはできるのですけれども、実際

にお互い理解し合うというのはやっぱり周りの人

にも理解してもらわないと、一般就労の場合、一

番大事なところだなと思っています。また、名寄

市っていい形で障がい者に対するいろんな支援、

就労も含めて本当にいい形で進められてきている。

当然学校教育もそうなのですけれども、特別支援

教育もそうなのですけれども、本当にいい形で流

れてきていますので、名寄市にとって障がい者が、

障がいのある方が生き生きと、そうやって楽しく

働いて暮らせるようなまちづくり、引き続き取り
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組んでいただければと思いますので、引き続きよ

ろしくお願いをいたします。

それでは次に、大項目の２番目、２０４０年問

題について、本市における影響と対策についてお

伺いしたところなのですけれども、御答弁にもあ

りましたけれども、私としては様々な影響がある

ものと思っております。２０４０年で２万人を切

るという推計ですけれども、実際はさらに減って

いるかもしれません。人口が２万人を切ると様々

な影響が起きて、まちが衰退していくというふう

にも言われております。本市の人口減少について

は止めることはできない状態なのかなと思います

が、しかし止めることができなくても減少の流れ

を緩和していくということはできると思っており

ます。御答弁からも本市においては将来の人口減

少を見据えて、人材確保、デジタルを活用した産

業振興、経済の活性化、子育て環境の充実など様

々な取組が行われてきていることは理解をいたし

ますけれども、なかなか見えない部分というのも

あるのではないかなと思っております。まず、先

ほど壇上からもお聞きした部分でありますけれど

も、外部人材の活用についてですけれども、地域

おこし協力隊、外国人材の方々に来ていただいて、

活躍をしていただくということは人口減少の緩和

策につながるものと私も思っております。

そこで、再度外部人材の活用の部分でちょっと

お聞きいたしますけれども、現在本市で活躍され

ている地域おこし協力隊員は農業分野、観光分野、

移住分野の方がおり、また外国から来られた方々

もそれぞれの分野で活躍をしていただいていると

ころでありますけれども、今後のこの外部人材、

地域おこし協力隊、外国人材の活用についてはど

のように進められて、展開しようとお考えなのか、

その辺をお聞かせください。

〇議長（山田典幸議員） 石橋総合政策部長。

〇総合政策部長（石橋 毅君） まず、地域おこ

し協力隊の関係なのですけれども、今お話あった

とおり、現在農業、それから観光分野に７名の方

が着任いただいて、御活躍をいただいております。

地域おこし協力隊については、やはり都市部の方

々が様々な名寄の地域課題の解決に向けて御興味

を持っていただいて、多岐にわたる課題について

募集をかけていければというふうに考えておりま

すし、いろんな、我々総合政策部が地域おこし協

力隊を総括的にまとめておりますので、庁内にも

こういった人材の活用について周知もさせていた

だきながら引き続き取り組んでいければというふ

うに考えております。

それから、外国人材についてなのですけれども、

名寄の場合は、近隣は意外と例えば人材が不足し

ている事業者の方が取組を進めて、人材確保とい

うことで活動されていますけれども、名寄の場合

には分かりやすく言うと行政が今回動いておりま

す。そして、相手国、今回はネパールということ

で調整をさせていただいておりますけれども、ち

ょっと大きく違うかなというふうに感じているの

は、今回はＪＩＣＡの草の根運動ということで、

財政的な支援というか、補助も受けながら事業を

推進しておりますが、ただ人材を派遣していただ

くという取組だけではなくて、やはり派遣してい

ただいている相手国もメリットとして名寄の地で

習得していただいた技術を場合によっては帰国を

して、母国でまたその技術を使って、自国の発展

に資する人材になっていただくといったような、

お互いが好循環を生むような、そんな取組を今名

寄で調整をしようということで今やらせていただ

いておりますので、お互いが信頼される関係の中

でお互いが好循環を生むような、そんな人材交流

というか、そんな形が今後しっかりと展開してい

きたいというふうに考えておりますので、もしか

するといろいろな業種についても今後可能性が出

てくるのかなというふうに受け止めているところ

です。

〇議長（山田典幸議員） 遠藤議員。

〇１３番（遠藤隆男議員） 大変詳しく説明をい

ただきました。確かにそうですよね。やっぱり相
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手国との部分で友好関係が結べれば、どんどん、

どんどん来ていただいて、こっちで技術を学んで

もらって、また帰ってもらう。そういう関係性が

どんどん、どんどんそういう人材に来ていただけ

るというようなことにもつながると思います。

また、地域おこし協力隊の部分では、新年度予

算のところにもかなり出ておりますけれども、い

ろんな形で展開されていくということであります

けれども、名寄市の地域課題というものをしっか

りと捉えられていただいて、来ていただいた方に

御尽力いただくというのは非常に大切なことであ

りますので、うまくこの制度がいくことを願って

おります。

次に、移住、定住の部分でちょっとお聞きをし

たいと思うのですけれども、この移住、定住の対

策を強化していくということも人口減少の緩和策

の一つで、必要であるというふうに思っておりま

す。令和６年ですか、昨年の４月に地域おこし協

力隊で移住定住コーディネーターの方が本市に来

ていただきました。今後さらに移住、定住対策、

これ推進されていくことと思いますけれども、今

後の移住、定住対策についてはどのように進めよ

うとお考えなのか、その部分ちょっとお聞かせを

いただきたいと思います。

〇議長（山田典幸議員） 石橋総合政策部長。

〇総合政策部長（石橋 毅君） 今お話しいただ

いたとおり、去年の４月から移住、定住のコーデ

ィネーター、１名地域おこし協力隊として採用し

ております。今そのコーディネーター、いろいろ

な移住相談会であったり、日々の移住の連絡、相

談の担当をしていただいているほか、今移住者同

士の交流会なんかも市内で、頻繁にということで

はないのですけれども、ある意味定期的に開催を

させていただいております。また、インスタグラ

ムだったり、ラインだったり、地元のＦＭラジオ、

それから今広報紙にも登場していただいて、活動

なり報告をしていただいているところであります。

この移住者の交流会については、参加している方

のお話からすると、やはり移住してきて、この地

域のつながりを少しつくりたいのだといったこと

で、そういった方に対していいきっかけとなる場

を提供できているのかなというふうに今考えてお

りますので、こんな取組を継続しながら地域を知

っていただいて、地域の友達をたくさんつくって

いただいて、そういった方々にまた名寄の魅力を

発信していただくといった取組を、地味なのかも

しれませんけれども、しっかりと継続しながら、

このコーディネーターもうまく活躍していただき

ながらその輪を広げていければというふうに考え

ているところです。

〇議長（山田典幸議員） 遠藤議員。

〇１３番（遠藤隆男議員） やはり交流会とか地

域のつながりは非常に大事だと思います。そこか

らまたますます広がっていくと思います。そこで、

移住コーディネーターの方、昨年の４月ですか、

来られて、間もなく１年になるのですけれども、

大分慣れたでしょうか、本当に。私も来られたと

きにお会いさせていただきましたけれども、そん

なに焦らず、気をちょっと長く持っていただいて、

焦らずに取り組んでいってほしいなというふうに

私も思いますので、引き続きこの移住、定住の部

分についてはそんないろいろ今まで移住された方

々も含めて、交流会含めて地域とのつながりによ

ってそういうことをしていただきたいなと思いま

す。また、広報紙のほうにも活躍等も出ています

けれども、そういった地域おこし協力隊の方、こ

ういった活動していますよというのも本当大事だ

と思いますので、引き続きそういった取組もお願

いをしたいと思います。本当に先ほどの答弁にも

ありましたけれども、名寄市には自衛隊、大学が

あることによって人口減少は幾分抑えられている

部分あるのかなというふうに私も思います。それ

でも人口の減少の速度というのは増してきている

というふうに思っております。人口減少に対する

特効薬はないとも言われておりますけれども、減

少の速度、これを緩和させなければ、様々な面で
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市民生活に影響が出てくるというのは間違いあり

ません。これ以上絶対減らさないといった人口目

標というものを掲げて、強い意志を持って対策を

進めていくことも必要なのかなというふうに私は

思っております。

ここで石橋部長の思いといいますか、考えをち

ょっと聞きたい部分がありまして、私今から言い

ますので。人口減少問題については、例えば若年

層の流出を止めるには人材を引きつける仕事、そ

ういった働く場所が必要であります。また、働く

魅力がないと若者は戻ってきません。また、移住

してきても働く場所がないと定住はしませんと思

っております。そういったことも含め、人口減少

緩和策を進めていくには、当然行政だけでできる

ものではありません。企業側の努力も必要となり

ますし、市民を含めて名寄市全体として取り組ん

でいかなければならないことではないかなという

ふうに思っております。人口減少を緩和していく

ためには、今後さらなる官民連携が重要になって

くると思いますし、連携といっても情報共有とい

いますか、名寄市の現状についてお互いにしっか

りと理解した上で、企業誘致等を含めて人口減少

緩和策を進めていかなければ、若年層の流出を含

め人口減少がさらに進んでしまうと思うところで

あります。

そこで、人口減少緩和策を進める上で今後どう

いった官民連携が必要となって、どのような施策

が必要になってくると部長は思われているのか、

その辺ちょっと思い、考えをお聞かせいただきた

いと思います。

〇議長（山田典幸議員） 石橋総合政策部長。

〇総合政策部長（石橋 毅君） 非常に壮大な御

質問いただきましたけれども、私の思いとしては

議員今お話しいただいたとおり、若者、やっぱり

生産年齢人口と言われている幅の世代がしっかり

とここで定着して、活性化に資する活躍をしてい

ただくというのが非常に重要になってくるかなと

思っておりますし、そういった意味ではそこのち

ょうどはまるところが駐屯地であったり、今名寄

市立大学の学生さんといったことになってくると

思います。そこをさらに厚くしていくためには、

今この間いろいろ御質問もいただいておりますけ

れども、物流の拠点化といったところについては

今まで名寄になかった新たな雇用を生む産業とい

うことで、そういった意味でも非常に期待してい

るところでありますし、そこについては、先ほど

から官民連携という言葉を出していただいており

ますけれども、これは行政がそこで商売するわけ

でございませんので、しっかりと事業者の皆さん

がこの地、名寄で集まることによってそれぞれが

今後地域振興も含めてお互いが発展していけると

いう目的というか、しっかりその事業設計を進め

ていくということに限るのだろうというふうに思

います。それから、道北圏域全体含めても非常に

すばらしい生産空間ということで、誇れるものを

たくさん生産しているこの地域がしっかりと生産

し続けるためにも、定住自立圏も含めて中心市に

なっていますけれども、名寄市が一定程度人口を

維持しながら都市機能をしっかりと維持しなけれ

ば、これ本当道北圏域全体、全てが衰退していっ

てしまうという可能性もありますので、我々とし

ては今お話しいただいたとおり一定程度のやっぱ

り人口をしっかりと維持していけるような、そん

な産業を育成しながら、今ある病院も含めたいろ

いろな都市機能というのをしっかり維持していけ

るまちを今後も推進していかなければならないか

なというふうに考えておりますので、いろいろ我

々も一生懸命考えさせていただきますけれども、

お気づきの点ございましたら、ぜひ御指導いただ

ければと思いますので、よろしくお願いします。

〇議長（山田典幸議員） 遠藤議員。

〇１３番（遠藤隆男議員） ぜひ部長の思い、考

えというものを施策に反映をさせていただいて、

チャレンジも必要だと思いますので、どんどん進

めていただきたいと思いますので、よろしくお願

いいたします。
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２０４０年問題といいますけれども、少子高齢

化が進むことで発生する社会的、経済的な諸問題

を指しているというふうに言われておりますけれ

ども、これからのやはり超高齢化への突入、労働

力の減少等含めて、本市においてもまず労働力の

減少ですか、経済の縮小、介護、医療への影響、

道路や橋梁、水道、公共施設などのインフラの老

朽化、住民数の減少によっては財政状況もますま

す悪化し、もしかすると自治体としての機能を維

持することも難しくなってくるのではないかなと

いうふうにも思います。

そこで、ちょっと１点、本市の老朽化が進む公

共施設、これを維持していく上での今後の進め方

についてちょっとお聞きをしたいなというふうに

思っております。まず、本年度予算案から見ても

本市の財政状況、非常に厳しいものになっており

ます。今後人口減少が進むことによってさらに財

政状況は厳しくなり、老朽化が進み続ける公共施

設を維持することはますます困難になってくるも

のと考えております。また、そういった状況にや

っぱり対応するためにも計画の見直しであったり、

やめる勇気というのも今後求められてくるのでは

ないかなと私は考えておりますけれども、老朽化

が進む公共施設を維持していくために安全性、利

便性を含めて、将来を見据えて今後どのように進

めていこうとお考えなのか、この部分をちょっと

お聞かせいただきたいなと思います。

〇議長（山田典幸議員） 石橋総合政策部長。

〇総合政策部長（石橋 毅君） まず、公共施設

のことの考え方の御質問いただきましたので、私

のほうからお答えさせていただきますけれども、

まず一番最初に公共施設の総合管理計画というも

のをつくらせていただいております。そこについ

ては、人口減少、構造の変化を見据えて、延べ床

面積を縮減する目標をつくらせていただいており

ます。その後に個別施設計画ということで、各公

共施設の今後の在り方について、除却も含めた方

針について整理をさせていただいた計画をつくっ

ています。その後に令和２年に立地適正化計画を

策定して、一定程度都市機能誘導区域、それから

居住誘導区域ということでエリアを指定したと。

定めさせていただいたということでございます。

しっかりと今後の人口規模等を見据えて、一定程

度都市機能誘導区域というエリアに今後はやっぱ

り公共施設等はしっかりと集約をしながら、そし

て集約する場合にはいろいろな複合的な機能を持

たせながら効率的に配置をしていくということが

必要なのだろうというふうに思っております。今

年大きな予算になったというお話もございました

けれども、冒頭説明もさせていただいたとおり、

やはり今回は子供たちの学校の環境ということで

今年やらなければ駄目だという一定程度判断をし

ながら予算要求、予算の案をつくらせていただい

ておりますけれども、しっかりとそういった部分

も着手しながら、ある意味事業を年間、中長期的

な視点で事業を平準化しながら、そこのタイミン

グで、我々としては公共施設の再配置計画のフェ

ーズ１の中では図書館機能を含む公共施設という

部分を今回立地も含めて調整をこの間させていた

だいておりますので、そういった部分は公共施設

の再配置計画の中では優先順位をしっかり上げな

がら、あとは全体的な平準化、それから財政計画

を含めてしっかりとはめ込みながら一つ一つ具現

化をしていければというふうに考えております。

よろしくお願いします。

〇議長（山田典幸議員） 遠藤議員。

〇１３番（遠藤隆男議員） 本当に本市の財政状

況は厳しい状況であります。ますます厳しくなっ

てくると思います。市民ニーズに応えていくとい

うのは非常に大事なのですけれども、限られた財

源でありますので、そこを有効に使っていただき

ながら、これあくまでも市民からの本当理解を得

ながら進めていただきたいというふうに思ってお

ります。今回はこれ以上細かいところはいたしま

せんけれども、２０４０年、１５年後のことで聞

いていますけれども、先行的に進めていかないと、
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あっという間にそのときが来るというふうに思っ

ております。１５年後、当然この議場におられる

方はほとんどいないと思いますけれども、２０４

０年、さらにその先を見据えて、少しでも後世に

負担を残さないということが大事だと思いますの

で、将来においても住み続けたい、住み続けるこ

とができる名寄市となるような、産業振興をはじ

め、子育て環境の充実などしっかりと総合計画に

定める重点プロジェクト、主要施策、これについ

て市民に本当に見える形でスピード感を持って進

めることはもちろんなのですけれども、やはり人

口緩和策のほかにもしできれば適応策といいます

か、人口が減少しても持続な地域をつくっていく

といった挑戦も必要ではないかなというふうに私

は思っております。

最後に、人口減少の対策の部分について市長の

お考えをちょっとお聞きしたいと思いますけれど

も、よろしいでしょうか。

〇議長（山田典幸議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） いろんな御指摘、御指導

ありがとうございます。今の現状からいってもど

うしても人口というのは社会の増減と出生と死亡

率の自然増減で決まっていくということなので、

爆発的にこれから人口が増えるということはあり

得ないということは分かっています。議員が言う

ように、であるがゆえにできるだけ人口減少を緩

やかに止めていくという施策は、名寄市が先ほど

から説明されている置かれている環境から考えて

も極めて重要だというふうに思っております。一

方で、今公共施設等も含めて、今の公共サービス

をある程度大胆に見直していくことも当然やっぱ

り必要になってくるのではないかというふうに思

っています。新年度からいわゆる２００９年から

向こう８年間なのかな、第３次の名寄市の総合計

画の議論がスタートするということでございます。

総合計画ってどちらかというと積み上げていくと

いう形、何かをやる、やるというような、そうし

た計画ということになってきますけれども、これ

だけ今後の人口減少が見込まれる中において、一

定のやはり持続可能なまちづくりを維持していく

ために、何をやめていくのか、どういう公共サー

ビスを変えていくのか、こうした今まではない議

論もしっかりと市民の皆さんに今ある名寄市の財

政的な状況だとかいろんな姿をしっかりとお示し

をしていく中で、みんなで考えていく総合計画を

つくるに当たって、そうした機会にできればなと

いうふうに思っています。多様な皆さんといろん

な議論をしていく中で、今の現状もしっかりとお

示しをしていく中で、あるべき姿をしっかりとみ

んなで考えていく、そうした総合計画にしていき

たいというふうに思っています。その意味では来

年、再来年というのは非常にいい機会だというふ

うに思っていますので、しっかりと持続可能なま

ちづくりに向けて対話をし、いろんな施策を推進

をしていきたいというふうに思っておりますので、

よろしくお願いいたします。

〇議長（山田典幸議員） 遠藤議員。

〇１３番（遠藤隆男議員） ありがとうございま

す。ぜひその辺よろしくお願いいたします。やは

り人口減少対策というか、いろんな施策やるうち

で、本当にどこまでが行政でやるべきなのか、で

きることなのか、どこから民間がやるべきことな

のかというところはなかなか難しいことであると

思うのですけれども、そういったことをしっかり

と協議できる場というのは必ず設けていただいて、

これからいろんな計画、事業を進めていただきた

いなと思いますので、よろしくお願いをいたしま

す。

以上で質問終わります。

〇議長（山田典幸議員） 以上で遠藤隆男議員の

質問を終わります。

１３時まで休憩いたします。

休憩 午前１１時５２分

再開 午後 １時００分

〇議長（山田典幸議員） 休憩前に引き続き会議

令和７年３月１１日（火曜日）第１回３月定例会・第３号
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を開きます。

行政手続のデジタル化でオンライン申請の推進

を外１件を、高橋伸典議員。

〇１２番（高橋伸典議員） 議長の御指名をいた

だきましたので、通告に従いまして順次質問して

まいりますので、よろしくお願いいたします。

大きい項目１番目、行政手続のデジタル化でオ

ンライン申請の推進を。コロナ禍でオンライン会

議等の推進で行政のデジタル化を推し進めるデジ

タル庁の創設を伴い、本格的なデジタルトランス

フォーメーションへの転換が進められております。

新型コロナ禍で露呈した行政手続の遅さなどに対

応するもので、特別定額給付金では国と地方のシ

ステムの連携が不整合で、うまくいかない原因に

なり、さらに各自治体が振込口座を確認する作業

に多大な時間を要したことなどで給付が立ち後れ

る一因となったことは、記憶に新しいところであ

ります。ＩＣＴやデータの活用は先進諸国に大き

く水をあけられて、特に遅れが目立っているのは

行政のデジタル化と指摘をされております。パソ

コンやスマートフォンでのオンラインで完結でき

る行政手続は、全国で平均で１７％程度との報道

がありました。我が市においても国に歩調を合わ

せて、行政手続のオンライン化推進と今後のＤＸ

の取組のことは当然として、可能な限りオンライ

ン化を進めるべきと思われます。住民サービスの

向上、行政の効率化のためにシステムを活用して、

できることから実行することが重要と考えられま

す。

具体的に質問させていただきます。一つには、

令和２年１２月、デジタル社会の実現に向けた改

革の基本方針が決定され、目指すべきデジタル社

会のビジョンとして、デジタルの活用により一人

一人のニーズに合ったサービスを選ぶことができ、

多様な幸せを実現できる社会、誰一人取り残さな

い、人に優しいデジタル化を目指しております。

令和４年６月にデジタル社会の重点計画が閣議決

定され、ビジョンの実現のためには住民に身近な

行政を担う自治体、とりわけ市町村の役割は極め

て重要であります。自治体はまず自らが担う行政

サービスについてデジタル技術やデータを活用し

て住民の利便性を向上させるとともに、デジタル

技術やＡＩ等の活用により業務の効率化を図り、

人的資源を行政サービスにさらに向上に向けられ

るということであります。令和４年９月に自治体

の行政手続のオンライン化の手順書の改定が行わ

れました。令和５年１月、ＤＸ全体手順書、標準、

共通化の手順書、オンライン化に関わる手順書の

改正が行われ、令和５年９月、標準化、共通化の

手順書の改定、令和５年１２月、人材育成確保の

基本方針を踏まえ、ＤＸ全体手順書の改定が行わ

れました。令和６年４月には、ＤＸ推進計画の改

定に伴い全体手順とオンライン化に関わる手順の

改定が行われ、令和６年９月には標準準拠システ

ムの移行作業に伴う標準化、共通化に関わる手順

書と取扱事例集の改定が行われました。令和２年

より令和７年、４年間で様々な改定が行われ、作

業が進められていると思われますが、作業の状況

と今後の進め方についての状況についてお知らせ

をいただきたいと思います。

２つ目には、マイナンバーカードを活用したぴ

ったりサービスの活用であります。これは、自治

体レベルで構築などの必要はありません。子育て

に関する手続をはじめ、様々な申請書や届出を地

域別に検索可能になっております。２つ目にはオ

ンライン上の申請を完了するスマホ電子証明が可

能となる。申請を自宅で作成して役所に持ってい

き、手続がスムーズにできるとあります。そのほ

かに医療費、薬、予防接種、公的の受け取り口座、

年金、給付金、税金、所得税、確定申告、年末調

整、住まい、引っ越し、仕事、雇用保険等々の項

目があります。北海道では、ぴったりサービスを

提供している北海道市町村１７９地域中５１団体

が令和元年、子育てメニューを実施しておりまし

た。このようにぴったりサービスは、各自治体の

手続、検索と電子申請化の機能を可能とするもの
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で、災害の罹災証明の発行申請から子育ての関連

では児童手当等の受給資格認定申請、保育施設の

利用申込み、妊娠の届出、幅広い行政手続のパソ

コンやスマホからの申請ができております。我が

市におけるこのぴったりサービスの活用について、

理事者の具体的な御見解をお願いをいたします。

３つ目には、世田谷では平成２１年からゼロ歳

から５歳の子供が毎年１，０００人以上増えてお

り、就学前の子供の数の増加や就労している母親

の増加に伴い保育需要は全国自治体に見られる状

況で増加しているため、保育施設や待機児童の増

加に伴い解消に向けた取組を進めているそうであ

ります。世田谷子育て応援ラインの様々な形の子

育て支援が求められておられる中、子育て応援ア

プリやライン導入についての理事者の御見解をお

願いをいたします。

２つ目には、安心して授乳、搾乳ができる環境

づくりであります。名寄市は、名寄市総合計画重

要プロジェクトに安心して子供を産み育てること

ができる環境を充実させるため、子育てと仕事の

両立支援や子育て家庭への支援などを行うと書か

れております。バリアフリー新法の移動等円滑化

基準やこれに基づく各種施設整備ガイドラインで

は、乳幼児連れの移動、外出等に資する施設整備

の基準事項がなく、バリアフリー新法では乳幼児

連れが対象となっていないが、地方公共団体の福

祉まちづくりの条例に記載されている乳幼児連れ

の外出時に資する設備として、トイレでは乳幼児

用椅子、いわゆるベビーキープ、おむつ替え台、

授乳室の設置に関するものがあります。東京及び

大阪では、バリアフリー新法第１４条第３項に基

づき委任条例において特別特定建築物に対して授

乳室の設置等を義務づけているそうであります。

マイナポータルでお話ししましたが、子育て世帯

は小さい子供を育てるため大変な思いで育ててお

られます。授乳室や搾乳のとき約５分で赤ちゃん

の授乳ができるところが必要であります。そのた

め、授乳室の場所がアプリで知りたいと言ってお

りました。また、リトルベビーの母親の方は、入

院中赤ちゃんに母乳を届けるため自分で定期的に

母乳を取る搾乳を行いたいが、公共施設などにあ

る授乳室を一人で使うのは使いづらいという声が

ありました。また、赤ちゃんもいないのにと言わ

れたそうであります。産後に職場復帰する女性に

とって職場で安心して授乳できる、搾乳できる場

所の確保や周囲の理解などが課題になっておりま

す。女性が出産後安心して職場復帰し、健康的に

働き続けるために女性の健康管理を正しく理解し、

職場に安心して搾乳できる、授乳できる清潔な場

所を用意するなど環境を整えることが重要と考え

られます。そこで、子供を安心して産み育てるこ

とができるを掲げる名寄としては、まず公共施設

に授乳室の設置や授乳室で搾乳しやすい工夫や必

要な方が安心して授乳、搾乳ができる環境づくり

に取り組むべきと考えますが、理事者の御見解を

お願いして、壇上にての質問と代えさせていただ

きます。

〇議長（山田典幸議員） 木村総務部長。

〇総務部長（木村 睦君） 高橋議員からは、大

項目で２点御質問いただきました。大項目１の小

項目１と小項目２は私から、大項目１の小項目３

と大項目２は健康福祉部こども・高齢者支援室長

からの答弁となりますので、よろしくお願いいた

します。

初めに、大項目１、行政手続のデジタル化でオ

ンライン申請の推進を、小項目１、行政手続のオ

ンライン化の作業状況と今後の進め方についてお

答えいたします。令和２年１２月、政府において

デジタル社会の実現に向けた改革の基本方針が決

定され、目指すべきデジタル社会のビジョンとし

て、デジタルの活用により一人一人のニーズに合

ったサービスを選ぶことができ、多様な幸せが実

現できる社会、誰一人取り残さない人に優しいデ

ジタル化が示されました。また、令和３年６月、

デジタル社会の実現に向けた重点計画が閣議決定

され、このビジョンが目指すべきデジタル社会の
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ビジョンとして改めて位置づけされました。この

ビジョンの実現のためには、住民に身近な行政を

担う自治体の役割は極めて重要であることから、

国においては自治体が重点的に取り組むべき事項、

内容を具体化した自治体ＤＸ推進計画を策定し、

以降複数回改定されてきているところです。自治

体情報システムの標準化、共通化については、自

治体ＤＸ推進計画の重点取組事項の一つであり、

地方公共団体情報システムの標準化に関する法律

に基づきオンライン申請等を普及させるためのデ

ジタル化の基盤構築のため、市役所の基幹業務シ

ステムを全国統一の仕様にし、共通のクラウド環

境で運用する取組として全国の自治体で進められ

ているものです。本市においては、令和４年度か

ら自治体情報システムの標準化、共通化に係る手

順書を基に税、住民情報、福祉などの基幹システ

ムを標準化仕様へ移行するための作業を行ってお

り、おおむね順調に進んでいるものと考えており

ます。引き続き国が求めている令和７年度中の移

行完了に向け、標準準拠システムへの円滑な移行

を着実に取り組んでまいります。

次に、小項目２、ぴったりサービス活用状況と

今後についてお答えいたします。ぴったりサービ

スとは、マイナポータル内の機能の一つで、マイ

ナポータルのサービス検索、電子申請機能を利用

し、手続をオンラインで行えるサービスのことを

いいます。ぴったりサービス内で提供される手続

は、国が定めた様式に基づく手続と国の許可を受

け、自治体が独自に作成する手続があります。本

市では、転入、転出関係の６つの手続のほか、罹

災証明書の発行申請と子育て、介護関係の２６の

手続を令和５年から開始しております。利用状況

としましては、提供している全３３手続のうち令

和５年度は転出届が８１件、転入予定連絡が２件

で、それ以外の利用はございませんでした。利用

状況が少ない理由として考えられることは、現在

提供しているオンラインサービスは児童手当に係

る寄附の申出などそもそも年間の申請件数自体が

少ないものや転入や出生届など来庁しなければな

らない手続と併せて申請するもの、介護関係であ

れば介護事業者がサービスとして本人に代わって

窓口で手続されるものが多くあることなど、様々

な理由があると考えております。そのため、本市

としましては現状のぴったりサービスは継続して

活用しながらも、今後は市民利用が多い手続につ

いて市役所に訪れることなく、ラインやホームペ

ージを活用して行政サービスが受けられるオンラ

イン手続のプラットフォームを構築する市民サー

ビスオンライン化事業を令和７年度予算において

提案させていただいているところです。オンライ

ン化する手続については、今後検討していくこと

になりますが、市民の皆さんが便利に行政サービ

スを利用できる環境を整え、名寄市ＤＸ推進計画

における取組目標の時間と場所にとらわれない窓

口と手続、手のひら市役所の実現に向けて取組を

進めてまいりたいと思っています。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（山田典幸議員） 田畑こども・高齢者支

援室長。

〇こども・高齢者支援室長（田畑次郎君） 私か

ら大項目１の小項目３、子育て応援アプリの導入

についてお答えいたします。子育て応援アプリは、

妊娠の経過や子供の成長記録など子育てをしてい

る方々をサポートする便利な機能が搭載されたア

プリです。アプリ利用者が自身やお子さんの情報

を入力して使用するもので、機能や利便性などに

違いがあり、アプリの種類が豊富にある中で御自

身に合ったアプリを選択して、活用されています。

特定の子育て応援アプリを自治体の公式のものと

して導入し、各種健診の案内や予防接種時期の通

知、事業や教室の予約など様々な情報発信に活用

している事例が見られることも承知しております。

本市では、既に多くの妊産婦や御家族の方々が御

自身に合ったアプリを独自に利用されていること

から、特定のアプリの導入は行っておりません。

子育て応援アプリは開発事業者ごとに仕様が異な
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っているため、転出入の場合など自治体間で異な

るアプリを採用している場合記録したデータの移

行が行われないことなどは、導入の課題として考

えております。国では、母子保健情報の電子化に

ついて検討を進めており、今後は母子健康手帳の

デジタル化や子育て応援アプリとの情報連携など

が想定されています。子育て応援アプリの活用を

含め、効果的な子育てサービスの在り方について

引き続き国の動向を注視してまいります。

次に、大項目２、安心して授乳、搾乳ができる

環境づくりを、小項目１、公共施設に授乳室の設

置と授乳が安心できる環境づくりをについてお答

えいたします。市内の授乳室の設置状況について

は、北海道が推進する北海道赤ちゃんのほっとス

テーションに登録している施設が公共の施設で５

施設、民間の施設で３施設となっております。北

海道の認定を受けるためには、プライバシーが十

分に確保され、授乳やおむつ替えができるスペー

スがあることや設備として椅子やベビーベッド、

手洗い用の洗面台があることなどが条件となって

おり、市内では８施設が登録されています。この

８施設については、北海道の公式子育て支援サイ

トＨＡＧＵＫＵＭＵに各施設の設備に関すること

や位置情報が掲載されており、スマートフォンな

どで簡単に検索できることから、市民だけでなく、

市外から来られる子育て世代の方々にも広く活用

いただけるものと考えています。また、搾乳の取

組については、北海道においても昨年１２月に北

海道赤ちゃんのほっとステーション登録促進事業

実施要綱の一部を改正し、授乳とおむつ替えのほ

か搾乳もできることを条件として追加するととも

に、登録されている各施設には搾乳でも御利用い

ただけますと記載された掲示物を配付しており、

本市が登録している公共施設においても掲示をし、

周知を行っているところでございます。北海道へ

の登録ができていない公共施設については、令和

５年度に設置状況の調査を行い、授乳室を設置し

ている施設においては市で統一した表示板を掲示

することとしたほか、授乳室は設置していないが、

必要とされる方がいた場合空き部屋を案内し、対

応している施設も多数あり、授乳室が必要な方は

職員までお声かけくださいと記載した表示板を掲

示するなどの取組を進めてきたところです。授乳

室の設置には、スペースの確保や設備の整備費用

も必要となってきますが、各施設において市民ニ

ーズをしっかり把握した上で対応していく必要が

あると考えておりますので、御理解いただきます

ようお願い申し上げます。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（山田典幸議員） 高橋議員。

〇１２番（高橋伸典議員） ありがとうございま

した。再度再質問をさせていただきます。

まず、木村部長言われたように、今年度予算で

市民サービスのオンライン化事業が盛り込まれ、

９２６万２，０００円が計上されております。手

のひら市役所ということで推進されているみたい

ですけれども、その中でこのＤＸのオンライン化

は本当に重要な部分、令和７年度中には全部を終

わらせて、使える状況にしなければいけないとい

うことで、先ほどぴったりサービスの２６関係が

推進されているというふうには言われたのですけ

れども、内閣官房ＩＴ総合戦略室、番号制度推進

室のぴったりサービスの中の児童手当、保育、独

り親だとか母子保健に対するワンストップでやら

れている部分というのは、昨年６月で９５０の市

町村が実施済みで、全体の７５．３％、介護サー

ビスのほうは８３地域で９．６％、被災者支援ワ

ンストップサービスは３３地域で２．２％の実施

済みでありました。そして、名寄市のぴったりサ

ービスを見せていただいて、私も今回子供の子育

て支援のアプリを何とかと思って、１歳児と２歳

児のお子さんを持っている２世帯の方とちょっと

このアプリを見ていただきました、名寄の。子育

てのアプリを見ていただいて、どうですかって言

ったら、名寄の場合は保健所さんの保健師さんが

しっかり来ていただいて、予防接種だとかいろん
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な部分、この日の期限で市立総合病院のほうに連

絡していただければというふうに親切に言ってい

ただくので、このアプリ見なくてもいいかなって

言われたのですけれども、そうかいって。そして、

どうすればいいかねって。これから今名寄市とし

てつくり上げる部分だからって言ったら、できれ

ば自分たちの子供がもし熱出したら予防接種行け

なくなったと。再度また電話するのに、名寄は病

院もＩＣＴ使って、ネットワークやっているのに

そこの予防接種、そういうアプリでできないのか

いって、登録というか。それと、もう一つが先ほ

ど言った授乳の場所、これができればアプリに載

っていただければいいのかなというお話をしてい

ました。最低でもという話をされていました。先

ほど室長が言われたように、北海道のＨＡＧＵＫ

ＵＭＵ、昨日見させていただきまして、面倒くさ

いです、探すのが。ＨＡＧＵＫＵＭＵやって、北

海道やって、あといろんな項目があるのです。そ

して、そこを選んで探すものですから、なかなか

搾乳に行くまではちょっと遠い。私もあんまりそ

んなＩＴ得意でないものですから、時間かかった

のかなと思うのですけれども、そして聞いたらこ

れは知らないって言っていました。周知している

というけれども、知らないって言っていました。

できれば私はこの部分では名寄市として、子育て

支援のまちとして、先ほど人口減少で質問した同

僚議員もいますけれども、やはり子育てがしっか

りしていないと人口減少を止められないのが各市

町村が頑張っている理由だと思いますので、そこ

ら辺の部分どう考えているのかちょっともう一度

お聞かせいただきたいなというふうに思います。

〇議長（山田典幸議員） 馬場健康福祉部長。

〇健康福祉部長（馬場義人君） 先ほど田畑室長

のほうから子育て応援アプリ等々について答弁さ

せていただきました。今議員から予防接種の変更

があった場合のというようなお話がありましたけ

れども、現在名寄市内における乳幼児の予防接種

体制は、議員から御指摘のように、市立総合病院

の小児科でも行っているのですが、それ以外の市

内の医療機関の御協力の下、複数の医療機関で接

種体制のほう整えさせていただいております。実

はオンラインによる予約システムを整えていると

ころは、議員のおっしゃるとおり、今のところ医

療機関としては持ち合わせておりませんので、現

在のところは電話での対応というような形を取ら

させていただいているところで、子育て応援アプ

リ、私どもまだ導入はしていませんけれども、そ

れに対して予約や日程変更というのは今のところ

は難しいかなというふうに思っています。先ほど

も答弁させていただいたかと思うのですけれども、

今後国において母子健康手帳をＤＸ、電子手帳化

というふうにしていくという動きもあるようでご

ざいますので、そういった場合にそういうような

システムも構築できるかというようなことは私ど

もとしても研究してまいりたいというふうに思っ

ておりますし、意見が出せる機会がありましたら

出してまいりたいなというふうに思っています。

また、北海道が行っています北海道公式子育て

支援サイトのＨＡＧＵＫＵＭＵの関係、これ北海

道さんがやられているということもあって、私ど

もとしても実は先ほど質問いただきました搾乳の

取組とかはそういう通知を道からもいただいてい

たので、御案内させていただいたりというのはも

う既に実施していただいているそういう授乳室の

機関もあるのですが、私どもとしてもＨＡＧＵＫ

ＵＭＵのほうの周知については今後も実は出生届

を出されて、私どものところの窓口に来ていただ

いているというところもありますので、何らかの

方法でＨＡＧＵＫＵＭＵの内容も伝えて、そこか

らまた情報が広がっていったり、情報入手しやす

いというようなことをお伝えするというようなこ

とをしてまいりたいなというふうに思っておりま

す。

以上です。

〇議長（山田典幸議員） 高橋議員。

〇１２番（高橋伸典議員） よろしくお願いしま
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す。

あと、今部長言われたように、出生届のほうも

今アプリでやられている自治体があるのです。そ

して、そういう部分で若い２世帯の方々は出生届

もわざわざ１４日以内に出せって、この忙しいと

きにアプリでできるようにならないのでしょうか

というお話もされていました。そして、木村部長

にも福島県のこのまちが出生届やられていますよ

という資料も差し上げたのですけれども、名寄市

としては市民部長としてどういう、出生届の部分

は名寄市として入れていけるのかどうか。ちょっ

と何かあれば。

〇議長（山田典幸議員） 松田市民部長。

〇市民部長（松田慎司君） 今出生届のお話をい

ただいたところですけれども、アプリといいます

か、きっとマイナポータルでの出生届というお話

なのかなというふうに思っていますけれども、出

生届については、先ほど議員からもありましたよ

うに、国が定めていますデジタル社会の実現に向

けた重点計画という中の一つの方策といいますか、

一つの目指すべきところということで出生届のオ

ンライン化というのを掲げているというのは承知

しております。昨年８月に省令のほうが改正され

て、マイナポータルのほうから出生届が出せるよ

うな準備が一応整っているというところになって

ございます。同じようにぴったりサービスを使う

ということになるのですけれども、今の段階のぴ

ったりサービスで使う出生届については病院で、

医療機関で出していただく出生の証明書をカメラ

で写してもらって、画像を添付していただいて、

それを受けるというような内容というふうになっ

ていまして、全国でもまだ１７ぐらいしか多分導

入されていないのかなというふうに思っています。

国の重点施策になっているので、国のほうでも２

０２６年度を目安にマイナポータルのほうのそも

そもの機能として出生届を構築したいというとこ

ろで検討されているというふうに伺っていまして、

出生届に関しては法務省、戸籍の関係とかもあり

ますので、そちらのシステムとリンクをさせなが

ら共同で開発をしていくというふうになってござ

いますので、名寄市としては２０２６年、そうい

った今あることよりも、今の届出よりもさらに簡

単にできる届出というところのちょっと推移を見

ていきたいなというふうに考えているところでご

ざいます。

〇議長（山田典幸議員） 高橋議員。

〇１２番（高橋伸典議員） ２０２６年まで何と

かよろしくお願いして、国のほうでつくるという

のですから、何とかはまり込めるかなというふう

に思います。先ほど木村部長が２６関係、ぴった

りサービス、今名寄でも進められているというふ

うに言っておりました。そして、ＤＸ推進に伴っ

て市民のオンライン化を進める中で、他市町村で

もやっている住民票だとか納税証明だとか申請書、

公共施設の予約等の設定等進めていくというふう

に検討されているみたいですけれども、各市町村

はその部分以上の災害の情報だとか緊急情報だと

かの部分、そして避難場所の部分、先ほど言った

子ども・子育て支援の部分だとかの情報も提供で

きるような、また保育所の申請だとか等も進めて

いるところもたくさんあると思うのですけれども、

部長として今現在どういうものをするかというの

は全庁舎含めての話合いになると思いますけれど

も、どこら辺までを考えておられるのかちょっと

お聞かせをいただきたいというふうに思います。

〇議長（山田典幸議員） 木村総務部長。

〇総務部長（木村 睦君） 今高橋議員のほうか

らは各自治体で進められているお話も少しいただ

いたのですけれども、私どもも今回御質問いただ

いたので、少しインターネット上ですけれども、

各自治体の状況を調べさせていただきました。ぴ

ったりサービスを用いて利用されている自治体の

ところを少しインターネットで調べさせていただ

いたのですけれども、やはり決して国でやられて

いるシステムというよりは各自治体が独自で採用

しているといいましょうか、そういったサービス
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についてそこのお住まいの方々が利用されている

と。例えば新潟県の三条市であれば、図書館への

リクエストですとか市民アンケートの回答、いわ

ゆるこれは市独自で導入した手続なのですけれど

も、ここの利用が大半を占めているということで、

なかなかぴったりサービス本来の国が示している

手続については少し少なかったかなということで、

私どもと同じような状況なのかなというふうに今

取っているところでございます。これ三条市以外

の自治体も見受けられたところでございますので、

私どもといたしましては、先ほどの御答弁でもさ

せていただいたとおり、当然ぴったりサービスは

活用していくのですけれども、やはり市民の皆様

が利便性の高いものでオンラインサービスを提供

していくほうがいいということも考えまして、例

えばラインの公式アカウント、ここにつきまして

は名寄市、すごく友達の登録数がほかの自治体か

ら比べてかなり多いというところもございますの

で、こういった特色を生かしながらこのオンライ

ン手続のプラットフォーム化を進めさせていただ

きたいというふうに思っているところであります。

内容なのですけれども、今議員のほうからもお話

しいただいたとおり、提供していく内容はこれか

ら決めさせていただきたいというふうに思ってお

りますが、一遍に全てできるというふうには考え

ていませんし、それはなかなか難しいというふう

に思っていますが、やっぱり最初はまず市民の皆

様方からニーズの高いと思われる例えば住民票の

写しですとか、税証明の交付申請など、または施

設の予約など、そういったことからまず庁内の中

で検討させてもらって、どれが一番ニーズが高く

て、市民の皆様方に利便性の高いものかというと

ころをしっかりと検討させてもらいながら決めさ

せていただきたいというふうに思っておりますの

で、御理解のほうよろしくお願いいたします。

〇議長（山田典幸議員） 高橋議員。

〇１２番（高橋伸典議員） よろしくお願いしま

す。先ほど部長言われた本当に新潟県の三条市、

国が指定している手続の１５種類に加えて児童ク

ラブの入会だとか、子供医療受給者の交付申請だ

とか、国民年金の被保険者資格だとか、市が判断

した先ほど言った図書館だとかアンケートだとか

という、２３項目増やしてやられているみたいで

すので、それに沿ってぜひ進めていただきたいな

というふうに思っています。また、今名寄はライ

ンアカウントが多いという、本当にすばらしく多

いと思います。ここまで多いところないかなって。

内容も本当に見やすいし、いろんな部分発展して

いるというふうに思っています。そして、提案で

すけれども、千葉県の九十九里町では行政サービ

スの向上のためにマイナポータルで進めるという

のですから、いいのですけれども、ここは公式ラ

インのノーコードツールを活用して町職員が作成

して、経費削減して、町民に寄り添った住民票だ

とか印鑑証明だとか各種証明を発行しているみた

いなのです。公民館の予約だとか子育てだとか防

災情報、まだまだシステムの向上に向けて進めて

いくというふうに言われています。本市としても

もしラインがこれだけあるのなら、ある程度の先

ほど言った、図書はどうか分からないですけれど

も、公民館だとか、そういう予約というのは今の

ラインを活用して進めたほうが逆に安上がりなの

かなって考えるのですけれども、そこら辺どんな

お考えでいるのか。できないといえばできないで

いいですけれども。

〇議長（山田典幸議員） 木村総務部長。

〇総務部長（木村 睦君） ７年度から進めさせ

ていただきますオンライン化手続については、ま

ずは土台、いわゆるプラットフォーム、土台をつ

くって、それのベースとなるのがラインなのかホ

ームページなのかというのはこれからまた検討さ

せていただきたいというふうに思っていますので、

そこは決してラインを使わないということではな

いのかなというふうに今思っているところでござ

います。

以上です。
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〇議長（山田典幸議員） 高橋議員。

〇１２番（高橋伸典議員） 本当そういうことで、

人口減少社会の中で必要な住民サービスを維持す

るための必須条件にこれからなってくると思いま

すし、オンライン化は市民の利便性の向上につな

がるというふうに思います。名寄市としてその時

間と場所にとらわれない、手のひら市役所が早急

に実現できることをお願い申し上げますので、よ

ろしくお願いいたします。

次に、授乳と搾乳の部分をちょっと進めさせて

いただきます。現状やはり日本は核家族化だとか

独り親世帯の増加、地域のつながりだとか希薄な

どによって保護者が孤立になるというのが非常に

多いというふうに言われています。出産、子育て

に対しても不安だとか負担というのは大きいのか

なというふうに思っておりますし、子育て世帯の

多くが利用しているスマートフォンで時間だとか

場所にとらわれず、やはり名寄市の子育て支援の

状況だとか、そういうものを提供するのも一つか

なというふうに思いますので、しっかりとお願い

したいなというふうに思います。埼玉のさいたま

市でもやはりポータルサイトで子育て情報を送っ

ておりますし、大阪の堺市も子育て応援アプリを

使っております。その中で、アプリとは言いませ

ん。本当に今の名寄市が使っているラインの活用

の部分というのは、状況的にできないのかどうか

というのをちょっとお聞かせをいただきたいなと。

出生届もそんな重いものではなくて、子育てに対

するイベントだとか、子育てに対するこういうも

のがありますよという情報をやはり今、現状ある

ラインですから、使うのがいいのかなと私はすご

く大変に思うのですけれども、そこら辺の部分の

お考えはどうかということをお聞かせをいただき

たいなというふうに思います。

〇議長（山田典幸議員） 石橋総合政策部長。

〇総合政策部長（石橋 毅君） 現状の名寄市の

公式ラインのお話でございます。現在のラインは、

一応情報を受け取りたいコンテンツを自分で選べ

るような、入り口のところではそういう仕組みに

なっておりまして、そういった部分でいうと子育

ての部分の情報が欲しいという方についてはその

フラグをつけていただければ、そういった情報発

信されれば届くような仕組みになっておりますの

で、ある意味名寄市全般に関わる情報であれば、

担当のほうからそういった発信の要望があれば発

信はできる仕組みにはなっている状況でございま

す。

〇議長（山田典幸議員） 高橋議員。

〇１２番（高橋伸典議員） ぜひ発信していただ

きたいと思う。やはり１万７，０００ぐらいの部

分というのは、本当に７割の方がラインを使って

いるというのはすごいことだと思いますので、情

報発信はお願いをしたいなというふうに思います。

あと、その中で今国土交通省でも、開発でもバ

リアフリーの観点から子育て支援の部分のアンケ

ートを取っています、紋別や何かで。そして、外

出した場合の、ちょっと私内容見ていないのです

けれども、２月２８日まで取ったはずですから、

もうそろそろ内容が出てくると思うのですけれど

も、先ほどのバリアフリー、お子様が行ったとき

に授乳室あるだとかトイレがあるだとか、おむつ

を取り替える場所をつくらなければいけないとい

うのがきっとこれから組み込まれるのではないか

なというふうな思いでそのアンケートのものを見

ていました。そして、答えが出たらちょっと見て

みようかなと思ったのですけれども、現状このよ

うに名寄市はここほっと、市立名寄図書館、そし

て名寄地域子育て支援センターひまわりらんど、

市民文化センター、そして有限会社アフター、そ

してイオン北海道、そして名寄市風連国民健康保

険診療所、そしてサンピラー交流館というのがこ

のように授乳室があるということで出ていました。

その中で１つ、先ほど搾乳の部分なのです。そし

て、この部分はきっと北海道の何か所かしかまだ

始まっていないと思うのですけれども、横浜市で

搾乳が授乳室でもできますよというマークをつく
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ったみたいなのです。その中で、北海道の何か所

か今貼り始めました。名寄は、この部分ただで頂

いているのです。同じものを使っていいというこ

とで、東京のヘルプカードみたいな、障がい者の

ヘルプカードみたいに全国で使っていいよという

ことで始まって、今全国で使っていますけれども、

横浜で始まって、今北海道でも一、二か所つけて

いるところが始まりました。名寄でもその部分で

はこの８か所につけていただくことができないの

かどうかちょっとお聞かせをいただきたいなとい

うふうに思います。

〇議長（山田典幸議員） 田畑こども・高齢者支

援室長。

〇こども・高齢者支援室長（田畑次郎君） 搾乳

の掲示物のことについての御質問ですが、先ほど

の答弁で申し上げましたとおり、北海道のＨＡＧ

ＵＫＵＭＵの施設につきましては北海道のほうで

要綱も改正をして、搾乳でも御利用いただけます

というシールを既に貼っております。今議員がお

っしゃったようなものについても利用できるもの

があれば、積極的に利用させていただきたいと考

えております。

〇議長（山田典幸議員） 高橋議員。

〇１２番（高橋伸典議員） ぜひ貼っていただき

たいと思います。見たら本当にすばらしい部分で

すので、貼っていただければ、搾乳されている、

しなければいけない父兄にも安心して使えるのか

なというふうに思いますので、ぜひよろしくお願

いします。本当に子育て支援がこれから人口を増

やすため、または安定させるための一つのツール

かなって私は思っています。ここと子育てに優し

い、そして名寄が掲げる安心して育てられる名寄

市を目指していただくことをお願いしまして、私

の質問を終わらせていただきます。

〇議長（山田典幸議員） 以上で高橋伸典議員の

質問を終わります。

司法過疎、弁護士過疎対策について外１件を、

倉澤宏議員。

〇１０番（倉澤 宏議員） 議長の許可をいただ

きました。通告順に従い、大項目２点についてお

聞きをしてまいります。

初めに、大項目１、司法過疎・弁護士過疎対策

について、小項目１、公設法律事務所再設置に向

けた取組についてお伺いをいたします。昨年６月、

令和６年第２回定例会の一般質問において、市内

にあった公設法律事務所の閉鎖の手続が進められ

ており、それが事実であれば維持、存続に向けた

取組の必要性についてお伺いをしてきたところで

ございます。現実として同年７月末に公設法律事

務所名寄ひまわり基金法律事務所は特段の市民へ

の周知もなく、２０年の歴史に幕を下ろしました。

それから半年余りが経過してきております。令和

６年第２回定例会の一般質問の際の御答弁では、

現段階では公設法律事務所の閉鎖については正式

な話を聞いていない。今月末に、昨年６月ですけ

れども、旭川弁護士会が本市を訪れ、法律事務所

に関わる一連の経緯など一定の説明がある。現在

２か所ある法律事務所が１か所になることは法的

相談を必要としている方々への不利益につながる

ものと考えるので、状況を把握しながら要請等に

ついて対応していきたいとありました。また、廃

止ということであるならば、再設置という形も含

めて要望活動をしなければならない事案だともあ

りました。一部新聞報道ではありましたけれども、

昨年６月２８日に行われた旭川弁護士会、大箸会

長との面談の内容及びその後の対応状況について

お知らせをください。

小項目２、公設法律事務所閉鎖に伴う影響と対

応についてお伺いをいたします。名寄ひまわり基

金法律事務所が閉鎖されたことにより、市内の法

律事務所は旭川の弁護士法人の法律事務所の支店

１か所となりました。閉鎖となった昨年８月以降、

名寄市として把握されている市民生活における影

響と仮に影響があるとしたならばその対応状況に

ついてお知らせをください。

次に、大項目２、観光振興施策についてお伺い
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をいたします。小項目１、外国人観光客の現状と

対応についてお伺いをいたします。上川管内の観

光入り込み数について、令和５年度の実績では、

新型コロナウイルス感染症が５類に移行し、各地

でイベント等が再開されたこともあり、感染症拡

大以前の令和元年度と同水準まで回復をしてきて

おります。道内空港においても国際線の運航再開

等により上川管内の訪日外国人宿泊者数も同様の

傾向にあり、今年度においてはさらに増加傾向に

あると報じられております。年度途中ではござい

ますけれども、今年度における名寄市の外国人観

光客の動向と訪日外国人宿泊者数の年度末見込み

についてお知らせをください。あわせて、行政及

び市内の宿泊施設、飲食店、小売業などサービス

業におけるホスピタリティー等、インバウンド受

入れ態勢の状況についてお知らせをください。

小項目２、旭川空港を拠点とした観光振興につ

いてお伺いをいたします。旭川空港でも国際線の

就航が再開され、外国人観光客の利用増加に伴い、

上川管内の観光客も増加傾向にございます。しか

しながら、上川管内の観光客は旭川、美瑛、富良

野方面に集中しており、令和５年度実績において

も上川北部への入り込みについては限定的でござ

います。上川北部へのさらなる誘客を図るため、

旭川空港の利点の情報発信はもとより、空港内に

おける広報活動や本市を含む上川北部への直行バ

スの運行が効果的であると考えますが、これまで

の議論と取組状況についてお知らせをください。

以上、この場からの発言といたします。

〇議長（山田典幸議員） 松田市民部長。

〇市民部長（松田慎司君） 倉澤議員からは、大

項目２点にわたり質問をいただきました。大項目

１は私から、大項目２は産業振興室長からの答弁

となりますので、よろしくお願いいたします。

まず初めに、大項目１、司法過疎・弁護士過疎

対策について、小項目１、公設法律事務所の再設

置に向けた取組についてお答えをいたします。昨

年７月末をもって廃止となりました名寄ひまわり

基金法律事務所ですが、弁護士の所属先でありま

す旭川弁護士会の会長らが６月２８日に本市を訪

れ、事務所の閉鎖に至った経緯や旭川弁護士会の

置かれている現状などの説明があったところです。

旭川弁護士会からは、当時名寄に赴任をしていた

弁護士が交代するに当たり後任となる弁護士を募

集したが、応募がない状況だったことや旭川弁護

士会管内に設置をしている他のひまわり基金法律

事務所も後任探しが厳しい状況にあること、弁護

士の供給源である札幌のすずらん基金法律事務所

も人材不足であることなどから、名寄の法律事務

所については廃止せざるを得ない状況になったと

説明を受けてきたところです。あわせて、弁護士

会としては人口１万人に１人の弁護士が必要と認

識しており、名寄市近郊の状況を見ると２人以上

の弁護士が必要であると考えていること、弁護士

の成り手不足に強い危機感を持っていること、特

に地方に人材が来ない状況は深刻であり、対策を

考えなければならないとの説明もあったところで

す。本市からは、法律事務所の閉鎖が急な話であ

り、とても困惑していることや市民からも不安の

声が出ていること、これまでのひまわり基金法律

事務所の功績と対応中にある相談案件の今後の対

応を含めて法律事務所の休止と早期再開について

強く要望を伝えましたが、廃止については決定事

項であるとの話でありました。そのため、本市か

らは再度のひまわり基金法律事務所設立に向けた

陳情活動などの可能性と旭川弁護士会に協力をい

ただきながら日弁連などへ申入れを行いたい旨を

伝えてきたところです。旭川弁護士会からも名寄

地域における司法の重要性は認識しているので、

努力していきたいとのお話をいただいているとこ

ろです。今月下旬にはなりますが、旭川弁護士会

が再度本市を訪れ、要請を行った法律事務所の再

設置に向けたお話が聞けるものと思っております。

今後の対応に向けてしっかりと議論を交わしたい

と考えているところです。

次に、小項目２、公設法律事務所の閉鎖に伴う
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影響と対応についてお答えします。公設法律事務

所である名寄ひまわり基金法律事務所が閉鎖した

昨年８月以降、名寄市をはじめ近隣市町村の住民

が法律相談ができる機関は１か所となりました。

このことによる影響としては、同一案件の場合、

相談者双方が同一の弁護士に依頼することは利益

相反として受け付けることができないため、既に

名寄市内の弁護士事務所に相談中の方の相手方は

相談の依頼を受け付けてもらえないこととなり、

別の法律事務所や法律相談機関に相談をしなけれ

ばならないことになります。また、名寄市消費生

活センターが旭川弁護士会に委託をし、毎月実施

をしている無料法律相談においても受付の際に利

益相反を理由に申込みを断られるケースが一部で

生じている状況にあります。このような場合の対

応としては、市外にある法律事務所の紹介や日本

司法支援センターの法テラス、北海道弁護士会連

合会が運営する北海道弁護士ホッとラインなどを

紹介しているところです。いずれにしましても、

相談者にとって居住地に近い場所で対面による相

談ができることが望ましく、地域住民が負担なく

安心してこの地で生活を送るためにも、複数の法

律事務所は必要であると考えております。今後高

齢化が進み、相続や成年後見など弁護士への相談

ニーズは増加することが予想されるとともに、誰

もが法律の専門家にアクセスしやすい環境は地域

にとって不可欠であると考えます。持続可能な地

域づくりのためにも新たな法律事務所の設置に向

け、本市ができることを進めていきたいと考えて

おります。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（山田典幸議員） 櫻田産業振興室長。

〇産業振興室長（櫻田孝臣君） 私からは大項目

２、観光振興施策について、小項目１、外国人観

光客の現状と対応についてお答えいたします。

本市における外国人観光客の入り込み状況につ

いては、令和元年度の２，１６０人泊をピークに

新型コロナウイルス感染症の蔓延に伴い、令和３

年度は受入れがゼロとなるほど完全に滞ってしま

いました。しかしながら、新型コロナウイルス感

染症の終息に伴い、令和５年度では１，０４３人

泊と回復しつつあり、今年度においては年度途中

であるため概算値ではありますが、１，３６２人

泊となっております。特に増加傾向となっている

ものとしては、ピヤシリスキー場を軸とした冬観

光であり、令和４年度より開始しているスキー場

内の森林地帯を滑走するツリーランは令和４年度

６０３人中２６人、令和５年度５１３人中１３８

人、今年度は２月末時点で７８７人中２２６人が

インバウンド利用、天候状況に左右されますが、

認知度の向上に伴い増加しております。その他、

なよろ観光まちづくり協会で実施しているピヤシ

リ山頂へのスノーモービルツアー、パウダースノ

ーサファリにおいても令和５年度で４５人、今年

度は途中ですが、２３人の海外観光客が訪れてお

ります。また、今年度の夏観光においては、台湾

や香港のバスツアーの団体客がサンピラーパーク

のひまわり畑に訪れていただきました。アクティ

ビティー観光でもカヌー１４人、民間によるフラ

イフィッシングには１１人のインバウンド利用と

なってございます。これらインバウンドの受入れ

態勢として、ピヤシリスキー場においてはロッジ

レストランでメニューの写真と英語表記を掲示、

フロントでは翻訳機を常備するなど問合せに対応

できる環境を整備、市内の宿泊施設においても施

設内案内標識や朝食のメニューＰＯＰに英語表記

にするなどの取組が行われております。また、よ

ろーな内に設置している観光協会が運営する観光

案内所におきましても英会話が可能な職員を配置

し、各種問合せに対応しているところでございま

す。

次に、小項目２、旭川空港を拠点とした観光振

興についてお答えいたします。旭川空港において

は、冬期でも９９％を超える高い就航率に加え、

令和４年５月から台湾航路が３年３か月ぶりに再

開、同年９月に成田空港へのＬＣＣ路線の開設、
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昨年１２月には韓国便が５年ぶりに再開されるな

ど、新型コロナ感染症の終息に伴い北北海道の空

の玄関口としてにぎわいを戻しつつあります。旭

川空港を活用した情報発信の取組については、本

市を含む９市２町の行政、観光協会、航空会社、

旅行会社、空港運営会社などによる旭川観光誘致

宣伝協議会により空港でのパンフレットの設置や

デジタルサイネージによる各地域の観光スポット

情報発信、航空会社の機内誌での情報発信、プロ

モーションなどが取り組まれております。現在旭

川空港から旭川以北への公共交通による移動方法

は空港バスにより旭川駅まで移動し、ＪＲまたは

名寄駅都市間バスに乗り換える手段となっており

ます。これまで名寄市及び上川北部への空港直行

バスの運行については、観光協会との協議の中で

議論に上った経緯はあるものの、具体的な取組と

しては至っておりません。現在旭川空港からのバ

スアクセスは、旭川市内、旭山動物園、富良野、

美瑛、東川、旭岳の路線と観光客及び利用客が多

い地域のみとなっており、直行バスの運行は名寄

市単独の利用客及び観光誘客では困難であること

から、広域でのインバウンドを含む観光商品の構

築、販売が必要不可欠となります。新型コロナ感

染拡大の終息に伴い、本市においても観光入り込

み、インバウンドとともに回復、増加傾向となっ

ていることもあり、改めて名寄観光まちづくり協

会及び上川北部９市町村による道北観光連盟にて

提案させていただき、その可能性について調査研

究を行っていきたいと考えております。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（山田典幸議員） 倉澤議員。

〇１０番（倉澤 宏議員） 大項目１、司法過疎、

弁護士対策について、再設置に向けた取組につい

てちょっとお伺いをしたいというふうに思います

けれども、御答弁いただいた中では今月下旬に再

設置も含めた話が旭川弁護士会のほうから聞ける

というような御答弁があったかというふうに思い

ます。昨年６月２８日に旭川弁護士会、大箸会長

らがお越しになって話をされた際の新聞報道では、

加藤市長らに閉鎖の伝達をしたと。それに対して

受け入れ難い内容だが、弁護士充足に向けた要望

活動などで協力していくことで一致したというよ

うな報道があったところです。具体的に今後どの

ような要望活動を行っていく考えなのか、その辺

お考えあればお知らせをいただきたいというふう

に思います。

〇議長（山田典幸議員） 松田市民部長。

〇市民部長（松田慎司君） 今後どういった活動

という御質問かと思います。６月の旭川弁護士会

が来名されて、お話を聞いたときも名寄市として

の方向性も含めてお話をさせていただいているの

ですけれども、弁護士事務所が１つになるという

ことは相当において不利益を講じてしまうという

ことは強くお伝えをさせていただいております。

旭川弁護士会さんのほうでも今回は後任の募集を

したのだけれども、なかなかいなかったというこ

とが一つ大きな理由だということで御説明を受け

てきましたけれども、人材不足というところは、

弁護士業界においても同じであるというようなこ

ともおっしゃっておりましたけれども、いずれに

しましてもこういった司法過疎地域といいますか、

司法がなかなか届かない地域での弁護士事務所の

必要性ということは、２０年来ひまわり基金があ

ったということも含めて、功績も含めて、このま

まなくなっていただくのは困るということで再度

強く要請をさせていただいております。名寄市の

ほうからもどういった手続というか、陳情なり進

めていけばよろしいですかねというようなお話も

させていただいた中で、旭川弁護士会としても日

弁連含め、北海道弁護士会も含めて御相談をしな

がら、再設置に向けた汗はかきたいというふうに

言っていただいておりますので、今月の下旬にな

りますけれども、そこで一定程度のお話を聞かせ

ていただけるというふうに伺っておりますので、

内容をしっかりと議論させていただきながら、再

設置に向けた活動を進めていきたいというふうに
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思っていますし、場合によっては議会の皆さんの

お力も借りて陳情していくというような場面も出

てくるのかなというふうにも考えておりますので、

その際についてはまた御相談をさせていただきた

いですし、御協力のほうもいただければというふ

うに考えているところです。

〇議長（山田典幸議員） 倉澤議員。

〇１０番（倉澤 宏議員） そもそもの話、募集

かけても来ないというのが大きな原因なのかな。

北海道自体は弁護士の数、全国の弁護士の２％ほ

どしか北海道にいないというところで、そうした

ところが大きな原因なのかなというふうに思って

おりますけれども、何とか、先ほどもお話ありま

したとおり、人口１万人に対して１人の弁護士と

いうことで、管内合わせると３万人超えてくると

思うので、この地域もやっぱり３人程度の弁護士

数は必要なのかなというふうに思っていますので、

具体的な要望活動、議会の協力もというようなお

話ありましたけれども、ぜひともそうした部分に

ついて情報提供も含めてお願いをしたいなという

ふうに思っております。

小項目２の事務所閉鎖に伴う影響と対応につい

てお伺いをさせていただきたいというふうに思い

ます。御答弁の中では、利益相反の話も出ており

ました。そもそも今名寄市にある弁護士法人事務

所ですけれども、ここの弁護士先生については、

今現在そうなのか分からないですけれども、名寄

市の顧問弁護士になられているのかどうなのか、

ちょっとそこ教えていただきたいなというふうに

思います。

〇議長（山田典幸議員） 木村総務部長。

〇総務部長（木村 睦君） 名寄市の顧問弁護士

として委託させていただいています。

〇議長（山田典幸議員） 倉澤議員。

〇１０番（倉澤 宏議員） 今名寄にある事務所

の先生は、名寄市の顧問弁護士ということで、ち

ょっとお話を続けさせていただきたいというふう

に思います。

その前に影響の部分ですけれども、閉鎖となっ

たひまわり基金法律事務所の前所長が、今名寄市

からいなくなっていると思うのですけれども、閉

鎖する前に受け持っていた個別の案件、継続して

持っている件数と、名寄市のほうでどのぐらいあ

るのか把握できていれば、その数も教えていただ

きたいなというふうに思いますけれども。

〇議長（山田典幸議員） 松田市民部長。

〇市民部長（松田慎司君） 前弁護士が抱えてい

たケースということですけれども、弁護士の持っ

ているケースというのは秘匿のこともあるという

ことで、正確な数字は私どもも一度お話を聞かせ

ていただいたのですけれども、教えてはいただい

ておりませんが、複数件は名寄でまだ持っている

のでというお話はされておりました。

〇議長（山田典幸議員） 倉澤議員。

〇１０番（倉澤 宏議員） まだ継続して持って

いる案件があるということで、私市民の方からお

聞きしたこともありまして、実際名寄からいなく

なったことに伴って案件についての対応について

なかなかやり取りが難しい状況だということもお

聞きをしてきております。先ほど今名寄市にある

弁護士法人の弁護士事務所の先生が名寄市の顧問

弁護士だということで、市税の滞納であったり、

滞納整理であったり、公共料金の債務処理、ここ

が受皿になっていた法律事務所が閉鎖になって、

先ほど松田部長のほうからあった利益相反によっ

て名寄市の弁護士には行政不服審査請求も含めて

市民の方がこれ依頼できない状況になっています。

そうした部分市民の受皿がなくなったといった部

分についてどのように捉えているのかちょっとお

考えをお知らせいただきたいというふうに思いま

す。

〇議長（山田典幸議員） 松田市民部長。

〇市民部長（松田慎司君） 今議員おっしゃられ

たとおり、市民、利益相反の絡みがあって、受皿

がないということは非常に申し訳ないと言ってい

いのか分からないですけれども、非常によろしく
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ない状況だというふうには認識しております。そ

もそものひまわり弁護士事務所、名寄の部分につ

きましては、そういった債務整理をメインに活動

されてきたというふうに伺っておりますので、弁

護士事務所が１つしかないということになります

と、相手方が顧問弁護士側の相手方である場合に

ついては当然受けていただけないということにな

りますので、市外のどちらかの弁護士さんとお話

をされるということになろうかというふうに思い

ます。そこの部分も含めて負担になっているとい

うふうにも思いますので、決して名寄市で１つし

かないという法律事務所については、これは好ま

しくないというふうに思っていますので、改めて

設置に向けた活動のほうは進めていきたいなとい

うふうに思っているところです。

〇議長（山田典幸議員） 倉澤議員。

〇１０番（倉澤 宏議員） 現状市民にとって好

ましい状況ではないというような御答弁だという

ふうに思います。先ほども部長の御答弁でありま

したけれども、今後高齢化社会が引き続き継続し

ていく中で、成年後見の関係であったり、相続に

伴う遺産分割協議、空き家問題、また離婚協議で

も複数の人が絡む民事案件も増加傾向にあるとい

ったところで、やはり弁護士事務所１つでは対応

できない案件も出てくる。市外の方、事務所を紹

介しなければならないといった部分については、

かなりやはり市民の負担になってきているのかな

というふうに思っております。そうした面で、そ

うした法律関係の事務処理を行う司法書士事務所

もあると思うのですけれども、名寄市内で司法書

士事務所何件あるか把握されているか教えていた

だきたいというふうに思います。

〇議長（山田典幸議員） 松田市民部長。

〇市民部長（松田慎司君） 現在の司法書士事務

所の数ということですけれども、旭川司法書士会

というのがありまして、そこに所属をされている

名寄市の司法書士としてはお二方いますけれども、

同じ事務所ということなので、事務所としては１

件というふうになるかと思います。

〇議長（山田典幸議員） 倉澤議員。

〇１０番（倉澤 宏議員） 法律事務所、弁護士

事務所に限らず、司法書士事務所も減少傾向にあ

って、なかなか市内の事業所も含めてそうした法

律に絡むお仕事を頼むところも御苦労されている

というお話も聞いております。以前の答弁の中で

議会にも再設置の要請活動、今回もありましたけ

れども、情報共有をしていただいて、様々な形で

相談できればというふうな話も前回副市長からも

あったというふうに認識をしております。今月ま

た弁護士会の皆様が来られるということですので、

今回はしっかりと市民も含め情報提供をお願いし

たいというふうに思いますけれども、いかがでし

ょうか。

〇議長（山田典幸議員） 松田市民部長。

〇市民部長（松田慎司君） しっかりと旭川弁護

士会さんとはお話をさせていただきたいというふ

うに思っていますし、していかなければというふ

うにも思っています。市民向けの情報の周知とい

うことになると、あまり不確定なことは言えない

というふうに思っていますので、ある程度見通し

ですとか、こういったことをどういうふうにやっ

ていくかということも含めて、ある程度分かった

段階でということになろうかなというふうに思い

ますけれども、まずは今月末に来ますお話を聞か

せていただいて、活動、どういったことができる

かということを考えていきたいなというふうに思

います。

〇議長（山田典幸議員） 倉澤議員。

〇１０番（倉澤 宏議員） 先ほどやり取りさせ

ていただいたとおり、法律に関してなかなか今い

い状況ではないということで皆さん認識を持って

いただいたのかなというふうに思いますけれども、

この地域において法的に相談を受けていただく場

所が限定されたり、なくなってしまったことは、

市民が安心して住み続けられなくなっていくと。

以前も申し上げましたとおり、行政としても全て
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の人に司法への平等なアクセスを提供するといっ

た目的達成に向けてぜひとも取り組んでいただき

ますようよろしくお願いをして、次の質問に移っ

ていきたいというふうに思います。

大項目２、観光振興施策についてお伺いをしま

す。小項目１、外国人観光客の現状と対応につい

てということで、御答弁いただいた中では令和６

年度、途中ではありますけれども、直近で１，３

６２人泊、令和５年度の実績、年度の実績よりも

既に１．３倍程度の数字、年度末に向けてはもう

少し増えてくるのかなというふうに思っておりま

す。名寄市内においても確かにこの冬、本当に外

国人を目にする機会も多く感じているところでご

ざいます。そこで、先ほど御答弁の中で観光案内

所の部分では外国語対応する職員の配置であった

り、多言語化のパンフレットの設置でＰＲしてい

るというふうに思いますけれども、市内歩いてみ

ますと、なかなか案内表示が外国語に対応したも

のがなかったり、また商店街や飲食店の組合とも

連携した取組についても行われている部分が少な

いのかなというふうに思っております。あわせて、

市内の宿泊施設においても外国人宿泊客の対応に

かなり温度差があるなといったところがあります。

そうした部分の取組、ここどこが主体となってや

っていくところなのかちょっとお尋ねをしたいと

いうふうに思います。

〇議長（山田典幸議員） 櫻田産業振興室長。

〇産業振興室長（櫻田孝臣君） 議員おっしゃる

とおり、インバウンドの方が町場でも見られるよ

うになって、やはりコロナ明け増えてきたなとい

うのが名寄の状況でも見受けられるということで

ありまして、そこの部分の英語表記ですとか、ま

ち全体を挙げての受入れ態勢がどうなのだという

ところだと思います。コロナ以前は観光協会が主

体となって飲食、それからホテルも含めて英語表

記への取組、それから指さし英会話帳の配付など

ということで取組が行われていたということでご

ざいますが、先ほども申し上げたとおり、コロナ

があってゼロということで、そこが滞ってしまっ

たということです。急激に近年のインバウンドの

増加に伴って、地域としての受入れ態勢というの

が早急に対応したほうがいいだろうということで

あると思います。体制整備においては、サービス

業を主体とした民間事業者の理解と御協力が必要

不可欠でありますし、全体としてということであ

れば、観光客の受入れの部分に関してはまちづく

り観光さんと市も連携して、どういう取組が効果

があるのかということで、今後早急に体制を整備

していきたいと考えてございます。

〇議長（山田典幸議員） 倉澤議員。

〇１０番（倉澤 宏議員） 新型コロナウイルス

の関係でインバウンドが一時停滞したといったと

ころで、インバウンドの受入れ態勢が滞ったとい

うところは一定の理解はできるところであります

けれども、この回復状況が急だという、令和元年

度とほぼ同数字に戻ってきていると、同水準に戻

ってきているといったところで、名寄市観光振興

計画の策定がなされた令和４年もまさに新型コロ

ナがまだ終息する前の策定ということもあって、

なかなか現状との整合性が取れていないといった

ところもあると思うのですけれども、観光振興計

画の中の当面の取組と推進体制には、こうした案

内表示の、案内板の整備であったり、商店街、飲

食店などの連携した取組、市内宿泊施設の対応等

記載されていないのですけれども、新年度も含め

て今年度の今後の整備の考え、何かお考えあれば

お知らせをいただきたいなというふうに思います。

〇議長（山田典幸議員） 櫻田産業振興室長。

〇産業振興室長（櫻田孝臣君） 今後の対応とい

うことでございますけれども、現在でもまちづく

り観光協会さんのホームページには名寄観光ガイ

ドということで繁体字というのですか、台湾人観

光客向けのデジタル版というのが御覧いただけま

す。また、先月ですけれども、名寄のフライフィ

ッシングですとかカヌー体験が楽しめるような動

画ということで、観光協会さんのユーチューブ配
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信で１泊２日で滞在もして楽しんでいただけるよ

うなショートの動画が配信されているようなとこ

ろでありまして、こういった部分もアジア圏とい

うのですか、インフルエンサーによるＳＮＳ配信

なんかも予定されているということで、今現在取

り組んでいただいている部分としてはそういった

パンフレットの紙媒体ではなく、デジタルですと

かウェブ配信での部分というのはやっていただけ

ているかなと思っております。インバウンドを呼

び込むにはこういった案内板はもちろんですけれ

ども、ウェブサイト、それから宿泊、特産品なん

かをセットにしたような商品開発なんかも必要か

なと感じておりまして、今後につきましては議員

おっしゃられた観光振興計画のこれから今シーズ

ンを終えたぐらいに会議を設けておりますので、

そういった場で市民の委員の皆さんからも今シー

ズンの状況ですとか、どういった対応が必要かと

いうような御意見を伺いながら新年度に向けた対

策をしていきたいと考えております。

〇議長（山田典幸議員） 倉澤議員。

〇１０番（倉澤 宏議員） ＰＲについては、ユ

ーチューブだったり、ＳＮＳであったりといった

ところで対応していくといったところもお話があ

りました。紙媒体ではなくてと。もちろんそこに

ついては十分理解はできます。来ていただいた方

が名寄市内に来て、情報発信をしていただく。名

寄市内のホスピタリティーも含めて、表示板、外

国語にしっかり対応できているまちだというとこ

ろも含めて発信してもらうことが重要なのかなと

いうふうに思いますので、市内のそうしたインバ

ウンド受入れ態勢の部分について、徐々にですけ

れども、整備をしていただいて、私も何人か中心

街で外国人の方見かけたときも、多分飲食店を探

していたのか分からないですけれども、ちょっと

どこに行っていいのか分からない方も何人か見か

けたところもございました。表示的な部分を含め

て、市内の少なくても中心市街地メインに整備を

していただければなというふうに思っております

ので、よろしくお願いをいたします。

続きまして、小項目２の旭川空港を拠点とした

観光振興についてといったところに移ってまいり

たいというふうに思います。先ほどもちょっとお

話し申し上げましたが、令和４年３月策定の名寄

市観光振興計画（第２次）の中で観光施策の方向

性、今もお話ししましたけれども、情報発信、Ｐ

Ｒの取組の推進では道外のプロモーション活動を

実施することで北海道旅行の際に必ず宿泊が伴う

道外観光客への情報発信力を高め、名寄市で宿泊

数の増加を図るとありまして、当面の取組として

ＳＮＳやウェブを活用したＰＲがメインというふ

うな記載がございますけれども、若干先ほど空港

の中でパンフレットとかもありましたけれども、

アナログではあるのですけれども、紙媒体、旭川

空港における本市のポスターの掲示だったり、サ

イネージもあるというお話でしたけれども、ＰＲ

で知名度をさらに高める部分で、そうした紙媒体

も有効なのかなというふうに思いますけれども、

改めて本市から一番近い空の玄関口である旭川空

港におけるプロモーション活動の必要性に対する

考え方をお聞きしたいというふうに思います。

〇議長（山田典幸議員） 櫻田産業振興室長。

〇産業振興室長（櫻田孝臣君） 旭川空港のＰＲ

ということでありますけれども、先ほど答弁させ

ていただいた本当に名寄市独自のということでは

なくて、広域での取組による表示ですので、特に

名寄が目立っているというわけではないかもしれ

ません。今シーズンの状況なんかを踏まえて、ス

キー場に私も何度か訪れたときにはいろんな関係

者、もしくは来ている方にたどたどしい英語でち

ょっと聞いてみたのですけれども、やはりガイド

の方に連れてきていただいたり、それから自分た

ちでレンタカーで来ているという方が小旅行的な

感じで名寄までお越しいただいているような交通

手段が多いのではないかというような印象であり

ました。そして、やはり宿泊をされている方は伸

びてはいるのですけれども、まだまだ日帰りで、



－118－

令和７年３月１１日（火曜日）第１回３月定例会・第３号

旭川を軸に名寄まで、その日の天候を見てこちら

まで三、四人で来て、またすぐ帰るというような、

ピヤシリスキー場の雪質を楽しむのにこちらまで

来て、そのまま帰るというような方も多いように

見受けられまして、こういうところをちょっとこ

のシーズンを振り返った後にどういうアクセスで

来ているのか、そういったところを踏まえて何と

か宿泊いただけるような対策というようなことを

まずやっていかないとならないかなと思っていま

す。そのアクセスに関して言うと、やっぱり直行

バスがあれば本当に効果は非常にあるとは思いま

すが、こういう事情でバス事業者の方も働きです

とか、それから燃料の高騰とかで減便を余儀なく

されている状況もあるということでありますので、

ちょっとその辺りの状況を踏まえて、これから皆

さんで話し合っていけたらなと感じております。

以上です。

〇議長（山田典幸議員） 倉澤議員。

〇１０番（倉澤 宏議員） 直行バスの話まで御

答弁いただいたのですけれども、まだプロモーシ

ョンのところで質問をさせていただいております。

ちょっとピヤシリスキー場の話も出ましたので、

現在徳田の１９線にある雪質日本一の看板、あれ

も御存じのとおり以前は旭川空港の前に立ってお

りまして、多分景観条例か何かの関係で高い建物

を置けなくなって、今も設置されている徳田１９

線に移設してきた経過があるのかなというふうに

思いますけれども、あの看板ですけれども、設置

されて多分４０年近くたつのではないかな、４０

年ぐらいたつのではないかなというふうに思って

おりますけれども、当時旭川空港の前にあったと

ころでもかなりインパクトがあったのかなという

ふうに記憶しております。私雪質日本一という言

葉、あの看板を見て知ったのではないかなという

ふうに思っておりますけれども、あの看板につい

ては名寄の雪質日本一というところを内外に知ら

しめた大きな役割を果たしているのかなと。また、

併せて維持管理費、年間多分敷地の使用料程度、

１０万円、１２万円程度で、維持管理費もそんな

にかかっていないのかな、かなりコストパフォー

マンスがいい表示物なのかなというふうに思って

おりますけれども、以前には塗装で数百万円かけ

て塗装し直したということもあったかというふう

に思いますけれども、ああいう極端な部分は別と

して、やっぱりインパクトのある名寄市を知って

いただくためのＰＲ、旭川空港におけるプロモー

ション、本当に必要性を感じておりまして、そこ

で名寄を知っていただくことによって外国人、国

内も含めて名寄を知っていただいて、名寄まで足

を運んでいただくことにつながるのかなというふ

うに思っております。そこで、必要となってくる

のが２次交通でございます。観光振興計画の当面

の取組と推進体制における名寄市までの基幹交通

及び２次交通の整備は、旭川空港から名寄市まで

の結束、利便性がよくない状況であると。利用者

ニーズに応じた公共交通の確保に向けて近隣自治

体や関係機関の協議を進めるというふうに記載も

されているところでございます。具体的に空港か

ら上川北部への２次交通の整備は必要な取組なの

かなというふうに思っております。理想をお話し

しますと、旭川空港に鉄道が乗り入れて、道央道

とも接続できれば一番いいのでしょうけれども、

なかなか現実としてハードルが高いというふうに

思いますので、まずは直行バスの実証実験からで

も取り組んでいくことができないのか改めてお伺

いをしたいというふうに思います。

〇議長（山田典幸議員） 櫻田産業振興室長。

〇産業振興室長（櫻田孝臣君） 実証運行でもと

いうことでございますけれども、よろーなにもち

ょっと今ポスター、カレンダー貼ってありました

けれども、この２月に１か月限定で上川の地域の

公共交通活性化協議会、それからＪＲ、それから

バス事業者と連携したかみくるパスというのが販

売されていまして、この１か月でＪＲとバスと乗

り放題の上川管内を動けるパスが発売されていた

ということを知りまして、そういった取組の成果
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なんかもお聞きしながらと思いますけれども、全

てそういうデータを基にちょっと実証運行なんか

ができるのかというのも併せて研究していきたい

と思っております。

〇議長（山田典幸議員） 倉澤議員。

〇１０番（倉澤 宏議員） 旭川空港からの２次

交通の整備、今直行バスというようなお話をさせ

ていただきましたけれども、なかなか採算路線に

はなり得ないのかなというふうに思いますけれど

も、実証運行の後継続していく効果として、やは

り先ほど申し上げましたインバウンドの入り込み

増につながるという部分、また空港の活性化、先

日新聞にも出ておりましたけれども、旭川空港で

は伊丹、中部の通年化を目指していると。先ほど

の御答弁でもありましたように、国内ＬＣＣは韓

国仁川、台北便も今好調であると今日のお話もあ

ったところです。そこの部分も含めて空港の活性

化につながると。さらには、道北、上川北部への

入り込みもつながってくるのではないかなと。ま

た、名寄市立大学の学生確保にも少なからず効果

的ではないのかなと。道外の学生が対象になりま

すけれども、効果的ではないのかなというふうに

思っております。この２次交通の整備に関しては、

観光振興計画の中でも実施主体は行政、名寄市が

主体となって行うといったところもございますの

で、ぜひとも名寄市主体となって空港を拠点とし

た観光振興、伸び代まだまだあると思いますので、

改めて取り組んでいく部分についてお考えをお聞

かせいただきたいというふうに思います。

〇議長（山田典幸議員） 山田経済部長。

〇経済部長（山田裕治君） 今旭川空港からのア

クセスということでいろいろと御議論させていた

だいておりますが、確かに空港からの利便性を高

めていくということも一つ重要な要素というふう

になろうかと思いますが、それを例えばバス会社

であったりとか、様々な交通の運行事業者と話を

していく上で、名寄市含めて道北の例えば観光事

業、インバウンドも含めてですけれども、どれだ

けの方が今道北に訪れたいと思っているのかとい

う、まずそこの魅力づくりということをやっぱり

高めていくというところが重要になってくるのか

なというふうに思っております。先ほど答弁もさ

せていただきましたが、既存の空港からの路線、

旭山動物園や富良野、美瑛、また旭岳、温泉です

か、やはりこれインバウンドもそうですし、国内

的に見てもかなり強力な観光的な魅力、コンテン

ツを持っているということがあって、そういった

路線が日常的に運行できるというふうなことだろ

うというふうに思っていますので、同じようにこ

の地域でもそういった負けないぐらいの魅力ある

コンテンツというものをまず磨き上げていく必要

があるだろうというふうに思っています。そこは、

観光協会さんを中心にそういう観光サイドの魅力

向上というところに力を入れていただきたいとい

うふうに思っていますし、それは当然私どものほ

うでも支援をしていくというふうな、そこはタッ

グを組みながら進めていきたいというふうに思っ

ていますし、交通の部分に関しては、そこについ

ては行政も主体的に担う役割ということも一定程

度あるかと思いますので、そこはそういうふうな

まず条件整備といいましょうか、そういうアクセ

スを向上させるということを訴えていけるだけの

実績をまず積み上げていくということが優先され

ていくのかなというふうにも思っていますので、

そこはそれぞれ状況を見ながら、タイミングを見

計らいながらいろいろな機関と協議を進めていき

たいというふうに考えておりますので、御理解い

ただきたいと思います。

〇議長（山田典幸議員） 倉澤議員。

〇１０番（倉澤 宏議員） 観光資源に関しては、

様々な道北含めて資源があるのかなというふうに

思いますけれども、名寄市も先ほどもお話し申し

上げましたとおり雪質日本一というかなりインパ

クトのあるキャッチフレーズ持っているといった

ところもあります。そこをメインで売り込んで、

さらにピヤシリスキー場への入り込みも図れるの
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観光団体のトップの方ちょっとお話しする機会あ

りまして、サイクルツーリズムに力を入れている

といったところでお話がありました。サイクルツ

ーリズムの部分でいえば、名寄から旭川、旭川か

ら名寄の直通でなくて、一度旭川に滞在をしてい

ただいて、徐々に北上していただくような部分を

少しイメージしているのかなというようなお話も

あったところですけれども、やはりインバウンド、

外国人観光客だけではなくて、アウトバウンド、

国内から出ていく部分、この近隣から出ていく部

分、旭川空港を利用する人の部分を含めて、ちょ

っとその辺も含めて旭川空港から上川北部への直

行バスの部分についてはぜひとも考えていただき

たいなというふうに思っております。なかなか名

寄市単独では厳しいのかなというふうに、私もそ

こは感じております。バスの運転手不足という問

題も今あるといったところもございますので、こ

こぜひ負担金等を拠出している広域の団体、上川

地方観光連盟、道北観光連盟、北海道観光振興機

構、旭川観光誘致宣伝協議会など広域の団体でこ

この部分ぜひ事業化していけるよう、新年度の総

会も５月、６月あたりであるのかなというふうに

思いますけれども、名寄市として、加藤市長にお

かれましては道北観光連盟の会長というところも

あるのかなというふうに思いますけれども、そこ

の辺り事業化していただけるよう会議の場で提起

をしていただきたいというふうに思いますけれど

も、その辺お考えをお聞かせいただければという

ふうに思います。

〇議長（山田典幸議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 議員がおっしゃるように、

北海道には何点かの、千歳だけでなくて、地方の

拠点空港がありまして、そこからの２次交通が観

光振興につながるということと併せて、その周辺

の地域の利便性の向上にもつながるということで、

ちょっといろんな側面からの今お話であったのか

なというふうに思っていて、何をもって空港から

の２次交通をやるのか、あるいはそこで実証運行

していくのかという、まずはそこをしっかりと見

定めた中で実証運行するならするということをや

っていく必要があるのかなというふうに思います。

以前コロナ前に実はこれ事業者さんと一度実証運

行できないかというような議論のテーブルに着い

たような記憶がありますけれども、なかなかやっ

ぱり金額の設定等も含めて非常に難しいなという

ことで断念した経過もあります。どのくらいので

はサイズ感なのかとか、期間はどうなのかとか、

改めて少しやっぱりある程度のデータを持ってや

らなければならないのかなというふうに思ってい

ます。一方で、議員が先ほどからおっしゃってい

るように、少し海外のそういった観光の動きとい

うのは劇的に変化をしてきているという状況もあ

りますので、改めてこれも一つのチャンスだとい

うふうにも思いますので、少しデータ、あるいは

今の現状を整理しながら可能性を模索していき、

できるかどうか分かりませんけれども、そうした

段階にあるのかということをしっかり踏まえた上

で、しかるべきタイミングでそうしたことも提案

するということもぜひ検討していきたいというふ

うに思います。

〇議長（山田典幸議員） 倉澤議員。

〇１０番（倉澤 宏議員） 観光振興計画の中で

は、空港からの２次交通の整備という部分うたわ

れております。先ほど申し上げました名寄市だけ

ではなかなか難しいというところもありますので、

ぜひ近隣の自治体、士別市、下川町、美深町など

隣接する自治体とも連携していただきながら、そ

の必要性も含めてしっかり近隣自治体の意見、ニ

ーズも含めて吸い上げて、今後観光振興計画の当

面の取組の部分で２次交通の整備を進めていただ

くことをお願い申し上げ、質問を終わりたいとい

うふうに思います。

〇議長（山田典幸議員） 以上で倉澤宏議員の質

問を終わります。
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〇議長（山田典幸議員） 以上で本日の日程は全

て終了いたしました。

本日はこれをもちまして散会といたします。

大変お疲れさまでした。

散会 午後 ２時４５分

上記会議のてんまつを記載し、その相違なきこ

とを証するため、ここに署名議員とともに署名す

る。

議 長 山 田 典 幸

署名議員 山 崎 真由美

署名議員 清 水 一 夫
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日程第２ 一般質問

１．本日の会議に付した事件

日程第１ 会議録署名議員指名

日程第２ 一般質問

１．出席議員（１５名）

議 長 １６番 山 田 典 幸 議員

副議長 １０番 倉 澤 宏 議員

１番 中 畠 孝 幸 議員

３番 山 崎 真 由 美 議員

４番 水 間 健 詞 議員

５番 谷 聡 議員

６番 今 村 芳 彦 議員

７番 清 水 一 夫 議員

８番 川 村 幸 栄 議員

９番 佐 藤 靖 議員

１１番 高 野 美 枝 子 議員

１２番 高 橋 伸 典 議員

１３番 遠 藤 隆 男 議員

１４番 東 川 孝 義 議員

１５番 東 千 春 議員

１．欠席議員（０名）

１．事務局出席職員

事 務 局 長 渡 辺 博 史

書 記 石 橋 恵 美

書 記 及 川 洋 人

書 記 川 名 桃 代

１．説明員

市 長 加 藤 剛 士 君

副 市 長 橋 本 正 道 君
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総 務 部 長 木 村 睦 君

総合政策部長 石 橋 毅 君
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健康福祉部長 馬 場 義 人 君

経 済 部 長 山 田 裕 治 君

建設水道部長 東 聡 男 君

教 育 部 長 伊 藤 慈 生 君

市立総合病院
佐 々 木 紀 幸 君

事 務 部 長

市 立 大 学
水 間 剛 君

事 務 局 長

こども・高齢者
田 畑 次 郎 君

支 援 室 長

産業振興室長 櫻 田 孝 臣 君
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〇議長（山田典幸議員） ただいまの出席議員数

は１５名であります。定足数に達しております。

直ちに本日の会議を開きます。

〇議長（山田典幸議員） 日程第１ 会議録署名

議員の指名を行います。

会議録署名議員には、会議規則第８７条の規定

により、

６番 今 村 芳 彦 議員

８番 川 村 幸 栄 議員

を指名いたします。

〇議長（山田典幸議員） 日程第２ これより一

般質問を行います。

通告順に従い順次発言を許します。

中教審答申に照らした名寄市立大学の現在外１

件を、中畠孝幸議員。

〇１番（中畠孝幸議員） おはようございます。

議長から指名を受けましたので、通告に従い、順

次質問してまいります。

大項目１、中教審答申に照らした名寄市立大学

の現在。本年２月２１日、中央教育審議会、中教

審より「我が国の「知の総和」向上の未来像～高

等教育システムの再構築～」と題する答申が出さ

れました。答申は、急速な少子化が進行する中で

の将来社会を見据えた高等教育の在り方について

文部科学大臣からの諮問に答えたもので、名寄市

立大学の今後の在り方を考える上で見逃せないも

のであります。答申に照らして名寄市立大学の現

状がどうであるか、また将来にわたってどのよう

な改善が必要かについて質問したいと思います。

小項目１、国際化の推進について。答申では、

今後の高等教育の目指す姿を実現するに当たって

重視すべき観点の一つとして高等教育機関の運営

の観点を挙げ、その中で国際化の推進を取り上げ

ています。これは、答申の１３ページです。そこ

では、以下引用です。「より多様で優秀な外国人

留学生が日本社会へのゲートウェイとして我が国

の高等教育機関で学び、積極的に定着できるよう

にすることが重要である」とうたわれています。

さらに、外国人留学生等の受入れ推進の具体的方

策についても触れられ、以下引用です。「外国人

留学生を受け入れる企業と大学等の連携強化等を

通じて、外国人留学生が国内企業等へ就職するた

めに必要なスキルの養成や情報提供を強化する」

との記述もあります。これは、答申の２４ページ

です。名寄市立大学では、留学生受入れが行われ

ていないと認識していますが、留学生受入れに関

してどのような議論が学内でなされているか、ま

た留学生受入れに必要な制度整備はどの程度行わ

れているかについて伺います。

また、市内の介護施設等で外国人材の登用が増

加していますが、留学生を受け入れて介護人材等

を養成することに関する考えを伺います。

小項目２、規模の適正化の推進について。答申

では、「１８歳人口が減少することや地域の人材

需給等も踏まえつつ」、これは引用ですけれども、

「スクラップ・アンド・ビルドをはじめ学内にお

ける組織や定員に関する検討を十分行う必要があ

る」とし、地域や産業のニーズに応じた学部、学

科の再編を求めています。これは、答申の３８ペ

ージです。名寄市立大学では、一部の学科で定員

に満たない事例も発生しています。定員の見直し、

学科の再編は、時宜を見て迅速に適切に行うこと

が必要と考えます。定員の見直し、学科の再編に

関しての考えを伺います。

大項目２、鉄道資源の有効活用について。鉄道

のまちとして栄えた名寄に残されるＳＬ排雪列車

キマロキは、貴重な鉄道資源であり、有効に保存

活用していかなければなりません。また、現役の

鉄道資源である宗谷本線を維持するためにその利

活用を進めることも課題となっています。名寄に

とって貴重な鉄道資源であるキマロキ及び宗谷本

線について、その有効活用の方法を伺います。

小項目１、キマロキ展示保存５０年に当たって。

ＳＬ排雪列車キマロキ展示保存５０年記念行事と
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して、本年７月１９日から２１日の３日間、北国

博物館においてキマロキまつりが開催されます。

実施主体は、キマロキ保存会とのことですが、北

国博物館として把握しているキマロキまつりの内

容や実施方法等についてお知らせください。

キマロキは、保存状態も良好で、全国から鉄道

ファンを集めることのできる鉄道資源と考えられ

ます。祭りの内容や広報活動の点で全国に向けた

アピールをどのようにすべきとお考えか伺います。

小項目２、宗谷本線におけるサイクルトレイン

実証運行に関して。令和７年度には、宗谷本線に

おいて自転車をそのまま列車に載せるサイクルト

レインの実証運行が計画されているとのことです。

サイクルトレインは、観光の面からも日常生活の

面からも有益な鉄道利用の方法であると考えられ

ます。宗谷本線活性化推進協議会として把握して

いるサイクルトレイン実証運行の期間、方法、見

込まれる効果等についてお知らせください。

また、自転車活用推進法に基づき安全な自転車

利用のための環境整備が必要と思われますが、サ

イクルトレイン実証運行に関連して考えられる環

境整備、自転車道の整備等がありましたらお知ら

せください。

以上、壇上からの質問といたします。

〇議長（山田典幸議員） 水間大学事務局長。

〇市立大学事務局長（水間 剛君） おはようご

ざいます。中畠議員からは、大項目で２点にわた

り御質問をいただきました。大項目１は私から、

大項目２の小項目１は教育部長から、小項目２は

総合政策部長からの答弁となりますので、よろし

くお願いいたします。

まず初めに、大項目１、中教審答申に照らした

名寄市立大学の現在、小項目１の国際化の推進に

ついてお答えいたします。本学では、現在のとこ

ろ外国人留学生としての受入れに関する入試区分

は設定しておりません。文部科学省からは、留学

生を受け入れるに当たり、大学等に対して安心で

きる魅力ある受入れ態勢等の整備について指導が

なされております。初めに、優秀な留学生を確保

するためにリクルーティングの充実であり、特に

留学生に教育理念、教育内容等を踏まえ、大学の

個性、特色を明確化し、教育研究の展開や留学生

受入れの考え方について発信していくことが求め

られております。次に、組織的な受入れ態勢の整

備として、アドミッションオフィスといった専門

的な組織を整備し、国際交流に関する知識、経験

を有し、外国語を使うことができる専門職員や生

活面でのケアを行う相談員を配置することが求め

られております。さらには、外国人留学生に対す

る奨学金制度として国費奨学金以外にも大学独自

の奨学金制度の創設、留学生が生活するための宿

舎の整備が必要不可欠であると指摘されておりま

す。これらの課題をクリアしていくことが外国人

留学生を受け入れていく上で大学の責務として取

り組んでいかなければなりませんが、現在のとこ

ろ本学での事務職員の配置等を考慮すると受入れ

態勢の整備は難しいと考えております。また、本

学の学科構成として専門職の養成に重きを置いて

いる部分において入学時から専門用語を理解し、

最終的に国家試験を受験し、合格するレベルの留

学生をどのように養成していくかというところに

ハードルがあると感じております。しかし、留学

生が在籍することによる教職員、学生へのプラス

の効果や国際化の推進は本学にとっても大変有意

義な取組でありますので、今後の学生確保の観点

や中教審答申を踏まえて学内で議論を進めていき

たいと考えております。

市内での介護施設等で就労している外国人材に

対する留学生としての受入れによる介護人材を養

成する考えにつきましては、本学の学科構成上、

介護職へ直接結びつくカリキュラム編成でなく、

新たに教員、カリキュラム等の整備をしなければ

ならず、現行の状態ですぐに介護人材を養成でき

る状況にはありません。

続いて、小項目２、規模の適正化の推進につい

てお答えいたします。１８歳人口の大幅な減少見
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込みや学生の福祉系、保育系学科志望者数の減少

などに伴い、規模の適正化については学科構成上

避けては通れない問題となっており、今後検討し

なければならない事案であると承知しております。

定員の見直しや学科の再編については、学内外へ

多大な影響を与える事案でありますので、検討の

際には慎重に進めていくべきと考えております。

現在の検討状況としては、まずは各学科の現カリ

キュラムの点検、さらには改善を進めるとともに、

学習、教育成果等に関する情報収集、分析を行っ

ているＩＲ推進室において学生のキャリアアップ

の視点から新たな本学の魅力づくりを検討してお

り、現行のカリキュラム内で新たに取得できる資

格などについて検討を始めているところでありま

す。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（山田典幸議員） 伊藤教育部長。

〇教育部長（伊藤慈生君） 私からは、大項目２、

鉄道資源の有効活用について、小項目１、キマロ

キ展示保存５０年に当たってお答えします。

本年は、昭和５１年のキマロキ展示保存から５

０年を迎える節目の年であり、全国で名寄だけに

しかないキマロキを鉄道ファンだけではなく鉄道

にあまり興味のない方や若い世代など多くの方に

知っていただくとともに、地域のキマロキ保存に

対する理解の促進や地域経済の活性化を図ること

を目的にキマロキ保存会が実施主体となり、７月

１９日から２１日の日程でキマロキまつりを開催

する予定です。キマロキまつりの内容及び実施方

法については、現在キマロキ保存会において検討

中でありますが、開会式での餅まき、ミニＳＬ、

蒸気機関車の乗車体験、写真コンテスト、キマロ

キ清掃体験、なよろ市立天文台の星まつりとタイ

アップした企画などを計画しているほか、キマロ

キグッズの作製を予定しているところです。

また、キマロキまつりの広報活動については、

開催内容を市内外の多くの方に知っていただくた

め、市の広報紙やホームページ、ポスターに加え、

ＳＮＳも活用し、情報発信を行っていく考えです。

私からは以上です。

〇議長（山田典幸議員） 石橋総合政策部長。

〇総合政策部長（石橋 毅君） 私からは、小項

目２、宗谷本線におけるサイクルトレイン実証運

行に関してお答えいたします。

令和６年３月に国土交通大臣がＪＲ北海道に対

して発出した新たな監督命令により、令和６年度

から８年度の３年間でＪＲ北海道と地域が一体と

なって徹底した利用促進やコスト削減を行い、令

和８年度末までに事業の抜本的な改善方策を取り

まとめることが求められています。この３年間で

取り組む事業をまとめた宗谷線アクションプラン

実行委員会の実行計画の中で令和７年度にサイク

ルトレインの実証運行を行うことが決定されまし

た。この実証運行は、沿線自治体やＪＲ北海道に

より構成されている宗谷本線調査・実証事業協議

会が実施主体となり、国や北海道の補助金を活用

して実施する予定です。具体的な実施内容として

は、今回の実施が宗谷本線での初めての試みであ

ることから、まずは団体列車として事前に利用申

込みをいただいた方を対象に乗車をしていただき、

サイクルトレインの運行により宗谷本線の利用促

進が図られるか効果検証する予定です。また、運

行する車両は、名寄以南ではＨ１００形車両、名

寄以北ではキハ５４系車両を想定しており、自転

車を解体せずにそのまま車内に持ち込んで利用者

自身で固定していただくものです。具体的な運行

ルートや時期については、観光の面で効果を発揮

できるように関係機関との調整により今後決定さ

れますが、観光協会など関係団体と連携しながら

実施を検討してまいります。

御質問いただいた安全な自転車活用のための自

転車道の整備等環境整備については、今回の実証

運行では予定しておりませんが、状況の変化に応

じた対応が必要となったときには国や道とも連携

が必要になるものと考えております。

以上、私からの答弁とさせていただきます。
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〇議長（山田典幸議員） 中畠議員。

〇１番（中畠孝幸議員） それでは、再質問いた

します。

まず、大項目１でありますけれども、留学生の

受入れに関してお聞きしましたけれども、これに

つきましては令和５年９月６日の定例会でも私質

問しているのですけれども、留学生受入れに関し

て今局長のほうから例えば外国語が使える相談員

が必要であるとか、宿舎の整備が必要であるとか、

そういったマイナスの面が述べられましたけれど

も、ということは留学生を受け入れるつもりはな

いということなのでしょうか。その辺まず基本に

なることですので、留学生を受け入れるのか受け

入れないのか、その辺が大学としてどういった方

向にあるのかということを確認して次の議論に進

みたいと思います。

〇議長（山田典幸議員） 水間大学事務局長。

〇市立大学事務局長（水間 剛君） 本学といた

しましては、外国人留学生の受入れについては当

然のことながら今現状としては厳しい状況であり

ますけれども、受入れを進めていきたいという方

向で議論は進めていきたいという考えではおりま

す。

〇議長（山田典幸議員） 中畠議員。

〇１番（中畠孝幸議員） それでは、留学生を受

け入れる方向であるということをまず基本に捉え

て質問してまいりたいと思いますけれども、名寄

市立大学の将来構想（ビジョン２０２６）、これ

は現在は後期実施計画に基づいて行われているは

ずですけれども、これが２０２６年までの、現在

２０２５年ですので、後期計画の中にあるのです

けれども、その後期計画の中で１３ページですけ

れども、「２０１８年度に整備した「名寄市立大

学外国人留学生規程」、「名寄市立大学特別聴講

学生規程」はコロナ禍により検討に至らなかった

ため、他大学の状況を調査し、受け入れの是非を

引き続き検討・整備を継続する」という文言があ

るのですけれども、この２０１８年度に整備した

名寄市立大学外国人留学生規程という、この整備

したというのは制定したという意味なのでしょう

か、それとも制定はしていないけれども、検討し

ているということなのでしょうか、その辺りお聞

きしたいと思います。

〇議長（山田典幸議員） 水間大学事務局長。

〇市立大学事務局長（水間 剛君） 今中畠議員

のほうから御質問がありました外国人留学生の規

程の部分については、既に規程として定めており

ます。

〇議長（山田典幸議員） 中畠議員。

〇１番（中畠孝幸議員） それでは、規程として

定めているということですので、先ほど局長から

お話がありましたように私費留学生外国人特別入

試はまだ行われていないということなのですけれ

ども、留学生受け入れる方向であるということで

すので、ぜひともこのビジョン２０２６で書かれ

ているような方向で、検討するということですの

で、検討進めていただいて留学生を受け入れてい

ただきたいというふうに思います。

それから、もう一つ、先ほど答弁の中で、私が

質問した中で介護職員、名寄に介護人材がたくさ

ん最近増えて外国人材がいるわけですけれども、

私の質問の趣旨としては今現在いる介護職員を大

学に受け入れて養成するというような意味ではな

くて、そういう介護職に興味のある留学生を大学

で養成して、それでできたら名寄に定着してもら

って介護職に就いてもらうというような考えはど

うかという意図だったのですけれども、その辺に

ついてはいかがでしょうか。

〇議長（山田典幸議員） 水間大学事務局長。

〇市立大学事務局長（水間 剛君） 私のほうの

答弁の中では、外国から来た介護の人材というこ

とで、その方については多分介護の技術を身につ

けるために本学に留学ということなのかなと思っ

て答弁させていただきました。私どものほうの今

の大学は、中畠議員も御承知のように社会福祉士

の養成ということで、実際の介護の技術をすると
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いうよりは介護職の相談業務を行う社会福祉士の

養成ということでやっておりますので、留学生と

いうことになりますと、一部介護の技術について

社会福祉のカリキュラムの中で学ぶこともありま

すけれども、実際的な部分の介護の技術の部分を

メインにするカリキュラム編成になっていないと

いうことで、留学生の受入れということに対して

は今の現状としては厳しいのですけれどもという

答弁をさせていただいたところです。

〇議長（山田典幸議員） 中畠議員。

〇１番（中畠孝幸議員） 先ほど最初に申し上げ

ましたように、中教審の答申でも積極的に留学生

受入れを進めるようにという方向性が示されてい

ますので、いろいろ障害はあるかと思いますけれ

ども、それを克服して、せっかく保健福祉の関係

の学部があるわけですから、もし今養成できない

とすれば、外国人人材も養成できるような形で検

討して地域のニーズを満たすような大学の構成に

していっていただきたいということを申し上げて、

この件に関しては質問終わりたいと思います。

それから、小項目の２ですけれども、先ほど申

し上げた定員の見直し、学科編成が必要な時期で

はないかということを申し上げたのですけれども、

これは例えばＰＲ方法を改善して学生、志願者を

増やすとか、それから入試制度を見直しして学生

を集めるとか、そういったことがいろいろ語られ

ているのですけれども、そういうことでしのげる

レベルの状態なのかということを申し上げたいと

思います。先ほど局長からのお話の中でも定員の

見直し、これは避けて通れない問題であると、各

学科のカリキュラム点検して新たな魅力づくりに

ついて検討するということをおっしゃいましたけ

れども、その新たな魅力づくりを今の４学科体制

で検討する時期であるのかということを検討して

いただきたいということです。これは、本当に時

期を逃すと、今年はやや一般入試で定員割れを起

こしている学科もありますけれども、何とか志願

者が集まっているというふうに言えると思うので

すけれども、１年、２年たってもうどうしようも

なくなるということもあり得ますので、ぜひ検討

していただきたいということです。今申し上げて

いる定員の削減というふうに考えますと、後ろ向

きな後退のイメージがあるかもしれませんけれど

も、定員を削減するだけではなくて、削減した分

を新たなこの地域にとって必要な学科を創設して、

そこで吸収するということを行えば、マイナスで

はなくて逆に、今現在定員が１９０名、１学年で

すけれども、それが２００名であるとか２１０名

になる、減らした分を新たな学科のほうに持って

いくというようなことを考えれば、必ずそれをし

なければいけないとは思いますけれども、ぜひそ

ういった点で時宜を逃さずに進めていただきたい

ということを申し上げたいと思います。特にこれ

に関しては、答弁を求めません。

それから次に、大項目の２、鉄道資源の有効活

用についてですけれども、最初の小項目１、キマ

ロキ保存展示ということですけれども、教育部長

からのお話では開幕の餅まきであるとか、ミニＳ

Ｌの運行、それから写真コンテスト、グッズ作製

ということ、それと清掃体験ということをおっし

ゃいましたけれども、これはぼろきれに油をつけ

てＳＬを磨くというような意味だと思いますけれ

ども、そういったことを鉄道ファンの皆さんにし

てもらうということで清掃体験、実際にキマロキ

に触れる体験ができるということで非常にいいア

イデアではないかなと思います。それから、天文

台の星まつりと関連させてというアイデアもある

ということで、これから７月の実施に向けてキマ

ロキ保存会の方々を中心にいろいろなアイデアが

出てくると思いますけれども、私が思いますに非

常に貴重な鉄道資源というふうに認識しておりま

すので、先ほども申し上げましたとおり全国から

ファン、あるいはファン以外の方にも名寄に集ま

ってもらえるような、そういうことを念頭に置い

て進めていただきたいと思います。その中で例え

ば廃線になった美幸線であるとか深名線であると
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か、そういったところのツアーなども組み合わせ

て３日間で十分楽しんでもらえるようなプランを

考えていただけるといいと思うのですけれども、

そういった少し広域の、名寄のキマロキだけでは

なくて広域の鉄道資源を生かすという観点からど

のように考えているかお伺いしたいと思います。

よろしくお願いします。

〇議長（山田典幸議員） 伊藤教育部長。

〇教育部長（伊藤慈生君） 広域で連携したお祭

りの開催ということで御提案をいただきましたけ

れども、キマロキの実施主体が保存会のほうでキ

マロキまつりをするというところで昨年から準備

を進めてきております。その中で今のところなの

ですが、御提案のあった美幸線ですとか、そうい

ったところとの連携というところの事業内容とい

うふうにはなっておりませんが、今いただいた御

意見を検討の今後参考にしてキマロキ保存会にも

情報提供していきたいというふうに思っておりま

す。

〇議長（山田典幸議員） 中畠議員。

〇１番（中畠孝幸議員） これからまだ７月まで

時間もありますので、その間にいろいろ検討して

いただいて、できるだけ全国から来てもらって経

済効果も上がると思いますので、そういったこと

を念頭にキマロキまつりの開催を進めていただき

たいというふうに思います。

それから、小項目の２ですけれども、サイクル

トレイン実証運行に関してですけれども、まだあ

まり日程としては決まっていないということで、

それからどの駅で積卸しとか、どの駅を利用でき

るかということもまだあまり決まっていないとい

うことなのでしょうか。

〇議長（山田典幸議員） 石橋総合政策部長。

〇総合政策部長（石橋 毅君） お話のとおりで、

まだ事業の詳細については設計はできておりませ

んで、今決まっている方向性としては団体列車と

して予約を受け付けて行うというところは何とな

く合意形成はできているところということで御理

解いただければと思います。

〇議長（山田典幸議員） 中畠議員。

〇１番（中畠孝幸議員） 宗谷本線活性化推進協

議会で進めているのかと思いますけれども、沿線

自治体の数も多いですので、その辺意見の統一を

見るのも難しいのかもしれませんけれども、まず

団体列車としてということで、その後個人の利用

ということも考えていらっしゃるということでし

ょうか。

〇議長（山田典幸議員） 石橋総合政策部長。

〇総合政策部長（石橋 毅君） サイクルトレイ

ンという列車自体がやはり北海道ではほぼ実証実

験等で行われていましたけれども、定期便として

はまだない状況で、全国的には先進地は幾つもあ

るのですけれども、まだサービスとして定着をし

ていない部分かなというふうに考えております。

それから、先進地を見ますと、やはり雪のない地

方等年間通して自転車が活用されている地域と半

年は雪に閉ざされる地域と自転車に対する接し方

というのも、文化も違うのかなと思っております。

ただ、今回地元というよりは観光をターゲットと

して事業設計しておりますので、我々としては夏

のとてもすばらしい時期にサイクリストが鉄道を

うまく活用しながら道北地域を巡っていただける、

そんな新しいコンテンツづくりにもつながってい

けばというふうに考えておりまして、そういった

視点での今回実証実験となっておりますので、地

元というのは醸成度を見ながらその先にまた展開

していくものなのかなというふうに考えていると

ころです。

〇議長（山田典幸議員） 中畠議員。

〇１番（中畠孝幸議員） ３月１日に宗谷本線活

性化推進協議会の講演会がよろーなでありまして、

そのときに国土交通省の元自転車活用推進本部の

事務局次長でいらっしゃる金籠史彦氏の講演会、

そのときに活性化推進協議会の皆さんも聞いてい

らっしゃったわけですけれども、非常に有益な講

演会であったと私思いました。今まで考えていた
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ことと心配していたことが杞憂であったといいま

すか、大きな追加投資を必要としないということ

をまずおっしゃっていました。これは、何か車両

を大きくお金をかけて改造しないといけないとい

うわけではなくて、空いたスペースを利用してち

ょっと止めるところをつくるとか、スタンドをつ

けるだけでできるのだということをおっしゃって

いました。それから、跨線橋があってエレベータ

ー等が設置されていない、これは宗谷本線の駅ど

こでもそうですけれども、名寄駅を取っても跨線

橋があってエレベーターありませんので、自転車

どうするのかなということを私心配していたので

すけれども、それもあらかじめ階段利用が必要で

あることを利用する人に情報提供すると、それか

ら階段利用するのであれば簡易的なスロープをつ

けて押して上り下りできるようにすればいいとい

うようなことをおっしゃっていましたので、これ

はサイクルトレインについて心配していたことが

随分心配が氷解したといいますか、そういうこと

でぜひこれは何とか実施できないものかなという

ことを考えさせられたものでした。それから、も

う一つおっしゃっていたのは、インバウンド誘客

の鍵になるということです。インバウンド、スキ

ー、冬季のインバウンドのお客様方は、名寄でも

少しずつ増えてきている状況にありますけれども、

夏のそういったサイクリストというのは非常に全

世界にいますので、それを取り込むのに非常にい

いツールであるということをおっしゃっていたと

思います。それで、海外ではスイス、ドイツ、オ

ランダ、ポーランドなどの例で自転車を車両に持

ち込むのが普通の状態であると、それで日本に来

て日本ではどうして列車に自転車が持ち込めない

のかということを何回も質問を受けたということ

を金籠さんおっしゃっていましたけれども、そう

いった意味でそういったサイクルツーリズムとい

いますか、サイクリングをする人をインバウンド

で受け入れるという意味で非常に宗谷本線、特に

天塩川に沿って北上していくような環境としても

非常にいい状態にありますので、そういったこと

も考えてぜひ進めていただきたいと思いますけれ

ども、団体ということになりますと、団体旅行だ

と例えば台湾からの団体旅行ということもあり得

るかもしれませんけれども、なかなかインバウン

ドで来た方がすぐ乗ってみようかというような形

にはならないかもしれませんので、そういったこ

とも含めてぜひ拡大していってほしいと思います

けれども、その点についていかがでしょうか。

〇議長（山田典幸議員） 石橋総合政策部長。

〇総合政策部長（石橋 毅君） まず、最初のほ

うにお話しいただいた例えば跨線橋であったりと

か、設備の障壁といいましょうか、そういった部

分についてはまさに講師の金籠先生のほうから事

前にそういった周知があればトラブルというのは

聞いたことがないといったお話もいただいたとこ

ろで、我々も実証実験を行う前にそういった情報

いただけて本当に一安心したというか、そういう

ものなのだというふうに感じたところであります。

あと、スペースの話も出ておりまして、お金のか

からないといったところで、私もそういうふうに

は捉えておりまして、ある意味金籠先生もおっし

ゃっていましたけれども、何か事故があったとき

には当然持ち込んだ方の責任の中でサービスを利

用していただくというのが大前提という、そうい

うルールにしていかないとなかなか実現していか

ないのかなというふうに考えたところです。

それから、インバウンドのお話もいただきまし

た。本当に国道を中心にサイクルロードというか、

道路に青色で線がというか、マークが描いてある

道路も実はここ最近ちょっとあったりするわけで

ございまして、やはり自転車、サイクリストにし

てみれば非常に魅力的なコースなのだろうという

ふうに考えております。近いところでいうと、や

はり台湾という国は自転車大国でありまして、本

当にサイクリストの多い国でありますので、そう

いった方たちから注目されるようなことになれば

入り込みについても期待できますし、やはりここ
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は実証実験でまず周知をさせていただいて、その

後はこれはサービスだけを提供してもなかなか広

がっていかないので、やはりそれを支えるソフト

というか、イベントも含めて、そういったことに

も展開していかなければ、これはなかなか定着し

ていかないのかなというふうに考えているところ

ですので、この後もしかすると観光担当のほうか

らもコメントがあるかと思いますので、よろしく

お願いします。

〇議長（山田典幸議員） 櫻田産業振興室長。

〇産業振興室長（櫻田孝臣君） 観光のサイドと

いうことでの見解でございますけれども、なよろ

観光まちづくり協会におきましてサイクルツーリ

ズムということで北北海道サイクルツーリズムの

連絡会議の上川地区の事務局を担ってございます。

こちら旭川から稚内まで結ぶ北北海道ルート、こ

ちらのサイクルツーリズムを推進するような取組

が行われております。実績でいうと、今現在もよ

ろーなでレンタサイクルを行っておりまして、こ

ちらの件数でいくと令和６年度は２９５件の貸出

しがあったり、カヌーと組み合わせたレンタサイ

クル、こちらの事業も行われておりまして、そう

いうサイクルツーリズムの動きというのはまちづ

くり協会さん推進してございます。インバウンド

でいくと、先ほど石橋部長からも出ましたけれど

も、冬のスキー観光ですとか、スノーモービルツ

アーですとかありますけれども、夏についてはな

かなかそういったところが魅力的でありますので、

こういったところも含めてこれから推進していき

たいと考えてございます。

以上です。

〇議長（山田典幸議員） 中畠議員。

〇１番（中畠孝幸議員） おっしゃるとおり、台

湾で非常に大きなメーカーもありますし、自転車、

サイクリングが盛んな場所が近くにあるわけです

ので、そこから北海道の気候のいいときにたくさ

んのインバウンドの方来ていただくということを

考えていただければと思います。

それで、もう終わりにしたいと思いますけれど

も、国が出している第２次自転車活用推進計画の

中でサイクルトレインについて触れられていると

ころがありますので、読みたいと思いますけれど

も、「官民が連携した走行環境の整備や、サイク

ルトレインの拡大等によるサイクリストの受入環

境の整備等により、ナショナルサイクルルートを

はじめとする世界に誇るサイクリング環境を創出

するとともに、国内外へのＰＲ等を行い、サイク

ルツーリズムを推進する」というふうにうたわれ

ていますので、この世界に誇るサイクリング環境

というのはやはり宗谷本線沿線、本当に世界に誇

ることができる環境にあると思いますので、ぜひ

進めていただきたいと思います。

以上で質問終わります。

〇議長（山田典幸議員） 以上で中畠孝幸議員の

質問を終わります。

市立総合病院の収支状況について外１件を、谷

聡議員。

〇５番（谷 聡議員） それでは、御指名をい

ただきましたので、大項目２点につきまして質問

させていただきます。

大項目１点目、市立総合病院の収支状況につい

て、小項目１、令和６年度における赤字見込みに

ついて。先日示されました令和６年度名寄市立総

合病院事業会計補正予算案において、今年度は約

９億円の赤字が見込まれているとされたところで

ございます。赤字の要因につきましては、いろい

ろなものがあると推察されますが、来年度予算の

審査に向けて原因の分析は急務と考えます。道内

の他の自治体は、市立病院の赤字により一部の事

業を休止するというような事態となったところが

あると聞いております。そのようなことにならな

いよう、収支改善に向けて全力で取り組む必要が

あると考えます。そこで、今年度のような赤字決

算は過去にあったでしょうか、お伺いいたします。

それから、赤字の要因について現状での分析は

どうなっていますでしょうか、お伺いいたします。
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小項目２点目、今後の収支状況改善に向けた取

組について。年度ごとに赤字の年もあれば、黒字

の年もあると。公立の病院は、利益を出すことを

目的としていないということも承知はしておりま

すけれども、そこで来年度にも赤字を解消するこ

とは可能と考えていらっしゃいますでしょうか、

あるいは赤字解消に向けて何年かかかるというこ

とを想定しておられるのかどうかお伺いをいたし

ます。

それから、今年度の赤字を解消するために取る

べき方策はどのようなものがあるか、現状お考え

になっていることをお示しいただきたいと思いま

す。

大項目２点目、名寄ＩＣ拠点化構想の現状と課

題について、小項目１、基本構想具現化に向けた

取組状況について。昨年の第１回定例会におきま

して、市の答弁と現状の相違点が幾つかあるよう

に思います。そのときの答弁におきまして、代表

質問への答弁で市長は、新年度からは名寄市内で

の物流拠点の設置具現化に向けて本市が事務局を

担う新たな枠組みの組織を設置し、場所や機能、

規模など基本構想をつくり上げていく段階に入る

と答弁されました。その後の一般質問において総

合政策部長は、基本構想については早ければ早い

ほどいい、目標としては年度内にぜひともと思っ

ているが、民間事業者との横のつながりをつくら

なければならず、我々中心となって調整していき

たいという答弁がございました。しかしながら、

現状は、昨日の一般質問に対する答弁でも新たな

協議会設立に向けて準備を進めているという現状

の説明があったところです。昨年の部長答弁にお

きまして年度内に基本構想をという思いを述べて

いただいたところですけれども、残念ながら現状

はそのとおりとなっていないと。思うように進捗

しなかった理由は、どのようなものがあるのかお

示しをいただきたいと思います。

それから、協議会設立に向けた現在の進捗状況

について、これは昨日の一般質問と重複いたしま

すので、もし付け加えるものがあればお伺いをい

たしたいと思います。

小項目２点目、今後の見通しと課題について。

協議会設立はいつまでに、基本構想はいつまでに

という時期的な目標があればお伺いしたいと思い

ます。

それから、風連地区へのインターチェンジ設置

と拠点化構想の関係について。２月１４日付の名

寄新聞におきまして風連商工会要望への回答で、

風連地区へのインターチェンジ設置に関して地域

の要望インターとなると地域活性化インターチェ

ンジという扱いとなり、国の制度に基づき整備並

びに整備後の維持費と共に地元負担がかかってく

ると、現在１９線付近の名寄インターチェンジ拠

点化構想について要望しているところで、引き続

き地域の振興に取り組んでいきたいという説明が

あったという記事がございました。これにつきま

して、拠点化構想と風連地区へのインターチェン

ジ設置が何か関係性を持っているかのような捉え

方をする人もおりましたので、この点につきまし

て関係があるのかどうかについてお伺いをしたい

と思います。

それから、拠点化構想を要望しているというこ

とがこの記事内でもございました。具体的にどこ

に何を要望しておられるのかお示しをいただきた

いと思います。

以上、壇上からの質問を終わります。

〇議長（山田典幸議員） 佐々木病院事務部長。

〇市立総合病院事務部長（佐々木紀幸君） ただ

いま谷議員からは、大項目で２点御質問をいただ

きました。大項目１につきましては私から、大項

目２は総合政策部長からの答弁となりますので、

よろしくお願いいたします。

まず初めに、大項目１、市立総合病院の収支状

況について、小項目１、令和６年度における赤字

見込みについてお答えをいたします。市立総合病

院の予算につきましては、令和６年度当初では７

億４，６１７万円の赤字予算としていたところで
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ありますが、その後今定例会初日に提案をし、議

決をいただきました補正予算のとおり現段階では

８億９，６１７万円の赤字決算となる見込みであ

ります。予算でありますので、収入は堅く、支出

については多めに積算をしておりますが、仮にこ

のままの額での決算ということになりますと、過

去平成１２年度まで遡ってみた決算状況から見ま

しても地方公営企業法の改正により多額の引当金

を計上することとなった平成２６年度決算を除き、

例のない赤字ということになります。

経営状況が悪化した主な要因につきましては、

患者数の減少がまずは挙げられます。厚生労働省

が公表している病院報告においても入院、外来と

もにコロナ禍前の患者数にいまだ戻っていないと

のことで、患者数の減少は全国的な傾向であると

言えます。当院における患者数の減少は、当該圏

域の人口が減少していることのほかに、当院を含

めた圏域の医療機関の診療体制や患者受療動向の

変化、また年齢構成の変化により疾病構造が変化

していることなど複数の要因があると考えており

ます。各診療科医師と面談を行い、患者数増加に

向けた課題の洗い出しを行うとともに、他院の取

組事例なども参考にしながら事業管理者、院長を

先頭に対策を検討しているところであります。そ

の他の要因といたしましては、人件費や各種経費

の高騰に診療報酬額の改定が追いついていないと

いうことも挙げられます。収入の根幹であります

診療報酬が全国一律で公定価格で決まっており、

各病院で自由に診療報酬額を設定することはでき

ないため、非常に厳しい経営を強いられている状

況となっております。また、公立病院は、いわゆ

る不採算部門と言われます救急、精神、周産期な

どの分野を受け持っていることが多く、当院も圏

域の事情からこれらの医療を提供する体制を整え

ております。不採算部門の医療を提供している地

方公共団体には、地方交付税が算定されています

が、各種調査から明らかになった不足額を算定基

礎とする制度になっていることから、この交付税

におきましても人件費や各種経費の高騰に追いつ

いていない状況にあり、赤字の一要因になってい

ると考えています。

次に、小項目２、今後の収支状況改善に向けた

取組についてお答えをいたします。病院の収支状

況を改善させるための特効薬というものはなく、

令和７年度においても黒字化は厳しいと言わざる

を得ない状況にあります。また、今後においても

物価高騰に見合う診療報酬改定が行われない限り

は黒字化は大変厳しいと考えております。

公立、民間問わず全国的に病院経営は厳しさを

増しており、昨年の医療機関の倒産件数、休廃業

件数とも過去最多となったほか、公立病院におい

ても人員整理や給与削減を実施する病院があると

の報道があったところでもあります。しかしなが

ら、名寄市立総合病院は、救命救急センターを有

する地方地域センター病院として市内のみならず

道北圏域や遠紋地域からの患者も受け入れており、

この地域で暮らす住民の命と健康を守る重要な施

設の一つであると認識をしております。先ほど申

し上げましたとおり、経営改善に特効薬はありま

せん。特に赤字要因のほとんどが当院特有の事情

によるものではないことから、取れる対策も限ら

れてくるところでありますが、基本に立ち返り、

まずは収益を確保するために診療報酬の取り漏れ

を防ぐとともに、患者数を増やすための努力を行

うことで医業収益を上げていくこと、支出の面で

は診療材料や薬剤等の価格交渉により経費節減を

図るなど、地味ではありますが、考えられる取組

については全てやっていかなければならないとい

うふうに考えているところであります。また、医

療提供を支えるのは、やはり人でありますので、

職員に選ばれ、職員がやりがいを持って働き続け

ることができる働きやすい職場環境づくりも大切

になります。医療ＤＸの推進には費用がかかりま

すが、職員が効率的に働くことができる環境を整

えることで医療の安全や質の向上につながり、そ

のことが患者サービスの向上につながっていくと
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考えております。このような取組を進めていくこ

とで少しでも収益改善を図ってまいりたいと思っ

ております。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（山田典幸議員） 石橋総合政策部長。

〇総合政策部長（石橋 毅君） 私からは、大項

目２、名寄インターチェンジ拠点化構想の現状と

課題についてお答えいたします。

初めに、小項目１、基本構想具現化に向けた取

組状況についてですが、名寄インターチェンジ拠

点化構想につきましてはこれまでの定例会におい

ても御質問いただき、考え方や進捗状況について

説明してまいりました。昨年の第１回定例会では、

新年度から拠点化の実現に向けて本市が事務局を

担う新たな枠組みの組織の設置、構想に入る旨を

お伝えしたところです。これまで北海道開発局、

運輸局主催の共同輸送、中継輸送を考えるシンポ

ジウムで市長が名寄インターチェンジ周辺物流、

防災拠点化構想について説明するなど方針を発信

するとともに、関係企業、機関などと具現化へ向

けた情報交換を進めてきました。高規格道路開通

は、観光、物流、地域住民など多くの人が集まる

ため、飲食や物販、トイレや休憩所の設置、物流

拠点の整備などにより道路開通の効果を最大限享

受できると考えております。

さきの代表質問でも答弁させていただきました

が、新たな協議会設立については当初から調査や

運営に係る経費について補助制度の活用を検討し

ており、このたび国の補正予算により補助制度が

設置されたため、スケジュールなど注視している

ところです。補助制度の状況が分かり次第、速や

かに対応していきたいと考えております。

次に、小項目２、今後の見通しと課題について

お答えいたします。さきの答弁のとおり、新たな

協議会については国の補助制度のスケジュールな

どに合わせ、関係機関や民間事業者と調整の上、

設立に向けた準備を進めてまいります。また、構

想策定の時期につきましては、新たな協議会にお

いて議論を進めていくことになりますが、高規格

道路開通を見据え、速やかに構想策定に向けて取

り組んでまいります。

風連地区へのインターチェンジ設置と拠点構想

の関係につきましては、直接的な関係はなく、風

連インターチェンジにつきましてはこれまでの説

明のとおり地域活性化インターチェンジ制度の活

用となり、建設費及び開通後の維持管理費は自治

体の負担となるため、将来にかかる費用などを鑑

み、慎重な検討が必要と考えています。

拠点化構想の要望につきましては、構想の検討

において高規格道路の開通効果を最大限享受する

ための必要な機能、規模等を明確にし、本市のみ

ならず国や北海道、民間企業が主体となる事業も

あると考えています。構想をまとめるに当たり、

要望すべき内容、要望先などを整理し、対応して

まいります。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（山田典幸議員） 谷議員。

〇５番（谷 聡議員） それぞれ御答弁いただ

きましたので、何点か再質問させていただきたい

と思います。

まず、大項目１のほうですけれども、今御答弁

の中には今年度のような赤字決算は過去に例がな

いというような御説明がございました。それで、

赤字の分析についても要因としては患者数の減少

ですとか、人件費、各種経費の上昇に診療報酬額

の改定が追いついていないということが挙げられ

ておりましたけれども、こういった問題は名寄市

立総合病院に限らず、ほかの市立病院も全部ほぼ

当てはまるものではないかというふうに思います。

そして、かつ構造的なものであるとすれば、これ

はなかなか名寄市立総合病院だけではどうしよう

もならない問題を数多く含んでいるということは

理解できます。１つ項目として上げさせていただ

いた中で来年、令和７年度にも赤字を解消するこ

とは可能かどうかということをお伺いしたのです

けれども、あるいは何年かかかるというふうに想
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定していらっしゃるかということをお伺いしまし

た。その点につきましてもう一回お願いいたしま

す。

〇議長（山田典幸議員） 佐々木病院事務部長。

〇市立総合病院事務部長（佐々木紀幸君） 黒字

化に向けためどというところだと思いますが、令

和７年度のまず予算につきましても今後審議をい

ただくことになりますが、非常に厳しい赤字予算

ということになっております。また、これが今後

黒字になる見込みがあるのかということでありま

すけれども、先ほど申し上げました赤字要因とい

うところが大きいわけでありまして、当院の中に

おける改善だけで黒字化に持っていけるというこ

とは非常に厳しい状況であります。根幹となるや

はり診療報酬改定、ここでしっかり対応していた

だけない限りにおいてはそういった黒字化という

のも非常に見通せない状況であるということで考

えております。

〇議長（山田典幸議員） 谷議員。

〇５番（谷 聡議員） 一応収支改善策として

非常に地味な取扱いだけれども、徹底した歳出削

減みたいなこともおっしゃっておられたように思

います。まさにそういうところ、細かいところか

ら一つ一つ歳出について見直すということが必要

だろうと思います。また、患者数の増加について

どうすれば減少を食い止められるか、もしくは患

者数の増加に持っていけるかというところが一番

大事なのかなというふうに思います。

それで、道内の他の市の例を申し上げましたけ

れども、大幅な赤字の見通しとなった収支を改善

するため駅前の周辺地区再生事業を休止する方針

を明らかにしたと。そこの市長は、病院の収支改

善は市全体の財政運営の最重要事項であると、市

民生活を守るために決断したということが述べら

れておりました。まさに名寄市においてもこのよ

うなことが起こらないとは限らないというふうに

私は心配をしているところでございます。それで、

病院の赤字について改善は一筋縄ではいかないけ

れども、こういうふうに例えば市の病院の赤字に

よって他の事業を止めなければならないような事

態は名寄市では起こりませんよというようなこと

を力強くおっしゃっていただければ、市民も安心

するのではないかと思うのですけれども、その辺

いかがでしょうか。

〇議長（山田典幸議員） 佐々木病院事務部長。

〇市立総合病院事務部長（佐々木紀幸君） 他市

の、他の自治体の例を今挙げていただいた上でそ

うならないようにという、その決意というのでし

ょうか、それを述べよということだと思いますけ

れども、病院経営をしている側から申し上げます

と、当然そうならないようにしっかり経営努力を

行い、病院事業を行っていくと、そういう決意で

臨んでいくということしかないというふうに思っ

ております。先ほどちょっと詳しくは答弁できて

いなかったですけれども、経営の改善には大きく

分けても２つしかないと、収益を増やすか経費を

節減するか。経費を節減というところでいきます

と、先ほど言ったような購入する価格をやはり抑

えると、これをベンチマークなどを見ながらしっ

かりと当院のポジションを見て改善できるところ

をしっかり見定めながらやっていくということだ

というふうに思っております。あと、収益向上の

ほうでいきますと、これも今議員から少し言って

いただいたとおり、やはり患者数を増やすか１人

当たりの診療単価を増やすか、これのどちらかし

か方法としてはないものですから、患者数を増や

すという取組についても院内でしっかり取り組ん

でいかなければならないですし、単価を増やすと

いうところでいきますと診療報酬制度の中で取れ

る、算定できるものというのは決まっております

ので、それが今の当院の人材の中でどれがちゃん

と取れるのか、またその件数を取り漏れなくしっ

かりやっていくということがまず大前提で、そこ

にさらに加算物であるとか、高い診療報酬を算定

できるような体制に持っていくためにはどういっ

た人材をもっと確保していかなければならないの
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かというのをきちんと明確にした上でそういった

人材を確保していくと。さらには、当院ＤＰＣ病

院になっておりますので、そのＤＰＣの係数をや

はり上げていく取組というのもしっかり行ってい

かなければならない。これは、一概にこれをやれ

ばすぐに係数として上がりますというのはなかな

か仕組みが複雑で難しいのでありますけれども、

在院日数でありますとか、診療報酬の加算のとこ

ろでしっかり取れるものを取っていくと、そうい

ったところを本当に地味に小まめに１つずつ積み

上げていくことで少しでも経営改善に向けた、結

果としてそういう改善につながっていくような取

組をしっかり行っていきたいというふうに考えて

いるところであります。

〇議長（山田典幸議員） 谷議員。

〇５番（谷 聡議員） ぜひしっかりと取組を

お願いしたいと思います。

それでは次、大項目の２点目に移らせていただ

きます。小項目の１番目ですけれども、昨年の答

弁におきまして年度内にというようなことの思い

を述べていただいたのですけれども、そのように

進捗しなかった理由については例えば新たな補助

制度とかができつつあるということで、それを様

子を見ているというか、その制度ができるのを待

ってできるだけ国庫の補助なんかを多く取り入れ

るために時間がかかっているということでよろし

いでしょうか。

〇議長（山田典幸議員） 石橋総合政策部長。

〇総合政策部長（石橋 毅君） すみません。最

初の答弁のところで意図するところを答えていな

かったというところだと思いますけれども、ここ

の時間の押した時間軸のずれについては大変申し

訳なかったのですけれども、私自身の調整力不足

といったところもあったのかなというふうに思い

ます。

〇議長（山田典幸議員） 谷議員。

〇５番（谷 聡議員） ぜひできるだけ、大き

な事業となりますので、市の単費、市の財政非常

に厳しい中、大きな事業やるということはできる

だけ国や道のお金を持ってくるということが非常

に大事になるであろうというふうに思います。

それと、昨年度年度内にということをおっしゃ

った背景には恐らく、私もそのとき申し上げたと

思うのですが、スピード感が大事だということと

そのときトラックドライバーの労働環境の改善に

伴う２０２４年問題があったというふうに記憶し

ております。それで、当然そのことを考えれば一

日も早く、一年でも早くというようなことにしな

ければならないのだろうなというふうに思います

けれども、時期的に協議会設立がいつまでにとか、

例えば基本構想をいつまでにというような時期的

な目標があればということでお伺いしたのですけ

れども、それ具体的にはまだ決まっていないとい

うことでよろしいでしょうか。

〇議長（山田典幸議員） 石橋総合政策部長。

〇総合政策部長（石橋 毅君） 最初の答弁でお

答えさせていただいた国の補助制度なのですけれ

ども、そこの要綱がまだ出ておりませんので、そ

の事業が一体どの期間の程度で作業させていただ

けるのか、そういったところが出たら、しっかり

と詰めていけるかなというふうに考えているとこ

ろです。

〇議長（山田典幸議員） 谷議員。

〇５番（谷 聡議員） 名寄インターチェンジ

の開通に向けてという言葉も最初にあったかと思

います。ただ、開通を待ってということになると、

まだまだ大分時間がかかるのではないかというふ

うに私は想像しているわけですけれども、それを

待っていたらちょっと遅くなるのではないかなと

いうふうに思うのですけれども、基本的に計画い

つまでにつくらなければならないというような時

期的な目標がないと、なかなか具体的な動きには

入っていけないのではないかなと思うのです。石

橋部長のところでもたくさんいろんな仕事を抱え

ておられると思います。例えば今日中にやらなけ

ればならない仕事、１週間以内にやらなければな
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らない仕事、１か月以内にやらなければならない

仕事というのがたくさんあるわけです。その中で

具体的に時期的な目標が明らかになっていない仕

事というのは、どうしても私の感覚でいうと後回

しになってしまうというようなことも考えており

ますけれども、その辺もう一度いつまでにという

ようなことを具体的に目標数値でもいいのですけ

れども、何かございましたらお願いします。

〇議長（山田典幸議員） 石橋総合政策部長。

〇総合政策部長（石橋 毅君） 今回、繰り返し

になりますけれども、国の補助制度活用させてい

ただく予定でおりますので、通常で考えると年度

内に一定程度のという成果を出さなければならな

い動きになってくるだろうというふうに想定して

いるところです。ただ、これは、行政だけがプレ

ーヤーで絵を描いていくものではなくて、やはり

民間事業者の方たちの事業としての成立するよう

な絵が出来上がらないと、これは具現化していか

ない話になりますから、そういったところはある

意味目標としては立てつつ、しっかり形として残

していけるような内容に積み上げていくことが非

常に大事になってくると思いますので、そこは時

間がかかるものなのかかからないものなのか、ち

ょっとまだやってみないと分かりませんけれども、

しっかりと事業者の皆さん方の合意形成は取れる

ように補助金を活用しながら、いろいろな知見を

入れながら組み立てていきたいというふうに考え

ております。

〇議長（山田典幸議員） 谷議員。

〇５番（谷 聡議員） できるだけ早く基本構

想が出来上がるように私も祈っております。でき

るだけ早いほうがいいと思います。

それから、もう一点、基本構想の中には、昨日

も御答弁の中にあったと思うのですけれども、飲

食とか物販施設を伴うにぎわい施設を考えている

という御答弁があったように記憶しております。

例えば飲食、物販を伴うにぎわい施設というのは、

立地適正化計画で言うところの都市機能誘導施設

に当たるのではないかと思っているのですけれど

も、その辺いかがでしょう。

〇議長（山田典幸議員） 石橋総合政策部長。

〇総合政策部長（石橋 毅君） その単体で見る

と、そういう整理がされてしまうのかもしれませ

んけれども、ここの目的はあくまでも１９線イン

ターチェンジの機能を最大限享受する目的の施設

になっておりますので、整理の仕方としてはちょ

っと違う目線で整理していかないといけない施設

になってくるのではないかというふうに私は考え

ております。

〇議長（山田典幸議員） 谷議員。

〇５番（谷 聡議員） 都市機能誘導区域の中

に誘導施設を造るということにすると、都市再生

特別措置法に基づくいろんな制度が活用可能とな

るということでございます。なので、当面、まだ

計画も出来上がっていない先のことではあります

けれども、当然都市機能誘導区域の見直しという

のもこの拠点化構想に当たっては私は必要ではな

いかと思いますが、その辺いかがでしょう。

〇議長（山田典幸議員） 石橋総合政策部長。

〇総合政策部長（石橋 毅君） 例えば関東のほ

うでいうと、物流のいわゆる幹線と言われている

ところは、非常に人口集中地区を通っているよう

なところでの中継拠点というのは高速道路上に造

られたりとか、そういうような状況ですけれども、

北海道を考えるとやはり今開発局の中でもお示し

いただいているポイントというのは、一定程度幹

線道路がありながらもポイントとしては人口は集

中していない地域、土地が広いところが大体示さ

れているところになります。そういったふうに考

えると、都市機能誘導区域という考えよりも、実

際今国のほうでもそういった構想については今議

員からおっしゃっていただいた交付金とは別に支

援制度ができておりますので、交付金の我々の活

用についてはそういった今新たに示されている地

方における中継拠点整備を推進するための交付金

というのも活用も視野に入れていかなければなら
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ないかなというふうに考えております。

〇議長（山田典幸議員） 谷議員。

〇５番（谷 聡議員） 都市機能誘導区域、立

地適正化計画との関係ですけれども、大きな事業

になりますので、できるだけ国なり道なりのお金

を入れて事業を進めていくということが大事であ

るというふうに先ほど申し上げました。それで、

その中の一つとして都市再生特別措置法というス

キームがございます。だから、ありとあらゆるも

のを総動員してやっていかないと、この事業はな

かなかうまくいかないのではないかと思います。

立地適正化計画については、これまでも図書館の

町なか移転の話だとか、そういったときに誘導区

域内に市有地がないといったようなことも聞き及

んでおりましたし、私はなぜそうであれば市有地

があるところまで区域を広げないのだろうという

ことで去年議員協議会の場で申し上げさせていた

だきましたけれども、コンパクトシティという言

葉に、その言葉そのものに惑わされているという

ような私は印象を受けています。

それで、立地適正化計画については、また日を

改めて取り上げさせていただきたいと思いますの

で、そこまでにしたいと思いますけれども、もう

一点、これぜひ市長にもお伺いしたいところなの

ですけれども、基本構想策定から構想実現に至る

スケジュール感、それから加藤市長４期目の残り

の任期についてということでお伺いをしたいので

すけれども、これまでコンパクトなまちづくりを

目指して中心市街地の整備に取り組む、それと並

行して拠点化構想もということは市の財政状況を

顧みたときに果たして現実的なものかどうか、こ

れについては昨年の第１回定例会におきまして市

長はどちらもやるという強い意気込みを示された

ということがございました。図書館の町なか移設

ですとか、東病院の建て替えなど大事業が控えて

おります。しかも、どちらも実施時期がまだあま

り明確になっていないというようなこともござい

ます。それで、私が以前住んでいたところの市長

が退任を表明しながら、残り任期数か月となって

いたにもかかわらず突然オリンピックを招致する

と言い出したことがございました。その後市長は

交代したのですけれども、招致活動に多くのマン

パワーと多額の税金を費やして、結果は皆さん御

存じのとおりとなったところでございます。それ

と同じということではありませんけれども、なか

なか大きなプロジェクトを進めるためには推進力

が必要であろうと思います。人口減少下、それか

ら財政状況が悪化しているという今日の名寄市に

おきましては、なおさらそうであろうと思います。

その推進力というのは何かということを考えたと

きに、私はトップのリーダーシップであろうと。

少なくともプロジェクトが軌道に乗るまでは、ト

ップで居続けるという気構えが必要ではないかと

思います。改めて５期目の意欲についてお伺いい

たしたいと思います。

〇議長（山田典幸議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） ありがとうございます。

１９線インターチェンジを中心とする物流の拠点

化の構想というのは、かなり前から議論がなされ

ていて、令和６年度の方針の中でも具体的なとい

うお話がありましたけれども、なかなか進んでい

ないというような御指摘もいただきました。２０

２４年問題、あるいは北北海道の物流の中核地点

としての名寄の位置づけというのは、総論は皆さ

ん賛成するのだけれども、各論の議論はやはりな

かなか民間事業者さんも巻き込んでの問題であり

ますので、そこが具体的にならなかったという状

況があってこうした状況になっているのかなとい

うふうに思っております。今般政府のほうでもこ

うした物流の拠点整備、あるいは中継輸送とか共

同輸送に関してはかなり力を入れて政策として進

めていくというようなことでございますので、改

めてここは国の力もお借りをしてそうした事業を

使ってより具体的な調査に着手をしていくことで

何とかこの拠点化の構想を具現化していきたいと

いう思いでございます。新年度に入りまして、５
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月ないしは６月に改めてこの具体的な事業を検討

するための協議会を設置をしていくということに

なりますが、それ以降より具体的にどんなものな

のか、どんな種類なのか、どんな中身なのか、あ

るいは拠点化の性能やニーズ、そうしたことを精

緻にやはり調査をしていかなければならないのだ

ろうなと、その上で物流の構想というのをしっか

りとつくり上げていくための１年になるのかなと

いうふうに思っています。その中で例えば国土強

靱化の計画が来年の６月ぐらいには新たにできる

ということでありますので、それを受けていつま

でに名寄に高規格道路ができるのかというような

こともぜひ時期を明示していただくことも国には

しっかりと要望していきたいというふうに思いま

すし、そうしたことも受けて具体的なスケジュー

ル感もその構想の中で出来上がってくるものだと

いうふうに思っているところであります。令和７

年度は、こうしたことを具現化していくためにし

っかりとやるべきことをやっていって、国、北海

道、あるいは民間、そして名寄市も一体となって

より具体的な構想をつくっていける１年にしてい

きたいというふうに考えておりますので、よろし

くお願いいたします。

〇議長（山田典幸議員） 谷議員。

〇５番（谷 聡議員） 今市長からいろいろ説

明がございましたけれども、いろいろ開通に向け

たスケジュールがまだ示されていないということ

も確かでございます。ただ、事業の進捗を見てい

ると、まだまだかかるのかなという印象を持って

いますけれども、確かに開通スケジュール決まっ

ていない、まだまだ先なのですけれども、決まっ

ていることは４期目の市長の任期があと１年とい

うことなのです。なかなかそういったことで周り

の人たちも次市長どうするのだろうかというのは

非常に気になっているとは思います。それで、今

５期目の意欲については明言いただけませんでし

たけれども、なるべく早い時期にそういったこと

を、このプロジェクトについては自分が引っ張っ

ていくのだというようなことをなるべく早い時期

にお示しいただいたほうが私はこういった大きな

プロジェクトは進めやすいのだろうというふうに

思いますので、その点踏まえて何か市長ございま

したら、ありますか。

〇議長（山田典幸議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 任期１年の中でやるべき

こともしっかりとやっていくということに尽きる

のだろうというふうに思います。行政も政治も継

続性も大事だということでありますので、いろん

な課題、案件がある中で、当然財政的な制約等も

ある中でどういった計画つくっていかなければな

らないのかということもしっかり踏まえた上でや

るべきことをしっかりやっていきたいというふう

に思っております。

〇議長（山田典幸議員） 谷議員。

〇５番（谷 聡議員） ぜひよろしくお願いし

たいと思います。

以上で質問終わります。

〇議長（山田典幸議員） 以上で谷聡議員の質問

を終わります。

１３時まで休憩いたします。

休憩 午前１１時２７分

再開 午後 １時００分

〇議長（山田典幸議員） 休憩前に引き続き会議

を開きます。

後継者対策について外１件を、水間健詞議員。

〇４番（水間健詞議員） 議長より許可をいただ

きましたので、通告に従い、質問を行います。

大項目１、後継者対策について、経営者の後継

者及び後継者対策の現状について。農業、商工業

問わず経営の担い手の減少は、最小限にとどめる

べきと考えます。減れば減るほど残った経営体１

件当たりの負担する社会的コストが増えてその経

営体本人、経営環境にも負の影響を与えてくると

考えます。農業や農村においても個々の経営の健

全性が第一だとは思いますが、地域としての人の
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まとまりの最小構成人数のようなものはあると思

うし、必要だと思います。働き手の不足も大きな

問題となっていますが、経営体が存在しなくなっ

ては働き手も働く場所もなくなってしまいます。

農業、商工業についてそれぞれ事情は異なると思

いますが、現状認識に対する見解を伺います。

小項目２、後継者対策の基本的考え方について。

経営体の減少を避けるため、農業分野では例えば

地域おこし協力隊の採用や後継者対策協議会など

の事業がありますが、例えば地域おこし協力隊な

どはほかの業種への応用は考えられないでしょう

か。農業に関して申し上げれば、現在も、そして

将来も多くを占めるであろう家族経営では必要不

可欠な配偶者の存在があります。生き方の多様化

で非婚者の増加は、現実としてあるものと理解し

ております。そうした中、直接的な婚姻支援対策

も一つだとは思いますが、婚活の戦闘力に多くの

面で共通の要素を持つ経営の戦闘力の高い言って

みれば農業エリートを育成することを優先課題と

するというのはどうでしょうか。いずれも私の案

の一つですが、新規参入者を含め、経営体の後継

者に対する基本的な考え方を伺います。

小項目３、将来の見通しについて。持続可能な

地域社会には、元気のよい経営者の存在は大きな

要因だと考えます。農業、商工業それぞれに対し

て描く将来像はどのようなものでしょう。ゆっく

りと静かに崩れていく地元の姿をただ傍観してい

るのは看過できません。地域というものも生命と

同じ代謝が必要だと思います。外部の人間を含め

て参入障壁を下げて意欲を持って取り組める下地

づくりを期待しますが、今後の方針と見通しにつ

いて見解を伺います。

大項目２つ目、部活動の地域移行について、地

域移行の進捗状況について。中学校の部活動の地

域移行については、２月上旬に行われた保護者説

明会に至るまでも講演会、ワークショップ、アン

ケートの実施や各協議団体との打合せなどに多く

の時間を費やして取り組まれていると推察してお

ります。部活動の地域移行は、何に端を発し、今

に至るのかを、中学校の部活動なぜ地域移行なの

か、ＮＡＹＯＲＯスタイル部活動改革推進事業、

こういった言葉の定義の部分も含めていま一度整

理して経過と併せて説明をお願いします。

小項目２つ目、課題と対策について。持続可能

なスポーツ振興の在り方の中に部活動の地域移行

は含まれるものと考えています。現場の声として

聞こえてくる課題は、幾つもあると認識しており

ますが、生徒たちがスポーツに関わり続けること

にプラスに働くことを期待しております。この課

題について一定程度整理はされていると思います

が、個別具体的に説明をお願いします。

小項目３、今後のスケジュールについて。令和

８年の中体連の大会後に運動部は、土日の活動は

地域に完全移行するというふうに認識しておりま

す。現在見えているスケジュールについて伺いま

す。

以上、大項目２点、小項目６点についてよろし

くお願いします。

以上です。

〇議長（山田典幸議員） 山田経済部長。

〇経済部長（山田裕治君） 水間議員からは、大

項目２点について御質問いただきました。大項目

１は私から、大項目２につきましては教育部長か

らの答弁となりますので、よろしくお願いいたし

ます。

初めに、大項目１、後継者対策について、小項

目１、経営者の後継者及び後継者対策の現状につ

いて、小項目２、後継者対策の基本的な考え方に

ついて、小項目３、将来の見通しについては関連

がございますので、一括してお答えをさせていた

だきたいと思います。農業における近年の経営継

承の状況につきましては、親子間では令和５年度

が６件、６年度が８件の継承が行われており、ま

た新規参入による第三者への経営継承は令和６年

度に１件行われ、現在地域の農地を担う一員とし

て活躍をされております。後継者対策の施策とい
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たしましては、農家子弟への研修、生産支援や免

許取得支援などの補助事業、若手農業者を対象と

した研修会の開催等行っており、また名寄市農業

後継者対策協議会においては農業後継者の婚活事

業などの支援も行っております。事業の実績とし

ましては、後継者への生産支援は令和５年度８件、

６年度５件実施しており、また令和５年度から実

施しております先進技術、免許取得助成につきま

しては令和５年度１件、６年度２件の支援を行っ

ており、新規学卒者やＵターン就農など新規就農

者の確保や定着に一定程度の効果があったものと

考えております。新規参入者の確保に向けた施策

といたしましては、地域おこし協力隊制度の活用

を中心とした就農希望者の募集や育成、就農に必

要な施設、資材、農地等の取得に対する支援、加

えて就農後の巡回等のサポートを行っております。

就農実績といたしましては、令和５年度に２人、

６年度に１人の方が地域で活躍されており、経営

安定に向けたサポートに取り組んでおります。パ

ートナー対策につきましては、農業後継者の婚姻

状況は個人情報のため正確な把握はできておりま

せんが、ＪＡ青年部会員の半数以上が未婚だとい

うふうに伺ってございます。婚活事業につきまし

ては、これまで協議会による主催事業を実施して

きましたが、近年参加を希望する方が少ないこと

から、市外で開催される婚活事業の情報提供及び

参加支援、マッチングアプリを活用した婚活への

参加支援に取り組まれております。また、これま

での若手農業者への調査などから結婚に対する意

識の多様化が見られたため、まずは現状の経営や

将来的に何が必要なのかを考えることが重要だと

捉えてございます。具体的な取組といたしまして

は、若手農業者等の育成を目的に本年１月に農業

資材の役割などを学ぶ農業基礎講座、２月にはＩ

ＣＴを中心とした営農の効率化や付加価値を高め

る経営手法の事例報告などを受け、経営意識を高

めることを目的とした研修を実施してきたところ

であります。今後も農家戸数の減少や農業者の高

齢化が進むことが想定されますが、将来に向けて

持続的に発展できる農業、農村を確立することが

重要であると考えております。そのためには、さ

きにお答えした担い手の確保や育成の取組を充実

させていくとともに、本市の農業が魅力的なもの

であることを示していく多様な施策が必要と考え

ており、関係機関、団体と連携し、施策の推進を

図ってまいります。

次に、商工業における市内事業者数は、少子高

齢化に伴う人口減少、後継者の不在、またＥＣ販

売の定着による商流の変更などに伴い減少してお

り、国の統計調査であります経済センサスにより

ますと、平成２４年では事業所数１，４９７、従

業員数１万２３４人、平成２８年には事業所数１，

４０４、従業員数１万１６９人、令和３年では事

業所数１，３１３、従業員数９，９５０人となっ

ております。事業承継につきましては、中小企業

庁が示す国のガイドラインによる進め方として５

つのステップが示されており、ステップ１として

経営者の事業承継の重要性及びそれに向けた準備

の必要性を認識する、ステップ２として会社の経

営状況、経営課題を把握し、会社経営を見える化

すること、ステップ３で事業承継に向けた経営改

善を進め、ステップ４で事業承継計画の策定、そ

してステップ５で事業承継の実行とされておりま

す。実際にはステップ２からステップ４の工程は、

自社での実施が困難なケースが多く、専門家への

依頼が必要となるケースが多くなります。また、

社外の第三者への譲渡などの承継においては、後

継者候補とのマッチングが必要となり、国の機関

や政府系金融機関などの支援のほかに民間による

マッチングも行われております。市の各種支援に

つきましては、中小企業振興条例における各種支

援メニューにより実施しており、具体的な企業の

事業承継の支援メニューとして企業の事業承継時

に要する専門家への相談、企業の初期診断や経営

状況診断、またこれらを踏まえた課題分析や経営

改善などの事業承継計画策定に要する経費、Ｍ＆
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Ａにおけるマッチングや仲介などに要する経費を

対象とする事業承継支援事業を行っているところ

です。本事業の実績といたしましては、令和４年

度の条例メニューの改正以降４件の事業認定を行

っております。中小企業は、雇用や技術の担い手

として地域経済を支える貴重な存在であり、将来

にわたってその活力を維持し、発展していくため

事業承継は地域にとっても重要な取組であります。

この取組を進めていくためには、国のガイドライ

ンが示すとおり、まず経営者の事業承継の重要性

及びそれに向けた準備の必要性を認識することで

あります。そのために名寄商工会議所、風連商工

会、市内金融機関などと連携した地域の状況の整

理を行うとともに、改めて市内事業者へ事業承継

を認識してもらえる取組と相談できる環境整備が

必要だと考えております。これらの取組を進めて

いく上でも関係機関と情報交換、情報共有を進め

るとともに、国や道などの情報や支援策なども注

視しながら効果的に進めてまいりたいと考えてお

ります。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（山田典幸議員） 伊藤教育部長。

〇教育部長（伊藤慈生君） 私からは、大項目２

についてお答えします。

初めに、大項目２、部活動の地域移行について、

小項目１、地域移行の進捗状況についてお答えし

ます。学校の教育活動は、学習指導要領に示され

た教育課程と呼ばれる内容と学校が計画する教育

課程外の内容で構成されております。部活動は、

教育課程外の活動で、法令上学校が設置、運営す

る義務とはされていませんが、生徒の多様な学び

の場として教育的意義が大きいことから、学校の

教育活動の一環として教育課程外で実施されてい

ます。生徒にとって望ましい部活動の環境を構築

する観点から、平成３０年３月にスポーツ庁が、

同年６月には文化庁が部活動の在り方に関する総

合的なガイドラインを策定して以降、平成３１年

と令和元年には中央教育審議会や国会から学校に

おける働き方改革などの観点を含め、部活動を学

校単位から地域単位の取組とするべきことが指摘

されました。令和２年には、このような状況を踏

まえ、文部科学省が令和５年度からの段階的な地

域移行に向けた方向性を示しました。令和４年に

は、スポーツ庁と文化庁が両庁のガイドラインを

統合し、全面的に改正しました。また、改正され

たガイドラインでは、令和５年度から令和７年度

までの３年間を改革推進期間として地域移行など

に取り組みつつ、地域の実情に応じて可能な限り

早期の実現を目指すことが示されました。学校の

部活動は、これまで学校教育の一環として有意義

な役割を担ってきました。しかし、近年生徒の減

少が加速化するなど深刻な少子化が進行する中、

中学校の規模が縮小し、教職員数も減少傾向にあ

ります。それに伴い、生徒が選択できる部の減少

や部員の減少から大会に参加できないなど、部活

動の持続可能性という面で厳しさが増しておりま

す。また、生徒や保護者の多様なニーズへの対応

や競技経験のない教員が指導せざるを得なかった

り、休日も含めた部活動の指導を求めたりするな

ど、教員にとっては大きな業務負担となっており

ます。そのため、生徒が将来にわたってスポーツ、

文化芸術活動に継続して親しむ機会の確保や学校

の働き方改革の推進による学校教育の質の向上な

どを目指し、学校と地域が連携して子供たちがス

ポーツ、文化芸術活動に持続的に親しめる環境づ

くりを進めていくため、部活動の地域移行を行い

たいと考えております。本市では、地域移行に向

け、令和４年度からＮＡＹＯＲＯスタイル部活動

改革推進事業を開始し、これまでに教員の部活動

指導に係る負担軽減や生徒が専門的な指導を受け

ることで活動の質の向上を図るよう部活動指導員

を配置する部活動指導員配置促進事業やＩＣＴを

活用して外部の専門講師からオンラインで指導を

受け、効率的、効果的な部活動指導の質の向上を

図るＩＣＴ部活動支援事業、部活動指導員を担っ

ていただける地域の方やボランティアとして部活
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動などを支援していただける方に登録いただく学

校応援隊・地域人材バンク事業、合同部活動など

による学校間移動に係る生徒の安全と保護者負担

の軽減を目指す部活動学校間バス移動モデル事業、

中体連主催の地区大会出場などに係る貸切りバス

などの借り上げ料の一部を補助する中学校生徒対

外行事参加奨励費などの事業や補助を行ってきて

おります。令和５年７月には、「部活動改革の在

り方について」をテーマに講演会を、令和６年９

月にはＮＡＹＯＲＯスタイル部活動改革推進ワー

クショップを開催するほか、参加者へのアンケー

トを実施し、休日の部活動の地域移行に向けた課

題などを取りまとめたところです。令和６年１１

月には、学校、保護者、関係団体と協議しながら

部活動改革の推進に関する事項を決定していくた

め名寄市部活動改革推進協議会を設置するほか、

今年２月には中学校に入学、後期課程に進級する

児童の保護者に対し部活動の地域移行に係る令和

７年度以降の取組について説明を行ったところで

す。

次に、小項目２、課題と対策についてお答えし

ます。令和５年と令和６年に行ったアンケートで

は、部活動の地域移行に向けて部活動の地域移行

のために重要と考える事項や休日の部活動の地域

移行を進めていく上で今後重要なこと、足りない

こと、求めることなどについて伺い、様々な課題

などを把握したところです。回答の多かった課題

や意見として、１つ目は地域クラブの運営主体や

指導者、活動場所の確保など受皿の確保です。２

つ目は、バスなどを利用した移動に係る運行財源

の確保や指導者への報酬、活動場所の使用料に係

る受益者負担など財源の確保や保護者の費用負担

です。３つ目は、スポーツ団体や少年団、学校、

行政などによる情報共有の場、意見交換の場が必

要など地域移行に向けた地域、学校、行政などの

連携、協力です。そのほかにも移動手段の確保、

家庭の経済事情による活動機会の格差解消、指導

者の育成など多くの課題が挙がったほか、アスリ

ート志向以外にも楽しさがあることを認めるスポ

ーツや文化芸術活動の新しいスタイルづくりが必

要、持続可能な取組としていくためには受益者負

担が必要との御意見もいただいたところです。

次に、小項目３、今後のスケジュールについて

お答えします。まずは、休日の運動部活動の地域

移行に向けて令和７年夏から運動部活動を拠点校

方式にします。拠点校方式とは、在籍校に希望す

る部活動がない、また希望する部活動はあるが、

専門的に指導する顧問がいない場合、参加を希望

する生徒を１つの学校が受け入れる方式です。本

市では、地域移行する前に拠点校方式により拠点、

活動場所を１つにし、地域移行に向けた準備を進

めたいと考えております。次に、令和８年夏から

は、休日の運動部活動を行わない予定です。した

がって、部活動は平日の活動のみとなり、休日に

活動したい生徒は地域クラブ活動に参加すること

になります。また、種目などによりますが、平日

も地域クラブ活動として行える種目がある場合は

平日の部活動もなくなる予定です。

私からは以上です。

〇議長（山田典幸議員） 水間議員。

〇４番（水間健詞議員） ありがとうございまし

た。壇上からの質問に関しての説明については、

よく分かりました。

それでは、内容についてもう少し再質問してい

きたいと思います。まず、大項目１、小項目１の

後継者及び後継者対策の現状についてなのですけ

れども、一部もう一度詳しく目的を伺いたいので

すけれども、農業の部分で農業者に向けての婚活

事業、パートナー対策という言葉もおっしゃって

いましたけれども、この目的について改めてもう

一度説明お願いします。

〇議長（山田典幸議員） 山田経済部長。

〇経済部長（山田裕治君） 婚活事業の目的とい

うことでございますが、先ほど答弁させていただ

きましたが、本市の農業経営は先ほど議員からも

ありましたとおり家族経営の経営体が非常に多い



－144－

令和７年３月１２日（水曜日）第１回３月定例会・第４号

ということで、そこが中心となっております。家

族経営においては、当然経営や生産の労働力とい

った面も含めてパートナーの存在ということが非

常に重要だというふうに考えておりますし、また

地域の農業を持続的に次の世代に引き渡すという

ことも考えてまいりますと、そういった次代の後

継者を育むといったことも重要な要素だというふ

うに考えておりますので、そういった点を踏まえ

まして婚活事業ということで、これ希望者の方が

先ほども答弁させていただいたとおり多様化して

いる中で昔ほど多くないというお話も聞いており

ますが、少ないですが、ニーズがあるというとこ

ろは間違いないというふうなところでありますの

で、そういったニーズがある以上取組のほうは今

後も進めていく必要があるだろうというふうな認

識でおります。

〇議長（山田典幸議員） 水間議員。

〇４番（水間健詞議員） 私も全くおっしゃると

おりだと思っております。

それでは、この後、農業、商工業それぞれに課

題あると思うのですけれども、並行して、質問と

してちょっと入り組むのですけれども、逆に比較

しながらただしていきたい部分ありますので、あ

えて両方並べて質問していきたいと思います。農

業、商工業それぞれに対するそれぞれの経営継承

における今課題というのは、どういうふうに認識

されておりますか。

〇議長（山田典幸議員） 山田経済部長。

〇経済部長（山田裕治君） 経営継承の課題とい

うことでございますが、まず農業につきましては

先ほどお答えさせていただいたとおり親子間での

継承が中心というふうになっておりますので、後

継者不在な農家が年々増えているというふうな状

況がございますので、課題としてはそういった担

い手、後継者の確保がまずは重要だろうというふ

うに思っております。また、新規参入の継承とい

うか、新規就農、市外から参入いただいて新規就

農に就いていただく方も少ないですけれども、確

保させていただいておりますが、これにつきまし

ては出口の部分になりますけれども、農地の確保、

地域の皆様に、農業者の方にお話しさせていただ

くと、当然後継者が少なくなっている状況ですか

ら、新規参入の新規就農が地域に入ってもらうと

いうことに対して非常に好意的な御意見をいただ

く場合が多いのですが、実際にそういう方が地域

に入っていざ農地を取得したいのだという話にな

ってくると、そこがなかなか、地域の中で規模拡

大意向の後継者の方、農家の方も多数いらっしゃ

いますので、どうしても農地の取り合いというの

でしょうか、なかなかそこがスムーズにいかない

場合があるということで、そういう意味で幅広く

農家の方にも地域全体として御理解をいただくと

いうことが重要かな、そこが課題かなというふう

に捉えております。

商工業につきましては、先ほども事業承継の一

応段階を含めて説明させていただきましたが、ま

ず事業主の方がいずれかの場所に、金融機関です

とか、それぞれの税理士さんに相談されるという

ケースもあるみたいですけれども、まずそこに相

談をしていただくというところがスタートという

ふうになるのですけれども、なかなかそこの情報

が、これなかなかデリケートっていいましょうか、

オープンにできない情報というふうな取扱いをさ

れるものですから、私どもとしてもなかなかその

実態が把握し切れていないというところが課題と

いうふうに挙げられるかなと思います。こちらの

ほうに先ほど言いました支援メニューありますの

で、そういったものを使いたいというふうに相談

があると、そこで初めて今そういうふうな状況に

あるのかなというのが分かるというふうな状態で

すので、実際に今経営されている方がどういう意

向をお持ちなのかということもなかなか把握でき

ないというところが課題かなというふうに捉えて

おります。

〇議長（山田典幸議員） 水間議員。

〇４番（水間健詞議員） よく分かりました。
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先ほど商工業に対する支援メニューのお話あり

ましたし、農業に関しても協力隊だとかパートナ

ー事業とかありましたけれども、こういった農業、

商工業それぞれに対する後継者の育成支援のいろ

んな施策の実施の手応えみたいなのを、これまで

の部分で実績の手応えについて伺います。

〇議長（山田典幸議員） 山田経済部長。

〇経済部長（山田裕治君） 手応えっていいます

か、実績につきましては先ほどもお答えさせてい

ただいたところであります。この数字が多いのか

少ないのかということでいうと、なかなか評価難

しいところでありますが、農業に関して言えば、

少ないですけれども、新規参入であったりとか、

また後継者、Ｕターンというふうな事例も最近多

くなっておりますので、それぞれ後継者として現

在就農いただいているというところに一定効果が

あったのではないかなというふうに考えておりま

す。実際に例えば後継者の方の生産支援、継承、

発展というふうな一応目的で補助事業のほうを取

り組ませていただいておりますけれども、経営の

中心がやはりまだ親元ということもありますので、

当然お父さんと一緒に申請の窓口に来られるとい

うケースが多いというのが現状ですので、そうい

ったところを見ても十分に後継者の方が独り立ち

するというところまで結びついていっていない部

分もまだあるのかなと思いますけれども、そうい

った支援を通じて徐々にでも親元就農という立場

から経営主になるのだというふうな自覚に結びつ

けていただければなというふうにも思っていると

ころであります。

商工業に関しては、先ほど言いましたとおり事

業認定４件というのがありますけれども、先ほど

のとおりでなかなか全体像が把握できていないと

いうふうな状況もあって、果たしてこれが多いの

か少ないのかということでいうと、なかなか判断

が難しいなというふうに考えておりますので、ま

ずはやはり商工業に関して言うと、事業承継の重

要性というのでしょうか、今経営されている方が

次の世代に引き継ぎたいというふうに道を模索し

ていただけるような、そういう意識を持っていた

だけるような取組が引き続き必要かなと、そんな

ふうな捉え方をしております。

〇議長（山田典幸議員） 水間議員。

〇４番（水間健詞議員） それでは、引き続き小

項目２つ目に引き継いでいきたいと思います。

これは、農業に関してなのですけれども、農業

後継者に対して経営スキルの高い経営者に育てて

長期にわたり持続可能な経営体とする取組、さっ

き一部研修のお話伺いましたけれども、ほかに何

かこれまでやってきたこととか、これからやろう

としていることとか、そういった取組ありますで

しょうか。

〇議長（山田典幸議員） 山田経済部長。

〇経済部長（山田裕治君） 経営スキルが高いと

いうのが何をもって経営スキルが高いというふう

に判断するかというのも若干ありますが、まずは

先ほど言いました研修等を通じて農業技術だった

りとか、経営の内容を精査するというのでしょう

か、大きくは経営を改善するということで考えて

いくと、コストを下げて、そして収入を大きくす

るということが基本的な考え方になろうかと思い

ますので、そのために必要な知識だったりとか、

そういう能力ということが求められると思います

ので、そういったものを身につけていただけるよ

うな研修会を引き続き開催していきたいなという

ふうに思っております。当然経営に関して言えば、

ＪＡさんが一定程度それぞれの農業者の方の経営

に対しての様々なアドバイスであったりとか、相

談ということも取り組まれていらっしゃると思い

ますので、行政、またＪＡといった関係団体と連

携しながら育成していく必要があるだろうという

ふうに捉えております。あと、先ほど来お話しし

ているとおり、家族経営が中心というふうになっ

ておりますので、一番身近に経営の手本っていい

ましょうか、道筋を示している、特に親御さんが

そういう立場であり、役割を担うというふうに思
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っていますので、そういう親の経営を一緒に携わ

りながら学んでいくということがかなり大きいウ

エートを占める部分かなというふうに思っており

ます。あと、青年と同年代の農業者の方と交流を

含めて、そこから学ぶということも重要かと思い

ますので、ここは市の支援の中でもそういった若

手農業者の団体に対しての活動支援というような

ことも取り組ませていただきますが、いろんなそ

ういう機会を通じて学ぶ姿勢というか、将来の自

分がどういう農業をさらに進めたいのかというこ

となんかも徐々に固めていっていただきながら経

営主としての立派なといいましょうか、議員がお

っしゃるスキルの高い経営者になっていただけれ

ばなというふうには思っているところです。

〇議長（山田典幸議員） 水間議員。

〇４番（水間健詞議員） 小項目２は、後継者対

策の基本的考え方についてただしているのですが、

今おっしゃるように一番身近なおやじの背中を見

て学んでいくというのがきっと農家にとっては一

番いいのでしょうが、親がいわゆる篤農家って呼

ばれる立派な農家であればあるほど息子というの

は大抵反発するので、ぜひそういった外部の声を

やっぱりどんどん、家庭内だけだと逆に反発して

しまってなかなか難しいというのが我が身の経験

からもあるので、市での今までの取組もこれから

も持続してやっていただきたいし、もうちょっと

親から引き離すぐらいの感じでやってくれるとも

っと逆に効果があるのかなって個人的には考えて

おります。引き続きよろしくお願いしたいと思い

ます。

それから、また基本的考え方についてなのです

けれども、商工業に関する新規参入者に対する基

本的考え方というのはどういうものでしょうか、

伺います。

〇議長（山田典幸議員） 櫻田産業振興室長。

〇産業振興室長（櫻田孝臣君） 先ほどの答弁に

もございましたけれども、事業承継はもちろんで

すけれども、新規の創業者に関しましても本市経

済活性化が重要であると認識してございます。現

在中小企業振興条例に基づいて支援メニューとし

て、スタートアップ支援する創業支援事業などご

ざいまして、新規の創業者への伴走型支援、それ

から今後になりますが、空き店舗なんかを活用し

た支援メニューなんかもありますので、利用促進

に努めていきたいと考えております。そのために

は、もちろん経済団体であります名寄商工会議所

様、風連商工会様、また金融機関の皆様と共に連

携して市内経済を支える商工業を振興していきた

いと考えております。

以上です。

〇議長（山田典幸議員） 水間議員。

〇４番（水間健詞議員） ちょっと別な話ですけ

れども、周辺の環境という意味で中心市街地活性

化っていっても肝腎の中心市街地がなくなってし

まったら、複合施設が例えばできたときにはもう

市街地のていをなしていないということになって

しまうと、ちょっとちぐはぐなことになってしま

うので、事業所の後継者というか、代謝というか、

経営者が減らないような策も並行してぜひやって

いただきたいと思います。

続きまして、小項目３つ目、将来の見通しにつ

いてということで、時間の関係もありますので、

最後にこの見通しについて１つだけ伺います。本

来経営をどのように引き継いでいくかというのは、

経営者、つまり社長なり親方の経営判断だと私自

身は思っています。ただ、それだけに任しておく

と、恐らく減少一辺倒になってしまいます。農業

の分野では、地域おこし協力隊の採用なんかで対

策行っています。農業というのは、行政で農業委

員会というのもあるし、金融機関としては農協と

いうことで、そういう農協という経済団体と行政

と連携して対策打ちやすいということでいろんな

対策講じていると思うのですけれども、ほかの業

種でもやはり減少という傾向、状況は同じでしょ

うから、なかなか情報が得づらいという先ほどか

らお話ありますけれども、何とかその辺対策講じ
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た上で名寄の農業、商工業通して地域経済を担う

経営者の将来のあるべき姿みたいなもの、何か考

えているものがあれば、この大項目１番目の最後

として伺います。

〇議長（山田典幸議員） 山田経済部長。

〇経済部長（山田裕治君） 今後の将来のあるべ

き姿というか、見通しも含めてということでのお

問合せかと思いますけれども、まず農業におきま

しては、これも議員も十分御承知かと思いますけ

れども、国においても食料安全保障の重要性とい

うことがこの間ずっと言われております。これ地

方の農業者にあっても当然その一翼を担う重要な

役割を担っているものだというふうに思っており

ますし、地産地消という形で市民の方にも豊かな

生活を支える存在であるという、そういったこと

が理想像というふうに捉えておりまして、今後も

そういった農業の役割ですとか、非常に位置づけ

も高い職業というふうなことを訴えつつ、地域に

おいては後継者もそうですし、新規参入者もそう

ですし、法人経営体も含めて多様な農業の担い手

というものを育成していく必要があるというふう

に考えておりますので、そこに向けて行政として

も関係機関と連携しながらそういった担い手を確

保していきたいというふうに考えております。

また、商工業におきましても経営者の皆さんが

雇用や技術の担い手として地域経済を支える貴重

な存在なのだというふうにまず思っていただいて、

何とか地域にそれぞれ皆さんが築いた財産を引き

継いでいただくというふうな、そういうふうなこ

とを通じて将来にわたって地域の活力が維持され

るというふうな、そういう思いを持っていただい

て何とかいろんなところに事業承継という形で相

談やいろんなところに情報発信していただければ

なというふうに思っております。先ほど室長のほ

うからもありましたとおり、空き店舗での新たな

新規参入ですとか、そういったいろんなチャンネ

ルを持ちながら、これ地元の事業者の方に限らず

広く市外からも移住、定住のような形も含めてま

ずは呼び込む必要があるだろうというふうに思っ

ていますので、このたび雇用対策の協議会のほう

を立ち上げさせていただきましたので、まずはそ

ういった情報発信に取り組みながら、より多くの

方に名寄市で起業してみたいとか、事業を継いで

みたいというふうに思っていただけるような、そ

ういう情報提供も併せて進める中で地域の中での

商工業の維持、発展につなげていければなという

ふうに考えているところであります。

以上です。

〇議長（山田典幸議員） 水間議員。

〇４番（水間健詞議員） ありがとうございます。

人口が減っているのですから、ある程度減ってい

くのはしようがないことだとは思いますけれども、

本当に農家にしても農家しかいないようなまちで

は住みづらいわけですから、ぜひそういったとこ

ろも、基本的には経営者の意識なのでしょうけれ

ども、やはり配慮いただきたいと思います。

それでは、大項目２つ目、部活動の地域移行に

ついての再質問に入っていきたいと思います。小

項目１番目の中で名寄市部活動対策推進協議会と

いうものがあるという説明ありましたけれども、

これまでの議題や議論経過について簡単にお知ら

せいただけますか。

〇議長（山田典幸議員） 伊藤教育部長。

〇教育部長（伊藤慈生君） １１月に開催した第

１回会議では、部活動改革の背景及び本市の部活

動の現状などについて説明を行いました。また、

名寄市立中学校における部活動の地域移行の基本

的な考え方として、本市では令和７年夏から運動

部活動を拠点校方式とし、令和８年夏から休日に

おける運動部活動の地域移行を行うことについて

了承をいただきました。１２月に開催した第２回

の会議では、市立学校の児童生徒による習い事、

部活動アンケートの結果の詳細な内容などについ

て説明を行いました。また、２月上旬の保護者説

明に向けて説明に使用する資料について協議をし

たところです。１月に開催した第３回会議では、
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令和５年の教員を対象に行った部活動の地域移行

に関するアンケートの結果などについて説明を行

いました。また、前回協議をしていただいた２月

上旬の保護者説明会の配付資料案を作成しました

ので、御確認いただき、御意見を伺ったところで

す。

〇議長（山田典幸議員） 水間議員。

〇４番（水間健詞議員） 令和７年度から拠点校

方式とするということが推進協議会で承認された

ということですけれども、その拠点校方式を採用

した理由について御説明願います。

〇議長（山田典幸議員） 伊藤教育部長。

〇教育部長（伊藤慈生君） 地域移行に移行する

前の段階として、活動場所などを１つにすると。

その１つにすることによって、その後地域クラブ

などにその活動をお願いしやすくなるということ

で地域移行がスムーズに進むのではないかという

ふうに考えて、拠点校方式を地域移行する前の段

階として採用して取り組んでいきたいと考えてい

るところです。

〇議長（山田典幸議員） 水間議員。

〇４番（水間健詞議員） 拠点校方式については、

理解しました。

競技人口が多いというか、競技に関わっている

生徒が多い部活を拠点校方式にして１つにまとめ

ると、なかなか場所の問題とかあるような気がす

るのですけれども、その点についてはどうでしょ

うか。

〇議長（山田典幸議員） 伊藤教育部長。

〇教育部長（伊藤慈生君） 議員がおっしゃると

おりで、活動場所を１つにすると、部員数の多い

部活動については、体育館のスペースなどの活動

場所のスペースも限られておりますので、全ての

部活動について必ずしも拠点を１校にするという

ふうには考えておりません。

〇議長（山田典幸議員） 水間議員。

〇４番（水間健詞議員） 地域移行に関して先進

事例、名寄が一番先頭を行っているわけではない

と思いますので、先進事例があるのかないのか、

あれば例えばそこで何か知見が得られているのか、

どんな課題があったのか、どんな成果が得られた

のか、大きなところあれば教えていただきたいと

思います。

〇議長（山田典幸議員） 伊藤教育部長。

〇教育部長（伊藤慈生君） 昨年３自治体を先進

地の視察を行っております。それぞれ地域移行の

進め方は違うのですが、総合型地域スポーツクラ

ブなどを組織して地域移行を進めております。理

由としては、中学生はもちろんのこと、身近な地

域でスポーツに親しむことができるようにするた

めです。また、種目により所属生徒数に差が出る

ことで受益者負担額の差が生じないよう地域スポ

ーツクラブが中心となり、参加クラブの負担額の

平準化を図っています。さらに、職員の増員や校

長ＯＢ、地域おこし協力隊の活用などもしており

ます。地域移行を進めるに当たっての課題として、

特に平日の指導における指導者の確保については

小中学校の教員の協力を得たり、人材の掘り起こ

しを行ったりしたとのことです。移動手段の確保

については、スクールバスの活用、帰りは保護者

の送迎とするなどしています。活動日などについ

ては、部活動の実情を踏まえ、活動日を減らした

り、活動時間の開始時間を遅くしたりしています。

〇議長（山田典幸議員） 水間議員。

〇４番（水間健詞議員） 先ほどの答弁の中で保

護者説明会の資料ということであったと思うので

すけれども、保護者説明会やったときの主な発言

とかあればお知らせいただきたいと思います。

〇議長（山田典幸議員） 伊藤教育部長。

〇教育部長（伊藤慈生君） 保護者説明会での主

な発言ですが、拠点校について御発言がありまし

た。先ほども御回答したとおり、部員数が多い場

合は拠点校が複数になるという場合があると回答

をしております。また、大会時の引率者は誰にな

るのかとの発言もあり、部活動で参加する場合は

顧問が、地域クラブで参加する場合は地域クラブ
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の指導者が引率をすることとなると回答しており

ます。さらに、休日の活動は、平日の部活動と分

けて考えたほうがよいかとの質問もあり、令和８

年夏からは平日は学校部活動、休日は地域クラブ

活動になると回答しております。

〇議長（山田典幸議員） 水間議員。

〇４番（水間健詞議員） ありがとうございます。

続きまして、小項目２つ目、課題と対策につい

て伺います。持続可能なスポーツ振興の在り方の

中に中学校の部活動の地域移行というのは含まれ

てくるものと思っておりますが、現場の声として

聞こえてくる課題は非常にたくさんあるというふ

うに思っています。生徒たちがスポーツに関わり

続けることにプラスに働くことを期待しておりま

すが、これまで出てきた課題についてある程度整

理されていれば具体的に説明いただきたいと思い

ます。

〇議長（山田典幸議員） 伊藤教育部長。

〇教育部長（伊藤慈生君） 既に講じている対策

についてですが、受皿の確保については昨年スポ

ーツ団体などと意見交換を行いました。受入れの

可否や受入れに当たっての課題などについて伺う

ことができましたので、今後課題の解消などに向

けて取り組んでまいります。地域移行に向けた地

域、学校、行政などの連携、協力については、昨

年１１月に協議会を設置しておりますので、部活

動改革の推進に関する事項について協議を進めて

まいります。

〇議長（山田典幸議員） 水間議員。

〇４番（水間健詞議員） すみません。小項目２

の課題と対策で、今課題の部分の質問だったので

すけれども、課題の部分飛ばされて対策のほう。

〇議長（山田典幸議員） 伊藤教育部長。

〇教育部長（伊藤慈生君） 失礼いたしました。

課題は、指導者の確保も含めた受皿の確保、それ

と財源の確保でございます。それと、意見交換の

場を設けてほしいというような意見があったとこ

ろが課題と考えているところです。

〇議長（山田典幸議員） 水間議員。

〇４番（水間健詞議員） 分かりました。

それでは、小項目３つ目、今後のスケジュール

について伺いたいと思います。先ほど申し上げま

したけれども、令和８年の夏には土日は完全移行

と。先ほどの話ですと、平日も場合によっては地

域に移行するというふうに認識しておりますが、

今後のスケジュールについて今分かっている範囲

でお答えいただきたいと思います。

〇議長（山田典幸議員） 伊藤教育部長。

〇教育部長（伊藤慈生君） ちょっと休憩しても

らえますか。

〇議長（山田典幸議員） 暫時休憩します。

休憩 午後 １時５４分

再開 午後 １時５５分

〇議長（山田典幸議員） 再開します。

伊藤教育部長。

〇教育部長（伊藤慈生君） 失礼いたしました。

今後のスケジュールということなのですが、令和

７年度にはスポーツ団体と教職員の意見交換会や

教職員が地域移行後に地域クラブに指導する意向

の有無について把握を行いたいというふうに考え

ているほか、夏頃に１年後の休日における運動部

活動の地域移行に向けてスポーツ団体などと受入

れの可否などについて再度確認をしたいと考えて

おります。

〇議長（山田典幸議員） 水間議員。

〇４番（水間健詞議員） なかなかスケジュール

感について心配している声も聞くのですけれども、

いろいろ先ほど課題のことにも触れましたけれど

も、このスケジュールどおり進めていく、課題を

クリアしていくキーになるものって何か今見えて

いるものありますか。

〇議長（山田典幸議員） 伊藤教育部長。

〇教育部長（伊藤慈生君） 先ほど課題について

お話をさせていただきましたが、受皿や財源の確

保など様々あると思っております。しかし、部活
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動の地域移行を進める上で重要なことは、スポー

ツ、文化芸術団体との連携や保護者などの協力の

下、学校と地域が協働した形で環境整備を進めて

いくことと考えております。引き続き関係者と意

見交換を行いながら、地域の実情に応じた持続可

能で多様なスポーツ、文化芸術環境を整備し、多

様な体験機会を確保できるよう努めていきたいと

考えております。

〇議長（山田典幸議員） 水間議員。

〇４番（水間健詞議員） 今まで運動部に関して

だけ質問してきたわけなのですけれども、文化部

に関してのスケジュールとか取組についてお知ら

せください。

〇議長（山田典幸議員） 伊藤教育部長。

〇教育部長（伊藤慈生君） 文化部活動の地域移

行については、協議会などで令和７年度から検討

したいと考えております。

〇議長（山田典幸議員） 水間議員。

〇４番（水間健詞議員） よく分かりました。

最後になりますけれども、子供たちが部活動を

通じてスポーツや文化活動に触れる機会、これを

決して毀損することなく取り進めてほしいと思っ

ております。部活動改革推進協議会など、あと受

皿組織、競技団体などもありますけれども、いろ

んな組織あるのですけれども、庁内の組織体制に

ついては果たして十分なのか、もし不十分なら今

後どうしていくのか、その辺の見通しについて伺

いたいと思います。これが最後の質問です。伺い

たいと思います。

〇議長（山田典幸議員） 伊藤教育部長。

〇教育部長（伊藤慈生君） 先ほど先進地視察の

結果についてもお話をさせていただきましたが、

あそこも含めてなのですけれども、地域移行が進

んでいるところについては人でありますとか、お

金の部分でそれなりに力を入れてやっているとい

うところは感じているところです。したがって、

４月の人事異動に期待しつつも与えられた人員で

取り組んでいくしかないというふうに考えており

ます。重ねてですが、子供たちがこの地で持続的

にスポーツや文化活動が行っていけるように引き

続き一生懸命取り組みたいというふうに考えてお

ります。

〇議長（山田典幸議員） 以上で水間健詞議員の

質問を終わります。

名寄市立大学の在り方検討委員会に関わって外

１件を、川村幸栄議員。

〇８番（川村幸栄議員） 通告順に従いまして、

大項目２点にわたって質問をさせていただきます。

大項目１、名寄市立大学在り方検討委員会に関

わって伺います。市政執行方針の大学教育の充実

では、適切な組織形態の検討、学生確保と地域へ

の貢献を目指すと述べられ、維持、発展していく

ために必要な経営形態等について検討するために

設置した名寄市立大学在り方検討委員会において

令和７年度中に一定の方向、結論を出すことを目

指したいとしています。昨年１１月、総合政策部

に大学特命課題担当参事、教育部に特命課題担当

参事を新設、１２月２６日、名寄市立大学在り方

検討委員会、１０名の委員になる委員会に諮問、

２月２０日、第２回委員会が開催されたところで

あります。

そこで、伺います。小項目１、在り方検討委員

会設置について。改めて設置の目的、意義につい

て市長のお考えをお聞かせいただきたいと思いま

す。

小項目２、大学内での在り方検討委員会につい

ての議論状況についてお知らせをいただきたいと

思います。

小項目３、適切な組織形態の検討、学生確保と

地域への貢献を目指すための大学内での取組につ

いてお知らせをいただきたいと思います。

大項目２、人権尊重と男女共同参画社会の形成

に関わって伺います。市政執行方針では、多様性

が尊重され、安心して暮らすことができる共生社

会の実現を目指す、性別にとらわれることなく男

女が互いに協力し、認め合うジェンダー平等社会



－151－

令和７年３月１２日（水曜日）第１回３月定例会・第４号

の実現に向けて取り組んでいくと述べています。

誰もが生きやすい社会にするにはどうすればよい

のか、市のお考えをお聞かせをいただきたいと思

います。

そこで、小項目１、働く女性の権利や暮らし・

労働条件の改善について伺います。働く女性の半

数を占める非正規労働者、不安定雇用や低賃金な

ど待遇の改善がなかなか進まないのはなぜか、竹

信三恵子和光大学名誉教授は夫がいるから低賃金

でいい、大した仕事ではないなど根強い偏見、夫

セーフティーネットの考え方があると指摘されて

います。シングル女性に多い貧困、独り親家庭、

単独世帯などへの対応、お考えをお聞かせをいた

だきたいと思います。

小項目２、農村女性の働き方について伺います。

農民運動全国連合会女性部は、２０２４年４月か

ら９月にかけて会員のアンケート調査を行い、働

きづめの農村女性たちの実態が明らかになりまし

た。市政執行方針では、収益性の高い農業経営の

確立、農業法人化の推進への支援は述べられてい

ますが、家族経営の支援については触れられてい

ません。そこで、家族経営の支援についてのお考

えをお聞かせをいただきたいと思います。

小項目３、パートナーシップ制度について伺い

ます。多様性が尊重され、安心して暮らすことが

できる共生社会の実現を目指すために必要な制度

と考えています。昨年も取り上げさせていただき

ました。改めてお考えをお聞かせください。

小項目４、ＤＶへの対応と被害者支援について

伺います。見えづらく、より深刻化していると言

われているドメスティックバイオレンス、ＤＶ、

救援、支援先の情報発信の強化が必要です。受け

ている行為がＤＶであるとの認知ができる情報の

発信の強化を強く求めるものであります。お考え

をお聞かせください。

以上、この場からの質問といたします。よろし

くお願いいたします。

〇議長（山田典幸議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 川村議員から大項目２点

にわたって御質問いただきました。大項目１、小

項目１は私から、小項目２及び３が大学事務局長

から、大項目２、小項目１、３、４を市民部長、

小項目２が経済部長からのそれぞれ答弁となりま

す。

大項目１、名寄市立大学の在り方検討委員会に

関わって、小項目１、在り方検討委員会の設置に

ついてお答えいたします。大学を取り巻く環境は、

大きく変化をしており、文部科学省が公表してい

る１８歳人口の推移では２００５年には約１３７

万人であったものが２０２３年には１１０万人で

あり、さらに２０３５年には初めて１００万人を

割って９６万人、２０４０年には７４万人にまで

減少するという推計となっております。２０２３

年の１１０万人が２０４０年には７４万人、現在

の７０％以下にまで減少すると見込まれておりま

して、３から４校に１校が大学が廃止になる可能

性がありまして、今後さらに学生確保が厳しくな

ると想定をされています。そうした中で個性豊か

で特色あるより魅力ある大学として様々な創意工

夫を凝らしていくことが求められております。こ

れまでは、１８歳人口が減少してきたものの大学

進学率が上昇してきたことから、大学進学者数は

増加傾向にございました。しかし、今後さらなる

少子化によって大学進学者数も年々減少していく

ことが見込まれる中、名寄市立大学が市民にとっ

て価値あるものであり、学生から選ばれる大学と

して維持、発展していくために必要な設置、運営

形態や改革等について検討するため、学識経験者、

保健、医療、福祉などの大学の専門分野に関する

有識者、市内関係団体の代表者などで構成をする

名寄市立大学在り方検討委員会を設置をし、議論

していただいているところでございます。

〇議長（山田典幸議員） 水間大学事務局長。

〇市立大学事務局長（水間 剛君） 私からは、

大項目１、小項目２の大学内での在り方検討委員

会についての議論状況についてお答えいたします。
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名寄市立大学在り方検討委員会につきましては、

これまで２回開催され、高等教育における国の動

向、道内大学の類似分野及び公立大学の状況、名

寄市立大学の近況などの情報共有を中心とした議

論が行われております。在り方検討委員会には、

家村学長が委員として参加しておりまして、これ

までの委員会における議論の内容は毎月学内で開

催されております教授会において報告されており

ます。名寄市立大学の今後の方向性に係る議論に

つきましては、第３回目以降の委員会で議論され

ていくものと考えておりますが、現在のところ学

内では具体的な検討などはされておりません。

続いて、小項目３、適切な組織形態の検討、学

生確保と地域への貢献を目指すための大学内での

取組についてお答えいたします。昨年１１月に開

催されました総務文教常任委員会において、家村

学長より名寄市立大学の当面の課題として２０２

５年度認証評価受審に向けた取組、大学院の設置

について、名寄市立大学の将来構想の検討の３つ

の重要課題について報告がされたところでありま

す。特に認証評価受審に向けた取組は、本学での

内部質保証システムの自己点検はもとより、課題

として浮き彫りになった内容を改善し、それらが

適切な水準にあり、その向上を図ることを自らの

責任で公表していく作業が必須となります。これ

まで学修成果の評価ＰＤＣＡスケジュール、学修

成果、教育成果に関する情報公表の方針、カリキ

ュラムマップ、カリキュラムツリーの整備、学生

による授業評価アンケートの改善など教育の質向

上に向けて取組を進めております。さらに、今後

全学的課題として令和７年度から社会福祉学科、

社会保育学科で新たに導入する総合型選抜に係る

入学者選抜の見直し作業、学修成果、教育成果等

に関する情報収集、分析、評価に基づき入試及び

教育改革に関する政策提言を行うＩＲ推進室の機

能強化、本学と社会との橋渡し拠点として教育研

究、社会連携に加え、国際交流、国内交流のさら

なる推進を図るためのコミュニティケア教育研究

センターの機能強化などの取組を進めていく予定

であります。

以上、私からの答弁となります。

〇議長（山田典幸議員） 松田市民部長。

〇市民部長（松田慎司君） 私からは、大項目の

２、人権尊重と男女共同参画社会の形成に関わっ

てについてお答えをさせていただきます。

まず初めに、小項目１、働く女性の権利や暮ら

し・労働条件の改善についてお答えをいたします。

世界経済フォーラムが発表した２０２４年版のジ

ェンダーギャップ指数によりますと、日本は１４

６か国中１１８位と依然低い状況にあり、特に政

治と経済分野での値が低く、世界的な遅れが目立

っております。厚生労働省の賃金構造基本統計調

査では、令和５年における男性一般労働者の給与

水準を１００とした場合、女性一般労働者の給与

水準は７４．８で男女間に賃金格差がある状況と

なっており、このことは管理職に占める女性の割

合や勤続年数の差、総合職と一般職など職種によ

る差が要因として考えられているところです。ま

た、男性に比べ女性のほうが雇用者に占める非正

規雇用の割合が高いことも給与水準の差を生み、

貧困に陥りやすい背景の一つとも言われておりま

す。労働基準法や男女雇用機会均等法において賃

金や採用などにおける男女差別は禁じられていま

す。法整備が進む中であっても女性の就労はライ

フサイクルの変化に伴う影響が大きく、キャリア

の中断や性別役割分担に対する社会の意識などか

ら男女間の格差が縮まっていないのが現状です。

この格差を縮小させるためには、国による環境整

備や社会認識の変化が必要であり、本市において

も第３次名寄市男女共同参画推進計画の主要施策

であります男女が働きやすい環境づくりにおきま

して、事業主の理解と協力を得ながら、関係機関

や市の部署間での連携の下、施策の推進と充実を

一段と進めていくことが重要です。加えて、市民

意識の醸成のため、男女が互いに認め合うジェン

ダー平等の推進を各種事業や広報啓発活動を通し
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て幅広い年齢層に対し今まで以上の訴えかけが必

要であると考えております。直近の３月８日の国

際女性デーでは、地元新聞広告や広報なよろ３月

号でジェンダーギャップの解消に向けた課題認識

を問いかける記事の掲載を行いました。また、独

り親家庭や子育て女性等への就労支援や環境整備

も安心して暮らすことができる共生社会の実現に

向けて欠かせないものと認識をしております。今

後も性別による格差が生じることのない誰もが安

心して暮らせる社会の実現に向けて一層の取組を

進めてまいります。

次に、小項目３、パートナーシップ制度につい

てお答えいたします。多様性の尊重は、年齢や性

別、特性や環境などそれぞれ異なるものへの決め

つけや排除をなくし、おのおのを大切な存在であ

ると捉え、互いを尊重し、誰もが差別されず、自

分らしく生きることができる権利を確保するもの

です。この考え方は、あらゆることに共通するこ

とであり、生物や社会の持続と進化にとって不可

欠なものであると認識しており、性の多様性につ

いてもその一つであると捉えております。昨年の

第１回定例会におきましても議員より御質問あり

ましたパートナーシップ制度についてであります

が、昨年の１２月に法務省の人権啓発活動地方委

託事業の指定を受けまして本市では人権セミナー

を企画し、開催をしてきているところです。講師

にセクシュアルマイノリティーの当事者と支援者

で活動しているＮＰＯ法人の理事をお迎えし、性

の多様性についての基礎知識と社会の変化につい

て御講演をいただきました。こうした講演は、本

市として初めての取組でありました。同日には、

講演に先立ち、北海道主催で専門職を対象とした

性の多様性の理解促進、相談対応研修会も併せて

開催をされ、性の多様性に対する理解と社会の在

り方について学びを深めてきたところです。また、

昨年１１月には市立大学図書館運営委員会と共催

をし、性の多様性に関する図書の展示を大学図書

館内において行い、大学生を中心に自己の視野を

広げるなど関心を持つ機会づくりを行ってきまし

た。さらには、担当する職員が北海道主催のオン

ライン研修に参加をしたり、パートナーシップ導

入自治体に対し導入までの経過や内容について伺

うなど、道内各市の状況や課題について情報収集

に努めてきたところです。こうした取組からも制

度の導入に当たっては性の多様性に対する住民の

認識と理解が不可欠であり、制度そのものに対し

ての理解を深める土台づくりが何より重要である

ことを改めて認識したところです。多様な性の尊

重は、人権の尊重であり、誰もが保障されるべき

権利であることは十分理解をしております。国の

同性婚に対する法改正がなされることが一番望ま

しい形ではありますが、直面する課題に対応する

ためパートナーシップ制度が全国の都府県や自治

体で広がりを見せていることも事実です。渋谷区

と認定ＮＰＯ法人虹色ダイバーシティによる全国

パートナーシップ制度共同調査では、２０２４年

５月末現在全国で４５９の自治体が導入をしてお

りますが、自治体間での制度の違いや受けられる

サービス、手続が異なることも課題となっており

ます。こうしたことから、最低でも都道府県単位

で制度を導入することで地域格差や支障が解消さ

れ、一律した権利を享受できる望ましい姿が実現

されると考えます。北海道市長会においても北海

道に対し昨年制度導入の要請を行っており、北海

道は道内各市への聞き取りなどを進めているとこ

ろです。本市としましては、今後の動向に注視し

ながら、できる取組を継続して進めてまいりたい

と考えております。

次に、小項目４、ＤＶへの対応と被害者支援に

ついてお答えをいたします。ＤＶ対応の取組とい

たしましては、毎年１１月の女性に対する暴力を

なくす運動の啓発期間にパープルリボン運動とし

て市内大型店のスペースをお借りし、ＤＶ防止の

パネル展を実施しております。あわせて、国が作

成しております相談窓口の連絡先などが記載され

たリーフレットを配布するなど取組を行っている
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ところです。また、市内の高校及び名寄市立大学

への学生向けや二十歳を祝う会参加者への広報周

知なども実施しており、若い世代の意識の醸成に

対する取組も進めてきているところです。本市の

相談窓口については、毎月の広報やホームページ

に掲載をし、周知を行っております。相談体制も

相談者の多くが女性であることから、安心して相

談していただけるよう女性相談員を配置している

ところです。緊急時には、警察への相談やシェル

ターへの引渡しがスムーズにできるよう関係機関

との連絡体制も構築してきております。ＤＶとい

う言葉は知っていても自分が受けているか分から

ない、または自分がしてしまっていると認識をし

ていない、ＤＶを受けていても相談先が分からな

い方も少なからずいると考えます。そのような方

々を救援、支援するためにもＤＶについて今後も

分かりやすく丁寧な情報発信となるよう努めてま

いります。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（山田典幸議員） 山田経済部長。

〇経済部長（山田裕治君） 私からは、大項目２、

小項目２、農村女性の働き方についてお答えさせ

ていただきます。

農業の経営形態で多数を占める家族経営では、

経営と生活の境目が明確でなく、役割や労働時間

などの就業条件が曖昧になりやすい一面がありま

す。総務省の調査によりますと、令和３年におけ

る女性の農林業従事者の１日の仕事と家事、育児

等の合計時間では約１時間男性に比べ長くなって

おります。女性がより働きやすく活躍できる環境

をつくるためには、男性、女性が家事、育児等と

農業従事の分担を進めることや地域の理解を促進

する必要があると認識しております。本市におき

ましては、女性や後継者が主体的に農業経営に参

画し、活躍できるよう免許取得や研修活動に対す

る支援などに取り組んでおります。また、家族内

での報酬や役割分担などの取決めを明確化する取

組である家族経営協定について制度の周知を通し

て地域の理解の醸成に取り組んでおります。また、

経営面でのゆとりも重要なことから、国の制度を

活用した支援により広く経営の安定を図るととも

に、アスパラガスの大苗供給事業をはじめとする

各種支援により収益の拡大に向けた取組を推進し

ております。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（山田典幸議員） 川村議員。

〇８番（川村幸栄議員） それでは、それぞれ御

答弁いただきましたので、再質問をさせていただ

きたいというふうに思います。

まず最初に、名寄市立大学在り方検討委員会で

すが、加藤市長のほうから設置の目的等お聞かせ

をいただきました。私も同じように、市民にとっ

て価値あるものというふうなお話でしたし、また

学生から選ばれる価値ある大学を目指したい、こ

の思いは私も同じで、今以上に学生の皆さんから

選ばれる大学になることを望んでいるところでは

あります。そういった中なのですが、昨年令和６

年の市政執行方針では独立行政法人化の検討につ

いては急速な少子化の中、大学の持続可能な発展

のために検討を進めてまいります。今後も地域に

根差した教育活動の展開、名寄市立大学の特色と

専門性を生かした学びの提供、学生確保を継続す

るべく各種取組を進めてまいりますと昨年の市政

執行方針では述べられて、１１月には組織を改め、

立ち上げ、そして１２月には在り方検討委員会が

立ち上がったと、ここに諮問をされたということ

であります。私は、ちょっと言葉悪いかもしれな

いですが、せいているように、急いでいるように

感じを受けました。というのは、先ほども事務局

長からもお話あったように昨年の１１月１４日、

総務文教常任委員会の中で、大学のことだけに特

化して常任委員会を東川委員長の下で開催をして

いただきました。この中では、家村学長から当面

の課題ということで先ほども御答弁の中であった

ように大学機関認証評価受審、これが本当に今重

要なところであるということ、そして大学院設置
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についても改めて検討を進めていくというような

お話がされたところでありました。そうした中で

１１月には組織が新しく立ち上がりというような

状況の中で進められていくことに随分せいている

ように感じたのは私だけでしょうか、その点につ

いてお聞かせをいただければと思いますが。

〇議長（山田典幸議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 大学の中期経営計画、ビ

ジョン２０２６だっけ、１０年間の計画の中で、

大学の組織運営形態に関する検討というのは早期

に着手するような状況でその計画の中にのってい

るというふうに承知をしています。その中におい

てもなかなか学内でも議論が高まらなかった一方

で、この間いろんなことがありました。その中で

やはりここはもう時間がないというふうに逆に思

っていまして、このタイミングを逃すと在り方の

検討ということ、もうタイムリミットだなという

ふうに、計画もそうですし、先ほど来言っている

社会環境が大きく今変化をしている中でこのまま

でずっとあり続けられるのだろうかということも

含めてこの段階でこの在り方検討会議を設置をし

たということでございます。

〇議長（山田典幸議員） 川村議員。

〇８番（川村幸栄議員） 社会変革っていいます

か、そういった動き、また人口減という状況の中

では危機感を感じながらというふうなお考えだっ

たのかなというふうには思うのですが、これは全

国どこの大学でも同じように思っている中身かな

というふうに思っているのですが、私たちの名寄

市立大学でいうと、当面の大きな課題というとこ

ろら辺のことについてが私は大学機関の認証評価、

ここをしっかりと受けて、そして大学院設置に向

けて改めて取組を進めていく、ここに力を注いで

いくというところでいうと、在り方検討と、あと

経営形態の見直しというところとは少しリンクし

ないのかなというふうに思いながらお聞きをして

いるのですが、その点についてどのようにお考え

でしょうか。

〇議長（山田典幸議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 全く同義だと思っており

ます。認証評価に関しては、学内でしっかりと議

論していただくということで、その中で学内で課

題がいろいろな形であぶり出てくるというふうに

も思っておりますが、であるがゆえに学内でもな

かなか盛り上がらなかったということもありまし

たので、本来であればその計画は学内から発起し

てそうした議論がなされるべきだろうと思ってい

ましたが、ここにきて随分時間がたっているとい

うこともありましたので、あえてというか、設置、

運営形態というのは市長部局のほうで決めるとい

うことが適当だというふうに考えてもおりますの

で、市長部局のほうで部署を立ち上げて在り方検

討会議を設置をしたということでございます。

〇議長（山田典幸議員） 川村議員。

〇８番（川村幸栄議員） 昨年、１年前にも私も

独立行政法人化ということがよく市民の中にも分

からない人が多いので、どういうことか、またメ

リット、デメリットについても一般質問でお聞き

した経緯があります。そのときにも大学側からの

答弁では、学内では今のところそういった議論は

されていないというようなお話がされていました。

学内から今している組織形態、経営形態に対して

何か疑問等々出ている状況であればというふうに

私は思っていたのですけれども、そこが出てこな

いことに対する市長としては市長のほうから声を

かけて起こしていきたいというふうなことだった

ということでよろしいのですよね。

〇議長（山田典幸議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 何回も言いますけれども、

ビジョン２０２６の中で運営形態の在り方という

ことを議論するというふうになっているのに議論

されてこなかった経過があるということです。一

方で、昨年学長が交代するというような事案があ

りましたけれども、そこについても大学院の設置

というようなこともありましたけれども、そこが

なかなかやっぱり議論が深まらなかったという経
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過があるというようなことも含めて何らかのやっ

ぱりアクション起こしていかないと、今のままで

いいのだろうかという危機感を設置者側としては

強く持ったということでございます。いずれにし

ても、これから大学をどうしていくかという議論

をしていくということは非常に重要なことであり

ますので、これを改めてしっかりと学識経験者、

あるいは逐次この議論の中身については公開して

おりますので、そこでいろんな方に周知をしてい

ただいて市民の皆さんにも関心を持っていただく

中でどうあるべきかということをしっかりと議論

してまいりたいというふうに考えています。

〇議長（山田典幸議員） 川村議員。

〇８番（川村幸栄議員） 大学をどうしていこう

かといった議論が私はせいているというふうには

言っているのではないのです。どうしていこうか

という議論は、私は大事だというふうに思ってい

るのですが、ただ別に何かできていくというふう

に受け取ってしまうのです。大学の中と同時に動

いていくことが必要ではないかというふうに私は

思うのです。ですから、有識者の方々に来てもら

ってという、そういう話は、それはそれで否定は

しませんけれども、ただ大学の中でどういうふう

な考えを持ち、遅れていることに対してどうなっ

ているのかというのをきちっと把握する必要があ

るのではないかなというふうに思うのですけれど

も、その点はどうでしょうか。

〇議長（山田典幸議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 遅れているというのは、

何を遅れているというふうにおっしゃる。

（「議論が遅れているというふうに」と呼ぶ者あ

り）

〇市長（加藤剛士君） 議論がなされていないの

ではないでしょうか。

（「遅れているでなくてなされていない」と呼ぶ

者あり）

〇市長（加藤剛士君） そのこと自体が私は問題

だというふうに思いますし、在り方もそうですけ

れども、在り方を大局的に議論をするようなこと

になっているのだろうかという、ある方が運営と

経営とばらばらでないかというような議論されて

いたというふうに思います。これは、まさに組織

のガバナンスに問題があるのでないかという御指

摘もこれまでもずっといただいていたところであ

りますので、改めて大局的にこれからどう動いて

いくのかということに関して、それを議論できる

組織なのかということを改めて議論する必要があ

るのだろうというふうに強く危機感を持っている

ということでございます。

〇議長（山田典幸議員） 川村議員。

〇８番（川村幸栄議員） この検討委員会の中に

は、家村学長も含まれているということでありま

すから、大学の様子と含めて議論が進んでいくの

だろうなというふうに受け止めています。ただ、

ここにきてガバナンスが云々、なされていなかっ

たというところで早急に進んでいるというふうな

受け止めは、私の中では払拭できない状況があり

ますので、これは私が感じていることですので、

お伝えをさせていただきたいなというふうに思っ

ています。

それと、もう一点確認をさせていただきたいと

思っているのですが、先日の代表質問の中で公立

大学の９割が独立法人化していると、これは必然

性があったのではないかというふうなお話がされ

たかなというふうに思いますが、それで間違いな

いでしょうか。

〇議長（山田典幸議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） これは、検討委員会の中

で委員の皆さんの発言をお話をさせた中のどなた

かの委員からの発言です。

〇議長（山田典幸議員） 川村議員。

〇８番（川村幸栄議員） それでは、これは加藤

市長がそういうふうに思っていたということでは

なくて、検討委員会の中でこういった発言があっ

たので、御紹介されたというふうに受け止めてい

いということでしょうか。
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〇議長（山田典幸議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） そのとおりでございます

けれども、ほとんどの公立大学が法人化されてい

る、あるいはこれからも法人化の検討があるとい

う事実であるということは、これは間違いないと

いうことでございます。

〇議長（山田典幸議員） 川村議員。

〇８番（川村幸栄議員） 委員会の中で出された

言葉だったということでしたので、どういった部

分で必然性というふうに捉えたのかお聞きしたか

ったのですが、それはそしたら発言された方に聞

いたほうがいいということになるかというふうに

思います。私もこの必然性といったところで意味

の捉えが間違っていたらと思っていろいろ調べて

みましたけれども、広辞苑ではそうあるよりほか

にありようのないことと、私が愛用している三省

堂の国語辞典では必ずそうなることだというふう

に書かれていました。これは、公立大学が独立行

政法人化になることが必ずそうなることなのでし

ょうか。

〇議長（山田典幸議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） もう一回代表質問のお話、

委員からいただいた御意見の一例を御紹介いたし

ますと、全国の公立大学の９割以上が大学院の設

置、法人化をしている、このことは必然性があっ

たからなのではないだろうか、外部委員の役割と

して大学内部ではなかなか議論が難しいと思われ

る設置形態、法人化について議論のテーブルにの

せてメリット、デメリットを含めて議論を尽くす

べきですという御意見でございます。

〇議長（山田典幸議員） 川村議員。

〇８番（川村幸栄議員） その意見を御紹介しま

すのところが私の中では飛んでいました。失礼い

たしました。ただ、この必然性というところら辺

でいうと、今お話ししましたように必ずそうとい

うことではないというふうに思っていますし、ま

たこれからいろいろ在り方検討委員会の中でも法

人化に対してのメリット、デメリットについて、

４月に予定されている第３回委員会ではそういっ

た議論もされるというふうにお聞きしていますの

で、ここを私は注視していきたいなというふうに

思っているところであります。

今ちょっと御紹介をさせていただきたいと思う

のですが、以前にもお話ししましたように国立大

学の法人化が進んでこの間学費が非常に値上がり

になっている状況にあります。私学、私立の大学

にも広がっています。名寄大学に来られる学生の

中にもアルバイトをしなければ学業を続けていか

れない方々もたくさんいる中でやはり学ぶ場が奪

われていくのではないかという、そういう危惧を

しています。学生が主人公である、これを貫いて

いってほしいなというふうに思っています。私ご

とで大変恐縮なのですが、２０００年に短期大学

に入学させていただきました。このときに私が名

寄短大で本当によかったというふうに思っている

のは、教授の方々はもちろんなのですけれども、

事務方の皆さん方、これは市の職員さんであるわ

けですけれども、この方々が年齢のいっている私

ばかりではなくて、若い学生の皆さんにも本当に

親切に丁寧に対応していただいた、このことが今

になっても忘れられないことであります。これは、

何といっても小さくてもきらりと光る名寄大学と

いうことで、小さな小規模校だったことがよかっ

たのだというふうに思っていますし、このよさ、

また魅力をどうやって発信をしていったらいいの

かなということで、この発信していくことが私は

鍵だというふうに思っているところです。経営形

態の問題もこれから議論をしていただくとは思う

のですけれども、やっぱり今の魅力ある名寄大学

を全国の皆さんにどう発信していくのか、みんな

で知恵を使っていきたいなというふうに思ってい

ます。大学院の設置も今検討が進められるという

ふうに言われています。ケアの未来をひらく専門

職の養成大学ですから、社会人の入学も増えてほ

しいなというふうに思いますし、先ほど午前中の

一般質問の中でも留学生の課題も出されていまし
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た。そういったこともいろいろ検討していただき

ながら、魅力を発信していって学生が主人公の名

寄大学になっていくことを強く期待をし、そして

応援をしていきたいというふうに思って、この部

分では終わりにしたいというふうに思います。

大きな２つ目の男女共同参画の問題、形成に関

わってのことにつなげていきたいというふうに思

うのですが、まず最初に先ほど御答弁の中でもあ

りました名寄新聞に３月８日にこんな広告が出さ

れていました。私は、初めて見たかなというふう

に思うのですが、すごくうれしかったです。これ

拡大しました。拡大コピーなのですが、このよう

に今年の３月８日の国際女性デーは、行動綱領を

採択した北京宣言３０年、そして日本の女性差別

撤廃条例批准から４０年という節目の国際女性デ

ーでありました。これも国連で採択されて５０年

目ですという、そういう記念すべき年だったとい

った中でこのように名寄市で地元新聞に広告が出

されたというふうなことで皆さんも御覧になった

かというふうに思うのですけれども、これ非常に

うれしかったので、まず御紹介をしたいというふ

うに思います。

それで、先ほど働く女性の問題なのですけれど

も、どうしてこんなに差があるのかといった中で

は、ある研究者の話では説明できない格差を生じ

る背景に女性に重要な仕事を任せないなどのジェ

ンダーバイアスがあるのではないかというふうに

言われています。女性が働きに見合う賃金を得て

活躍できるようにならなければ経済活動は停滞し、

男性にまで影響が及ぶかもしれないと、企業は女

性だけの問題として捉えず、対策を講じる必要が

あるだろうというふうに指摘をされています。こ

の点について部長はどのようにお考えかお聞かせ

ください。

〇議長（山田典幸議員） 松田市民部長。

〇市民部長（松田慎司君） 今議員のおっしゃら

れたとおり、そのとおりだなというふうに私のほ

うも思ってございます。男女での差といいますか、

差別というような言い方になるのかあれですけれ

ども、働く現場においてそういったことがこの間

ずっと続いているということも事実であろうとい

うふうに思っていますので、先ほど答弁でも少し

お話しさせていただきましたけれども、我々行政

としましても民間の業者含めてこういった男女雇

用機会均等法というのもきちっと見ていただきな

がら、労働基準法も含めてになりますけれども、

働きやすい職場環境づくりというのは非常に大事

というか、やらなければいけないことだというふ

うに思っていますので、そういった部分を民間、

行政関係なく進めていかなければならないという

ふうには認識していますし、進めたいというふう

にも思っております。

〇議長（山田典幸議員） 川村議員。

〇８番（川村幸栄議員） もう一つ御紹介したい

のですけれども、昇級する管理職がほとんど男性

だと、奨学金の返済もするために経済的な自立が

難しいということで道内から道外への転出が増え

ているという情報があります。この転出がどのく

らいかというと、２０２４年度で男性が２，０１

２人になっています。女性がその倍です。４，３

１６人。格差のない職場を求めて道外へ、出産し

てもキャリアアップできる道外の職場へ、昇級で

きる、そういう管理職等に就ける職場に行きたい

というようなお話でこういった数字になっている

と言われています。私たちは、最終的には男女同

数、５０％、５０％で政策や意思決定の場に参加

できるようにと目指していますけれども、最低で

も３割をというふうに思って運動を進めているの

ですけれども、この点についてのお考えはどうで

しょうか。

〇議長（山田典幸議員） 松田市民部長。

〇市民部長（松田慎司君） 新たな就職先を探し

て道外へ転出するということなのかなというふう

に思いますけれども、それぞれ住んでいるまちに

よって、企業や何かの大きさも含めてだと思いま

すけれども、そういった働く場ということの差が
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あるということは全国的に致し方ないといいます

か、そういうことなのだろうというふうに思いま

す。そこのまちで住んでいれば、上のほうにとい

いますか、新たな管理職等、そういった地位には

就かないのでということで新たな転職先を探すと

いうことのお知らせも私も拝見したことがありま

す。さっきも議員おっしゃったとおり、男女格差

がないということでいけば、フィフティー・フィ

フティーの職場が非常によろしいのではないかと

いうふうに私も思いますし、そういったことに向

けて意識の醸成というのは非常に大事になってく

るなというふうに思っています。職場で男性だか

らとか女性だからという言葉は、この時代ですし、

多様性の時代ということもありますので、減って

きているというふうに信じたいですし、そう思っ

ていますけれども、一定程度個人の資質というと

ころも含めて男女問わず上昇志向を含めて勉強な

りということを進めていっているのだろうという

ふうに思いますので、それを評価する上司という

ところもこういった差別をしないで能力に合った

評価ができるようなというようなことも含めて取

組を進めていかなければいけないなというふうに

は思っています。名寄市の市役所の行政の現状で

いいますと、病院含めると男女の比率でいくと女

性のほうが少し多くて５４％というふうになるの

ですけれども、殊事務職方になると３８．４％が

女性ということで、この比率については年々増え

てきているというふうに聞いていますので、男女

差なく仕事は同等でしていくというようなことで

これからも民間含めて周知といいますか、意識の

醸成に取り組んでいきたいというふうに思います

ので、よろしくお願いいたします。

〇議長（山田典幸議員） 川村議員。

〇８番（川村幸栄議員） 先ほど私が政策、意思

決定への参加促進のところでせめて３割というふ

うなお話をさせていただきました。市役所の中で

の事務職は３８．４％ということですので、さら

に伸ばしていただいて、そしてこれが民間企業の

皆さん方にも波及していければどんなにいいかな

というふうに思って今お聞きをしました。これ厚

労省の全国ひとり親世帯調査、これちょっと古い

のですけれども、２０２１年なのですが、独り親

家庭、母子世帯で平均年収２７２万円、父子家庭

で５１８万円、やっぱり男女で倍近い差があると

いうことが明らかになっています。別の研究者の

方のお話では、男女の賃金格差がある上にまた女

性は出産や子育てで仕事を辞めなければならない、

さらには離婚などを機会に仕事に就こうとしても

非正規で働かざるを得ない場合が多いのだという

ふうなことが言われています。また、母子世帯で

あると住宅、住居を確保するにもリスクが高いと

いうような、こんな話も出ています。ですから、

男女格差を解消するためには、まずきめ細やかな

実態調査が必要だというふうな指摘がされている

ところであります。

次のところに移らせてもらうのですけれども、

先ほど紹介した農村女性のアンケート調査なので

すけれども、農村女性の手で実態調査を行った、

これを明らかにいたしました。その内容は、年齢

や地域はもちろんなのですけれども、農業収入の

変化やその対処方法、さらには農業労働の対価の

管理、地域の農業委員会や農協役員などへの女性

の進出度合い、さらにはそれぞれ個人の健康問題

や悩みや心配事、そしてその相談相手はいるかど

うかまで２１項目にわたって調査をしています。

先ほども御紹介ありましたけれども、このアンケ

ートでは１日の労働時間が８時間以上が約６割、

このうち１０時間以上が１６．７％、中には１５

時間、１６時間、１８時間、寝る間がありません。

特に２０から５０歳代の青壮年世代の女性ほど長

時間労働が顕著であるというふうなことが明らか

になっています。名寄市においてもこういった実

態調査行われたことがあるか、また計画はあるか

どうかお聞きをしたいと思いますが、どうでしょ

うか。

〇議長（山田典幸議員） 山田経済部長。
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〇経済部長（山田裕治君） 今議員が御紹介いた

だいた趣旨のような調査については、取り組んだ

ことがございません。

〇議長（山田典幸議員） 川村議員。

〇８番（川村幸栄議員） これは、農業女性に特

化したアンケート調査だったのですけれども、先

ほど御紹介した研究者の方も含めて働く女性のそ

ういった環境などの声を聞くことも私は大事では

ないかなというふうに思っていますので、ぜひ御

検討をお願いしたいと思います。農業の問題でい

えば、女性ばかりではなくて男性もともに家族農

業というところら辺の支援の強化が必要だという

ふうに思っています。先ほど御紹介いただきまし

た家族経営協定も率先して取り組んでいただくよ

うに声をかけていただければというふうに思いま

す。それと同時に、所得税法５６条、この廃止を

していただいて自営業や農業の家族従業者の働き

方認めるように改善することが必要だというふう

に考えますが、この点についてお考えをお聞かせ

ください。

〇議長（山田典幸議員） 暫時休憩します。

休憩 午後 ２時５５分

再開 午後 ２時５６分

〇議長（山田典幸議員） 再開します。

松田市民部長。

〇市民部長（松田慎司君） 今所得税法５６条の

関係でというお話でしたので、税務課主管であり

ますので、私のほうから少ししゃべらせていただ

きますけれども、申し訳ないのですけれども、所

得税法５６条の規定については国税ということも

ありますので、市のほうでどうこうというところ

ではないので、これの撤廃的な考えについては答

弁ができないかなというふうに思ってございます。

〇議長（山田典幸議員） 川村議員。

〇８番（川村幸栄議員） 私たちもこれずっと声

を上げていきたいなというふうに思っています。

時間がなくなってまいりましたので、パートナ

ーシップ制度ですが、先ほども御答弁でありまし

たように都道府県ごとに、道が制度をつくってい

ただくと道内みんなが該当するのですが、２０２

５年度末で道内人口の７割が制度利用可能になっ

ています。あともう少しなのです。もう少しでみ

んなが利用できる状況になるってあたりでは、名

寄市もぜひこの検討をしていただきたいと思いま

すし、道へも声を上げていただきたいというふう

に思っています。

もう一つ、先ほどＤＶのことで情報発信の強化

が必要というふうにお話をさせていただきました。

こんなちっちゃい名刺大のが女性トイレの隅っこ

のほうにこういうふうにして置いてあるのです。

これ小さい、これはポケットに入れて何かあった

ときに出して見るにはすごくいい大きさなのです、

名刺大ですから。ですが、やっぱりみんなの目に

触れるという意味では、大きく問合せ先がこんな

ふうにありますよと、何かあったらここにお電話

をと。また、こういうことはＤＶです、あなたが

されていることはＤＶですよというのが大きな紙

で貼られて目につくようなふうにしていただきた

い。これは、男女問わずＤＶとはどういうものか

ということを啓蒙、啓発するためにも必要かなと

いうふうに思っています。ちょっと御紹介すれば、

比布の駅の女性トイレのところではＡ３の紙にこ

れを拡大したのがこういうふうに貼ってありまし

た。必ず目につくところにあって、大きいから何

かなと目が行くというふうなことであります。こ

ういった部分での情報の発信、確かにホームペー

ジだとか広報だとかで周知をしていただいてはい

ますけれども、どうしても見逃すことが多いとい

うことではいろんなところにぜひポスターなりな

んなり作っていただいて発信をしていただきたい

なと思っています。名寄市では、毎年第２次名寄

市共同参画事業に基づいて取組を進めて表彰もさ

れていますから、そういった方々の事業者さん、

また個人の皆さんにも御協力をいただきながらこ

の啓蒙、啓発活動を強化していただく、もっと力
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を入れていただきたいということを強くお願いし

て終わりたいと思います。

終わります。

〇議長（山田典幸議員） 以上で川村幸栄議員の

質問を終わります。

これをもちまして一般質問を終結いたします。

〇議長（山田典幸議員） お諮りいたします。

議事の都合により、明日３月１３日から３月１

７日までの５日間を休会としたいと思いますが、

御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（山田典幸議員） 異議なしと認めます。

よって、明日３月１３日から３月１７日までの

５日間を休会とすることに決定いたしました。

〇議長（山田典幸議員） 以上で本日の日程は全

て終了いたしました。

本日はこれをもちまして散会といたします。

大変お疲れさまでした。

散会 午後 ３時０２分

上記会議のてんまつを記載し、その相違なきこ

とを証するため、ここに署名議員とともに署名す

る。

議 長 山 田 典 幸

署名議員 今 村 芳 彦

署名議員 川 村 幸 栄
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開議 令和７年３月１８日（火曜日）午後１時００分

１．議事日程

日程第１ 会議録署名議員指名

日程第２ 議案第１６号 令和７年度名寄市一般

会計予算（予算審査特別委員長報告）

議案第１７号 令和７年度名寄市国民

健康保険特別会計予算（予算審査特別

委員長報告）

議案第１８号 令和７年度名寄市介護

保険特別会計予算（予算審査特別委員

長報告）

議案第１９号 令和７年度名寄市食肉

センター事業特別会計予算（予算審査

特別委員長報告）

議案第２０号 令和７年度名寄市後期

高齢者医療特別会計予算（予算審査特

別委員長報告）

議案第２１号 令和７年度名寄市立大

学特別会計予算（予算審査特別委員長

報告）

議案第２２号 令和７年度名寄市病院

事業会計予算（予算審査特別委員長報

告）

議案第２３号 令和７年度名寄市水道

事業会計予算（予算審査特別委員長報

告）

議案第２４号 令和７年度名寄市下水

道事業会計予算（予算審査特別委員長

報告）

日程第３ 議案第２５号 名寄市職員の勤務時間、

休暇等に関する条例の一部改正につい

て

議案第２６号 名寄市職員の育児休業

等に関する条例の一部改正について

日程第４ 議案第２７号 名寄市特定教育・保育

施設及び特定地域型保育事業の運営に

関する基準を定める条例の一部改正に

ついて

議案第２８号 名寄市家庭的保育事業

等の設備及び運営に関する基準を定め

る条例の一部改正について

日程第５ 議案第２９号 名寄市水道事業給水条

例の一部改正について

日程第６ 意見書案第１号 持続可能な学校の実

現をめざす意見書

日程第７ 報告第１号 例月出納検査報告、定期

監査報告等について

日程第８ 閉会中継続審査（調査）の申し出につ

いて

日程第９ 委員会所管事務調査報告

１．本日の会議に付した事件

日程第１ 会議録署名議員指名

日程第２ 議案第１６号 令和７年度名寄市一般

会計予算（予算審査特別委員長報告）

議案第１７号 令和７年度名寄市国民

健康保険特別会計予算（予算審査特別

委員長報告）

議案第１８号 令和７年度名寄市介護

保険特別会計予算（予算審査特別委員

長報告）

議案第１９号 令和７年度名寄市食肉

センター事業特別会計予算（予算審査

特別委員長報告）

議案第２０号 令和７年度名寄市後期

高齢者医療特別会計予算（予算審査特

別委員長報告）

令和７年３月１８日（火曜日）第１回３月定例会・第５号
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議案第２１号 令和７年度名寄市立大

学特別会計予算（予算審査特別委員長

報告）

議案第２２号 令和７年度名寄市病院

事業会計予算（予算審査特別委員長報

告）

議案第２３号 令和７年度名寄市水道

事業会計予算（予算審査特別委員長報

告）

議案第２４号 令和７年度名寄市下水

道事業会計予算（予算審査特別委員長

報告）

日程第３ 議案第２５号 名寄市職員の勤務時間、

休暇等に関する条例の一部改正につい

て

議案第２６号 名寄市職員の育児休業

等に関する条例の一部改正について

日程第４ 議案第２７号 名寄市特定教育・保育

施設及び特定地域型保育事業の運営に

関する基準を定める条例の一部改正に

ついて

議案第２８号 名寄市家庭的保育事業

等の設備及び運営に関する基準を定め

る条例の一部改正について

日程第５ 議案第２９号 名寄市水道事業給水条

例の一部改正について

日程第６ 意見書案第１号 持続可能な学校の実

現をめざす意見書

日程第７ 報告第１号 例月出納検査報告、定期

監査報告等について

日程第８ 閉会中継続審査（調査）の申し出につ

いて

日程第９ 委員会所管事務調査報告

１．出席議員（１５名）

議 長 １６番 山 田 典 幸 議員

副議長 １０番 倉 澤 宏 議員

１番 中 畠 孝 幸 議員

３番 山 崎 真 由 美 議員

４番 水 間 健 詞 議員

５番 谷 聡 議員

６番 今 村 芳 彦 議員

７番 清 水 一 夫 議員

８番 川 村 幸 栄 議員

９番 佐 藤 靖 議員

１１番 高 野 美 枝 子 議員

１２番 高 橋 伸 典 議員

１３番 遠 藤 隆 男 議員

１４番 東 川 孝 義 議員

１５番 東 千 春 議員

１．欠席議員（０名）

１．事務局出席職員

事 務 局 長 渡 辺 博 史

書 記 石 橋 恵 美

書 記 及 川 洋 人

書 記 川 名 桃 代

１．説明員

市 長 加 藤 剛 士 君

副 市 長 橋 本 正 道 君

教 育 長 岸 小 夜 子 君

総 務 部 長 木 村 睦 君

総合政策部長 石 橋 毅 君

市 民 部 長 松 田 慎 司 君

健康福祉部長 馬 場 義 人 君

経 済 部 長 山 田 裕 治 君

建設水道部長 東 聡 男 君

教 育 部 長 伊 藤 慈 生 君

市立総合病院
佐 々 木 紀 幸 君

事 務 部 長

市 立 大 学
水 間 剛 君

事 務 局 長

こども・高齢者
田 畑 次 郎 君

支 援 室 長

産業振興室長 櫻 田 孝 臣 君
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上下水道室長 佐 藤 美 香 君

会 計 室 長 鈴 木 康 寛 君

監 査 委 員 岡 川 進 君
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〇議長（山田典幸議員） ただいまの出席議員数

は１５名であります。定足数に達しております。

直ちに本日の会議を開きます。

〇議長（山田典幸議員） 日程第１ 会議録署名

議員の指名を行います。

会議録署名議員には、会議規則第８７条の規定

により、

５番 谷 聡 議員

９番 佐 藤 靖 議員

を指名いたします。

〇議長（山田典幸議員） 日程第２ 議案第１６

号 令和７年度名寄市一般会計予算、議案第１７

号 令和７年度名寄市国民健康保険特別会計予算、

議案第１８号 令和７年度名寄市介護保険特別会

計予算、議案第１９号 令和７年度名寄市食肉セ

ンター事業特別会計予算、議案第２０号 令和７

年度名寄市後期高齢者医療特別会計予算、議案第

２１号 令和７年度名寄市立大学特別会計予算、

議案第２２号 令和７年度名寄市病院事業会計予

算、議案第２３号 令和７年度名寄市水道事業会

計予算、議案第２４号 令和７年度名寄市下水道

事業会計予算、以上９件を一括議題といたします。

付託いたしました委員会の審査の経過及び結果

の報告を求めます。

予算審査特別委員会、高野美枝子委員長。

〇予算審査特別委員長（高野美枝子議員） 議長

より御指名をいただきましたので、今定例会で予

算審査特別委員会に付託されました議案第１６号

令和７年度名寄市一般会計予算、議案第１７号

から議案第２１号までの各特別会計予算、議案第

２２号から議案第２４号までの各事業会計予算に

つきまして、予算審査特別委員会の審査経過と結

果の御報告を申し上げます。

第１回委員会は、２月２７日に開会し、直ちに

正副委員長の互選が行われ、委員長には私高野美

枝子が、副委員長には清水一夫委員が選任される

とともに、審査日程を３月１３日、１４日、１７

日、１８日の４日間と定めました。

審査期間中は、市長をはじめ関係する職員の出

席を求めるとともに、必要な資料の要求などをし

た上で、各会派の代表による総括質疑並びに委員

による質疑を行い、慎重に審査を行いました。

審査経過につきましては、本委員会は全議員を

もって構成された特別委員会でありますので、詳

細な報告は省略させていただき、審査の結果のみ

を御報告申し上げますので、御了解お願いいたし

ます。

本委員会に付託されました全会計予算中、一般

会計及び国民健康保険特別会計、水道事業会計に

ついては起立多数により、そのほかの４特別会計

及び２事業会計についてはいずれも全会一致で原

案のとおり可決すべきものと決定いたしました。

以上が審査の結果であります。

本委員会の開催中、運営に終始御協力いただき

ました清水副委員長、丁寧な答弁をしていただき

ました理事者の皆様並びに連日慎重かつ熱心に審

査を尽くしていただきました委員の皆様にお礼を

申し上げますとともに、日程どおりに終えること

ができましたことに感謝を申し上げ、報告を終わ

ります。ありがとうございました。

〇議長（山田典幸議員） ただいま予算審査特別

委員会委員長より報告のありました議案第１６号

外８件については、全議員をもって構成されまし

た特別委員会で審査しておりますので、この際質

疑を省略し、直ちに採決を行います。

お諮りします。議案第１６号 令和７年度名寄

市一般会計予算について委員長報告のとおり決定

することに賛成の議員の起立を求めます。

（起立多数）

〇議長（山田典幸議員） 起立多数であります。

よって、議案第１６号は委員長報告のとおり可

決されました。

お諮りします。議案第１７号 令和７年度名寄

市国民健康保険特別会計予算について委員長報告
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のとおり決定することに賛成の議員の起立を求め

ます。

（起立多数）

〇議長（山田典幸議員） 起立多数であります。

よって、議案第１７号は委員長報告のとおり可

決されました。

お諮りします。議案第１８号 令和７年度名寄

市介護保険特別会計予算から議案第２２号 令和

７年度名寄市病院事業会計予算までの５件につい

て委員長報告のとおり決定することに御異議ござ

いませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（山田典幸議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第１８号から議案第２２号までの

５件は委員長報告のとおり可決されました。

お諮りします。議案第２３号 令和７年度名寄

市水道事業会計予算について委員長報告のとおり

決定することに賛成の議員の起立を求めます。

（起立多数）

〇議長（山田典幸議員） 起立多数であります。

よって、議案第２３号は委員長報告のとおり可

決されました。

お諮りします。議案第２４号 令和７年度名寄

市下水道事業会計予算について委員長報告のとお

り決定することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（山田典幸議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第２４号は委員長報告のとおり可

決されました。

〇議長（山田典幸議員） 日程第３ 議案第２５

号 名寄市職員の勤務時間、休暇等に関する条例

の一部改正について、議案第２６号 名寄市職員

の育児休業等に関する条例の一部改正について、

以上２件を一括議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 議案第２５号 名寄市職

員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正に

ついて、議案第２６号 名寄市職員の育児休業等

に関する条例の一部改正について、一括して提案

の理由を申し上げます。

本件は、令和６年８月８日に人事院が行った公

務員人事管理に関する報告において仕事と生活の

両立支援の拡充の方針が示され、職場における育

児、介護等と仕事の両立支援制度等が拡充された

ことから、本市においても同様の措置を講ずるた

め、本条例の一部を改正しようとするものでござ

います。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

〇議長（山田典幸議員） これより、議案第２５

号外１件の一括質疑に入ります。御発言ございま

せんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（山田典幸議員） 質疑なしと認めます。

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（山田典幸議員） 異議なしと認めます。

これより議案第２５号外１件の一括採決を行い

ます。

議案第２５号外１件は原案のとおり決定するこ

とに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（山田典幸議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第２５号外１件は原案のとおり可

決されました。

〇議長（山田典幸議員） 日程第４ 議案第２７

号 名寄市特定教育・保育施設及び特定地域型保

育事業の運営に関する基準を定める条例の一部改

正について、議案第２８号 名寄市家庭的保育事

業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の

一部改正について、以上２件を一括議題といたし

ます。
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提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 議案第２７号 名寄市特

定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営

に関する基準を定める条例の一部改正について、

議案第２８号 名寄市家庭的保育事業等の設備及

び運営に関する基準を定める条例の一部改正につ

いて、一括して提案の理由を申し上げます。

本件は、国が定める特定教育・保育施設及び特

定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援

施設等の運営に関する基準、家庭的保育事業等の

設備及び運営に関する基準の改正に伴い、本条例

の一部を改正しようとするものでございます。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

〇議長（山田典幸議員） これより、議案第２７

号外１件の一括質疑に入ります。御発言ございま

せんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（山田典幸議員） 質疑なしと認めます。

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（山田典幸議員） 異議なしと認めます。

これより議案第２７号外１件の一括採決を行い

ます。

議案第２７号外１件は原案のとおり決定するこ

とに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（山田典幸議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第２７号外１件は原案のとおり可

決されました。

〇議長（山田典幸議員） 日程第５ 議案第２９

号 名寄市水道事業給水条例の一部改正について

を議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 議案第２９号 名寄市水

道事業給水条例の一部改正について、提案の理由

を申し上げます。

生活衛生等関係行政の機能強化のための関係法

律の整備に関する法律の施行に伴い、水道法施行

令による布設工事監督者及び水道技術管理者の資

格要件が改められたほか、国土交通大臣及び環境

大臣の連携に関する規定の整備が行われたことか

ら、本条例の一部を改正しようとするものでござ

います。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

〇議長（山田典幸議員） これより、質疑に入り

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（山田典幸議員） 質疑なしと認めます。

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（山田典幸議員） 異議なしと認めます。

これより採決を行います。

議案第２９号は原案のとおり決定することに御

異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（山田典幸議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第２９号は原案のとおり可決され

ました。

〇議長（山田典幸議員） 日程第６ 意見書案第

１号 持続可能な学校の実現をめざす意見書を議

題といたします。

お諮りいたします。意見書案第１号は、質疑、

委員会付託を省略し、直ちに採決することに御異

議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（山田典幸議員） 異議なしと認めます。

これより採決を行います。

意見書案第１号を原案のとおり決定することに
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御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（山田典幸議員） 異議なしと認めます。

よって、意見書案第１号は原案のとおり可決さ

れました。

〇議長（山田典幸議員） 日程第７ 報告第１号

例月出納検査報告、定期監査報告等についてを

議題といたします。

本件については、報告書が配付されております

ので、これをもって御了承お願いいたします。

〇議長（山田典幸議員） 日程第８ 閉会中継続

審査（調査）の申し出についてを議題といたしま

す。

お諮りいたします。配付いたしました各委員長

からの申出のとおり決定することに御異議ござい

ませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（山田典幸議員） 異議なしと認めます。

よって、申出のとおり決定いたしました。

〇議長（山田典幸議員） 日程第９ 委員会所管

事務調査報告を行います。

総務文教常任委員会の調査研究項目である複合

施設の在り方について委員会の報告を求めます。

総務文教常任委員会、東川孝義委員長。

〇総務文教常任委員長（東川孝義議員） 議長の

指名をいただきましたので、総務文教常任委員会

所管事務調査報告をいたします。

当委員会では、複合施設の在り方についてテー

マを設定し、取り組んできました。

具体的取組に当たり、名寄市における公共施設

等の約半数が既に３０年以上を経過しており、公

共施設だけではなく、日常生活や経済活動を営む

上で基盤となる道路や橋梁、上下水道などのイン

フラ施設も公共施設と同様に計画的に整備が進め

られてきております。しかし、今後の公共施設再

配置に向けては人口推移が大きく影響し、まち・

ひと・しごと創生人口ビジョンの見直しからも既

存設備同様の建て替えは難しく、一定の広さの中

に複合的な機能を持たす設備が必要となってきま

す。その上で、公共施設の基本的な考え方におい

て公共施設総量の適正化を実現するため、総量縮

減に向けた数値目標として平成２８年度から２０

年間で公共施設の総延べ床面積を１３％削減する

考え方が示されております。

当委員会では、公共施設の目的である市民の利

便性や福祉の向上を含めて市民ニーズを十分に考

慮した中で、また将来負担コストの課題を含めて

更新時期を迎える公共施設の集約化、複合化をど

のように進めていくべきかを目的に複合施設の在

り方について協議を重ねてきました。

現状分析では、名寄市公共施設等再配置計画は

２０２２年度から２０５１年度の３０年間で設定

がされております。その計画期間を３つの期間、

フェーズに区切り、時系列的な関係で整理をされ

ており、特にフェーズ１における想定施設、面積、

築年数、構造規模、評価項目、課題等の確認を行

いました。さらに、対象となっている児童センタ

ー、図書館の視察を行い、道内外の視察を終えた

後に所管部署との意見交換を行いました。

調査研究の経過では、令和５年１０月１１日、

香川県善通寺市、市庁舎複合施設としての図書館

整備事業、同日、香川県丸亀市、市民会館整備事

業、１２日、広島県呉市、リノベーションまちづ

くりの取組、令和６年７月２２日、滝川市、公共

施設複合化の取組、２３日、富良野市、複合庁舎

建設の取組、２４日、小清水町、防災拠点型複合

庁舎建設の取組について視察を行いました。

視察の概要です。香川県善通寺市では、市庁舎

と図書館の複合施設整備事業の目的は、まちの活

力創出の基本方針として公共施設の機能を複合化

させることにより多様な市民の利用を誘発し、時

間、曜日の変化による流動性のある活用を目的と

し、併せて複合化によるコスト削減も考慮されて
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おりました。新図書館のコンセプトは「本と出会

い、人がつながり、夢を育む図書館」とし、指定

管理者にて運営がされており、民間事業者が持つ

ノウハウの有効活用により香川大学並びに善通寺

市との連携事業、館内にはカフェスペースや講演

会、お茶会など様々な事業が展開されておりまし

た。

香川県丸亀市では、市民会館整備事業を検討す

るに当たり（仮称）みんなの劇場整備基本構想で

掲げた基本理念、①、豊かな人間性を育む、②、

誰一人孤立させない、③、切れ目ない支え合いの

理念に基づき丸亀城の景観を損なうことなく、市

民との車座集会や整備意見交換会を実施し、市民

からの要望のあった劇場内の和室についても多様

な用途を確認しながら設置されたとのことでした。

計画から整備計画の中で強調されていたのは、劇

場をどうするかより劇場でまちをどうするかとい

うことでありました。文化、芸術の持つ力で福祉、

医療、教育をはじめ、様々な分野の課題で横串を

刺すことにより切れ目ない支え合いができる社会

を形成する役割を担っているとも言われておりま

した。

広島県呉市では、呉市の商店街の特徴として、

売上げ、通行量は平成初頭がピークで、買物の市

外流出、増え続ける空き店舗、空き地が多くなっ

たが、それでも固定資産税の稼ぎ頭であり、新規

創業の場として強い店を誘致するための施策とし

て、来てくれ店舗公募事業に取り組んでいました。

具体的には、半径２００メートルから３００メー

トルの小さなエリアを集中的に取り組み、周辺に

波及させながら変えていくリノベーションまちづ

くりを進めておりました。まちづくり事業の構想

とポイントとなる施策では、複線的な取組、民間

と行政の役割を明確にして、企業版リノベーショ

ンスクールをつくり、市内外の人材発掘と育成に

取り組んでいました。

滝川市での公共施設複合化の取組は、職員数減

少によりフロアに余裕ができた時期と図書館の老

朽化時期が重なり、財政的な課題、利便性、施設

の状態、維持管理費、利用者からの視点、市民ア

ンケートなど様々な面から検討が行われ、町なか

の庁舎内への移転が決定したとのことでした。庁

舎２階の滝川市立図書館の特徴は行政、他の機関、

団体など多方面との連携に力を入れていました。

市役所の多くの課と連携した啓発展示、他企業や

寺院、学校と連携した講演会、読み語り会など数

多く行い、市民の興味を多方面に向けさせる機能

を発揮しておりました。また、図書館での購入雑

誌数を維持する取組として、雑誌ささえ隊制度を

つくり、企業、団体、個人からの雑誌の年間購読

料の寄附を募り、雑誌の裏側には会社、団体のＰ

Ｒを入れ、ホームページに紹介を掲載することで

財政上の支えはもとより、商店街、企業との連携

を深める取組に成功しておりました。

富良野市では、老朽化し、耐震性が不足してい

る庁舎の建て替えと隣接する文化会館も同様な状

態から、コスト削減を含めた複合施設の建設経緯

について理解を深めました。市民理解の取組では、

平成２３年の東日本大震災を契機に庁舎建設の基

本方針をまとめた富良野庁舎建設基本構想をたた

き台に市民検討委員会で協議を重ね、基本計画策

定後、パブコメと並行し市民説明会を実施し、合

意形成を図ったとのことでした。防災機能強化の

取組では、ＢＣＰ、業務改善計画にも付随し、自

家発電により７２時間給電が可能、上下水道途絶

時対策として受水槽、雑用水槽、汚水貯留槽の設

備機能も備わっておりました。複合庁舎建設の取

組経過の中で複合化の是非が問題となり、防災拠

点の強化という視点が加わったことによる相乗効

果が大きかったと推察されました。

小清水町では、町民が日常を快適に過ごせる交

流、健康拠点と庁舎機能を併せ持った、公共施設

としては日本初となるフェーズフリーの考え方を

導入し、災害時の防災拠点としても機能する施設

の視察を行いました。防災拠点型複合施設として

建設された目的は、北海道胆振東部地震がきっか
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けとなり、老朽化と耐震不足が課題となっていた

役場庁舎の建て替えに向けて防災拠点となる役場

庁舎と避難所、交流拠点である中央公民館、保健

センターの一体化を図り、にぎわいを創出しなが

らも、いざというときは町民を守る安心と安全の

憩いの場となるよう様々な企業の協力をいただき、

フェーズフリーの概念を踏まえた建設を行ったと

のことでありました。町民との合意形成では、町

長の公約でもあるコミュニティーに関しては飲食

ができること、絵画などの展示スペース、気軽に

立ち寄れる場所、フィットネス的な集まりができ

るなどワークショップを重ね、様々な年代層の意

見を取り入れたことにより反対意見は少なかった

とのことでした。複合施設の運営はまちのＮＰＯ

法人が担当しており、カフェやフィットネスクラ

ブは地域協力隊をはじめ、新庁舎方針に賛同した

企業、組織が持続可能なまちづくりに向けてノウ

ハウやアイデア、人材を提供しておりました。防

災拠点型複合庁舎は、日常時、災害時の居場所づ

くりでまちのにぎわいと持続可能なまちづくりを

目指す、官民連携で取り組んだコミュニティー再

生、防災拠点の施設として学ぶことができました。

視察を終えた委員の意見では、１つ、複合施設

のコンセプトを明確にし、将来を見据えた再配置

計画が重要、②、このまちをどうするか、市民に

とって何が必要なのか、市民のために使ってもら

える施設なのか、医療、福祉、教育など様々な視

点からの検討が必要、③、市内不動産業者やまち

づくり会社との議論を深め、夢のあるまちづくり

が重要、④、複合施設内での図書館運営について

は行政及び市内企業、各団体との連携が重要、⑤、

人口減少、財政基盤の確保、防災対策など市民の

声はもちろんだが、幅広い専門家の意見も重要、

⑥、日常時、災害時の居場所づくりでまちのにぎ

わいと持続可能なまちづくりに向けて官民連携で

の取組が重要、⑦、グランドデザインを明確にし

て、多方面からのアイデアや大胆な目標を追求し、

市民の声を大切にする取組が重要などの意見が出

されました。

委員会では、道内外の視察を終えて、複合施設

の在り方について先ほどの７項目の整理を行い、

所管部署との意見交換を行いました。その中で平

成２６年度から令和５年度末現在における公共施

設の延べ床面積の推移については計画当初より０．

８７％増加しており、この理由は令和５年度末に

おける新規施設設置と旧施設の解体時期のずれに

あることを確認いたしました。

具体的な議論では、再配置計画のフェーズ１対

象施設の現状と課題、立地や規模、利用者のニー

ズ等について意見が交わされました。その中では、

先進地視察における取組内容を含め、名寄市公共

施設の再配置計画の趣旨並びに名寄市立地適正化

計画におけるウオーカブルな中心市街地の形成に

向けた都市機能誘導区域への人口密度を上げる動

線移動の手段、市内業者との合意形成、近隣自治

体との連携、計画に対する市民との議論をする期

間など多岐にわたり意見交換を行いました。

先進地の複合施設を視察させていただき、なぜ

複合施設に着目されたのか、その一つはアクセス

のしやすい場所に立地するべき、設置される建物

が多様化するため、複合施設が新たな形をつくり

出しているのではないかと考えられました。また、

複合化により建築費用及び維持経費の軽減、用地

取得の問題の緩和、地域づくりや地域活性化を目

的としたシンボル的な役割を担うことが可能とな

るからであります。

名寄市では、公共施設等総合管理計画において

現状と課題、将来負担コストの課題、適正な管理

等に関する考え方が示されております。具体的な

推進に向けては様々な課題もあるとは思いますが、

市民を巻き込んだ議論を進めていくために計画さ

れている内容を早期に具現化した提示を行い、一

定程度イメージを立てやすい施策の推進が必要で

あると考えます。

以上の提言をさせていただく中で、公共施設再

配置に向けては将来人口推移が大きく影響してま
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いります。市民の福祉を増進する目的を持って、

その利用に供するための複合施設としての人の集

まる場所、そして憩いの場となるような施設であ

ることを期待するものであります。

以上、総務文教常任委員会の所管事務調査報告

といたします。

〇議長（山田典幸議員） 続いて、市民福祉常任

委員会の調査研究項目である空き家対策について

委員会の報告を求めます。

市民福祉常任委員会、高橋伸典委員長。

〇市民福祉常任委員長（高橋伸典議員） 議長の

御指名をいただきましたので、市民福祉常任委員

会の所管事務調査事項の空き家対策についての御

報告を申し上げます。

少子高齢化社会が進み、２０２５年問題の影響

により人口減少問題が加速する中、日本の空き家

問題は深刻化しております。総務省は、２０２４

年４月時点の調査によると国内住宅総数に占める

空き家の割合は過去最高の１３．８％で、空き家

の数も５年で５０万戸増え、９００万戸と過去最

多になりました。特に問題になっているのは放置

空き家で、これは長期にわたって不在で、使用目

的がない空き家が２０年で１．８倍に増えていま

す。地方では人口減に歯止めがかからず、空き家

が増加傾向にあり、少子高齢化により人口減の影

響を本市でも受けております。空き家の問題が引

き起こす様々な影響には、不法侵入や犯罪者の標

的になる犯罪を誘発するリスク、ごみや可燃物の

放置や悪臭の発生、自然発火等の火災や倒壊等の

リスク、安全性や快適さが損なわれる、風景や景

観悪化のリスク、防犯上の懸念と衛生環境の悪化

のリスク、冬期の落雪等の事故につながるリスク

など空き家を放置することで起こるトラブルや事

故などの危険性が高まる中、本市も廃虚空き家の

ための除却対策に大きな問題と市民に対する危険

性に対し強く危機感と懸念を抱えており、早急な

る改善対策の重要性を感じ、所管事務調査事項と

して調査と研究と対策を進めてまいりました。

令和５年７月３日に開催した委員会では、全国

的な空き家の状況について、空き家の推移、実態

と傾向、腐朽、破損の状態、管理者、登記、名義

変更、利用意向、名寄市空き家の状況、現況調査、

空き家の対策、適正管理の緊急安全措置状況、空

き家対策の法改正、創設の調査を行いました。

令和５年９月５日に開催した委員会では、空家

対策特別措置法、特別措置法の一部改正をする法

律、空き家対策総合支援事業、本市の対応と措置

状況、財産管理制度の見直し、相続人不在の相続

財産清算の見直しの研修した後、名寄市内４か所

の廃墟空き家の現地調査を行いました。

令和６年７月１９日に開催した委員会では、空

き家対策の現状と課題について、発生する問題点、

発生抑制、所有者不明土地の抑制支援、補助の利

用促進、除却の促進、名寄の取組状況の調査を行

いました。

行政視察では、岡山県矢掛町では空き家対策と

古民家再生について視察を行いました。江戸時代

の町並みが残る歴史と文化のまちであり、近年空

き家、空き地の増加とともに、寄附や売却の問合

せが増えたことを受け、町並みの景観保持とにぎ

わいの創出が課題となりました。そのため、社会

資本整備総合交付金、空き家再生等推進交付金と

過疎対策事業債を活用した事業を展開してまいり

ました。空き家の改修を伴う居住や新規創業への

補助のほか、古民家の再生に向けた支援を行うこ

とで古民家の特徴を生かした温浴、宿泊施設が整

備されることや、また近年誕生した道の駅では物

販を行わず、展示を主体とし、観光客を商品販売

店に誘導する仕組みが採用されるなど、特徴ある

旧宿場町、矢掛が整備されておりました。空き家、

古民家の再生と経済活性化の両立を狙える着眼点

に敬服するばかりか、その実施に当たり特定空家

認定に向けた空き家対策協議会では市長、弁護士、

行政書士、建築士、関係部長、議長、関係常任委

員会委員長がメンバーとして構成されていること

で横断的かつ柔軟な対応を可能として、実績を残
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していることなどを学ぶことができました。

広島県尾道市では、遊休不動産の再生による景

観維持、空き家バンク事業について視察を行いま

した。尾道市では、尾道市空家等対策計画を策定

し、危険性の高い空き家等の除却や空き家バンク

の制度の充実などを進めてきました。一定の成果

はあったものの、空き家等総数は増加傾向にある

ことや歴史的な建物が多く残されていることから、

景観にも配慮し、空き家対策が求められることな

ど課題も多くありました。このことから、空き家

活用に対する補助制度では空き家バンク登録物件

に居住するための改修や空き家家財道具等処分支

援事業、中古住宅を購入または改修して定住する

子育て世代と若者夫婦世帯への費用の２分の１を

補助する子育て世帯等中古住宅取得支援事業と住

宅金融支援機構の金利が安いフラット３５が連携

した取組を進めていました。また、国の交付金２

分の１を活用し、特定空家等及び不良空き家除却

補助事業を行い、平成３０年、特定空家と認定さ

れた４３件中３１件が解体をされておりました。

次に、岩見沢市では特徴的な空き家対策につい

てを視察しました。岩見沢市は、石狩平野に位置

し、札幌市のベッドタウンとして発展、平成２２

年には人口９万人を超えました。高齢化社会や大

型ショッピングセンターが郊外に発展し、中心市

街地の空洞化や年間１，０００人以上の人口減少

が進む中、全市的な空き家対策が課題となり始め

ました。平成３０年に倒壊等事故や火災、犯罪等

を未然に防止し、市民の安全で安心できる生活環

境の保全と空き家等の活用を促進するため岩見沢

市空家等対策計画を策定し、特定空家の除却、解

体の支援を表記しました。また、不良空き家の除

却工事に関わる費用の一部を助成する岩見沢市不

良空き家除却補助金事業がスタートしました。補

助率５０％、５０万円を上限とし、年間１０件程

度の除却工事を行う内容でした。補助対象とする

不良空き家除却等に建物の不良測定による評点合

計が１００点以上であること、１年以上居住や使

用がなく、不良空き家及び車庫、門扉など全てを

除却する、所有者、また相続人全ての同意が必要

であることなどの制限があり、令和元年より３５

件が解体されておりました。

また、南幌町では空き家等解体助成事業、中古

住宅購入費助成事業、住宅リフォーム助成事業に

ついて視察をしました。南幌町は、大規模な団地

造成に伴い札幌市や千歳市のベッドタウンで、子

育て世代の移住促進に向けた推進をしたことで急

激な高齢化が課題となっており、人口が移住で急

増した１９９０年代に建てられた住宅が多いため、

今後空き家が増えてくると予想され、管理不全空

き家にならないように住宅環境を保持する必要が

ありました。空き家等解体助成事業と中古住宅助

成事業を追加した理由として、管理不全状況の空

き家の増加を抑制することと中古住宅や空き家の

認識を深める目的のため追加し、リフォーム工事

事業や子育て支援策には基本的に町単費で、ふる

さと納税を財源に充てていました。空き家等解体

助成事業は、解体費用の１０％、限度額１件１５

万円で、助成件数は３件、中古住宅購入費助成事

業は購入費用の２０％で、限度額１件２５万円で、

助成件数７件、住宅リフォーム助成事業は費用の

２０％、限度額１件３０万円で、助成件数が２８

１件数の助成が行われておりました。

視察を終えて、今回の事務事業調査を通じ、１

つには名寄市の空き家バンクの検証と充実に伴い、

名寄は仲介業者に仲介をお願いして、物件等の情

報を発信することとしているが、現在空き家情報

や空き地情報とも登録物件がない状況にある。名

寄市への移住や転移者、市民も含め幅広く利用で

きる空き家バンクとすべく改めて制度の在り方を

検証し、制度充実、強化を図ることを検討すべき。

２つには、公金を出し、補助対象とすることか

ら、岩見沢のように建物の不良度測定による評価

検査、１年以上居住や使用がない、所有者及び相

続人全ての同意が必要の制限を設けることを検討

すべき。また、矢掛のように特定空家認定に向け
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た空き家対策協議会を市長、弁護士、行政書士、

建築士、関係部長、議長、関係常任委員会のメン

バーで構成し、横断的かつ柔軟な対応を可能とす

る協議会の設置を進めることを検討すべき。

３つには、空き家解体に伴う産業廃棄物の特例

受入れについて、名寄地区衛生施設事務組合等で

は産業廃棄物は処理できないが、市が危険空き家

と認定したものなど特例で安価で受け入れること

を検討すべき。

４つには、不良空き家住宅等の除却費の補助に

ついて適切に維持管理されていない空き家は強風、

大雪などによる破損部分の飛散や部分的な倒壊や

火災のおそれがあり、地域住民に大きな不安を与

えている。このようなことから、視察先や近隣市

町村では生活環境の保全と市民の安全のため住宅

性能が著しく低下している空き家住宅を除却する

場合に除却費用の一部を補助している。対象とな

る空き家の条件、申請条件、補助対象となる工事

の条件等など細かく定め、国の交付金、社会資本

整備総合交付金、空き家再生等推進交付金と過疎

対策事業債を活用し、事業の展開を検討すべきと

考えております。

まとめに、最後に今回の事務事業調査を通し、

名寄市が直面している人口減少や少子高齢化社会、

とりわけ子育て世代の減少は今後大きな社会問題

になるであろうと強く危機感と懸念を抱いており

ます。また、人口減少や高齢化社会の影響により

空き家問題は喫緊の課題であり、市民が安全で安

心できる生活環境の確保が重要であります。対策

として、子ども子育て世代への積極的な支援のほ

か、居住環境の維持、向上を図るためにも市街地

の管理不良空き家を国の補助金を含めた空き家等

解体助成事業の活用など解決すべき課題であると

認識したところであります。将来にわたり安心し

て住み続けることができる空き家除却に関する事

業、空き家の円滑な活用に向けた事業、空き家の

発生を抑制する事業を推進し、持続可能なまちづ

くりを目指し、さらなる調査研究を進めてまいる

所存でございます。

報告は以上であります。

〇議長（山田典幸議員） 続いて、経済建設常任

委員会の調査研究項目である基幹産業である農業

に着目した産業振興について委員会の報告を求め

ます。

経済建設常任委員会、山崎真由美委員長。

〇経済建設常任委員長（山崎真由美議員） 議長

の御指名をいただきましたので、経済建設常任委

員会所管事務調査について御報告申し上げます。

人口減少が想定以上に進み、少子高齢化の中で

生じる後継者不足や労働力不足、農家戸数の減少

とそれに伴って進む１戸当たりの耕地面積の拡大

化、さらに今後懸念される耕作放棄地の拡大、不

安定な国際情勢にも起因した飼料、肥料、燃料、

資材など必要経費の高騰、生産地と消費地をつな

ぐ上で新たに浮上した物流の２０２４年問題など、

農業を取り巻く課題は山積しています。しかし、

名寄市の基幹産業が農業であることに着目したと

き、農業を核として名寄市の産業振興を進めるこ

とは名寄市の優位性を推し進めることにつながる

と考え、当委員会では今期所管調査テーマを基幹

産業である農業に着目した産業振興について、サ

ブテーマを名寄市の特色を生かし、地域の課題解

決を目指す農業施策の展開についてとして調査研

究を行いました。

主な調査内容については、１、人手不足解消に

つながる方策について、２、新規就農者、若手農

業者などの人材育成について、３、農産物の加工

による消費期限の延長について、４、農作物の流

通手段について、５、家族農業と法人化による経

営形態についての５項目として調査を進めました。

調査研究の一環として、所管部署及び関係団体

との意見交換会を計画し、２年間の中で名寄市役

所経済部、道北なよろ農業協同組合、名寄商工会

議所、風連商工会の関係者各位との意見交換を行

い、課題を共有するとともに、様々な観点から意

見交換を行いました。また、先進地視察では、静
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岡県浜松市、京丸園株式会社、ユニバーサル農業

による労働力確保の取組について、掛川市、オー

ガニックビレッジ宣言都市掛川市の取組について、

帯広市、食と農林漁業を柱とした地域産業政策に

ついて、伊達市、伊達市の農業施策についてそれ

ぞれ視察研究を行いました。名寄市内においては、

農業振興センターにてカノコソウ培養苗の取組に

ついて、日進地区、ヒグマ対策としてのカメラ運

用状況についてそれぞれ現地視察を行いました。

人手不足解消につながる方策について、農福連

携について。農福連携を軸に持続可能な経営体を

実践している静岡県浜松市の株式会社京丸園を視

察しました。京丸園では、従業員数１０２名のう

ち２２名が障がい者です。さらに、特例子会社か

ら１０名、地域の福祉施設から６名の障がい者が

業務委託という形で働いていました。健常者も障

がい者も同一の採用条件で、仕事に人を合わせる

のではなく、仕事を人に合わせることを基本的な

考えとして、作業手順などの明確化、標準化を創

意工夫することで課題を乗り越え、農作業の効率

化と生産性の向上により売上げも着実に伸ばして

いました。農福連携は障がい者を雇用して人手不

足の課題を克服することではなく、農業者自身が

彼らを通してそれまでになかった視点と着想を得

て変わっていくことであるとの説明に、共に働き

ながら生産性、収益性を上げ、持続可能性をベー

スにした未来を切り開く農業について知見を深め

ることができました。名寄市の特徴を生かした寒

冷野菜のグリーンアスパラ、カボチャ、バレイシ

ョ、スイートコーンなどは高収益作物ですが、手

作業のため人手不足が課題にあります。名寄市内

では、年間雇用する作業量と作物の販売ルートの

確保などハードルは高いと思いますが、福祉の側

からの雇用ではなく、農業生産者側からのアプロ

ーチはこの地域でも可能性があるのではないかと

感じた視察となりました。

有機農業について。令和５年３月、静岡県有機

農業実施策定委員会による有機農業実施計画の承

認を受けた掛川市は、４月にオーガニックビレッ

ジ宣言を行いました。５年後には、経営耕地総面

積の約２．８％の有機農業取組面積を目指し、有

機専用モデル区画の整備を行う予定であり、土づ

くりから生産、流通、加工、消費へとつなぐ地域

ぐるみの取組について研修を深める機会となりま

した。市の各種団体とオーガニックビレッジ推進

協議会が連携したそれぞれの役割に基づいた活動

や行政の情勢分析と不退転の覚悟が根底にあり、

さらにはオーガニックビレッジ推進協議会のよう

なサポート体制の確立及び農業者の忍耐と強い信

念、体力が必要であると痛感する視察となりまし

た。

帯広市では、食と農林漁業を柱とした地域政策、

フードバレーとかちの視察を行いました。２０１

０年、米沢帯広市長の声かけにより十勝管内１９

市町村、産学官金４１団体で構成されたフードバ

レーとかち推進協議会が展開され、農林漁業を成

長産業にする、十勝の魅力を売り込む、食の価値

を創出するを３本柱とした取組が進められてきま

した。十勝定住自立圏構想の下では、連携、協力

と役割分担を最大限に生かして、住民生活の確保

とさらなる発展及び魅力向上を目指していますが、

その中で国の制度活用も十勝として申請し、国際

戦略総合特区では食産業の研究開発、輸出拠点の

形成、成長著しい東アジアの食市場の獲得を目標

としていました。また、企業とのコラボによる商

品開発及び販売チャンネル拡大では、明治、ＪＡ

Ｌなどの知名度の高い企業との連携も果たし、そ

の数は応援企業登録数４８２社、ロゴマーク添付

商品１８８点に上っているとのことでした。名寄

１９線インター周辺に物流拠点構想が上がってい

ますが、本構想は地域政策、フードバレーとかち

と共通するものがあり、北・北海道中央圏域定住

自立圏構想と本市を含む道北地域の市町村の基幹

産業、農水産物発展に示唆となる視察となりまし

た。

伊達市では、伊達地区国営緊急農地再編整備事
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業による基盤整備について視察を行いました。伊

達市では、農地が小区画で排水不良、石、礫など

で起伏が著しい不整地な圃場が多く、非効率な農

作業から耕作放棄地が増え、地域農業の衰退が懸

念されていましたが、人口が頭打ちとなる中、温

暖な気候を生かした農業に投資することで市の財

政を支えたいとの前市長の決意から、基盤整備の

実現に動いたとのことでした。現在国土交通省北

海道開発局が事業主体となり、令和３年度から令

和１６年度までの１４年間、国営の緊急農地再編

整備事業が行われています。最初に、地区農業者

が主体となり促進期成会を設立、その後ＪＡ伊達

市、農業委員会、農業改良普及センター、土地改

良区促進期成会の各代表で組織した促進協議会を

設立し、促進期成会との連携や国などへの提案、

要請活動を進めてきたとのことでありました。後

継者のいない農家は５年、１０年先の収益が大事

で、本事業に反対であったが、必要性を粘り強く、

時には数値で説明し、納得してもらえるまで説得

したとの市の担当職員の苦労話も大変参考になり

ました。名寄市では、離農により１戸当たり耕作

面積が増加し、大規模化され、大型農機具等が運

用されていますが、さらに効率的に運用するには

農地の基盤整備が必要となります。このたびの視

察で得た教訓を今後の施策検討に生かしていかな

ければならないと感じました。

交通ハブと組み合わせた農業振興について。帯

広川西インターチェンジフードテックパーク構想、

新得町道の駅整備の視察を行いました。本市では、

名寄１９線インター周辺に物流拠点構想があり、

多くの共通目的や課題解決の役割を担っています。

帯広市のフードテック構想の場合は、十勝１９市

町村、４１団体を巻き込んだ市長肝煎りのフード

バレーとかちという大きな政策の一部であり、事

業は非常に多岐にわたり、十勝農業の１，２００

％を超える食料自給率と幅広い営農類型、平らで

広い地形を利用した効率的な作業を背景とした強

く、裾野の広い農業基盤が前提となっていました

が、加えて域内に様似港もあり、漁業資源と物流

の両面においても有利であると感じました。帯広

市に比べ、新得町の整備方針は駅や市街地からの

距離が遠い点において名寄市と条件的に近い点が

あり、計画の進捗状況についての視察は大変参考

になりました。

視察を通し、浜松市の農福連携による農作物生

産と流通までの農業経営、障がい者を雇用して、

人手不足の課題克服ではなく、農業者自身が彼ら

を通してそれまでになかった視点と着想を得て変

わっていく、共に働きながら生産性、収益性を上

げ、持続可能性をベースにした未来を切り開く農

業、また掛川市での行政の情勢分析と不退転の覚

悟に支えられた有機農業など、直接現場の声を伺

いながら研究を進めることができました。

帯広市では、十勝１９市町村、産学官金４１団

体とオール十勝で行ってきているフードバレーと

かちの内容と成果を知ることができました。もと

もと地力のある十勝管内の農業を背景に広域の協

議会で農業をキーとした地域経済の重要な要素を

担っている状況はなかなかまねのできるものでは

ありませんが、名寄市の農業の持つ可能性につい

て今後も調査研究を進めていく際の指針を得るこ

とができたと考えています。

伊達市の国営緊急農地再編整備事業については、

事業推進に向けた組織化の必要性について認識を

深めることができました。基幹産業が農業である

名寄市においても圃場面積が小さい、また飛び地

も散見されるなど農家が大型機械等を運用するに

は非効率な状況があります。今回の視察で得た知

見を名寄市の課題に照らし合わせ、今後の施策検

討に生かしていかなければならないと痛感する視

察となりました。

本市の基幹産業、農業をテーマに２年間調査研

究をしてきましたが、地域の課題解決を目指す点

において課題は山積しています。中でも喫緊の課

題としては農業従事者の不足に加え、近年では有

害鳥獣被害対策が挙げられると捉えています。農

令和７年３月１８日（火曜日）第１回３月定例会・第５号
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業従事者の不足については、農福連携の福祉従事

者のほか、既に多くの実績がある外国人材の活用、

さらに圃場の機械作業最適化と農機具のＩＣＴ化

による余剰労働力の検討も必要であると考えます。

また、名寄ならではの取組として、名寄市立大学

の学生による農作業の有償ボランティアやそれら

を通じてできた関係を生かした学生アルバイトも

有効な取組であると考えます。ヒグマ、エゾシカ、

アライグマなど有害鳥獣被害の対策は、農業経済

以外に通常の社会生活にも被害が及ぶ可能性があ

るため、昨年導入したセンサーカメラのほか、ゾ

ーニング管理の導入によるヒグマ被害の抑制、く

くりわな、ハンターの育成、支援、ヒグマ箱わな、

アライグマわなの効果的活用を促す取組をさらに

推進することが求められます。

当初４年間で計画した内容を２年間でまとめる

こととなりましたが、今後も引き続き調査研究を

進め、農業を基軸にした名寄市の産業振興が一層

進むことを願って、報告といたします。

〇議長（山田典幸議員） 以上で委員会所管事務

調査報告を終わります。

〇議長（山田典幸議員） 以上で今期定例会に付

議されました案件は全て議了いたしました。

これをもちまして、令和７年第１回名寄市議会

定例会を閉会いたします。

大変お疲れさまでした。

閉会 午後 ２時０７分

上記会議のてんまつを記載し、その相違なきこ

とを証するため、ここに署名議員とともに署名す

る。

議 長 山 田 典 幸

署名議員 谷 聡

署名議員 佐 藤 靖

令和７年３月１８日（火曜日）第１回３月定例会・第５号
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質 問 文 書 表 （代表質問）

令和７年第１回定例会

発 言
氏 名 発 言 要 旨

順 序

１ 東 川 孝 義 １ 令和７年度の市政執行方針について

（Ｐ ３８） (1) 新年度の重点施策について

(2) 名寄市総合計画（第２次）後期実施計画見直し後の取り組みにつ

いて

(3) 効率的な行政運営について

２ ４期目任期最終年度を迎えて

(1) コンパクトなまちづくりの推進に向けて

(2) 電子地域通貨（Ｙｏｒｏｃａ）導入後の成果と今後の課題につい

て

(3) 北・北海道の中核都市としての広域連携について

３ 名寄市における地域課題への対応について

(1) 名寄インターチェンジ拠点化構想の方向性について

(2) 名寄市立大学の組織形態見直しに向けた取り組みについて

(3) スポーツによるまちづくりに向けて

(4) 王子マテリア（株）名寄工場跡地活用に向けて

４ 教育行政について

(1) 新年度における学校教育の重点施策について

(2) 教員の働き方改革の現状と課題について

(3) ＡＩドリル活用の成果と課題について

２ 髙 野 美枝子 １ 令和７年度市政執行方針について

（Ｐ ５９） (1) 市政推進の基本姿勢について

(2) 令和７年度の重点施策について

(3) 予算編成と今後の財政展望について

２ 市民と行政との協働によるまちづくりについて

(1) 重点プロジェクトの市民周知について

(2) 地域コミュニティ活動の推進について

３ 市民みんなが安心して暮らせるまちづくりについて

(1) 地域医療の充実について

令 和 ７ 年 第 １ 回 ３ 月 定 例 会
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(2) 高齢者福祉の推進について

４ 自然と調和した環境にやさしく快適で安全安心なまちづくりについ

て

(1) 環境との共生について

(2) 都市環境の整備について

(3) 上水道・下水道の整備について

５ 地域の特性を活かした賑わいと活力のあるまちづくりについて

(1) 農業の振興について

(2) 商工業の振興について

(3) 観光の振興について

６ 生きる力と豊かな文化を育むまちづくりについて

(1) 大学教育の充実について

(2) 生涯スポーツの振興について

７ 教育行政執行方針について

(1) ウェルビーイングについて

(2) 不登校対策について
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質 問 文 書 表 （一般質問）

令和７年第１回定例会

発 言
氏 名 発 言 要 旨

順 序

１ 清 水 一 夫 １ 防災について

（Ｐ ８２） (1) 防災訓練について

(2) 防災対策について

２ 産業の創出について

(1) 名寄インターチェンジ拠点化構想について

２ 遠 藤 隆 男 １ 障がい者福祉の推進について

（Ｐ ８９） (1) 障がい者就労の現状と支援体制について

(2) 障がい者理解の促進について

２ ２０４０年問題について

(1) 本市における影響と対策について

３ 高 橋 伸 典 １ 行政手続きのデジタル化でオンライン申請の推進を

（Ｐ１０２） (1) 行政手続きのオンライン化の作業状況と今後の進め方について

(2) ぴったりサービス活用状況と今後について

(3) 子育て応援アプリの導入について

２ 安心して授乳・搾乳ができる環境づくりを

(1) 公共施設に授乳室の設置と授乳が安心できる環境づくりを

４ 倉 澤 宏 １ 司法過疎・弁護士過疎対策について

（Ｐ１１０） (1) 公設法律事務所の再設置に向けた取り組みについて

(2) 公設法律事務所の閉鎖に伴う影響と対応について

２ 観光振興施策について

(1) 外国人観光客の現状と対応について

(2) 旭川空港を拠点とした観光振興について

５ 中 畠 孝 幸 １ 中教審答申に照らした名寄市立大学の現在

（Ｐ１２４） (1) 国際化の推進について

(2) 規模の適正化の推進について
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２ 鉄道資源の有効活用について

(1) キマロキ展示保存５０年に当たって

(2) 宗谷本線におけるサイクルトレイン実証運行に関して

６ 谷 聡 １ 市立総合病院の収支状況について

（Ｐ１３１） (1) 令和６年度における赤字見込みについて

(2) 今後の収支状況改善に向けた取り組みについて

２ 名寄ＩＣ拠点化構想の現状と課題について

(1) 基本構想具現化に向けた取り組み状況について

(2) 今後の見通しと課題について

７ 水 間 健 詞 １ 後継者対策について

（Ｐ１３９） (1) 経営者の後継者および後継者対策の現状について

(2) 後継者対策の基本的考え方について

(3) 将来の見通しについて

２ 部活動の地域移行について

(1) 地域移行の進捗状況について

(2) 課題と対策について

(3) 今後のスケジュールについて

８ 川 村 幸 栄 １ 名寄市立大学の在り方検討委員会にかかわって

（Ｐ１５０） (1) 在り方検討委員会設置について

(2) 大学内での在り方検討委員会についての議論状況について

(3) 適切な組織形態の検討、学生確保と地域への貢献をめざすための

大学内での取り組みについて

２ 人権尊重と男女共同参画社会の形成にかかわって

(1) 働く女性の権利や暮らし・労働条件の改善について

(2) 農村女性の働き方について

(3) パートナーシップ制度について

(4) ＤＶへの対応と被害者支援について
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令和７年第１回名寄市議会定例会議決結果表

令和７年２月２７日～令和７年３月１８日 ２０日間

本会議時間数 １４時間３６分

委 員 会 本会議

議 案 番 号 議 件 名 付託年月日 議決年月日 議決年月日

付託委員会 審 査 結 果 議 決 結 果

令 和 6 年 第 4 回 6.11.29 7. 1.14 7. 2.27
名寄市ピヤシリスキー場条例の一部改正につ

定例会 経 済 建 設 常 任 可 決 す べ き 原 案 可 決
いて

付 託 議 案 第 4 号

令 和 6 年 第 4 回 6.12.11 7. 1.27 7. 2.27

定例会 名寄市水道事業給水条例の一部改正について 経 済 建 設 常 任 可 決 す べ き 原 案 可 決

付 託 議 案 第 2 5 号

情報通信技術の活用による行政手続等に係る ― ― 7. 2.27

関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素 ― ― 原 案 可 決

第 １ 号 化及び効率化を図るためのデジタル社会形成

基本法等の一部を改正する法律の施行に伴う

関係条例の整理に関する条例の制定について

名寄市職員の定年引上げに伴う関係条例の整 ― ― 7. 2.27
第 ２ 号

備に関する条例の一部改正について ― ― 原 案 可 決

― ― 7. 2.27
第 ３ 号 名寄市手数料徴収条例の一部改正について

― ― 原 案 可 決

名寄市教育相談センター条例の一部改正につ ― ― 7. 2.27
第 ４ 号

いて ― ― 原 案 可 決

名寄市風連米乾燥調製施設条例の一部改正に ― ― 7. 2.27
第 ５ 号

ついて ― ― 原 案 可 決

― ― ―
第 ６ 号 削除

― ― ―

名寄市病院事業職員の給与の種類及び基準に ― ― 7. 2.27
第 ７ 号

関する条例の一部改正について ― ― 原 案 可 決

令和６年度名寄市一般会計補正予算（第１０ ― ― 7. 2.27
第 ８ 号

号） ― ― 原 案 可 決

令和６年度名寄市国民健康保険特別会計補正 ― ― 7. 2.27
第 ９ 号

予算（第２号） ― ― 原 案 可 決

令和６年度名寄市介護保険特別会計補正予算 ― ― 7. 2.27
第 １ ０ 号

（第２号） ― ― 原 案 可 決
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委 員 会 本会議

議 案 番 号 議 件 名 付託年月日 議決年月日 議決年月日

付託委員会 審 査 結 果 議 決 結 果

令和６年度名寄市後期高齢者医療特別会計補 ― ― 7. 2.27
第 １ １ 号

正予算（第３号） ― ― 原 案 可 決

令和６年度名寄市立大学特別会計補正予算 ― ― 7. 2.27
第 １ ２ 号

（第４号） ― ― 原 案 可 決

令和６年度名寄市病院事業会計補正予算（第 ― ― 7. 2.27
第 １ ３ 号

２号） ― ― 原 案 可 決

令和６年度名寄市水道事業会計補正予算（第 ― ― 7. 2.27
第 １ ４ 号

２号） ― ― 原 案 可 決

令和６年度名寄市下水道事業会計補正予算 ― ― 7. 2.27
第 １ ５ 号

（第２号） ― ― 原 案 可 決

7. 2.27 7. 3.17 7. 3.18
第 １ ６ 号 令和７年度名寄市一般会計予算

予 算 審 査 特 別 可 決 す べ き 原 案 可 決

7. 2.27 7. 3.17 7. 3.18
第 １ ７ 号 令和７年度名寄市国民健康保険特別会計予算

予 算 審 査 特 別 可 決 す べ き 原 案 可 決

7. 2.27 7. 3.17 7. 3.18
第 １ ８ 号 令和７年度名寄市介護保険特別会計予算

予 算 審 査 特 別 可 決 す べ き 原 案 可 決

令和７年度名寄市食肉センター事業特別会計 7. 2.27 7. 3.17 7. 3.18
第 １ ９ 号

予算 予 算 審 査 特 別 可 決 す べ き 原 案 可 決

令和７年度名寄市後期高齢者医療特別会計予 7. 2.27 7. 3.17 7. 3.18
第 ２ ０ 号

算 予 算 審 査 特 別 可 決 す べ き 原 案 可 決

7. 2.27 7. 3.17 7. 3.18
第 ２ １ 号 令和７年度名寄市立大学特別会計予算

予 算 審 査 特 別 可 決 す べ き 原 案 可 決

7. 2.27 7. 3.18 7. 3.18
第 ２ ２ 号 令和７年度名寄市病院事業会計予算

予 算 審 査 特 別 可 決 す べ き 原 案 可 決

7. 2.27 7. 3.17 7. 3.18
第 ２ ３ 号 令和７年度名寄市水道事業会計予算

予 算 審 査 特 別 可 決 す べ き 原 案 可 決

7. 2.27 7. 3.17 7. 3.18
第 ２ ４ 号 令和７年度名寄市下水道事業会計予算

予 算 審 査 特 別 可 決 す べ き 原 案 可 決

名寄市職員の勤務時間、休暇等に関する条例 ― ― 7. 3.18
第 ２ ５ 号

の一部改正について ― ― 原 案 可 決

名寄市職員の育児休業等に関する条例の一部 ― ― 7. 3.18
第 ２ ６ 号

改正について ― ― 原 案 可 決

令 和 ７ 年 第 １ 回 ３ 月 定 例 会
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委 員 会 本会議

議 案 番 号 議 件 名 付託年月日 議決年月日 議決年月日

付託委員会 審 査 結 果 議 決 結 果

名寄市特定教育・保育施設及び特定地域型保 ― ― 7. 3.18

第 ２ ７ 号 育事業の運営に関する基準を定める条例の一 ― ― 原 案 可 決

部改正について

名寄市家庭的保育事業等の設備及び運営に関 ― ― 7. 3.18
第 ２ ８ 号

する基準を定める条例の一部改正について ― ― 原 案 可 決

― ― 7. 3.18
第 ２ ９ 号 名寄市水道事業給水条例の一部改正について

― ― 原 案 可 決

意 見 書 案 ― ― 7. 3.18
持続可能な学校の実現をめざす意見書

第 １ 号 ― ― 原 案 可 決

報 告 ― ― 7. 3.18
例月出納検査報告、定期監査報告等について

第 １ 号 ― ― 報 告 済

― ― 7. 3.18
閉会中継続審査（調査）の申し出について

― ― 決 定

― ― 7. 3.18
委員会所管事務調査報告

― ― 報 告 済

令 和 ７ 年 第 １ 回 ３ 月 定 例 会
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